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序	 死に関する二つの直観	 

 

人生にはいずれ終わりがくる。どんな人もいつかは死に、存在しなくなる。それなりに充実し

た日々を送ることのできている幸運な人は、自分や他人がいつか死ぬということを忘れがちにな

るかもしれない。そんな人にも死はおとずれる。死についていつも考えたり思い悩んだりしてい

る人にも、もちろん死はおとずれる。あなたが人生のなかで出会い、深い関わりをもった人たち

も死んでいく。その人たちの死をあなたは悲しむだろう。その悲しみはあなたの人生に深く刻ま

れるかもしれないし、ひょっとすると案外あなたはすぐに忘れてしまうかもしれない。どちらに

しても、そのようないくつもの悲しみに彩られた人生も、彩られていない人生も、いずれは終わ

る。もちろん人生を彩るのは悲しいことばかりではない。あなたの人生は、素敵な人たちに囲ま

れ、暖かく、立派で、意味のあるものだったかもしれない。そのような人の存在も、死によって

終焉を迎える。 

たしかに、死はすべての終わりではないという考えも、他方ではあるだろう。死後にもなお愛

され思い出される人たちや、その意思が死後に一層尊重される人たちもいる。そのことをもって、

その人たちはまだ生き続けていると言いたくなることさえある。だが、もちろんそれは比喩であ

る。それはおそらく、その人たちのことをその死後にも真面目に受けとっており、たとえば、そ

の人たちとの関係が終わっていないということを表現する比喩であろう。だが、それでもやはり、

死は重要な意味で人の存在の終焉である。すくなくとも、死は人にとって重要な多くのことを終

わらせる。魂の不死性を信じる人でさえ、そのことを受けいれるだろう。 

おそらく多くの人にとって、死は心を乱す話題である。死を好ましく思っている人はあまりい

ない。いずれおとずれるものだと納得していても、すぐには来てほしくないし、来ないでくれる

のならそれに越したことはないとたいていの人は思っている。私自身も、死は悪いという考えに

強い確信をもっている。哲学的探究のなかには、死の恐怖を克服するための考え方を提示しよう

と試みるものもあるが、本論文にはそういった狙いはない。本論文の主要な狙いの一つは、死は

悪く、適切な恐怖の対象だという考えに対して確かな理論的基礎を示すことである。 

死は災いである。だが他方で、死は悪いものではないという、死に対する無視できない別の考

えもあると私には思われる。じっさい、死を好ましくは思わないにせよ、あまり気にしないとい

う人たちがいる。そのなかの一部の人は、単に死がすぐに自分に起こるとは思っていないため、

さしあたり気にしないのかもしれない。そういう人も、よくよく考えれば死が恐ろしいのかもし

れない。しかしながら、私の見るところ、よくよく考えたときにすら、死に対する人々の態度や

考えや価値づけは特徴的な仕方で掴みにくく、まったく相容れないとさえ思われる複数の考えを

一人の人がもつことさえある。単純に、うまく自分自身の考えを捉えられていないという場合も

あるだろう。しかし、考えをよく整理し洗練してもなお、われわれには死に関する複数の考えが

残ると思われるのである。そうした死に関する二つの
．．．

相容れないように見える理解があるという
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ことは、死の害悪をめぐる近年の議論の始まりであるトマス・ネーゲルの論文「死」の冒頭にお

いて言及されている。 

 

一方には、死をひどく恐ろしいものと考える人々がいる。だが他方には、自分自身の死が早

すぎたり苦痛をともなうものであったりすることは望まないとはいえ、死ぬことそれ自体に

は格別の不満はない、という人々もいる。〔･･････〕一方から言えば、生こそがわれわれの持

っているすべてなのだから、それを失うことはわれわれが被りうる最大の損失であると、言

える。しかし他方から言えば、死とはまさしくこの想定された損失からそれを被る主体を除

去することなのだ、という反論が可能である。さらにまた、〔･･････〕死が、肯定的にせよ否

定的にせよ、いっさいの価値を持ちえないことが理解されよう、と反論することもできる1。 

 

前者の理解はなじみ深いものだ。私の考えでは、「死は何ものでもない」と表現可能な後者の理解

は、しばしば誤解されているか、ほとんど無視されている。（ネーゲルからのこの引用に対しても、

そうした懸念を感じないわけではない。）本論文全体の狙いは、死に関してわれわれがもつ、相容

れないように見える二つの直観
．．．．．

とその含意を明らかにすることである。 

この二つの直観は、どちらも「人が存在しなくなること」についてのものである。第一の直観

は、死は死ぬ当人にとって不幸だ、というものである。その直観のもとでは、死は、死によって

死ぬ当人が非存在になるからこそ
．．．．．．．．．．

悪なのだと言われる。他方の第二の直観によれば、死は悪では

ない。それどころか、その理解によれば、死はわれわれにとって何ものでもない。それは、死ん

でしまったその人の幸不幸について語ることすら意味をなさなくなるというような、そういう死

の捉え方である。こちらもまた、死によって死ぬ当人が非存在になるからこそ
．．．．．．．．．．

幸せだとか不幸だ

とかということが意味をなさなくなると言われているのである。問題は、それらの異なる理解が、

どちらも同じ一つの死についての理解だということである。それらは正確にはどのような理解な

のか。これが本論文のテーマである。 

私の考えでは、死に関する第二の直観はこれまであまり明示的には論じられずにきた。あるい

は、それが言及される場合にも、第一の直観との関係において、適切な位置づけを与えられずに

きた。第二の直観がどうして容易に捉えそこなわれてしまうのか、大筋の事情は以下のようなも

のではないかと思う。まず、第一の直観はさしあたり次のように表現してよいだろう。 

 

（１）死は死ぬ当人にとって悪い。 

 

死について、この（１）のように思う人は、ひょっとすると、死ぬときに苦痛が伴うと考えるか

らそう思うのかもしれない。あるいは、死によって自身の計画や欲求が挫折すると考えるから、

                                                        
1 Nagel (1979), p. 1〔邦訳書 1頁、〔〕内は引用者による補足〕. Nagel (1979) の第 1章 “Death”（pp. 1–10〔邦訳

書 1–16頁〕）は Nagel (1970), “Death”, Noûs 4 (1), 73–80の修正再録版である。 
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死が悪いと思う人もいるだろう。しかしここで注目したいのは、死の悪についての次のような存

在論的な理解である。 

 

（２）死が悪いのは、死によって死ぬ当人が存在しなくなるからである。 

 

このような仕方でも、死が悪いとわれわれはたしかに考えていると思われる。したがって、なぜ

死が悪いのかという理由を示した（２）のようなものを、ここではとくに第一の直観の表現とみ

なすことにしよう。他方で、死に関する次のような理解もある。 

 

（３）死は人の存在の終わりであり、死んだ人にとって死が悪いということはありえない。 

 

この（３）は、「死は何ものでもない」とする第二の直観の表現だということができる。私が指摘

したいのは、これがかならずしも適切には受けとられてこなかったということである。おそらく

（３）からは、死は悪でないと論じるエピクロスの有名な論証を思い出されるだろう。さらに、

（３）を洗練したものこそが、エピクロスの論証だと思われるかもしれない。しかし、その見方

は適当でないと私は考える。 

エピクロスの論証は、死が人の存在の終わりであることを、（１）の意味で死が悪だという考え

に対して困難を突きつける条件や制約として捉える。死が悪い理由として（２）では述べられて

いるものを、逆に、死が悪くない理由として主張するのである。たしかに、（１）や（２）と（３）

は衝突するだろう。なぜなら、一方は死が悪いと告げ、他方は死が悪くないと告げるのだから。

だが、エピクロスの論証は、（１）を退ける議論を経て、死は何ものでもないから、恐れる必要は

なく、気にしなくてよいと結論する。私が指摘したいのは、これは（３）を洗練する仕方として

不適切だということである。私の考えでは、（３）の適切な理解とは、死とは、よいことも悪い
．．
こ
．

とも
．．
本当に何もなくなってしまう、ぞっとするような「恐ろしい」ことなのだ、というものであ

る。 

エピクロスの論証からなぜ不適切な結論が導かれてしまうのかは、本論文の第 2 章で詳しく論

じることになる。簡単に述べればそれは、エピクロスの論証が、価値に関する狭い見解に基づい

ているからである。以上のような事情で、（３）で表現しうるような、第一の直観とは別の、しか

し同様に否定しがたく原初的であるはずの、死に関する第二の直観は、私の考えでは、これまで

ずっと捉えそこなわれてきた。本論文の第 1 章と第 2 章では、それぞれ、第一と第二の直観に対

して明確な姿を与えることを試みる。そこでは、それぞれの直観に照らして、死に関するどのよ

うな理解が正しいのか、あるいは、価値に関するどのような見解が適切なのかが精査されること

になるが、その評価は、第 3 章で行なうように、形而上学的枠組みの選択によって最終的にはな

される。そして、筆者が最も有力だと思う枠組みとして、死者を非存在の対象として位置づける

「新マイノング主義」を提案したい。死と価値をめぐるこうした議論は、本来、形而上学の議論
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なのである。 

 

本論文の構成は次のようになる。第 1 章のテーマは、死に関する第一の直観である。人は死ね

ば存在しなくなる。死は人の存在の終焉である。われわれは「終焉テーゼ」と呼べるような、こ

うした死に関する基本的な理解をもつ。だがこの理解は、死が死ぬ当人にとって害悪であるとい

った死に関する別の一群の理解（「第一の直観」）と衝突するように見える。それは、死が人の存

在の終焉だとすれば、害を被るはずのその人は死によって存在しなくなるはずだからである。第

1 章では、それらの衝突が正確にどのようなものかを三つの死者の問題として明確化し、それら

を解決しうるいくつかの形而上学的枠組みの候補を見る。それらの枠組みのうちどれが優れてい

るかということの精査は、第 2章の議論を踏まえたうえで、第 3章において行なわれる。 

第 2章のテーマは、「死は何ものでもない」という死に関する第二の直観である。第 2章の前半

では、死の害悪を否定するエピクロス主義の主張が、どこまで擁護可能かを批判的に検討する。

その議論を経て、後半では、死は害悪ではありえないといった、終焉テーゼをむしろ支持するよ

うな死に関する別の直観（「第二の直観」）について論じる。その直観は、人にとっての善や悪と

いった福利の価値だけでなく、人生の意味という価値に関していっそうなじみ深いものである。

それらの議論を通して、死に関する第二の直観および、第一と第二の直観の関係を明らかにする。 

第 3 章では、死に関する第一の直観だけでなく、第二の直観をも自然な仕方で説明する枠組み

として、第 1 章で見たいくつかの形而上学的枠組みを比較する。そして、死者を非存在の対象と

して扱う「新マイノング主義」が、生前と死後とのコントラストをうまく表現し、二つの死の直

観に沿う枠組みだということを示す。 
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第 1章	 死の害と死者 
 

人は死ねば存在しなくなる。われわれは、「終焉テーゼ」と呼べるこうした死に関する基本的な

理解をもつ。しかしながらこの理解は、死が悪であるといった死に関する別の一群の理解――死

に関する第一の直観――と衝突するように見える。なぜなら、死が存在の終わりだとすれば、死

によって害を被るはずのその人はまさに死によって存在しなくなるからである。本章では、そう

した死に関する諸理解の衝突に由来する死者の問題を明確化し、その解決のための課題を整理す

る。本章で明らかにした課題は第 3章において最終的に解決されることになる。 

 

1.1	 終焉テーゼ	 

次のテーゼは、われわれがもつ死についての基本的な理解の一つを表していると思われる。 

 

終焉テーゼ：人は死ねば存在しなくなる1。 

 

死とは「われわれの存在の絶対的かつ永久的な終焉（end）」2であり、死とは存在しなくなること

である。あたかも死者が死後にもなおどこかに存在しているかのように述べる人もいるだろう。

だがそのような語り方の多くは、悲しさを帯びたものにちがいない。というのも、そのように言

う人はきっと、死んでしまった人が存在していないことを本当は理解しているからである3。 

死者はすでに存在しない。そこから次のことが導かれると思われる。死者には身体も意識もな

く、死者が怪我をしていたり痛みを感じていたりといった内在的状態をもつことはない。それゆ

え内在的状態の変化を被ることもない。このような考えは、われわれ自身の死についての理解を、

終焉テーゼのような明示的な形で反省したとき、自然に認められるものだろう。しかしこれから

見るように、この考えを額面通りに受けいれるのはそう容易ではない。 

われわれには、終焉テーゼと一見して相容れない死についての諸理解がある。たとえば、死は

                                                        
1 「終焉テーゼ（Termination Thesis）」という名称は Feldman (2000b) による。 
2 Nagel (1979), p. 1〔邦訳書 1頁〕. 
3 フレッド・フェルドマン自身は、人が死後も死体として文字通り存続するとして、終焉テーゼを拒否する
（Feldman 2000b）。私はこの考えに反対であるが、いずれにせよ、本論文で論じる死者は死体のことではない。
死体の残らないような死のケースでも本論文の議論が成り立つ点に注意されたい。とりわけ、人が死体として存

続することを認めたとしても、人が死後にも福利をもちうるかという問いへの答えが左右されることはないだろ

う。死体が存在していることを理由に、死後に主体に福利を帰属させることができると考える人はいない。もち

ろん、人は自身の死体の扱いなどについて生前に欲求をもつことがありうるし、それがその人の福利に影響する

と考えるのは自然だろう（本章第 5節 Aで引いた例も参照されたい）。しかしそれは、人として存続する死体が
．．．

幸せだとか不幸だとかということとはまったく異なる。人が死体として存在し続けるという「存在」の意味がも

しあるとしても、死によって存在しなくなるという「存在」の意味も明らかにある。本論文で問題にしているの

は後者の意味である。 
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死んだ当人にとって不幸なことだと通常考えられている。われわれの不幸のなかで自分の死ほど

の不幸はないとさえ言われる。また、死者のなかには死後にも生前と変わらずに愛される人がい

る。死者に対してだけ向けられる追悼のような態度もある。そして、死者の名前は指示対象をも

つ有意味な名前に思える。われわれはそのように、死者のことを真面目に受けとっている。 

前段落の一群もまた死者についてのわれわれの常識的な理解を構成している。だが終焉テーゼ

を思い出してみよう。存在しない対象が指示され、愛され追悼される。これはどういうことなの

だろうか。死んだ人が存在しなくなるとは、われわれに指示され愛され追悼されるまさにそのよ

うな対象が存在しなくなるということではないのか。つまり、指示を行ない態度を向けることが

できなくなるということではないのか。存在しないものが害を被るとはどういうことなのだろう

か。それは、まさに害を被る当の主体が存在しないということではないのか。つまり、害を被る

ことなどないということではないのか4。 

以上のように終焉テーゼは、同様に常識的なわれわれの諸理解と衝突するように見える。こう

した図式を基本的に共有したうえで、死者をめぐる問題について主に英語圏の分析哲学において

盛んに議論がなされてきた。そして、私の考えでは、これらの理解の衝突を調停するためには形

而上学の枠組みの提出が不可欠である5。 

まずここで、以降の議論のポイントを掴みやすくするために、終焉テーゼと他の諸理解の衝突

から生じる問題を次の三つに整理したい。 

 

（１）死の害を被ると思われる主体が死後には存在しない。 

（２）生きている人と関係に立つと思われる対象が死後には存在しない。 

（３）有意味であるように思われる名前の指示対象が死後には存在しない。 

 

これら三つの死者の問題に応えられるかどうかに注目することで、主要ないくつかの見解を検討

する。第 2節で、「剥奪説（Deprivation Account）」という死の害に関する代表的な見解を見る。そ

のうえで、剥奪説は単独では上記の三つの問題について説明しないことを確認する。その理由は、

その見解が、特定の形而上学の枠組みに対して中立的なことにある6。第 3節から第 5節では、三

つの問題が正確にどのようなものなのか明らかにし、その解決のための課題を特定する。それら

                                                        
4 この衝突は、対象と性質に関する次のような考えを前提とするだけで生じる。つまり、ある性質を何

．
か
．
がもつた

めには、その担い手となる何
．
か
．
がなければならない、という（おそらく自明な）考えである。 

5 ここで言う形而上学的枠組みとは、とりわけ、人の存在と時間との関係について系統的な説明を与える一般理
論のことである。 
6 特定の形而上学的枠組みの不可欠さは自明であると言われるかもしれない。だが実際のところこの点はそれほ
ど理解されていないように思われる。たとえば一ノ瀬（2011）の第 5章第 8節のように、死の害についての見解
である剥奪説が、形而上学的な枠組み（一ノ瀬の呼び方では「存在論的対応」）と同列に主張可能な学説である

かのように語られることもある。死をめぐる議論が倫理学や価値論の文脈で主に論じられてきたという経緯を考

えれば（たとえば Midwest Studies in Philosophy 24を見られたい）、形而上学的枠組みの不可欠さを強調すること
は依然として価値があると私には思われる。じっさいパレ・ユアグローも、死者の存在論的な身分の解明の重要

性に対して多くの論者が無自覚である点を、多くの分量を割いて論じている（Yourgrau 2000）。 
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の問題を解決するには形而上学的枠組みが必要であり、第 6節から第 8節では、そのような形而

上学的枠組みとして「新マイノング主義」、「永久主義的四次元主義」、「永久主義的三次元主義」

を見る。どの枠組みが最も有力であるかは、第 2章の議論を踏まえたうえで、最終的には第 3章

で論じることになる。 

 

1.2	 剥奪説	 

剥奪説は、トマス・ネーゲルをはじめ複数の論者によって明示的に支持されている見解であり7、

死の悪の本質を可能的な善の剥奪として説明する。剥奪説による死の悪の説明は次のようなもの

である。死は死ぬ当人にとって不幸なことであり、死者は死の害を被ると考えられている。その

死の害とは「死ななければ得られていたであろう善」が死によって剥奪されることで被る害であ

る。たとえば、ある人が当選している宝くじを不注意にも捨ててしまったとしよう。もちろんそ

れに気づいた場合、その人はひどく落ち込むにちがいない。だが、その人はついにそのことに気

づかなかったとしよう。それでもその人が害を被っていると、われわれは言いたいだろう。気づ

いたときにその人が落ち込むのは、害を被っていたことに気づいたからであり、落ち込みという

心的状態（これもまた害である）がここで問題とされている害なのではない。その人が被った害

は「当たりくじを捨てていなければなされていたであろう大金の獲得」という善を得る機会を失

ったことによる害である。死によっても多くの可能的な善がその意味で「奪われる」と考えられ

るため、そのような善の剥奪は、死が死者に害を与えるということを説明するように見える。 

この「剥奪」のアイデアは、ある事柄の価値が、それが起こらなかった場合にありえた状況と

の比較に依存しているという、より一般的なアイデアに基づいている。その考えはたとえば次の

ように表すことができるだろう。 

 

                                                        
7 Nagel (1979). 剥奪説の支持者には、Williams (1973), Marquis (1989), McMahan (2002), Feldman (1991, 1992), Grey 
(1999), Broome (1999), Feit (2002, forthcoming), Bradley (2004, 2009), Luper (2009a, 2009b)らがいる。そのなかで、ジ
ョン・ブルームは「剥奪が悪でないことはありえない。なぜならそれは、定義により、ありえた別の仕方より人

のあり方を悪くするからだ」と述べ、エピクロスが（ネーゲルも）論じるまでもない「あたりまえの（simple）」
ことを見失っていると述べる。彼らがあたりまえのことを見失っている理由は、ブルームによれば、比較に基づ

かない「絶対的な善悪（absolute good and bad）」という哲学者がおちいりがちな考えに魅了されているからである。
（Broome 1999, p. 173.）なお、ネーゲルによるオリジナルの「剥奪説」は、すぐあとで述べる CCAに基づくよう
な、いまや標準的となった剥奪説と特徴的な違いをもつ。ネーゲルは次のように述べる。「それが起こることで人

生がよいものになるような要因が存在し、逆に、それが起こることで人生が悪いものになるような要因も存在す

る。しかし、これら二種の要因を取り去ったとき、後には単に価値中立的な
．．．．．．

ものが残るわけではない。残るのは

あくまでも積極的な価値をもったものなのである。」（Nagel 1979, p. 2.〔邦訳書 3頁、強調は原文。訳文は邦訳書
に従う。〕）CCAのもとでは、人生に含まれる善と悪の要因の価値は互いに互いを上回りうるようなものとして扱
われ、死によって奪われる善が悪よりも大きい場合にのみ死は総合的に害だとされる。それに対してネーゲルは、

死によって奪われるものが、「幸福の条件であると同時に不幸の条件でもある」（Nagel 1979, p. 2〔邦訳書 2頁、訳
文は邦訳書に従う〕）ような生そのものの価値（あるいは体験自体の価値）だと主張する。私の考えでは、こうし

た生の価値に関する主張と、次章の第 3.3.2節 Aで取りあげる主観性・客観性と死の関係をめぐるネーゲルの見
解のあいだには、密接な関係がある。 
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CCA：世界ｗにおける主体 sにとっての出来事 Eの総合的価値は、ｗが sに対してもつ内在

的価値から、E が起こらないｗの最近接世界が s に対してもつ内在的価値を引いたものであ

る8。 

 

ここで言及されている主体にとっての内在的価値（intrinsic value）とは、「福利（well-being/welfare）」

や「自愛の思慮（prudence）」と呼ばれる価値である9。たとえば、快楽説が正しいとすれば、主体

に快楽が生じることは内在的に――つまりそれ自体として――その主体にとってよいことであり、

苦痛が生じることは内在的に悪いことである。だが、主体にとってよいことや悪いことは、そう

した内在的な価値だけではない。先に挙げた宝くじの例のように、起こるはずだったよいことが

起こらないのは悪いことであり、また逆に、起こるはずだった悪いことが起こらないのは――食

生活の管理により病気を防ぐことなどは――よいことである。このように、得られたはずの内在

的価値を考慮に入れて評価されるのが、出来事のもつ「総合的価値（overall value）」である。「剥

奪」の悪とはつまり、ある出来事が起こらない反事実的な状況において主体が得ていたはずの内

在的善が現実には得られないことの総合的な悪である。反事実的状況との比較に訴えるこの総合

的価値に関する一般的な見解は、「反事実条件的比較説（Counterfactual Comparative Account）」と

も呼ばれる。その見解に従えば、現実のようには死なずにしばらく生き続けていた場合に得られ

たはずの善の分だけ、主体におとずれる現実の死は悪いということになる。内在的価値と総合的

価値というこの区別は、次章以降の議論においても重要になってくる。 

主体にとっての内在的価値という考えを、さらにもうすこし正確な言葉遣いでも導入しておこ

う。本論文では、標準的な見解に従い、福利の価値の担い手を「事態（state of affairs）」やその複

合物だと前提する10。人にとっての価値が快と痛みに存するという考えを採るとすれば、ある主

                                                        
8 Cf. Bradley (2009), p. 50. ベン・ブラッドリーはこの定義を DMP（Difference-Making Principle）と呼ぶ。なお、記
号は本論文全体の統一のために変更している。問題となっている出来事の価値が「総合的」価値であることを明

記し、また、ブラッドリーの定式化において言及されている、諸世界のあいだの類似性関係は省略している。こ

こで言われている wの最近接世界（closest world）とは、Eが起こらないということとそれによる諸々の帰結だけ
が異なる wに最も類似した世界のことである。注意が必要なのは、出来事 Eを現実世界で起こる私の脚の骨折だ
とすれば、私の脚の骨折が起こっていない最近接¬E世界は（「¬」は否定を表す）、脚の骨折が起こっていないと
いう点だけが現実と異なりその後も私が通常通りに生活を送っているような世界ではない

．．．．
ことだ。脚の骨折にも

かかわらず、たとえば、それによる痛みもまったく生じず時速 10キロでジョギングができるような世界は、生物
学的な法則などの自然法則までもが異なる現実世界からかなり遠い世界であるだろう。出来事 Eが起こらない最
近接¬E世界は、その出来事 Eによって起こる帰結に関しても現実世界と異なり、さまざまな点で現実世界と異な
る世界である。なお、この定式化のように、比較されるそれぞれの項を世界の内在的

．．．
価値に限定する必要はない

かもしれないが、その点には立ち入らない。死が悪でありうることを説明するためには、可能世界のあいだの内

在的価値が比較できることだけで十分である。また、総合的価値はかならずしも出来事についてだけ問題になる

わけではなく、次章第 1・2節では、事態の総合的価値について論じる。可能世界を用いた反事実条件文の分析に
ついては、Lewis (1973), Stalnaker (1984) を参照。 
9 本論文では“well-being”と“welfare”を区別しない。前者に「福利」という訳が、後者に「福祉」という訳が当て
られることがあるが、ここでは「福利」を用いる。あるいはたとえば、次章第 4節で論じる「人生の意味（meaning 
of life）」という価値も“well-being”の下位区分として“well-being”と“welfare”を区別するという用語法もまた理に適
ったものであるだろう。 
10 価値の最小単位である価値原子（value atom）となる事態とその価値を定め、それに基づいて、時点や期間や世
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体 sにとって善であるのは「sに快が生じていること」という事態であり、sにとって悪であるの

は「s に痛みが生じていること」という事態である。われわれはまた、快苦が生じることのよう

な単純な事態に加えて、事態の複合物の価値として、人生全体の時間がもつ価値や、ある特定の

時間や期間がもつ価値――「状況」の価値――についても気にする。たとえばある人の人生が全

体としてよいかどうかや、幼少期や老年期、今日や今年といったある一定の期間の価値に対して

もわれわれは関心をもつ。そうした時間や人生全体の価値も、基本的な事態とその価値を用いて

定義可能である。たとえば、ある世界がある時間 t においてもつ s にとっての価値は、その世界

においてその時間 t に成立する事態がもつ s にとっての価値の総和だというように考えることが

できる11。 

 

1.3	 死の害を被る時間 

終焉テーゼに示されているように、人はその死によって存在しなくなる。そのような人の不在

とは、価値の観点から見れば――生き続ければよい生を送っただろうという楽観的な見通しがあ

る場合には――未来に得られたはずの善の不在である。そして剥奪説のもとでは、その不在こそ

が死の害であると説明される。しかし、剥奪説は死がいつ害であるのかについて主張しないため、

次の問題が残る。多くの哲学者たちがもっともなものとして前提してきた一般原理によれば、災

厄が人に対して当の害を与えるのは、その災厄の発生以降である。この一般原理に従うなら、死

による害もまた死後に被るのでなければならない12。だが、死の害についてそのように述べるの

は困難である。終焉テーゼによれば死とは存在しなくなることであり、害を被っているといった

性質を帰属させられる人は死後には存在しないからである。これが先述の死者の問題（１）であ

る。死者の不在は死の害がどのように悪いのかという説明にとって本質的だが、他方で、その害

を主体が被りうるかというもっと基本的な事柄の説明に対して困難をもたらすように見える。エ

ピクロスの有名な論証は、まさにこうした議論によって死の悪を退けていると理解できる。なお、

このような議論こそが「死は何ものでもない」という死に関する「第二の直観」を洗練する仕方

                                                                                                                                                                             
界といった事態の複合物の価値を定めることになる。また、福利の理論は、正確には基礎的

．．．
内在的価値（basic 

intrinsic value）について定めなければならない。それは、価値を二重に数えてしまうことを回避するためである。
基礎的内在的価値については Feldman (2000a), esp. pp. 319–325を参照。 
11 Cf. Bradley (2009), pp. 89–90. 主体 sの人生全体のもつ内在的価値は、世界において成立するすべての事態が s
に対してもつ内在的価値の合計と等しいと考えることができる。事態と世界の価値の関係については Bradley 
(2009), pp. 4–8 を参照。事態についての理解は基本的にロダリック・Ｍ・チザムの見解（Chisholm 1976, esp. pp. 
114–125〔邦訳書 187–209頁〕）に従う。事態は個別化規準がきめの細かな（fine-grained）存在者であり、たとえ
ば、〈ジョンが殺されること〉という事態と〈ジョンがマークに殺されること〉という事態は別々の事態である。

また本論文では「状況」という語を、ある時間の世界（いわば世界の時間的な部分）という意味でもっぱら用い

る。 
12 Feit (2002), esp. p. 359. 次章の第 2節で見るエピクロスの有名な論証も、この一般原理を前提としている。また
たとえばスティーヴン・ルーパーは、人は死の害を生前に被るという見解を主張しながらも、この一般原理に従

うような害を被る時間に関する考え自体は「害（harm）」の日常言語の用法に適うもっともなものだと述べる（Luper 
2007, p. 242）。 
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だと思われるかもしれないが、私の考えでは、そのように捉えることは適切でない。この点につ

いては次章で明確にしたい。 

死者の問題（１）は、われわれは死の害を死後に
．．．

被るという見解（死後説［subsequentism］）13

を採るときに生じる。かりに死の害を被る時間が死後以外であると主張できれば、その（１）の

問題には一定の答えを与えることができるだろう。すぐに確認するように、じっさいネーゲル自

身は死者が害を被る時間と場所について「不確定」であると答える（不確定説［indefinism］）。ま

た、生前に死の害を被るとする立場（生前説［priorism］）や、死の害を被るのは死が起こるのと

同時だという見解もある（同時説［concurrentism］）。あるいは、人生全体の幸福と別様にありえ

た（可能的な）幸福との比較によって「人生全体」に害は帰属し、そのことは無時間的な事実だ

と考える論者もいる（無時間説［atemporalism］）。 

死後説は、それを主張する困難がないかぎり、最も自然で無理のない見解である。そのことを

確認するために、死の害を被る場合とは逆の、死を回避する
．．．．．．

状況について考えてほしい。あなた

は事故に巻き込まれそうであったが、間一髪で回避することができた。そのあと、あなたは内在

的によい生を送るとする。剥奪説――正しくはその利益に関する対応物か、あるいは CCA――に

よれば、死を回避することはあなたにとって非常に大きな利益である14。ではその利益を得るの

は死を回避する前
．
だろうか。死を回避するその時だけ

．．．．．
だろうか。どの時間にでもない

．．．．．．．．．
だろうか。

自然な答えが、死を回避した後に
．．
よい生を送っている時間だ、というものであるのは明白ではな

いだろうか。死を回避したあなたは「あのとき事故に巻きこまれていたらこの生活もなかった」

と、死を回避した後の時間に、幸せをかみしめ、害を被っていないことに対して安堵するはずだ。

死の害については、他に理由がないかぎり、ちょうど裏返しのことが成り立つと考えるべきだろ

う。あとで論じるように、死後説が抱えるとされている困難は、適切な形而上学的枠組みの選択

によって最終的に解決可能である。死後説を擁護する議論を以下で段階的に行なっていくことに

なるが、ここではまず死後説以外の見解の問題点を確認しておきたい。 

初めに不確定説について。ネーゲルがこの見解を主張しているとみなされることがある。つま

り、「〔死という〕損失を被った個人の時間空間的な位置は十分に明確であっても、不幸それ自体

はそうかんたんには位置づけられない」15というネーゲルの主張を、死ぬ人が死の害を被る期間

の境界が曖昧だという見解として理解するわけである16。そうだとすれば、この見解は無時間説

を除く他の立場と組み合わされてはじめて意味がある見解だということになるだろう17。曖昧で

あるとしても、生前や死後などのある時間に害を被ることにかわりはないからである。 

                                                        
13 この見解を採る論者には Yourgrau (1987), Grey (1999), Feit (2002), Bradley (2004, 2009)らがいる。 
14 死を回避することの総合的価値は、とくに快楽説のもとでは、その後の生において手にする内在的価値の総計
と一致する大きな利益である。 
15 Nagel (1979), p. 7.〔邦訳書 11頁、訳文は邦訳書に従う。〔〕は引用者による補足。〕 
16 Grey (1999), p. 363. なおグレイは、不確定説と死後説を組み合わせる（ibid., p. 364）。 
17 Bradley (2009), p. 84 fn. 20, Luper (2009a), pp. 137–138. ただし「永遠」には境界がないため、不確定説はフェル
ドマンが採っていたとされる永遠説（本章注 23を参照）とは両立しないかもしれない（Luper 2009a, p. 138）。 
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次に生前説について。この説はもともとジョージ・ピッチャーやジョエル・ファインバーグら18

欲求充足説――人にとっての内在的価値はその人がもつ欲求の充足と挫折に存するとする見解―

―の支持者によって主張された立場である。ところで、欲求充足説は内在的価値に関する見解で

あり、総合的価値に関する見解である剥奪説と組み合わせることが可能である。すなわち、生き

ていれば欲求が充足して得られたはずの内在的価値が、死によって得られないという総合的な悪

として、死の悪を説明することができる。それに対して、生前説の支持者は、剥奪説を利用せず

に内在的な
．．．．

悪として死の悪を説明する。つまり、死によって諸々の欲求が挫折することが死の悪

だと主張するのである。しかし問題は、そのような非
．
剥奪説的欲求充足説では死の悪を説明する

のに十分でないように見えることである。たとえば、酷い抑鬱状態で、これから自分に起こりう

ることに対し何ら欲求をもっていない人がいるとしよう。そのような状態で死んでしまったとす

れば、その見解によれば、その人の欲求は何ら挫折することがなく、死は悪くないことになる。

さらに、その人がそのとき死ななければ、後に抑鬱状態は治り楽しい生を送っていたとすればど

うか。その死はその人自身にとって悪だと思われるが、欲求充足説だけではその悪を説明できな

い19。死ななければ主体が未来に新たにもっていたはずの欲求の充足や挫折について、それらを

主体の福利に影響を及ぼすものとみなすためには、剥奪説が必要である。以上から、生前説は、

死の害を被る時間の問題に一つの解決を与えうること以外に、魅力のある立場ではないと結論で

きるだろう。ただし、この見解は本章第 5節で振り返ることになる。 

同時説20によれば、死は死が起こるその時間に、死ぬ当人にとって害である。しかし、この見

解が答えている問いは、「ある主体の死がその主体にとっていつ悪いのか
．．．．．．

」ではなく、「死という

悪い出来事がいつ
．．
起こるのか
．．．．．

」というものだと考えるのがもっともだろう21。もちろん、出来事

が起こるのが出来事の起こる時間なのは当然である。またわれわれは、総合的に悪である他の出

来事について、それが悪である時間をそれが起こる時間だけだとは考えない22。たとえば、一週

間あなたに不便な生活をもたらすあなたの脚の怪我の害について、怪我をするという出来事が起

こる時間にだけそれが悪いとは考えないだろう。 

最後に、無時間説23の問題点は、死後説を採用できないということ以外にこの見解を採用する

                                                        
18 Pitcher (1984), Feinberg (1984).  
19 Bradley (2012a), p. 512, Harman (2011), p. 730にも同様の例が挙げられている。 
20 Lamont (1998). 
21 Bradley (2009), p. 86, Johansson (2012), p. 261, cf. Broome (2012), p. 220. ルーパーは、死という出来事が起こる時
間は、死ぬ人に対して害を与えるには短すぎる、という論点も挙げる（Luper 2009a, p. 134）。 
22 ブラッドリーは次の例を挙げる。二人の人 Aと Bが同じように怪我をし、ある能力を同じように一時的に破壊
されるとする。Aは 5秒で回復するが、Bは 1年と 5秒後に回復する。このとき、まず、Bの被る害の方がずっ
と悪いことは明らかだろう。（そうだとすれば、この怪我の害には剥奪の害が含まれると考えることがもっともで

ある。）そしてこのケースについては、Aと Bのどちらの人にとっても怪我の起こるまさにその時間にだけ怪我が
悪い（そして程度が異なる）と考えるより、Bの方が長く害を被っていると考える方が無理がない。（Bradley 2009, 
p. 86.） 
23 無時間説は Luper (2009a), esp. pp. 86–88, 124–126, Broome (2012), esp. pp. 221–222, Johansson (2012), esp. pp. 
266–270などによって支持されている。フェルドマンは「死者は死の害をいつ被るか」という問いに対し、明示
的には「永遠（eternally）に」と答えている（Feldman 1991, p. 221）が、後に無時間説に立場を変更しているよう
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理由がないように見えることである。また、ニール・ファイトは次のように無時間説の問題点を

指摘する。剥奪説によれば、たとえば人が怪我をすることの害は、怪我をしていなければ得られ

ていた善が奪われるということによる総合的な害として説明される。その怪我の害が、ある時間

において悪いと考えるのは自然だろう。そして、その害は「x は y にとって t に悪い」という、

怪我という出来事、人、時間のあいだの関係として表される。しかし無時間説によれば、同様に

剥奪説によって説明されるはずの死の害が、「xは yにとって悪い」という別の形式をもつ別種の

害ということになってしまう24。 

以上から、死後説以外の選択肢が考慮に値するのは、死後説を退ける十分な理由がある場合だ

けだと結論したい。死後説に抵抗を感じさせるものが何かについては次節以降で論じるとして、

ここでは、死後説を擁護する場合に何が要求されているのかを明らかにしておこう。それは第一

に、害を被っているという性質を死者に帰属させることができなければならないということであ

る。そしてここでいう害とは、先に述べた CCA によって理解されるような剥奪の害である。そ

の CCA 自体は、死者がいつ
．．
害を被るのかについての主張を含んでいない。他方で、死がいつ悪

いのかに答えうる次の定義は、死後に死者がどのような性質をもつことが要求されるのかも示唆

している。 

 

CCAT：世界 w と時間 t における主体 s にとっての出来事 E の総合的価値は、w において t

が s に対してもつ内在的価値から、E が起こらない w の最近接世界において tが s に対して

もつ内在的価値を引いたものである25。 

 

つまり、出来事 E が害であるのは、E が起こった世界の内在的価値が、E が起こらなかった場合

より低い時間
．．．．．．

t
．
においてである。ここでいう時間 tの価値とは、それぞれの世界で時間 tに成立す

る諸事態のもつ、sにとっての内在的価値の総和である。そのため、CCATのもとで、sが死によ

って死後に害を被っているという主張が成り立つためには、sの死後の時間 tについて、死んだ s

にとっての世界
．．

w
．
における
．．．．

t
．
の
．
内在的価値が定まるという主張が意味をなす必要がある。そのこ

とはまた、ある定まった水準の福利が、死んだ主体に対して死後の時間 t に帰属可能でなければ

ならないということを意味するだろう。たとえば快楽説のもとでは、死は体験の空白であるため、

                                                                                                                                                                             
である（Bradley 2009, pp. 84–85 fn. 23）。フェルドマンの見解の解釈をめぐっては Johansson (2012), pp. 258–260も
参照されたい。またベン・ブランブルは、人生全体をよくする影響を与えるものだけが福利の価値をもつとする

生全体福利説（whole-life welfarism）に基づいて、無時間説を擁護する（Bramble 2014）。 なお、死が死ぬ当人に
とって悪である時間について「答えはない（no answer）」と主張するハリー・シルバースタインの立場（Silverstein 
2000, pp. 131–132 n. 6, Silverstein 2010, p. 284）は、無時間説とは区別する方がよいかもしれない。いつ死が悪であ
るかについてシルバースタインが「答えはない」と問いを退ける

．．．．．．
のに対して、無時間説は「どの時間でもない（at 

no time）」と答える
．．．

からである（cf. Johansson 2012, p. 266）。金杉武司も死の悪は人生全体にとっての悪だと論じ、
「人は死の不幸をいつ被るのか」という問いは「ナンセンス」だと主張する（金杉 2006、97頁）。 
24 Feit (2002), p. 361. 
25 Bradley (2009), p. 90. 記号は本論文全体の統一のために変更している。ただしブラッドリーは DMP（本章注 8）
の時間版ということで、この定義を DMPTと呼ぶ。Bradley (2004), p. 9も参照。 
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死後の時間に死者の福利が定まった水準をもつとすれば、それをゼロだとするのが最も自然な見

解ということになろう。そのように特定の値をもつのでなければ、ありえた可能的な福利の水準

と現実の福利の水準とのあいだの比較は成り立たない。CCAT に沿う別の言い方をすれば、ゼロ

であれ何であれ、特定の値をもたないものから何らかの値を引く
．．
ことはできないのである。 

まとめよう。死後説を擁護するには、存在しない死者が特定の水準の福利を死後にもつという

ことにいかにして意味を与えるかという問題に答える必要がある。この価値論的な問題を「非存

在の価値の問題」と呼び、次節で検討していく。だがじつのところ、この問題は死者の問題（１）

の全部ではない。それに答えたとしても、福利であれ何であれ、存在しない時間においてそもそ

も人が性質をもちうるかという存在論的な問題がなお残る。その問題および、他の二つの死者の

問題に答えうる枠組みの候補は、本章の第 6〜8節で取りあげる。そこでは、それぞれの枠組みに

よる解決の基本的な方針だけを確認し、詳細は第 3章で論じることになる。 

 

1.4	 非存在の価値 

剥奪説に基づいて、死者が死後に死の害（つまり、死の総合的な悪）を被ると説明するには、

「非存在の価値の問題」を解決する必要がある。剥奪説のもとでは、主体が痛みを感じていると

か怪我をしているとかといった内在的性質をもつことは、その主体が死の害を被るための要件で

はない。死者がそのような内在的性質をもちえないということは、死者が死による剥奪の害を被

りうるということと両立しうる。だがそうだとしても、その死者が非存在でありながら定まった

水準の福利をもちうるかという点には、なお疑問を呈しうるのである。主体が生き続ける可能的

状況のもつ主体 s にとっての価値が、正の値（あるいは不幸な人生であれば負の値）だというの

はよい。しかし、sが死んでしまった現実において、sは何らかの定まった値の福利をもつと言え

るのだろうか。快楽説を前提するとしても、主体にとっての死の内在的価値がゼロであるという

考えに疑わしい点がないわけではないかもしれない。たとえば次のように言う人がいるとすれば

どうか。すなわち、福利の理論として快楽説が正しいとすると、主体にとって価値がゼロである

事態とは、その主体によくも悪くもない体
．
験が
．．
生じている
．．．．．

という事態である、と。あるいは、そ

れはすくなくともその主体が存在していて
．．．．．．

体験が生じていないという事態であり、そのようなゼ

ロの価値をもつ事態と、死によってそもそも一切の体験が主体に生じえないという事態のあいだ

には違いがあるのだ、と。ここで問題になっているのは、次の二つの立場である。 

 

ゼロ説	 ：主体 sの死後の時点 tに sはゼロの福利をもつ。 

無規定説：主体 sの死後の時点 tに sには福利が帰属しない。 

 

つまり、死の害を剥奪説によって説明するためには、無規定説ではなくゼロ説が正しいのでなけ

ればならない。 
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以下では、ゼロ説に対して価値論的観点から擁護を行なう。ここで、主体の死後に福利の水準

が定まった値をとるという、より一般的な見解ではなく、ゼロ説を問題にするのは、第一に、死

後説に反対する既存の議論が基本的にゼロ説に照準を定めているからである。もちろん、たとえ

ば欲求充足説が正しければ、遺された s の家族が幸せに暮らす（あるいは不幸になる）といった

主体 s の死後に生起する事態が、s にとってゼロ以外の値すらもつと考える理由があるだろう。

他方で、快楽説のもとでは、死後の福利が特定の値をとりうるとすれば、ゼロ説が自然な見解と

いうことになる。いずれにせよ問題は、sの存在しない事態が sにとって、ゼロであれ何であれ、

定まった値をもちうるかということである。他の福利理論が正しいとしても、以下の議論のポイ

ントは変わらない。（なお、価値論的観点に基づいたゼロ説に対するさらなる擁護を、次章の第

3.3.5節でも行なう。） 

ゼロ説と無規定説の対立をもうすこし明確にしておこう。すでに見たように、ある時点 t にお

ける主体 sの福利は、tに生起している諸事態がもつ sにとっての内在的価値を合計したものによ

って定めることができる。快楽説のもとで、死後の時点 t に s がゼロの水準の福利をもつという

ことは、sが存在しない tのいずれの事態も sにとってゼロの内在的価値をもつということを意味

する26。その点を踏まえたうえでゼロ説に対して向けられうる無規定説からの疑問は、次のよう

なものになると考えられる。快楽説を仮定すれば、s が存在し快が生じているという事態は s に

とって正の価値をもち、sが存在し苦痛が生じているという事態は sにとって負の価値をもつ。s

が存在し
．．．

快も苦も生じていない事態はゼロの価値をもつ。ここまではよい。では、s が存在せず

それゆえ s の快も苦も生じていない事態は、s にとってどのような価値をもつのだろうか。その

値はゼロと考えてよいのか。ゼロではなく定義できないとすべきではないのか、と。 

主体が死後に非存在でありながら福利をもつこと――より正確には、ある世界で s が非存在で

ある時間にその世界において s が特定の水準の福利をもつこと――はありえないと主張する論者

はすくなくない27。もちろん次の区別があることはたしかだろう。非存在というのは、快楽や苦

痛が単に生じないことではなく、それらが生じたり生じなかったりしないことである。それはそ

うだが、この指摘は重要な点を捉えていない。問題は、存在して快苦が生じないことと、快苦が

生じたり生じなかったりしないことのあいだに、人にとっての価値の
．．．．．．．．．

観点から
．．．．

違いがあるかとい

うことである。 

ある主体 s が生きている時間に生起しうる諸事態を見ても、s を構成要素に含まないような事

                                                        
26 もちろん、正と負の値の差し引きでゼロであるような場合もありうるが、快楽説のもとで死後の時間にそのよ
うなことはないと考えてよい。 
27 死者に関しては、たとえばシルバースタイン（Silverstein 1980, p. 410, Silverstein 2000, p. 119, Silverstein 2010, p. 
290）ジョン・ビゲロー、ジョン・キャンベル、ロバート・パーゲッター（Bigelow, Campbell, & Pargetter 1990, p. 120）
やカイ・ドレイパー（Draper 2004, p. 95、ただし Draper 1999, p. 404ではもうすこし慎重な態度をとる）、ルーパー
（Luper 2007, p. 247, Luper 2009a, p. 125）、デイヴィド・ハーシェノフ（Hershenov 2007, p. 174）、マシュー・ハン
サー（Hanser 2008, p. 437）らがいる。生まれてくることのない非存在の者の福利に関しては、デレク・パーフィ
ット（Parfit 1984, p. 489〔邦訳書 661頁〕）、デイヴィド・ハイド（Heyd 1992, esp. p. 122）、ブルーム（Broome 1999, 
p. 168）らがいる。生まれてくることのない者については、第 3章第 4節の論点 Eとして論じる。 
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態はありふれているように見える。福利の理論として欲求充足説や客観的リスト説28――主体に

とっての善悪は、その主体がそれを欲するかどうかに依存しないとする説――が正しいとすれば、

むしろ無規定説に反対したい理由があることになるかもしれない。それは、主体が生きているあ

いだに生起するかどうかにかかわらず、それらの立場のもとで価値をもつとされる事態には s を

含まないものが多くあるだろうからである。たとえば、離れて暮らす家族の幸せやアフリカ象の

乱獲の根絶などが s にとって価値をもつために、その当の事態に s が含まれる必要はないと考え

られる。主体の存在と主体にとっての価値のあいだの関係が切り離せないようなものかどうかは、

まったく明らかでないように思われる。では、無規定説の支持者は、ゼロ説の主張のどのような

点にさらに反対するのだろうか。 

本質的に福利が帰属しえない対象と死者との類比に訴える、次のようなタイプの批判が考えら

れるだろう。たとえば、数の 5は温度をもたない。それは数が分子も分子の運動エネルギーもも

たないからである。そしてそのことは数がゼロの温度をもつこととは区別されるはずである。死

者が福利をいっさいもたないのもそれと同様である、と。これに対して、ゼロ説の支持者は次の

ように応答できるだろう。数の 5 はどの時間にもどの世界でも温度をもつことがない（抽象者で

ある数はそもそも時間のなかに存在しないかもしれない）。対照的に、死者は別の時間や別の世界

で福利をもつ。この違いは重要である、と29。 

なお、福利をもちえない対象でも、別の価値ならもつことがあるだろう。たとえば、絵画の価

値と福利の価値を類比させることによって、ゼロ説に対する一定の支持を与えられるかもしれな

い。絵画に傷がつけばその価値は損なわれる。絵画が存在しなくなったとき、その価値はゼロな

のではなく、それには何ら価値が帰属しないと言いたくなることは理解できる。たしかに絵画が

もつ内在的な価値についてはそうかもしれない。だが、絵画が価値をもつのはそのような仕方に

よってだけではない。その絵画がもつ、鑑賞する人に感動を与えることの価値について考えてみ

よう。その絵画が焼失したとする。焼失してしまった絵画について、われわれは、燃えて無くな

らなければ多くの人に感動を与えたのにと、その焼失について残念に思うだろう。そのことは、

失われなければまだあったはずの価値と、現実の消失した絵画の価値の比較が意味をなすことを

                                                        
28 Parfit (1984), pp. 4, 493, 499〔邦訳書 4, 667, 675–676頁〕. 
29 Cf. Bradley (2009), p. 104. ブラッドリーは（本論文のすぐあとで説明する）「反応性」について次の条件を主張
する。「人 sが tにおいて反応的であるのは、sが正または負のある水準の福利を＜w，tn＞でもつような世界 wと
時間 tnが存在するときにかぎる。」（Bradley 2009, p. 104. ただし記号は本論文内での統一のため変更した。）数や
靴はこの条件を満たさない。さらにこの条件に、痛みを感じているとか快を感じているとかといった特定の性質

をもたない
．．．．

という事実とを合わせることで、死後に人がゼロの福利をもつことは説明されるとブラッドリーは主

張する（Bradley 2009, p. 106）。私の考えでは、ゼロ説に対するここで取りあげたタイプの反論は、ある特定の種
や特定の能力をもつグループに属する対象がそもそも福利や利害の主体か（それゆえに、たとえば倫理的配慮の

対象か）ということと、その対象にとって何かが価値をもつか（それゆえに、その何かをもたらすことが倫理的

是非を問われるか）ということのあいだの重要な区別を無視してしまうため問題含みである。われわれは人や動

物やロボットや靴が、あるいは、有感生物や無機物や人工物が一般に利害の主体か（それゆえ配慮の対象か）と

いうことを問うが、この反論者はそれを問うことができないように見える。 
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示唆している30。そしてそのような比較が成り立つためには、「すでに消失した絵画の価値」は焼

失した後の時点において定まった値（すなわちゼロ）をとるのでなければならないと考えられる。 

次に、福利をもつためのある一般的な条件から死者が福利をもちえないことが帰結する、と論

じるタイプの批判を取りあげる。以下では、ゼロ説に対するそのような批判として、スティーヴ

ン・ルーパーの主張を中心に見る。ルーパーは、福利に対する「反応性（responsiveness）」という

概念に訴えてゼロ説および死後説を批判し、無時間説を擁護する。ルーパーによれば、ある対象

が害を被りうるためには、その対象はある性質をもっていなければならない。その性質が反応性

であり、人を含む生物が時間 t に害を被りうるのは、生物が t に反応性をもつときだけである。

そして、「生物が t において“反応的”なのは、その生物の福利が t に影響されうるときであり、

そのときにかぎる」31とルーパーは主張する。つまり、ルーパーによれば、死後の人は反応性を

欠くため、ゼロであれ何であれ、福利の水準をもちえないというわけである。 

この特徴づけにはいくつかの明白な問題があると私には思われる。第一に、上の特徴づけはほ

とんど何も述べていないように見える。たしかに、主体が利益を受けたり害を被ったりしうるた

めの何らかの条件が存在することは否定できないだろう。それを反応性と呼ぶこともその言葉の

意味として適切かもしれない。しかしながら、利益や害を受けるということは、まさに福利が影

響されるという意味だろう。そうだとすれば、反応性をもつということ、すなわち、利益や害を

受けうることの条件が、福利が影響されうることの条件であるのは当たり前である。第二に、ゼ

ロ説の是非を検討するという文脈では、この特徴づけは死者の問題にあまり関係がないと思われ

る。ゼロ説の支持者は、死者が死後に剥奪の害を被る
．．
とは主張しない。死者は死によって害を被

．

っている
．．．．

のであり、福利の変化が起こるという意味で死の害を被るのが死後だという主張として

死後説を理解する必要はない。第三に、第二の点と関連して、ルーパーの言う「福利が影響され

る」というのは時間的な変化――つまり、ある時点の前後で状態が異なるという普通の意味での

変化――のことではないだろうか。その意味で死後に福利が変化するには、ひょっとすると、ル

ーパーの主張する反応性のような条件が成り立つ必要があるかもしれない。他方、死後説を採用

する剥奪説の支持者が「t に害を被っている（harmed）」ということで意味しているのは、t にお

ける現実の福利と、同じ t における別のありえた福利の水準とを比較したときに、現実の福利の

水準がより低いということである。死後説に対する批判として問題にするべきなのは、利益や害

を受けうる条件ではなく、（ゼロの）福利をもちうる条件であろう32。 

ルーパーは後に次のように自身の主張を言い換える。 

                                                        
30 絵画は〈もはや誰も鑑賞することができない〉という性質を焼失したあとにもつ。 
31 Luper (2007), p. 244. 
32 ルーパーは次のようにも述べる。「主体 sが時間 tに害されるには、sが tに顕著（salient）な善 gをもたないと
いうことでは十分でない。sは tに反応的でなければならないのである。」（Luper 2007, p. 245. 記号は本論文内で
の統一のため変更した。）だが、反応的であるということが福利に影響を受けうるという意味であれば、この主張

もほとんど何も述べていないのではないだろうか。害されるとは、福利に（負の）影響を受けるという意味だか

らである。繰り返すが、問題にすべきなのはある特定の福利の水準をもちうるための条件である。 



 

 13 

 

主体 sが tに福利の水準をもちうるのは、sが tに内在的な善と悪を得る能力をもつときであ

り、そのときだけである33。 

 

この条件は福利をもちうるかどうかについて定められており、福利が影響を受けうるかについて

述べた先の条件よりは満足のいくものかもしれない。だが、このような条件の要求に対して、ゼ

ロ説の支持者は次のように再度応えられるだろう。たしかに、主体が正と負の福利の水準を獲得
．．

する
．．
ことにとって、内在的な善と悪を得る能力をもつことは必要条件かもしれないし、十分条件

でもあるかもしれない。加えて、そのような能力をもつには、たとえば、脳や神経系が活動して

いることが必要だということまでも認められるとしよう。だが、中性的な（つまりゼロの）福利

を一定してもち続けることにとって、なぜこのような能力をもつことが必要なのか。さらに、ゼ

ロ説の支持者は次のように続けることができるだろう。快楽説を仮定すれば、内在的な善と悪と

いうのは、ようするに、それぞれ快楽と苦痛を経験することである。そしてここで議論すべきな

のは、快楽と苦痛を経験する能力のない、言い換えれば、内在的な善と悪を得る能力のない死者

が福利をもちうるのか、ということである。したがって、ルーパーの条件は明らかな論点先取で

ある、と。またさらに、ゼロ説の支持者は次のように応じることもできよう。もちろん、数など

の抽象者、絵画や靴などの無生物はそうした能力をもたない。そして、それらに対して福利を帰

属させることはできない。こうしたことは、福利をもたないと言える典型的な種であるそれらの

例についてどちらも成り立つ。しかし、死者は福利をもつ能力に関してそうした対象とはまった

く異なる特徴をもつ。最初に検討した批判への応答の繰り返しになるが、数や無生物が問題の能

力を一度たりとももたないのに対し、死者はかつてその能力をもっていたのである。この点が重

要だというゼロ説の主張に対して、批判者が優位な仕方で再度応じることは難しいだろう。 

ブラッドリーはカイ・ドレイパーの議論を拡張する形でさらに一歩議論を進めている。私はこ

の議論が決定的だと考える。まず、ドレイパーは、福利の水準を死者がもつということをかりに

否定するとしても、たとえば、生物学的に死ぬ人と不可逆的に意識を失った状態のまま生き続け

る人とを比較するとき、後者が利益や害を受けうるとすれば、前者についても利益や害を受けう

ると認めない理由はないと述べる34。ブラッドリーはこの議論を受ける形で、次のように、死者

が特定の水準の福利をもちうると論じる。 

 

人が昏睡状態のときにはその福利の水準はゼロであるとする。〔･･････〕イシャーニが明日ク

                                                        
33 Luper (2009c). ただし記号は本論文内での統一のために変更している。また、Luper (2012), p. 320も参照。 
34 Draper (1999), pp. 404–405. ドレイパーはここで死者が福利の水準をもつかどうかについて、自身の立場を明言
していない。またドレイパーは、ユアグロー（本章第 6節を参照）の主張するような、非存在者に対する性質帰
属を可能にする形而上学的枠組みすら、人が死後に定まった水準の福利をもちうるために必要ではないとしてい

る。本論文の第 3章の議論は、この意見に反対するものということになる。第 3章注 19とその注を付けた箇所の
議論も見られたい。 
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リスの頭に金床を落とすとしよう。二つのありうるクリスの可能な未来を考えてほしい。一

つの未来 F1ではクリスはすぐに死んでしまう。もう一つの未来 F2ではクリスは昏睡状態に

おちいり、意識は戻ることなく、10年で死んでしまう。クリス自身の福利に関するかぎりで

は、彼は二つの未来のいずれかに対してより強い関心をもつようなことはない（indifferent）

はずだ。一方を他方よりも選好する自己利益に基づく理由をクリスはもたない。私は、この

事実から次のように結論づけることが理に適っていると考える。すなわち、クリスは昏睡状
．．．．．．．

態であること
．．．．．．

で
．
、存在していない場合のあり方と正確に同
．．．．．．．．．．．．．．．．．．

じ程度
．．．

のあり方をしている
．．．．．．．．．

。よっ

て、クリスが死んでいる時間にクリスに対して福利の水準を帰属させることが意味をなすの

でなければならない35。 

 

ドレイパーの主張は、主体に福利が帰属しなくてもその主体は害されうるというものである。だ

がその主張のポイントは、ブラッドリーが論じるように、自己利益や自愛の思慮の観点から評価

すれば、意識がもはや回復しない状態と死のあいだに違いはないという点にこそあり、両論者の

主張に実質的な違いはないと思われる36。そして、ここまで見てきたように、死者に福利の水準

を帰属させることに反対する理由はないように見える。そのため、一方の昏睡状態がゼロの福利

の値をとるならば他方の死もゼロの値をとる、という結論を導くことは妥当であると思われる。 

このブラッドリーの議論に対してルーパーは、ブラッドリーが重要な区別を無視しているとし

て、次のように批判する。 

 

ブラッドリーの述べるように、われわれは F1と F2が起こるそれぞれの時間の内在的価値を

評価することはできる。そのいずれの時間においても、クリスは内在的な善も悪も手にしな

い。そして、そのことによって、その時間がもつクリスにとっての内在的価値がゼロである

ということは意味をなす。だがそのことから、クリスがその時間に福利の水準をもつという

ことは帰結しない。t の間にクリスが得た内在的な善と悪によって評価されたクリスにとっ

ての価値を時間
．．．．．

t
．
がもつこと
．．．．．

は、時間 t にクリスが福利の水準をもつこと
．．．．．．．．．．．．．．

を含意しない。

〔･･････〕ある時間における福利の水準と、われわれがその時間に得る内在的な善と悪によ

って評価されるその時間のもつわれわれにとっての価値とのあいだには、密接な関係がある。

われわれが存在し、そして福利の水準をもつかぎりは、二つは一致する。しかし、われわれ

が t に福利の水準をもつことと、われわれが t に得る内在的な善と悪によって評価される価

値を tがもつことを同一視はできない37。 

                                                        
35 Bradley (2009), p. 108. 強調は原文。〔〕は引用者による補足。 
36 ネーゲルも次のように述べる。「人生そのものの価値も人生の個々の内容のもつ価値も、単に生物として生き延
びることには伴わない〔･･････〕。たとえば、即死の場合と昏睡状態が二十年続いてから死ぬ場合とを（他の条件

は等しいものとして）比較していただきたい。ほとんどの人にとって、そこにたいした違いは認められないであ

ろう。」（Nagel 1979, p. 2.〔邦訳書 3頁、訳文は邦訳書に従う。〔〕は引用者による補足。〕） 
37 Luper (2012), pp. 320–321. 強調と〔〕は引用者による補足、記号は適宜変えている。またルーパーは別の場所
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すなわち、主体 s が t において非存在であるという事態は s に対してゼロの価値をもつが、その

ことは、その事態が実現することで sが tにゼロの福利の水準をもつことを意味しないのである。

そうルーパーは主張している。たしかにこの区別自体は意味をなす。たとえば、tの事態が sにと

っての価値をもつことによって s
．
の
．

t
．
における
．．．．

福利――すなわち tにおける一時的な福利（temporal 

welfare）――がよくなるとする立場もありうるし、tの事態がもつ価値によって s
．
の
．
福利――すな

わち sの生全体の福利（whole life welfare）――がよくなるとする立場もありうる。つまり、tの

事態の価値が s の t の福利に寄与すると考える必要は、たしかにかならずしもないのである。だ

が、いまのケースにおいて時間
．．

t
．
に
．

s
．
が
．
福利の水準をもつことを否定するよい理由はあるだろう

か。イシャーニについて時間 t にゼロの福利の水準をもつことを認めるなら、価値の評価の観点

から、クリスについてもそのことを認めない理由はないだろう。さらに言えば、ルーパーがこの

主張を退けたい理由は、おそらく、s は生前には反応性をもつが死後の時間には反応性をもたな

いというものだろう。だが、s が非存在であることの価値に対する s
．
の反応性
．．．．

とは何だろうか。

ルーパーは、s の非存在という事態が s にとって価値をもつことを認めているのである。そして

反応性を、ある特定の時間に主体がもつものだと考えているのである。何かに対する反応性とは、

その何かによって主体が何らかの水準の福利をもつための条件のことであろう。t に非存在であ

ることのためにまさに非存在であることによって福利をもつことができなくなるのであれば、そ

のような条件の方が誤りではないか。 

無規定説に残されているのは、存在と非存在の区別自体
．．
に訴えることくらいかもしれない。存

在することは極めて重要であり、存在しなければいっさいの福利をもつことはできないとする直

観（「第二の直観」）をわれわれはたしかにもっているように思われる。それについては次章で詳

しく論じる。しかしそこで論じるように、死と存在に関するその理解は、ゼロ説を退けるために

ルーパーが利用できるものではない。われわれがもつそうした理解は、死の害について語ること

すらできなくなるというような死の理解である。 

ゼロ説を支持するブラッドリーは、次のように論じる。主体が非存在であることを理由に主体

の死後の事態にゼロの内在的価値を帰属させることができないとする主張は、単なる存在に価値

論的な重みを置きすぎている。ブラッドリーは、合理的熟慮（rational deliberation）の概念に訴え

ることもできるとして「未来の非存在は
．．．．．．．

、ゼロの福利をもつ未来の存在と同じに扱われるし
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

、扱
．

われなければならない
．．．．．．．．．．

」38と述べる。そして、福利に言及する代わりに次のようなフレーズを用

いて剥奪説――より正確には CCAT――を定式化し直すことも可能だと主張する。すなわち、「時

                                                                                                                                                                             
で次のようにも述べる。「〔･･････〕sの善と悪によって評価される sにとって価値を tがもつという事実は、sが
tに福利の水準をもつという主張と等しいわけでも、そのような主張を含意するわけでもない（残念なことに、こ
の点について私自身の過去の著作において常に明確には書いていなかった）。任意の tについて、tにおいて靴が
もつ善と悪によって評価される私の靴にとっての tがもつ価値は、常にゼロである。だが、靴は福利の水準をも
つことはない。」（Luper 2009c. 記号は適宜変えている。〔〕は引用者による補足。） 
38 Bradley (2009), p. 110. 強調は原文。 
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間 tについて、主体 sにとって Eが起こらないことを選好する方が合理的である」39というように。

これを福利と呼ぶか呼ばないかは、言葉遣いの問題にすぎないように私には思われる。またこの

点と関係する次の困難を無規定説に対して指摘することもできよう。無規定説を採りながら剥奪

説を主張する場合、ルーパーがそうするように、無時間説を採ることがありうる道筋ということ

になるだろう。だが、死の悪を被る時間に関するその見解は、われわれの関心が未来向きである

という直観を捉えそこねている40。福利の概念は、未来をよりよいものにしたいというわれわれ

の関心を説明するという役割を果たすものであるべきだろう。他方のゼロ説のもとでは、未来に

おとずれる死が問題となる場面においても、福利の概念はその役割を担うことができる。 

次章の後半（とくに第 3.3.5節）では、この福利についてのブラッドリーの主張と方向を同じく

するアイデアを、「生に対する真剣さ」として捉えてさらに展開することで、ゼロ説を支持する、

より積極的な議論を示すつもりである。そこでは、本章で論じてきた死が悪だとする「第一の直

観」と、死は何ものでもないとする「第二の直観」を対比するさいに、生に対する真剣さを挫く

ような死の理解である第二の直観の特徴づけのためにこそ、無規定の概念を用いる必要があると

論じる。しかしながらここまでの議論から次のことが結論できると考える。すなわち、ゼロ説（お

よび死後説）は他の剥奪の害と死の害について、統一的な仕方で説明を与えることを可能にし、

常識的理解にも沿う見解である。そして、ゼロ説に反対する特別な理由は存在しないと思われる。 

 

前節の最後で述べたように、死後説を採用するときに生じるように見える「非存在の価値の問

題」を解決しても、死者の問題（１）に答えることは完全にはできない。なぜなら、死者がそも

そも死後に性質をもちうるかという問題がなお残るからである。ところで、この死者の問題（１）

は、死が害であるその時点にそれを被るはずの主体が存在しないという意味で、「主体の不在の問

題（no subject problem）」41と表現することもできるだろう。しかしながらさらに、それとは区別

できるが同様に「主体の不在の問題」と呼びうる別の問題があるように見える。それらは区別さ

れないこともあるが、それらが別々の問題だということは、死後説以外の見解を採用する場合に

も残る次の困難があることを見れば分かる。すなわち、もしそれらの見解が正しければ、死によ

って害を被る死者ａについて、たとえば死後述べられる「aは無時間的に害を被る」や「aはその

人生のあいだずっと害を被っていた」、「aは生前に死の害を被った」、「aは死と同時に死の害を被

った」は真である。だが終焉テーゼによれば、死んだ人は死後には存在しない。そうだとすれば、

名前「a」は何ら存在者を指示しないことになるのではないか。剥奪説および、死の害を被る時間

の問題に関するどの見解も、それらの言明がどのような意味で真だと言えるのかについてそれ自

体説明を与えるものではない。これこそが死者の問題（３）であり、第 3章において詳しく論じ

られることになる。 

                                                        
39 Bradley (2009), p. 110. 
40 Cf. Bradley (2013), pp. 47–48. 
41 Cf. Silverstein (1980), p. 406. 



 

 17 

1.5	 剥奪以外の死の害悪 

剥奪説によれば、死の害は、他の剥奪の害とその悪の程度が異なるだけで――とりわけ早く死

ぬ場合は甚だしく悪い――、それらと異なる種類の害というわけではない。だが、剥奪の害以外

にも死が（死ぬ当人にとって）悪いという側面がありうるのではないだろうか。あるいは、剥奪

の害では説明が尽くされないような死の「悪」の側面があるのではないか。ひょっとしたら、た

とえば酷い痛みのなかで生き続けることと比較して、死を選ぶ方がずっとよいと言えるような場

合ですら、依然として死が悪だと言いたくなる側面が死にはあるのではないか。本節では、そう

した悪の候補のいくつかを手短に取りあげる。そのような悪の候補としては、すくなくとも三つ

が考えられる。それは、「遡及的な悪」、「限界づけの悪」、「人生全体にとっての悪」である。これ

らの「死の悪」について確認することで、剥奪の悪こそが死の悪の主要な部分を成すということ

がより明確になると思われる。 

 

A	 遡及的な悪	 
ピッチャー＝ファインバーグ説（以下 PF説）によれば、死や死後の出来事によって主体は「遡

及的（retroactively）」な仕方で害を被る。PF 説はピッチャーとファインバーグによって主張され

た見解であり42、その見解のもとで、死の害は、欲求や利害関心とその充足に基づいて説明され

る。一般にわれわれは、ある出来事や事態の生起に対して欲求をもつ。また、ある人のもつ欲求

の充足と挫折がその人の幸不幸に対して影響をもつと常識的に考える。死は、ある事業を自分で

完成させたいという欲求や、生まれてくる子供の顔をこの目で見るといった欲求など、その人が

生前にもつ多くの欲求を挫いてしまう。その意味で、死は死者に対して害を与えるというわけで

ある。ピッチャーとファインバーグは、すでに本章第 3節で見たように、内在的な価値に関する

見解である欲求充足説に基づいてこの見解を主張している。同じくそこで述べたように、欲求充

足説自体は剥奪説と組み合わせることが可能であるが、そうしないことで、この見解によって説

明される「死の害」は、次のような特徴をもつことになる。その特徴とは、第一に、PF説の主張

する「死の害」が欲求の挫折による害であるため、それが死ぬ当人にとっての内
．
在的な
．．．

福利
．．
に対

して影響を与えるというものである。そして第二に、主体はその悪を遡及的に
．．．．

被るというもので

ある。前者については本章第 3 節ですでに詳しく述べたため、ここでは後者の特徴について説明

しよう。 

PF 説（欲求充足説）は、死の害を被る主体が「生前の人（antemortem person）」であると説明

                                                        
42 ピッチャー＝ファインバーグ説の論者には Pitcher (1984), Feinberg (1984), Bigelow, Campbell, & Pargetter (1990), 
Scarre (1997, 2007), Luper (2004, 2007) らがいる。『ニコマコス倫理学』（1100a）においてアリストテレスが同様の
見解を示していると、しばしば指摘される。アリストテレスの見解に関する詳細な議論は Scott (2000), esp. pp. 
217–220 を参照。ドミニク・スコットによれば、死後の出来事の影響は人の幸福（eudaimonia）に対するもので
はなく運不運（tyche）に対するものだ、というのがアリストテレスの見解である。 
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する。それゆえ PF説は死の害に関する「生前説」とも呼ばれる43。ファインバーグは次のように

述べる。「死における害の主体は、彼の利害関心が挫かれる生前の生きている人である。人の死と

いう事実は、彼の生前の利害関心が挫折させられることになっていたということを“真にする”

のであり、その意味で、彼に差し迫る死はまだ彼に知られてはいなかったにもかかわらず、生前

の人もその死によって害されていたのである。」44つまり生前説によれば、死によってある欲求を

挫折させられる時間ではなく、当該の欲求をもっていた時間に害が帰属させられるのである。さ

らに PF 説のもとでは、死の害と同じ仕方で、主体の死後に起こる出来事による「死後の害

（posthumous harm）」が説明される。「死者に対してなされたいかなる悪事（wrong）も生前の彼

ら自身に対してなされるのである。若きブラウンが彼の父の遺体を医学部に売るとき、彼が父の

死ぬ前に父にした約束を、彼は破る。そのようにして息子の行動によって裏切られるのは、生き

ているブラウン氏である。」45つまり、遡及的な害というのは、時間的に後の死後の出来事によっ

て時間的に前の生前の福利が（負の仕方で）定まるという意味である。ただし「遡及的」の意味

を因果的な意味で受けとってはならない。正しい理解はむしろ、未来に起こることによってその

出来事が起こる前にすでに主体は不幸であった、というものである。 

PF説によって、死が害であることの一つの側面は説明されるかもしれない。たとえば死が迫っ

ている人が抱く無念な気持ちは、PF説のような見解によってこそ説明されるかもしれない。だが

すでに述べたように、剥奪説なしでは、PF説（欲求充足説）によって死の害の全体像が示される

ことはないだろう。それは、死ななければ未来にもつはずだった欲求の充足（挫折）の価値を説

明するには剥奪説が必要だからである46。ファインバーグは、「死も死後の出来事も、どちらも害

を与えうるかどちらも害を与ええないかのいずれかである」47と述べるが、一方の死の害は総合

的な悪として、他方の死後の害は内在的な悪として、異なる仕方で説明されうる。一方を認め他

方を認めないことも可能である48。 

 

                                                        
43 Cf. Luper (2009a), pp. 134–136. 
44 Feinberg (1984), p. 93. 
45 Pitcher (1984), p. 161. ただし、欲求の挫折が死ではない出来事によってなされるケースを考えると、害を被る時
間を欲求をもつ時間だと考えることには問題があるだろう。われわれは、たとえば、子供のころにもっていた欲

求の対象が実現しても、それが遡及的に子供のころの欲求を挫折させる（挫折させられていたことにする）とは

考えない。デイヴィド・ヴェルマンはこの点に関して次のように述べる。「われわれは、逆境のなかで育った人に

ついて、後の人生において若いころの願いが最終的に叶ったというまさにそのことによって、その人の若いころ

は結局のところ悪くなかったのだ、とは言わない。その人のそのような大人の時代は、不幸な若い時代を相殺し

たとは言うだろう。だが、そのように願いが叶ったことは、その人の若いころをよりよいものにしたとは言わな

い。」（Velleman 2000, p. 68.）そして、死によって挫折させられる欲求についてだけ生前にその悪を被るとするの
はアドホックだろう。 
46 たとえば、死によってさまざまな能力を失うことに死の害は存するという見解も検討に値するだろうが、これ
と同様の困難を抱えると思われる。その見解のもとでは、能力を得たり回復したりする機会を失うことの害を説

明することができない。 
47 Feinberg (1984), p. 82. 
48 Bradley (2009), esp. pp. 43–44. また Soll (1998), esp. p. 30も参照。 
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B	 限界づけの悪	 
スティーヴン・ブラッティによれば、人は死によって剥奪の害とは別に「死ぬ人の自律性

（autonomy）に対するある種の制限（restriction）、ないし制約（constraint）」による害を被る49。

自律性とは、行為者が自分の意志に基づき、自身の心身や周囲の環境の一部をコントロールする

能力である。ブラッティによれば、この制限の害は「主体の自律性の働きがその主体の死によっ

て可能的に
．．．．

挫折させられている」50ことに存するのであり、この制限は自律性を剥奪されること

の害なのではなく、内在的な害である51。このように説明される「死の害」と死の剥奪の害との

あいだには特徴的な違いがいくつかある。まず、主体が死ぬときにその主体が死によって剥奪の

害を被るかどうかは偶然的だが、自律性をもつ存在者が（いずれ）死ぬ場合には、その死によっ

て自律性の制限による害を被ることは必然的である。また、ブラッティによれば、この「死の害」

を被る時間は人が自律性をもつ生前のすべての時間である52。ブラッティの考えは次のようにま

とめることができるだろう。われわれは生きているあいだに自律性を働かせている。生前にもつ

その自律性（を働かせているという性質）は、「死によって制限されうる」という高階の性質をも

つのである。そのことによって、自律性をもち、かつ死ぬ運命にあるわれわれ人は、不幸なので

ある。 

ブラッティによれば、自律性は死以外によっても可能的に制限される。たとえば奴隷になるこ

とによって（外側から）、あるいは、認知症になることによって（内側から）、主体の自律性は可

能的に制限される。しかし、死だけが、死すべき存在であることと自律性をもつことだけ
．．
によっ

て、そのような存在を必然的に制限するのである53。またブラッティによれば、人がもし不死で

あれば、このような制限の害は被らない。そしてそのことは、不死が望ましいものだということ

に懐疑的な人々54にとっても、われわれの寿命が限定されていること自体がある程度までの（pro 

tanto）害であることを受けいれるべき理由になる55。 

このブラッティの考えには不明瞭な点がある。まず、奴隷であることや認知症であることによ

っても人のもつ自己決定する能力である自律性は制限されるとブラッティは述べる。だが、二つ

のケースの場合、自律性の制限が害であるのはまさに奴隷状態にある時間であり、認知症である

時間だと考えるのが自然だろう。それと並行的に考えれば、死によって自律性が制限される時間

も、死後の死んでいる時間だということになるのではないか。逆に、ブラッティが説明するよう

に、死によって自律性が制限されることの害を主体が生前に被るとすると、並行的に、未来に奴

隷になりうることや、認知症になりうることによって、そのような状態でないときにも主体は自

                                                        
49 Blatti (2012), p. 323. 
50 Blatti (2012), p. 323. 強調は引用者。 
51 Blatti (2012), p. 324. 
52 Blatti (2012), p. 324. 
53 Blatti (2012), pp. 324–325. 
54 たとえばWilliams (1973). 
55 Blatti (2012), pp. 325–326. 
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律性の制限による害を被っているということになるだろう。さらに、限界づけの悪が何かの制限

による悪だとするなら、それは何か正の価値をもつものの制限だと考えることがもっともだと思

われる。そうだとすれば、その制限の悪は内在的な悪ではないことになる。限界づけの悪という

アイデアにはどのように意味を与えることができるだろうか。 

私の考えでは、限界づけられる悪は、おそらく次のように拡張してより一般的に理解すること

ができる（おそらくブラッティの主張のポイントを外すことにはならないと思われる）。われわれ

人にとって（あるいは一部の動物にとっても）、限界づけられることは害である。身体的能力はさ

まざまな物理的制約を（いわば空間的に）受けるし、死によって時間的にも限界づけられている。

石やテーブルもまた限界づけられてはいるが、そのことは害ではない。われわれにとって限界づ

けられることが害であり、石やテーブルにとって害でないのは、われわれは自律性といった自己

決定する能力やさまざまな体験を可能にする意識をもつからである。ネーゲルが述べるように、

そうした「自分自身の体験に関して人間が抱いている感覚には、この自然的限界という観念が備

わっていない」56。もしわれわれが不死であり、物理的ないし身体的な制限などをもたなければ、

自律性や意識は、われわれの感覚の通り、「本質的に限界のない」57ものかもしれない。しかし現

実には、奴隷状態や認知症や死などによって空間的にも時間的にもわれわれは限界づけられる。

そのことはわれわれが限界づけられている生前の時間に、その身体のある場所で、われわれにと

って害である。その害は、ありえた別の（制限の程度において異なる）あり方との比較によって

総合的に害なのではなく、どのように限界づけられていても、内在的に害なのである。 

 

C	 人生全体にとっての悪	 
人にとっての一時的な価値のみによっては決まらない無時間的（timeless）な人生全体の価値に

対しても、死は影響を与えうると考えることができるだろう。たとえば、人生には「物語的な構

造（narrative structure）」があり、その価値は人生のなかの特定の諸時間のもつ価値の総量には還

元されないと考えることができるかもしれない58。あるいは、たとえば、早世してしまうことに

よって人生の形（shape）は損なわれ、人生全体の価値に負の影響が与えられる、というように考

えることもできよう59。このような「死の害」があるとすれば、それは人生にとっての内在的な

悪であり、剥奪の害とは区別される60。 

主体の死によってその主体の人生全体の価値が負の影響（場合によっては正の影響）を受ける

として、その悪は、人生に対して無時間的に帰属すると考えることができるだろう。注意すべき

                                                        
56 Nagel 1979, pp. 9–10〔邦訳書 15頁、訳文は邦訳書に従う〕. 
57 Nagel 1979, p. 10〔邦訳書 15頁〕. 
58 Cf. Bigellow, Campbell & Pargetter (1990), Velleman (2000). 
59 このような見解は、フランツ・ブレンターノに遡ることができるとされる（Chisholm 1986, p. 71, cf. Lewis 1955, 
p. 68）。 
60 Cf. Bradley (2012a), esp. p. 512. このような人生全体の価値が、人生全体という広い（global）事実によって決ま
り、その部分である狭い（local）事実に還元されないという見解は自然なものだろう。 
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なのは、この見解が、本章第 3節で見た、死による剥奪の害が人に対して無時間的に帰属すると

する無時間説の主張とは異なるという点である。第一に、前者の害は内在的な悪であり、後者の

害は総合的な悪である。また、後者の剥奪の害は、人生のなかで起こる死以外のさまざまな出来

事による剥奪の害と同じ種類の害であり、それらと同様に人の一時的な福利に対して影響を与え

ると考えるのが自然である。無時間説の難点は、非存在の価値の問題を避けるために、さまざま

な出来事による剥奪の害を統一的に扱うのを諦めなければならないことにあった61。他方、ここ

で論じている人生全体に帰属する悪は、人生の内部で起こる出来事による剥奪の害とは種類が異

なる。 

この人生全体にとっての悪がどのようなカテゴリーの価値であるかは、実際のところ議論の余

地があるように思われる。そのカテゴリーを福利だと考えるのがおそらく主流であるものの、「意

味（meaning）」や「意義（significance）」だと示唆する論者もいる62。そうだとすれば、それによ

って死の害
．
を説明することは難しいだろう。いずれにせよ、以上で見てきた欲求充足の価値、自

律性や意識の価値、人生全体の価値のそれぞれは、死の悪の一部を説明するものにすぎない。そ

れらの諸価値は、死による剥奪の悪に説明を与える総合的価値の概念に取って代わるようなもの

ではない。そして剥奪の悪が、本質的に、ありえた可能性との比較に基づく悪である以上、それ

こそがわれわれが死を避ける
．．．

主な理由であり、死が悪であることの主要な理由であるだろう。 

 

以上、本章では、剥奪説および、害に関する他の諸説を見てきた。それにより、それらの害の

理論が単独では、本章冒頭でまとめた三つの問題をすべて解決することはできないということも

確認した。ここでそれらの死者の問題を再度挙げておこう。 

 

（１）死の害を被ると思われる主体が死後には存在しない。 

（２）生きている人と関係に立つと思われる対象が死後には存在しない。 

（３）有意味であるように思われる名前の指示対象が死後には存在しない。 

 

以下、本章の残りで、三つの問題に答えるための代表的な形而上学的枠組みとして、新マイノ

ング主義、永久主義的四次元主義、永久主義的三次元主義のそれぞれを見る。どの枠組みが最も

                                                        
61 なお、一時的な福利というアイデアを捨て、死による剥奪の害だけでなく、（快苦や欲求の充足・挫折といった）
人生の内部で起こる出来事もまた人生全体の福利にのみ影響を与えるという見解を採れば、剥奪の害一般につい

て統一性のある説明ができるだろう。ブランブルは「生全体福利説」を主張する（Bramble 2014、本章注 23も参
照）。だが、その見解のもとでは、「不幸な幼少期を送ったが後に幸福になった」のような福利の時間的変化に関

するわれわれの語り方を扱うことに困難が生じるだろう。それはあまり魅力のある選択肢とは思えない。 
62 Smuts (2012), esp. pp. 218–219. アーロン・スマッツは、人（person）である「私（me）」と「私の人生（my life）」
を区別するシェリー・ケイガン（Kagan 1994, pp. 314–318）の見解をそこで参照している。ケイガンは、人にとっ
ての価値である福利と、人生にとっての価値を区別する。ケイガンによれば、人の福利が変化するにはその人の

内在的性質に変化がなければならないが、人生に関係する価値にはそのような条件がない。ただしケイガンは、

人生に関する価値がどのようなカテゴリーかについては述べていない。このケイガンの見解は次章第 3.3.1節で取
りあげる。 



 

 22 

優れているかは、第 2章の議論を踏まえたうえで、第 3章において詳細に論じる。 

 

1.6	 新マイノング主義 

パレ・ユアグローは、死者を非存在の対象として扱いうる「新マイノング主義」の枠組み63を

援用することで死者の問題の解決を試みる。ユアグローは、対象であることを量化子「∃」や「有

る（there is）」を用いて表現し、存在（existence）を述語「E!」を使って表す64。つまり、「存在（exist）

する」を原始的な述語とし、量化の対象であること、すなわち「有ること（being）」と区別する。

たとえばソクラテスはかつて生きていてかつて存在したが、現在もはや存在しない。死者は、存

在しない（「存在する」という性質をもたない）が、しかし有るような対象である。人は——ソク

ラテスももちろん——たとえ死んでも非存在の対象として何らかの意味で有るのであり、「“消滅

する”つまり無になることはない」65。それゆえ死者は害を被りうるような形で死後も有るので

ある。 

まず（１）について。非存在対象に訴えることで、死の害の帰属時間に関する困難はなくなり、

生前に被っていたという説明も、死後に被るという説明も可能である。そしてユアグロー自身は

次のように説明する。死の害はまさに、非存在の状態にある死者に対して死後に帰属させられる。

死者には身体も意識もないため、死者が被りうる害とは内在的状態を必要としない「純粋に関係

的な害悪」である。（さらにユアグローによれば、死の害悪を説明するものとは「死者が拒まれて

いる生であり、生が前提条件となっているような全てのものを享受する可能性である」。ユアグロ

                                                        
63 「新マイノング主義（neo-Meinongianism）」は、非存在対象を認めるアレクシウス・マイノングの対象論から
基本的発想を得て、現代の論理学や形而上学の道具立てを背景に（新

．
しく
．．
復活し）発展した一群の見解の総称で

ある。新マイノング主義的体系は複数存在し、いずれもマイノングのアイデアと共通点をもつものの、それらの

主張する諸見解をマイノングに帰すことが正当かはかならずしも明らかでない。ユアグローも、自身の立場を

「（新）マイノング主義」と呼ぶことはあまり適切だと考えてはいないようである（Yourgrau 1987, p. 91〔邦訳 198
頁〕, cf. Yourgrau 2000, p. 51）。 
64 Yourgrau (1987), pp. 89–90〔邦訳 196–197頁〕. 以上の記法はテレンス・パーソンズの新マイノング主義的な対
象の理論に従ったものだとユアグローは述べている。だがどのような対象を非存在対象と考えるかに関して両者

は見解を異にする。パーソンズはペガサスのような架空の対象を非存在対象の例とし、死者をその例とは考えな

い（Parsons 1980, p. 11）。他方でユアグローは、架空の対象について、それらは「無（nothing）」であるとし、無
ではない非存在対象である死者と対比している。ユアグローは「（a）生まれていない者（unborn）、（b）（単なる）
可能世界、（c）過去や未来自体」（Yourgrau 1987, p. 88〔邦訳 196頁、訳は議論の文脈に合わせて適宜変更を加え
ている〕）を認めざるをえない非存在対象として挙げている。ユアグローの言う“unborn”には、まだ生まれていな
い人だけでなく、結局生まれてこない人も含まれる（Yourgrau 2000, p. 63）。 
65 Yourgrau (1987), p. 90 〔邦訳 197頁、訳は議論の文脈に合わせて適宜変更を加えている〕. 別の箇所でユアグロ
ーは「あなたの死はあなたの存在を消し去るのであって、あなたの『有』を消し去るのではない。死でさえ（そ

して何ものも）あなたが存在するようになる可能性
．．．

を消し去ることはできない」（Yourgrau 2000, p. 50）と述べる。
またユアグローの擁護する新マイノング主義は、次節で取りあげるシルバースタインの立場と対比して正確に述

べれば、時間的部分を認めない「三次元主義」と、時間と存在に関する「現在主義」と、非存在の対象を認める

「新マイノング主義」を組み合わせた見解である。この点については第 3章（とくに第 4節の始め）で詳しく見
る。 
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ーのこの見解は、剥奪説の一種として理解することもできるだろう。）66 

（２）についても、生きている人によって態度を向けられる対象は非存在の死者であると説明

される。たとえば死後にも愛されている人は、死によって非存在にはなったが有るような、生き

ていたときに愛されていた人と同じ対象である67。追悼は生きていた人と同じ対象に対して、そ

の対象が非存在の場合にだけ正しくもつことのできる関係である。（３）については次のように説

明される。名前が与えられるのは量化される対象に対してである。その範囲は存在者という狭い

領域に限定されるものではない。死者の名前は存在していないが有るような対象を指示する68。 

 

1.7	 永久主義的四次元主義 

ハリー・シルバースタインは「永久主義的四次元主義」を援用することで死者の問題の解決を

試みている。この枠組みは、時間に関する永久主義と対象の持続に関する四次元主義を組み合わ

せたものである。一般に永久主義のもとでは、現在の対象が存在するのと同じ意味で過去と未来

の対象が存在する。というのも永久主義のもとで、時間は、空間的諸次元とそれ自体では区別さ

れない第四の次元にすぎないからである（たとえばかつて存在していたソクラテスも、ここに存

在しない人がどこか他の場所に存在するというのと同じ意味で、「無時間的に」存在する）69。さ

らに永久主義的四次元主義は、四次元主義を採用することで、人のような時間的に持続する対象

が、現在の人部分や一年前の人部分といった時間的諸部分の総和であるとも主張する70。以下で

は誤解が生じない場合には、この永久主義的四次元主義を単に「四次元主義」と呼ぶことにする。 

四次元主義者は（１）の問題をたとえば次のように説明できるだろう。すなわち、ある時点に

性質をもつことは、四次元的対象にとって、ある時点の時間的部分が性質をもつことにほかなら

ない。人は死後の時間的部分を端的にもたないが、無時間的に存在する生前の時間的部分に性質

を帰属させることは可能である。（２）についても同様に、無時間的に存在する人々の時間的諸部

分の順序対によって関係は定義できる。（３）については次のように説明可能であろう。四次元主

義の量化の対象領域には、過去、現在、未来の存在者が含まれ、死者の名前は適切な時間的部分

（おそらくは最大部分すなわち人生全体）を指示することになる。たとえば「ソクラテスは哲学

                                                        
66 Yourgrau (1987) からの引用はそれぞれ p. 86と p. 87〔邦訳 195頁、訳は議論の文脈に合わせて適宜変更を加え
ている〕。 
67 ここで重要なのは死者がかつての生者と「同一」の対象であるという点である。その論点は明らかに固有の哲
学的問題を含むが、それについては第 3章第 6節で論じる。 
68 ユアグローの主張の力点は、もはや存在しないものについての言明の有意味性や真理性の説明にあるように見
える。ユアグローは、「存在しない」と述べつつ（存在と有の区別などに訴えずに）量化を行なうことを繰り返し

批判している。 
69 シルバースタイン自身は「四次元主義（四次元枠組み）」という用語によって、時間と存在に関する立場である
「永久主義」をも主張している。「四次元主義」と「永久主義」は多くの文脈において区別する必要があるだろう。 
70 四次元主義には、日常的な持続物を時間的部分の和と同一視するワーム説と、時間的部分と同一視する段階説
（stage theory）がある。本論文ではワーム説を前提するが、その議論は、必要な変更を加えれば段階説に対して
も成り立つと思われる。 
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者であった」という言明は、その発話の時点より前に存在するソクラテス全体のうちのある時間

的部分が、哲学者だという性質をもつことによって真である。 

シルバースタイン自身の見解により沿う形でも（１）について述べておこう。四次元的対象が

ある時点に性質をもつとは、その対象の存在するある時間的部分が性質をもつことであり、害に

ついても「生前に」被るとするのが（上に示したように）一つの自然な説明であると思われる。

だがシルバースタインは次のように、被る時点が特定されない害があると主張する。怪我をする

ことや言葉によって心理的に傷つけられることで被る通常の害は、害を被る人の内在的状態の変

化を必要とする。そのような害は、害を被る当人のパースペクティヴ（シルバースタインの言う

「零次元的枠組み」）において説明される。他方、陰で中傷をされたり自宅が火事になっていたり

することによる害は、害を被る当人がそのことに気づかなくとも被ると考えられる害である。シ

ルバースタインによれば、われわれはこのような害を、同時に存在しているということ（「三次元

的枠組み」）から主張するが、それらが「どこで」起こっているのかと問うても答えはない。同様

に、時間を空間と類比的に扱う四次元的枠組みに基づいて、「いつ」起こっているのかという問い

に対する答えが存在しないような害があると考えることができる。例化する地点が特定されない

性質があれば、例化する時点が特定されない性質も認めるべきである。そうシルバースタインは

主張するのである71。 

害を被る時間に関するシルバースタインの上記の見解を受けいれるかどうかはともかく、時間

を空間と同様に考えることで死者が「無時間的に」存在していると主張する点に四次元主義の眼

目がある。つまり、それによって、いずれにせよ死者に対して有意味に性質を帰属させることが

できるのである。 

 

1.8	 永久主義的三次元主義 

「永久主義的三次元主義」は永久主義的四次元主義と同様、時間に関して永久主義の立場を採

る。それらの違いは、対象の持続に関する見解にある。永久主義的三次元主義は、三次元主義を

採用することで、具体的対象は時間的部分をもたず、数的同一性を保ちながらその対象が存在す

るあらゆる時点に余すところなく現れる（wholly present）と主張する。この永久主義的三次元主

義は、いくつかの重要な点で新マイノング主義と似ている。まず、対象の持続に関して、三次元

主義は四次元主義よりも標準的と言える見解であり、ユアグローの新マイノング主義もその立場

を採用している。次に、永久主義的三次元主義は原始的な存在概念を二種類もつ。つまり、端的

で無時制的な「存在する」という概念と、時間 t に相対的な「時間 t に存在する」という概念で

ある。形式的には、無時制的な存在は、（存在を背負わされた、すなわち通常の）量化子で表され、

                                                        
71 Silverstein (2000), pp. 133–134 n. 13. シルバースタインはこのような害を「無時間的（atemporal）」な害と呼ぶが、
私の考えでは、それは、時間と空間が類比的であるという（この節の最初に述べた）意味での「無時間的」と区

別しなければならない。この点については第 3章第 3.3.2節で詳しく論じる。 
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時間に相対的な存在は、対象と時点を項とする二項述語「･･･は･･･に存在する」として表される。

この二項述語を「E! (x, t)」と表すこともできるだろう。存在概念に関するこうした区別は新マイ

ノング主義の「有」と「存在」の区別と並行的である72。以下では、誤解が生じない場合にはこ

の永久主義的三次元主義を単に「三次元主義」と呼ぶ。 

三次元主義者は次のように（１）の問題に応えることができるだろう。この枠組みにおいて、

対象は性質を端的にもつのではなく、時点との関係としてもつ。一般的に、「aは時刻 tに Fであ

る」といった時間的述定は「F(a, t)」の形で表現することができる73。この道具立てにより、害を

被るという性質について、t を生前の時点とすることで、生前に害を被っていたということが表

現可能であるし、t を死後の時点とすることで、死後に害を被っているということが表現可能で

ある。また、t を人生の開始から終わりまでの期間とすれば、人生においてずっと害を被ってい

たということや、t を指定せずに端的に害を被るということも、その道具立ての拡張によって表

現できると考えられる。（２）についても、二つの対象と時点 tによる三項関係を考えることが可

能である。tを死後の時間とすることで、死者と生者のあいだに時刻 tにおいて関係が成り立つと

いうことが表現できるだろう。（３）についても、量化の対象領域には無時間的に存在する存在者

が含まれ、死者の名前はそうした存在者を指示することになる。 

 

以上で、終焉テーゼと死に関する一群の理解（第一の直観）の衝突に由来する三つの死者の問

題と、さらにそれを解決するための形而上学的枠組みの候補を確認した。次の第 2章では、本章

で論じたそれらの諸理解とは異なる、死に関する第二の直観を明確化する。その後、第 3章では、

死に関する第一の直観をめぐるそれらの死者の問題に解決を与えるだけでなく、第二の直観にも

自然な説明を与える枠組みとして、新マイノング主義の優位性を示すことを試みる。

                                                        
72 なお、四次元主義のもとでは、「ある時間 tに存在する」という時間に相対的な存在概念は、tの時間的部分が
端的に（無時間的に）存在することとして定義できるため不要である。 
73 以上の説明は、Ruben (1988), esp. pp. 215–222, Ruben (2003), Chapter 1と鈴木（2011）のとくに 16–17頁を参考
にした。つまり、永久主義的三次元主義のもとで、対象が性質を時間との関係で例化するとき、多くの場合次の

ことも伴う。すなわち、対象はその時点に存在し、その時点に位置し、その時点に余すところなく現れる。だが、

こうしたことは、性質によってはかならずしも成り立たない。ここで検討している永久主義的三次元主義者はそ

う主張する。これは、存在することと性質をもつことが独立だとするマイノングの「独立性原理」（第 3章第 6節
も参照）と並行的な主張である。 
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第 2章	 死は何ものでもない 
 

前章の主題は、「死は死ぬ当人にとって悪である」という考えであった。そしてその悪について、

生き続けていれば得られたはずの可能的な善が死によって「奪われる」ことに存するとする剥奪

説を擁護した。そこではまた、死が悪だという理解をはじめとする死に関する第一の直観と、死

によって人は存在しなくなるという終焉テーゼとの衝突に由来する死者の問題を整理し、その解

決の方針を確認した（最終的な解決は第 3章でなされる）。 

本章の主題は「死は死ぬ当人にとって何ものでもない」という考えである。そのような死に関

する直観をもまた、われわれはもっているように思われる。われわれがもつ、死の悪を否定した

くなるこの傾向の由来を、死に関する第二の直観と呼ぶことにしたい。死に関するこの第二の直

観は、伝統的には、死の悪を否定するエピクロスの有名な論証に結びつけられてきた。しかしな

がら本章で私は、エピクロスの論証はその直観を洗練化する適切な仕方ではないということを示

そうと思う。本章の前半では、第一の直観を否定することで死の悪を否定するエピクロス的見解

を批判的に検討する。そこでは、そうした見解は維持可能ではあるものの魅力的であるかは疑わ

しいという示唆を行なう。後半では、死に関する第二の直観を明確にすることを試みる。そこで

は、第一と第二の直観は、生に対する真剣さについての異なる理解として対比されると論じる。

それらの議論を通して、第一と第二の直観を死に関するそれぞれ独立の理解として特徴づけるこ

とを目指す。またその議論からは、死者の福利の水準がゼロではなく無規定だとする前章第 4節

で批判的に論じた見解が、通常考えられているのとは異なる役割をもつという結論が示唆される。 

 

2.1	 エピクロス主義 

死は死ぬ当人にとって悪であるか。よく知られているように、古代ギリシアの哲学者エピクロ

スは、この問いに対して否定的に答えるある論証を提示した。死の害悪や死者の存在論的身分に

関する現代の議論は、このエピクロスの論証をめぐって展開してきたと言っても言い過ぎではな

いだろう1。 

                                                        
1 本論文の関心は、エピクロス自身の見解やその文献の正確な解釈にあるのではなく、もっぱら、現代英語圏の
死に関する議論で用いられる広い意味での「エピクロス主義」の検討にある。エピクロスの狙いは、第一義的に

は、死が悪かどうかを論じることではなく、死を恐れることが適切かどうか、合理的かどうかについて論じるこ

とにあると理解するのがもっともだろう。エピクロスの論証をそのテキストに忠実に基づいて再構成する議論と

しては、Warren (2004), esp. pp. 18–23を見られたい。ただし、エピクロスが死に対する態度について論じたのだと
しても、その態度の適切さについては、その態度の対象がどのような価値をもつのかに依存すると考えるのが自

然だろう。なお、死を不安に思うことや恐れることが適切だとしてもそうでないとしても、負の感情を伴うそう

した態度をもつこと自体が（とりわけ快楽説に従えば）主体の福利を損ねるため、そのような態度をもつことは

合理的でなく、そうした態度を抱かずに死を避ける方がよりよいということになろう。このことから分かるよう

に、態度の適切さと合理性は別々の事柄である。この点には本章第 2節の最後でも触れる。また、エピクロスが
快楽説を強調し、内在的な意味での死の悪を否定することで目指していたのは、当時の人々が恐れていた神の裁
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エピクロスによる有名な論証は、「メノイケウス宛の手紙」のなかの次の一節において述べられ

ている。 

 

死は、もろもろの災厄のなかでも最も恐ろしいものとされてはいるが、実は、われわれにと

っては何ものでもないのである。なぜなら、われわれが現に生きて存在しているときには、

死はわれわれのところにはないし、死が実際にわれわれのところにやってきたときには、わ

れわれはもはや存在していないからである2。 

 

次のものは、このエピクロスの論証を定式化する一つの理に適った仕方だと思われる3。 

 

（1）人にとって悪であるものは、その人にとって特定の時間に悪でなければならない。 

（2）人の死は、それが起こる前に、その人にとって悪ではありえない。 

（3）人の死は、それが起こった時間以降に、その人にとって悪ではありえない。 

（4）よって、人の死がその人にとって悪でありうるような時間は存在しない。 

（5）したがって、死ぬ人にとって死が悪であることはありえない。 

 

死が悪でありうる時間はないというこの議論には、強い快楽説が前提されている。つまり、人の

福利に影響を与えるものは快苦だけ
．．
だとする見解である4。死んでしまえば苦痛は（快楽も）生じ

えず、苦痛が生じえないのであれば、その見解によれば、死んだ人は害悪の主体ではありえない

                                                                                                                                                                             
きによる苦しみや冥界における酷いあり方——それらは、ありうるとすれば内在的な悪である——だったとも考
えられる（cf. Draper 2013, p. 79）。 
2 『ギリシア哲学者列伝（下）』、301頁。 
3 Cf. Feit (2002), p. 359, Bradley (2009), p. 73. この定式化はファイトの定式化に前提（1）を加えたものである。あ
るいは、ブラッドリーの定式化の二つの前提（と一つの結論）を四つの前提（と一つの結論）に詳述し直したも

のである。エピクロスは（1）の前提を明示していない。またこの定式化は、とりわけエピクロスが論証の背景に
想定していると考えられる価値論的前提を明示していない。その前提とは、出来事が時間 tに主体にとって価値
をもつには tに主体に体験が生じていなければならないとする「体験要件（Experience Requirement）」（cf. McMahan 
1988, esp. p. 33）と、tに主体が存在する必要があるとする「存在要件（Existence Requirement）」（cf. ibid., Li 2002, esp. 
p. 6）である。前者（および、すぐあとで述べる体験主義）は、後者の要件を含意すると考えられる。ジェイムズ・
ステイシー・テイラーは、それぞれの前提を明示してエピクロスの論証を体験バージョン（快楽説バージョン）

と存在バージョンに区別して定式化する（Taylor 2012, pp. 70–71）。しかしテイラーによれば、結局のところ、存
在バージョンは体験要件を暗に前提している（ibid., pp. 72–73）。この観察は、本章後半で行なう、エピクロス主
義の主張と第二の直観の違いの明確化にとっても重要である。本章第 3節までの議論をすこし先取りして述べて
おこう。テイラーの指摘からも分かるように、エピクロス主義のもとで、主体の非存在を理由に死の悪を否定す

る場合、快楽説といった特定の福利理論に内在する条件として存在は言及される。つまり、このとき存在は、価

値の担い手とされる快苦の条件にすぎないのである。他方で、第二の直観に含まれるのは、どのような福利理論

を前提するかにかかわらず、主体が存在しないこと自体を理由に、死後の主体に福利が帰属しないとする存在の

理解である。 
4 上記の一節のすこし前の箇所で、次のように述べられている。「死はわれわれにとって何ものでもないと考える
ことに慣れるようにしたまえ。というのは、善いことや悪いことはすべて感覚にぞくすることであるが、死とは

まさにその感覚が失われることだからである。」（『ギリシア哲学者列伝（下）』、300頁。） 
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というわけである。より正確に言えば、この論証にとって重要なのは、強い快楽説が含意する「体

験主義（experientialism）」5とでも呼ぶことのできる次のような価値論的見解である。 

 

体験主義：人にとっての価値の担い手は、その人の体験——ある人がよい体験をしていると

いう事態や悪い体験をしているという事態——だけである。 

 

体験主義は、ある人が死んでいることというその人の死後に成立する事態6が、その人にとって善

でも悪でもないということを保証するように見える7。まず、体験は特定の時間において生じるた

め、悪であるものは特定の時間に生じるものだけである（前提（1））。そして、悪が体験の悪に存

するとして、死が起こる前に死の体験
．．．．

は生じない——そのようなものはそもそもない（前提（2））。

さらに、死は体験の空白であり、死後には悪い体験もよい体験も生じない（前提（3））。よって、

死が悪である時間はない（前提（2）と前提（3）により、前提（4））。したがって、死は悪ではあ

りえない（前提（1）と前提（4）より、結論（5））。このように、体験主義に基づき死後のいっさ

いの内在的状態を否定することで死の悪を否定する立場を「エピクロス主義」として特徴づける

ことができるだろう。これに対して、前章の第 2節で見たように、剥奪説の支持者は、人にとっ

て善や悪であるものは体験のみではないと主張するわけである。その見解によれば、あらゆる善

や悪が、主体の体験が生じうる時間に位置しなければならないと考える必要はない。 

多くの人はエピクロスの論証の結論に反対したいだろう。死ぬまで苦痛だけが続くなどの状況

を措くとすれば、死はわれわれ生きる者にとって最も酷い不幸ではないか。それはどんなことよ

りも避けたい災厄であり、死が不幸でないとすればいったい何が不幸だというのだろうか、と。

先に引いた一節から分かるように、エピクロスは、死が悪だという考えが広く受けいれられた常

                                                        
5 「体験主義」という呼称はアイヴァン・ソル（Soll 1998）およびベルナルト・シューマッハ（Schumacher 2010） 
に従う。ただしソルは、動機に関する含意をももつ見解を体験主義と呼んでいる。ソルによれば、人にとっての

価値と動機に関する見解は「われわれが達成しようと努力する真の目標（goal）はある種の体験
．．．．．．

であると主張す

るものと、世界のなかの事態
．．．．．．．．

だと主張するもの」の二つに分けられる。（Soll 1998, p. 23. 強調は原文。）ソルは、
前者を「体験主義（experientialism/experiential theory）」と、後者を「非体験主義（non-experiential theory）」あるい
は「事態説（state of affairs theory）」と呼ぶ（Soll 1998, p. 24）。ソルはまた、体験主義を「それ自体で望ましいも
のや望ましくないものとは、その体験の善と悪を決めるものが何であれ、何らかの体験だけである」とも表現し、

その主張から、死はわれわれにとって何ものでもないという見解が導かれると述べる（Soll 1998, p. 26）。シュー
マッハは「あらゆる害悪（evil）も善も感覚に、すなわち、（善の場合には）快の体験と（害悪の場合には）痛み
にある」（Schumacher 2010, p. 169）とする立場を体験主義と呼ぶ。 
6 本節ではもっぱら、出来事の価値ではなく、ある主体がしかじかの状態にあるといった「事態」の価値を問題
にする。それは、エピクロス主義をめぐって最終的な争点となるのが、主体が非存在であるという事態が主体に

とって何らかの内在的
．．．

価値をもつかどうかという点だからである。じっさい、維持可能なエピクロス主義的見解

として本節で最終的に検討するのは、ある人にとってその人が死んでいるという事態がいっさいの内在的価値を

もたず、それゆえ死は悪くない（よくもない）と主張する立場になる。もちろん前章第 2節（とくに CCAの定義）
で見たように、出来事や事態の総合的

．．．
価値はそれによってもたらされる諸事態の内在的

．．．
価値に基づいて評価され

る。 
7 Cf. Soll (1998), p. 26. 体験主義のもっともらしさを示すことでエピクロス主義を擁護するものに Rosenbaum 
(1986) がある。なおエピクロス主義と快（あるいは欲求の充足）が善だとする主張の不整合を指摘する路線の議
論にMiller (1976), p. 171, Warren (2004), pp. 199–212, Draper (2004), p. 104, Olson (2013), esp. pp. 73–74がある。 
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識的なものだということを認めたうえで、シンプルな諸前提からなる論証によってその考えを退

けようとする。そのようなエピクロスの挑戦的な議論は、哲学者の心を強く魅了するものだろう。

さらに別の観点からもこの論証は魅力的である。哲学的議論によって死が悪でないことが明らか

になるとすれば、哲学はわれわれの実践的な生に大きな貢献を果たすかもしれない。われわれは、

いずれおとずれる死を避けられないとしても、死が悪でないと（エピクロスによれば）正しく理

解することで、自分自身の死への恐怖を取り去り、心を平穏にすることができるかもしれないか

らだ。じっさいエピクロス自身の狙いはそのようなものであったと理解できる。現代でも、そう

した理由からエピクロスの論証を支持する哲学者がいる8。 

そうはいっても、死がよくも悪くもないというエピクロス主義の主張の意味をあまり低く見積

もってはいけない。それは、死ぬことがどうでもよいということを意味するように見える。だが、

事故などによる死の危険が迫っていても、それを恐れることはおろか、避けることもしない人が

いるとすればどうだろう。死がどうでもよいと考える人は、他人を殺すことにも特段の躊躇をし

ないかもしれない。エピクロス主義がそのような態度を正当化するような見解だとすれば、それ

はとうてい受けいれることのできるものではない。 

エピクロス主義の主張はそうした帰結までをもつのだろうか。以降、本章の第 1・2節では、エ

ピクロス主義がどこまで擁護可能かを検討する。エピクロス主義者は、先に定式化したような論

証によって死の悪を否定する。それに対しては、体験以外の善悪の存在に訴えることでその論証

の前提を退け、死が悪であると再び論じる道がありうる。前章で擁護した剥奪説は、そういった

議論を支える見解として理解できる。以下でもエピクロス主義と対立するものとしてそうした議

論に一部触れるが、本章の以降における中心的関心は、死が悪だとする議論の是非やその議論が

依拠する剥奪説の是非にはない。すなわちそこでは、エピクロス主義者が、剥奪説に対して再度

反論できるかを精査するのではなく、死が悪だとする剥奪説の主張を単純に受けいれないという

選択肢の可能性を検討する。 

そうした可能性として二つの方向が考えられる。一つは、剥奪説が主張するような CCA で定

義された総合的な悪——つまり前章第 2節で明確にした、ありえた反事実的状況よりも悪いとい

う意味での比較的な悪——という考えを一般に拒否する方針である。二つめは、総合的な悪とい

う考え自体は受けいれつつ、死が関係する場合には価値の比較が成り立たないとする方針である。

後者のものは、前章の第 4節で支持したゼロ説——非存在の価値はゼロである——を拒否し、そ

こで批判した無規定説——非存在の価値は定まらない——を主張する立場である。いずれかの仕

方でエピクロス主義を擁護することは可能だろうか。あらかじめ結論を述べれば、エピクロス主

義は考えられているほど反直観的な見解ではないとみなす余地がある。そして、エピクロス主義

からは、福利と理由に関するある特徴的な見解が示唆されるように見える。しかしながら、最終

的には、そのような特徴を明確化したエピクロス主義は、もともとの魅力を失った見解になる。 

                                                        
8 たとえば Rosenbaum (1986), Nussbaum (1994), Suits (2001), Taylor (2012), Smuts (2012) らがいる。他方で、エピク
ロスの論証についてメアリ・マザーシルは「古代の詭弁

．．
」と述べる。（Mothersill 1971, p. 377. 強調は原文。） 



 31 

その議論を経て、さらに本章の第 3節以降では、エピクロス主義とは異なる仕方で死の悪を否

定する道筋を見る。そこでは、死の悪を主張する剥奪説の支持者によっては、そしておそらくは

死の悪を否定するエピクロス主義者によっても十分に捉えられていない、「死は何ものでもない」

という重要な考え——死に関する「第二の直観」——を明確にする。 

 

2.1.1	 準備 

議論に入る前に、いくつかの基本的な確認をしておきたい。まず、エピクロス主義が「馬鹿げ

ている」と思えてしまうありうるいくつかの誤解を退けておこう。エピクロス主義の主張を適切

に理解するには、第一に、「死ぬこと（dying）」と「死んでいること（being dead）」を区別する必

要がある。死ぬこととは、生のなかの最後の期間のことであり、死んでいることとは生が終わっ

た後の期間のことである9。エピクロス主義は、死に至る過程に何ら悪いことが伴わないという主

張ではない
．．．．

。エピクロス主義者は、たとえば、病死の場合に伴う病気による痛みや苦しみを悪だ

と考える。「死は悪い」と言われる通常の多くの状況について、エピクロス主義者も死に向かう過

程や経過が悪いということを認める。だがその場合、問題となっている一連の過程に伴うあれや

これやの痛みなどの体験について悪いと言うのである。また、エピクロス主義者は人の死によっ

て、死ぬ当人以外の人に悲しみや苦痛といった悪が生じることを否定しない。エピクロス主義者

が否定するのは、死そのもの（death per se）の悪、つまり、死んでいることが死ぬ当人にとって

悪いということである。 

エピクロス主義を次のように理解する人がいるかもしれない。エピクロス主義は、ちょっとし

た痛みよりも死の方がよりよいと考える馬鹿げた見解だ、と。たとえば、短期間続く腹痛のよう

な（それゆえ悪い）体験が、痛みの伴わない（それゆえ悪くない）死よりも悪いと主張する立場

だ、というように。だがあとで見るように、まずエピクロス主義は、そもそもそのような死と生

の比較を認めない立場として理解しうる。あるいはエピクロス主義が、そのような死と生の比較

自体を認める立場であるとしても、この「馬鹿げた」比較は、死と比較するべき対象を単純に取

り違えている。たとえば、近い未来の時刻 tから 10分間、ある人に強い腹痛が続くとする。別の

可能性として、その人は t に死ぬとする。エピクロス主義によれば、死は正の価値も負の価値も

もたないため、腹痛が続く 10分間についてだけ言えば、その腹痛はその期間のあいだ「死んでい

ること」よりも悪いことになる。しかしながら、もちろん死は単に 10分間だけ続く意識のない状

態などではない。時刻 t においてある人が死ぬことと比較される他方の項として適切なのは、腹

痛が続く 10分間とそれ以降の残りのすべての人生である。残りの人生が全体として負の価値をも

                                                        
9 死ぬことと死んでいることの境界を「死（death）」と定義することもできるだろう（cf. Rosenbaum 1986, pp. 
217–218）。しかしながら、死ぬことと死んでいることのあいだに、境界

．．
ではなくある段階

．．
があると仮定する必要

はないし、実際にそのような仮定には問題がある。この点については Li (2002), pp. 13–16を参照。前章ではもっ
ぱら「死」ということで生が終わるという出来事を指していたが、文脈から明らかな場合、本章では死んでいる

ことを指すためにも「死」という語を用いる。 
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つような場合には、それが死よりも悪いとする判断は、馬鹿げたものではないだろう。 

生きていることと死んでいることとを適切に比較すれば、多くの場合において、生きているこ

とのほうがより
．．
よ
．
い
．
（better）。このような比較を拒否するエピクロス主義者もいる。他方、その

ような比較自体は認めたうえで、死は悪くないと主張するエピクロス主義者もいる。ただし後者

のようなエピクロス主義者は、生きていることがよりよく、死んでいることがよ
．
さについて
．．．．．

劣る
．．

（less good）ということによっては、死が悪
．
（bad）だということにはならないと主張する。以下

ではエピクロス主義が採りうるそれらの二つの方針について詳しく見ていく。 

 

2.1.2	 エピクロス主義の二つのアプローチ 

以上の準備を踏まえて、エピクロス主義者が採りうる二つのアプローチを次のように区別する。

第一のものは、総合的な悪という考えを一般的に拒否することで、剥奪説に基づく死の悪の主張

を受けいれない立場である。第二のものは、そうした総合的悪の存在自体は認めながら、死が関

係する場合には価値の反事実的な比較が成り立たないとすることで剥奪としての死の悪という考

えを受けいれない立場である。 

まずは第一の立場から検討しよう。この立場は、死んでいること（すなわち、死後の非存在）

が死ぬ当人にとってよくも悪くもないと主張する。それは、死が死ぬ人にとってゼロの内在的価

値をもつという意味である。そして、この立場は、生き続けることが——生き続けた場合の見通

しが明るければ——正の内在的価値をもつということを認める。さらに、死と生の比較をすると

き、死が生よりも
．．．

悪い
．．
ことを認める。しかしながら、そのような比較的な評価によっては、死が

悪
．
であることにはならないとこの立場は主張する。 

この見解を精査する前に、死がゼロの価値をもつという主張がどのようなものなのかをすこし

詳しく確認しておきたい。前章第 2節で見たように、まず、人にとっての内在的価値をもつのは

さまざまな事態であると考えることができる。快楽説のもとでは、主体 s に快が生じているとい

う事態が s にとって正の内在的価値をもち、痛みが生じているという事態が負の内在的価値をも

つ。そして、死は体験の終わりであり、死後には s には快も苦も生じないため、快苦のいずれも

が生じない死後の時間に成立する事態は、s にとってゼロの価値をもつ。死んでいるという事態

がゼロの価値をもつというのはそういう意味である。また、死んでいることという事態が内在的

に悪くない
．．．．

という主張——ゼロの価値をもつとさらに主張するかは措くとして——をもってその

立場をエピクロス主義と呼ぶことは単純に誤りである。その主張は、快楽説を仮定する場合、剥

奪説の支持者も認めるのである。主体 s の死が害かどうかを問うときに最終的に問題にすべきな

のは、sが死んでいるという事態や生きているという事態のもつ内在的な価値ではない。（あるい

は第 1章で行なったように、事態ではなく出来事の価値を問題にしてもよいが、いずれにせよ問

題にすべきなのはその内在的な価値ではない。）そうではなく、問題にすべきなのは、第一に、事

態が次の意味でもつ外在的価値である。すなわち、それらの事態が起こる場合に世界がもつ s に
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とっての内在的価値（あるいはその世界の特定の時間がもつ s にとっての内在的価値）によって

定まる、その事態の派生的な外在的価値である。第二に、それらの事態が起こらない場合に世界

がもつ s にとっての内在的価値によって定まる、その事態の否定がもつ外在的価値である。そし

て、それらを比較して求まるのが、ここで最終的に問題にすべき、事態のもつ総合的価値である。

これが第 1章第 2節で見た剥奪説（あるいは CCA）の依拠する考えであった。 

エピクロス主義の第一のアプローチは、死後の非存在の価値がゼロであることを認め、さらに

価値の反事実的な比較が成立することを認めたうえで、そうした比較に基づいた総合的な善や悪

を否定する。たとえばアーロン・スマッツは、剥奪説が「単によさが劣ることを悪であることと

混同している」10として剥奪説を拒否し、内在的な悪と、内在的な悪に導くものだけが悪である

と主張する11。 

スマッツは次のような例を挙げる12。ショーケースに入った二つのチョコチップクッキーがあ

る。左の方が右のものよりチョコチップがすくない。左のクッキーを食べることは右のクッキー

を食べることに比べチョコチップがすくない分よさが劣る。剥奪説によれば、これは総合的に悪

い事態である。しかしながら、あくまでこの例はよい事態の例であると言いたいのではないだろ

うか。左のクッキーは十分においしく、あなたによい体験をもたらすのである。悪い事態どうし

の比較に関しても同様であり、たとえば強烈な痛みとすこしだけ弱い依然強烈な痛みの比較にお

いても、後者をよ
．
い
．
とは言いたくないだろう。剥奪説——正確にはその利益に関する対応物や

CCA——によれば、それは総合的によい事態であることになるが、「最善の選択肢がよい選択肢

であるほど世界は素晴らしい場所ではないのである」13。スマッツの批判の要点は、剥奪説は、

直観的には害でないと思われるものを害だとしてしまう、ということである。 

私の考えでは、剥奪説はこの批判に応答できる。クッキーの事例について、死の悪と同じ意味

で悪だというのは、たしかにためらわれるかもしれない。しかし死の悪との違いは、たとえば単

純に、著しい程度の違いとして十分に説明できるのではないか。チョコチップがすくないことが

死と同じ意味で剥奪の悪だとして、死の悪は程度が甚だしいのだ、というように。そのケースで

も、「損をした」とか「残念だった」とかと表現されるような悪や害と言える側面はあるだろう。

                                                        
10 Smuts (2012), p. 198. 
11 Smuts (2012), p. 198. デイヴィド・スーツ（Suits 2001, esp. pp. 72–73）も同様の見解を主張する。スーツは「純
粋に関係的に、よりよいあり方をしていないこと（purely relationally not-as-well-off）」（ibid., p. 73）は真正の害で
はないとして、次のように述べる。「人が、そのあり方が向上することやよりよくなること（あるいはすくなくと

もより悪くならないこと）について理に適った普通の仕方で期待を抱いている場合にだけ、そしてそのような期

待が打ち砕かれたり挫かれたり妨げられたりしたときに、その人は剥奪されている。」（ibid., p. 72.）ここでスーツ
は、期待の挫折ということで、実際に苦痛が生じるような負の心的変化が伴う状態を意味している。 
12 スマッツの例を簡略化した（Smuts 2012, p. 208）。スマッツは別の例も挙げる。ある富豪の気まぐれにより、現
金が詰まった二つの鞄のどちらかを手に入れる機会にあなたが突然遭遇したとする。あなたが獲得した右の鞄に

は十万ドルが入っており、あなたは非常に喜んだとしよう。あなたはあなたが選ばなかった他方の鞄に一億ドル

が入っていたことを知ることはない。剥奪説によれば、あなたが十万ドルの入った右の鞄を選んだことは総合的

に悪いということになる。だがスマッツによれば、その事態はあなたにとって、よさについて劣る（less good）
としても、けっして悪いものではない。（Smuts 2012, pp. 205–206.） 
13 Smuts (2012), p. 209. 
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だが、剥奪説なしにそれを説明することは困難である。また、前章第 4節後半でブラッドリーの

見解として触れたように、剥奪説に基づいて言われる「悪」が、「避けることが合理的」とか「他

方の選択肢を選好することが合理的」とかということをもっぱら意味するとすれば、剥奪説の主

張にスマッツの言うような直観に反する含意はない。 

ただし、じつのところ、剥奪説に対して問題点があるという指摘は他にもなされている14。と

りわけ、「先回り（preemption）」の問題と「不作為（omission）」の問題が深刻な困難だとみなさ

れている。先回りの問題とは、剥奪説のもとで、ある出来事 E1によって死ななければ別の出来事

E2によって死んでいたようなケースにおいて、E1による死が害だと評価できないように見えると

いう問題である。なぜなら、そのようなケースでは、E1を主体 sにとっての剥奪の害だと説明す

るために真でなければならない「E1が起こっていなければ sはより幸せに生き続けていただろう」

という文が真にならないからである。不作為の問題とは、剥奪説のもとでは、他人に対して単に

利益を与えないことが、その他人に対して害を与えることになってしまうという問題である。 

二つの困難の指摘から剥奪説を護るための議論にここで立ち入ることはしない。それらの問題

にはさまざまな解決方法が提案されており、私の見立てではその見通しは暗くない15。しかし、

かりにこれらを理由に、あるいはともかくも、エピクロス主義者が剥奪説を拒否するとしよう。

そして、単なる可能的な善の剥奪を害とみなすことはできないと主張するとしよう。それが正し

ければ、死が害だということは説明されないことになる。ところで、剥奪説を受けいれないこと

                                                        
14 害や利益を反事実条件的に理解することは問題があるという指摘としては Holtug (2002), Hanser (2008), Bradley 
(2012b) を参照。 
15 とくに先回りの問題に対する提案としては、ファイトの見解が有力だと考える。ファイトは「複数説（plural 
theory）」という反事実条件的比較説の一バージョンを主張する（Feit forthcoming）。それは、複数の出来事によっ
て害は構成されるというもので、基本的なアイデアは次のようになる。「PH：出来事 Eが sを害するのは次のと
きであり、そのときにかぎる。すなわち Eが、いずれの出来事も起こらなければ sがよりよいあり方をしていた
ような諸出来事の、最小の複数の出来事（plurality of events）であるときである。」（Feit forthcoming, p. 11. 記号は
本論文全体での統一のため変えてある。）この見解によれば、文脈主義的な方針を採らずに先回りと多重決定の問

題を回避することができる。（文脈主義とは、比較される反事実的状況は発話の文脈によって変わるとする立場で

あり、先回りのケースについても、死が悪だとするような反事実的状況を比較の対象として指定する文脈が存在

すると主張できる。だが、この立場に対しては、害することを端的に禁止するような道徳的原理が意味をなさな

くなるという問題が指摘されている。Bradley 2012b, p. 408を参照。）多重決定のケースについての説明は分かりや
すい。それはすでにパーフィットによって示唆されていたものであり、二人の人の撃った弾が同時に着弾するケ

ースについて、「彼らは一緒になって私を害する。なぜならもし両者
．．
が別の行動をすれば、私は死なないだろうか

らである。」（Parfit 1984, p. 71.〔邦訳書 98頁、訳文は邦訳書に従う。強調は原文（邦訳書ではゴシック体）。〕）と
説明する（ただしパーフィットはそこで害ではなく不正について論じている）。因果性の反事実条件的分析におけ

る先回りケースの解決として、この複数説と基本的な方向性を共有にするものに、谷川（2005）がある。谷川卓
は、出来事を時空領域の性質とみなすデイヴィド・ルイスの出来事理論（Lewis 1986b）を利用することで、先回
りの問題を解決する。私の考えでは、その枠組みに依拠する方が、ファイトの提案においては不明瞭な出来事間

の関係が明確化できるという利点がある。ファイトはさらに、不作為についても次の提案をしている。ある行為

者 sの行為について、その行為が客体 oを害するということから、sが oを害するということは帰結しないとする
ことができるかもしれない（Feit forthcoming, p. 25）。たとえば、sが oに贈り物をあげる予定だったのを、sが気
持ちを変えてあげないことにしたとする。そうした場合について、sが贈り物をあげないことが oを害するという
ことから、sが oを害するということは帰結しないとするわけである。 
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で生じる最も大きな問題は、複数の論者が主張するように16、まさに死の害を説明できないこと

かもしれない。そうだとすれば、その点についてエピクロス主義者はその帰結を単純に受けいれ

るのであり、死の害を説明できないこと自体はエピクロス主義の難点ではない。剥奪としての死

の悪を拒否することで受けいれがたい困難が生じるのでないかぎり、いくらか常識的理解に反す

るとしても、そのような方針は検討に値する。 

死の悪を拒否することの帰結を評価する前に、エピクロス主義者が採りうる二つめの方針を見

ておこう。二つ目の方針は、前章第 4節で無規定説と呼んだ見解を支持するものである。このア

プローチによれば、死後には主体にいっさいの福利が帰属しないため、死んでいることと生き続

けることのあいだの価値の比較は成り立たない。死がより悪い
．．．．

ということはないし、他方で、死

なずに生き続ける別の選択肢が死より
．．
も
．
よい
．．
ということもない。そうだとしても、このアプロー

チを採るエピクロス主義者は死なないことはよい
．．
と主張する。この第二の方針は、死の悪を否定

するという点に関しては第一の方針と結論を共有する。このアプローチを評価するためのポイン

トは、第一のアプローチと同じく、死の悪を否定することで死の悪を説明できないこと以外の問

題が生じるか、ということである。無規定説に基づいて死の悪を否定する議論は、剥奪説が基づ

く総合的な害という考えに対する一般的な反論ではなく、第１章第 4節で見た「非存在の価値の

問題」に訴えるものになるだろう。つまり、総合的な価値の存在を認めたとしても、死の場合に

は比較が成立しないとする次のような形をとると考えられる。死は体験の空白であり、死んでい

ることはよい体験でも悪い体験でもない。だがそれは、よくも悪くもない価値のない体験とも、

体験が単に生じていないこととも区別しなければならない。死んだ人はもはや存在しないのであ

り、たとえゼロという値であっても、その人の死後の事態にその人にとっての価値を帰属させる

ことはできない――あるいはその事態の価値は定まらない。そして、価値を帰属させることがで

きないのであれば、他の事態の価値との比較も成立しない。さらに存在論的な観点から述べれば、

ある人の死後にその人に対して、ある水準の福利をもつという性質を帰属させることはできない。

それは、存在しない者は性質をもちえないからである、と。第１章第 4節の最後では、合理的な

熟慮の概念に訴えることで非存在の価値の問題は解消すると論じた。あとで確認するように、ま

さしく合理的な熟慮に関する代替的な描像こそが、このエピクロス主義のアプローチを特徴づけ

うる候補となる。 

以上を踏まえれば、死のもつ比較的な総合的悪という考えを単に受けいれないものとして、エ

ピクロス主義をさらに押し進める（どちらかと言えば穏当なものにする）ことは可能であるよう

に見える。繰り返すが、以降の議論のポイントは、そのように死の悪を否定することで受けいれ

がたい反直観的な帰結が生じるかどうかにある。 

 

 

                                                        
16 Bradley (2012b), p. 401, Feit (forthcoming), p. 9, cf. McMahan (2009), p. 56. 



 36 

2.1.3	 理由 

第一のアプローチとして総合的な価値の存在を否定するとすれば、死は死ぬ当人にとって悪で

ないことになる。また他にも、善の獲得を阻止されることを悪だとすることができなくなる。し

かしそれは実質的には
．．．．．

どういうことなのか。そうした比較的な総合的価値はわれわれにとってど

のような意味で重要性をもつのだろうか。次のような「比較」を考えられたい。ともに 2ヶ月齢

の 1 キログラムの子猫チョビーと 0.5 キログラムの子猫チャビについて、子猫チョビーはチャビ

より重い——いわば外在的に重い。しかし、だから何だというのか。チョビーは健康でチャビは

健康でない。だがチョビーが健康であることは、1 キログラムであるおかげであり、より重いこ

とのおかげではない。このような比較は、猫がしかじかの体重であることや健康であることとい

った内在的な性質——内在的な価値と類比的である——に加えてさらなる実質的な重要性をもた

ない。前節で取りあげたスマッツの議論の主要なポイントの一つは、こうした主張と類比させる

ことができるかもしれない。つまり、われわれにとっては、快苦などの体験に存するような内在

的な価値だけが重要なのである、と。 

しかしながら、剥奪説における価値の比較には、上記のような比較とは異なる重要性がある。

それは、そうした比較が、それぞれの主体の自分
．．
自身
．．
にとっての
．．．．．

価値
．．
の比較だということである。

それは他人よりも幸せ（健康）であるとかないとかというような比較ではない。比較されている

のは、いずれも自分自身のあり方として実現しうる未来である。自分に実現する能力がある場合

は、その選択肢を選ぶことが合理的であるような可能性である。そうした比較は、未来が複数の

可能性に開かれているという事実を背景にして自分自身の福利がどのようになるのかを気にする

という、われわれにとって極めて当然のことにとって不可欠なように見える。 

エピクロス主義者はそうした比較が重要性をもつことを否定するだろうか17。反事実的状況と

現実との価値の比較が（すくなくとも多くの場合に）可能であること自体は、素直に考えれば認

められることである。第一のタイプのエピクロス主義者もまたそれを認めると考えることができ

る。そしてさらに、そうした比較の重要性を否定する必要はないとして、エピクロス主義者は次

のように考えるかもしれない。一対の選択肢の価値を比較すれば、より悪い方を避けることは重

要だ。だがそれは、その選択肢が「悪」や「害」だからではないのである。そうした選択肢のう

ちのある選択肢を避けるべきなのは、単純に、その内在的価値が他の選択肢より
．．
低い
．．
からである、

と。このように考えるとすれば、ゼロ説を認めるエピクロス主義者であれば、死を悪や害だとは

言うことなしにそうした比較の重要性を認められるのではないか。ゼロ説を採るエピクロス主義

者は、次の見解を認めることができると主張するかもしれない。 

 

                                                        
17 比較的な価値評価とそれに基づく選択をわれわれが実際に行なっているという点については、スマッツも論じ
ている。スマッツはそこでも、よさが劣ることがその結果が悪いということを意味しないという理由で、比較的

な価値評価は重要でないと結論づけている（Smuts 2012, pp. 207–209）。 
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（理由１）生き続けるシナリオは正の価値をもつ。死ぬシナリオはゼロの価値をもつ。それ

ゆえ、生き続けるシナリオがよりよく、死ぬシナリオはより悪い。よって、そのような場

合、生き続ける方を選ぶべき理由があり、死ぬ方を避けるべき理由がある。 

 

エピクロス主義者は次のように主張できるかもしれない。死は悪ではないが、より悪いものでは

あり、避けるべきものである、と。この見解は理解可能であるし、そしてこれを認めることは、

死が総合的な悪であると主張することとは異なる、と。たしかにそれらの主張のあいだに違いは

ある。しかしながらその違いは微妙なものであり、実際のところ、実質的でない言葉上の違いに

すぎないだろう。それはすなわち、より悪いということを総合的な悪や害と呼ぶか呼ばないかの

違いであるように私には思われる。ここで再び、総合的な価値という考えのポイントを思い出し

てほしい。剥奪説の支持者も、ある事態や出来事が起こるかどうかに応じて実現する諸々のシナ

リオが、主体にとっての内在的
．．．

価値をもつことをもちろん認める。だが、事態や出来事の価値は

それだけでは十分に定まらないとして、反事実的な比較に基づく総合的価値という考えに訴える。

そして、われわれにとって最終的に重要なのは後者の価値だと主張する。ここで見たエピクロス

主義のアプローチは、こうした考えと実質的な違いがないように見える。それは結局のところ、

このエピクロス主義者も、事態や出来事を最終的にもたらすべきかどうかについて、反事実的な

比較に基づいて主張するからである。すくなくともその見解は、死の悪を否定し死は恐れるもの

ではないというスローガンを掲げるエピクロス主義の主張として、ほとんど興味深いものではな

いと思われる。 

以上のように、ゼロ説を採用する第一のアプローチはうまくいかないように見える。他方、第

二のアプローチとして無規定説を採るエピクロス主義者には、別の方針がありうるかもしれない。

デイヴィド・ハーシェノフは、死者はいかなる水準の福利ももたないと主張したうえで18、善の

獲得を阻止されること（prevention）と害を被ることとを区別する。ハーシェノフは、殺人が道徳

的に悪であるという常識的見解とエピクロス主義が衝突するわけではないと論じる文脈で次のよ

うに述べる。 

 

死が人々にとって悪いと言うことは意味をなさない〔･･････〕が、その人々が〔死ななけれ

ば〕利益を得るときに存在することになるだろうからより長い生はその人々にとってよいも

のであろう、と言うことはまったくもっともなことである。そして、誰かを殺す人は、酷く

道徳的に間違ったことをしている。その不正は、死んだ人を害することにあるのではなく、

その人がより長い生を享受するのを阻止すること
．．．．．．

（preventing）にある19。 

 

つまりハーシェノフによれば、生き続けていれば得られたはずの善の獲得を死は阻止してしまう

                                                        
18 Hershenov (2007), p. 174. 
19 Hershenov (2007), p. 177. 強調は原文、〔〕は引用者による補足。 
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ため、相手の死を引き起こす行為を他人に対してなしてはならない。しかしそれは、人を殺すこ

とが相手に害を与えるということとも、害を与えるがゆえにそうした行為が不正であるというこ

ととも違うのである。 

私の考えでは、無規定説の支持者が、死に関して善の獲得の「阻止」という概念に訴えること

ができるかは疑わしい。それは、阻止の概念が価値の反事実的な比較を暗に含んでいると思われ

るからである。たとえば、二つのシナリオ Aと Bのどちらでも+10の値の善を得られるようなケ

ースを考えられたい。善の獲得の「阻止」が、正の価値をもつシナリオが単に現実にならないこ

とを意味するとすれば、そのケースにおいて Aを選んだ場合にも Bが含む善の獲得は「阻止」さ

れていることになる。しかし、普通はそのことを善の獲得が阻止されたとは言わない。そうでは

なく、あるシナリオが実現して得られる価値が、実現しないシナリオで得られる価値よりもすく

ないことや低いことを善の獲得の阻止と呼ぶのが適切であろう。さて、無規定説のもとでは、生

と死のシナリオの価値は比較できないため、死のシナリオの実現は、善を含む他方のシナリオが

単に現実にならないこと以上のものではない。そのため、ハーシェノフが「阻止」と呼ぶものは、

善の獲得の阻止と呼ばれるための条件を満たさない。もし阻止という概念にこだわるのであれば、

ハーシェノフの見解は、無規定説ではなくむしろゼロ説に基づいて（理由１）を認めるものとみ

なすのがもっともだろう。そしてそれは、すでに見たように、エピクロス主義として興味深い主

張ではない。 

しかしながらハーシェノフの基本的な考えからは、阻止の概念に訴えない仕方で、無規定説的

エピクロス主義者が採りうる固有の主張を引き出すことができるように見える。ハーシェノフは

次のようにも述べる。 

 

より長い生は楽しいものになるため、生きている人々には、そうした目的のための手段を求

める強い理由がある。そのことは、死のせいでそれを達成できないことがその人々にとって

悪でないとしてもかわらない20。 

 

生のシナリオを求める理由があるとは述べられているが、死を避けるべきかどうかについて、こ

こで明言されてはいない。だがその点こそがおそらく重要なのである。このハーシェノフの見解

から（理由１）と異なる次の考えを引き出すことは可能だろう。 

 

（理由２）生き続けるシナリオは正の価値をもつ。死ぬシナリオの価値は定まらない。よっ

て、生き続けることを好む理由があり、死ぬことに賛成する理由も反対する理由もない。 

 

つまり、死のシナリオは単純に（福利に基づいた）いかなる理由も提供しないのである。この考

                                                        
20 Hershenov (2007), p. 177. 
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えに基づいて、無規定説的エピクロス主義者は次のように言うかもしれない。二つの選択肢のう

ち、一方の選択肢 Aを実現する理由があり他方の選択肢 Bを実現する理由がないことは、理由の

ない選択肢 Bに反対したり Bを避けたりする理由があることをかならずしも意味しない。死が関

係するときに価値の比較が成り立たないとしても、行為者は選択にとっての十分な理由を得るこ

とが可能である。死が避ける理由を何ら提供しないとしても、生き続けるという別の選択肢がそ

れを求める十分な理由を提供するのであれば、人は生き続けることを合理的に選ぶことができる

のだ、と21。そして首尾よく事が進んだ場合には、その行為の結果は、比較的な価値の評価に基

づいて実現すべきとされるものとも一致する。 

このような非
．
比較的な理由のアイデアについて、ジェイムズ・ステイシー・テイラーも、次の

ように類似の指摘をする。自分が手にできる二つの選択肢がそれぞれ自分にとってどれだけよい

か悪いかを比較するうえで、よりよい方を選び行為することが合理的だと考えるのは、たしかに

自然である。だが、このような比較的評価に基づかなくとも行為の理由を手にすることはありう

る。たとえば、人が二つの選択肢のうちの一方を選ぶとき、その二つの選択肢のそれぞれによっ

て得ることのできる価値が相互に共約不可能（incommensurable）な場合でも、一方を選ぶ理由は

ありうるだろう。テイラーはそうした場面の例として、ある人がカトリックの司祭になるか、結

婚し家族をもつか、いずれの選択肢にも強い欲求をもつケースを挙げる。それぞれを選んだ結果

送ることになる二つの人生の価値は共約不可能である。このような状況で司祭になる未来を選ぶ

場合、行為の理由は次のようになる。その人は、自分が手にできる他の選択肢とは独立に、司祭

になる十分な理由をもっている（と信じている）のである。この理由が、一方の選択肢の方が他

方よりよいという比較的な理由である必要はない22。さらにテイラーは安楽死の事例について、

非
．
比較的な理由に基づいた行為が可能だとして、次のように論じる。 

 

ある人について、苦しんでいるという事実と、自分のその苦しみを終わらせたいという欲求

が合わされば、その苦しみを終わらせるように行為する非比較的な理由をその人に与えうる

のである。その理由は、その人が考慮するどんな他の選択肢とも独立に存在する23。 

 

まず、エピクロス主義の第一のアプローチとの対比を明確にするには、「苦しみを終わらせるよう

に行為する」という表現は曖昧に見える。それは単に「死を選ぶ」ということを意味しているよ

                                                        
21 価値の比較に基づかない実践的推論の正当化可能性に関する肯定的な議論は、Chan (2010) を参照。なお、主
体について「（何かを実現する）理由がある」や「理由をもつ」のように言うことで、その主体がその理由に気づ

いている必要があるとはここでは想定していない。そのような「理由（reason）」の用法としては Parfit (1984), p. 505 
n. 2〔邦訳書 683頁〕を参照。 
22 Taylor (2012), pp. 107–108. 
23 Taylor (2012), p. 108. ハーシェノフも安楽死について次のように述べる。「〔･･････〕より早い死が死ぬ人にとっ
てよいと言うことはできないが、より長い生がその人にとって悪いと言うことはできる。後者のことは、死が死

ぬ人にとって〔反事実的な比較に基づいて〕よいという主張と同じように、その人の死を早めることを正当化す

る。」（Hershenov 2007, p. 179 n. 13. 〔〕は引用者による補足。） 
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うにも理解できてしまう24。無規定説のもとでは、こうした状況について、次のように描くのが

より正確だろう。たとえば、回復の見込みのない酷い苦痛のなかにいる人がいるとしよう。その

人が、治療を止め、薬によってその生を終わらせるという選択肢を医師から提示されたとする。

その人には、苦痛が続く未来 Aと、死という未来 Bの二つがある。自愛の思慮の観点からすれば、

無規定説的エピクロス主義者が行為するかしないかを決めることのできる未来は、苦痛が続く未

来Aの方だけである。死ぬ方の未来Bは無規定説的エピクロス主義者にとって「何ものでもない」。

未来 Aは負の内在的価値をもつため、無規定説的エピクロス主義者は未来 Aを避ける。そして、

その未来を避ける方法が、テイラーも述べるように、薬を摂取し結果として死ぬことなのである25。

しかしながらテイラーは、「自分の生を終わらせる
．．．．．．．

という非比較的な理由があると信じているがゆ

えにそのように行為する」26のであれば、エピクロス主義者にとってもその行為を行なうことは

合理的だと述べる。テイラーのこの説明もまた正確でないと私は思う。この第二のタイプのエピ

クロス主義に従えば、そうした状況のもとで手にできるのは、「生を終わらせる」Bを好む理由で

はなく、A に反対する理由だけである。このときエピクロス主義者は、あくまで死ぬという未来

B を選ぶわけではない。すなわち、エピクロス主義者は苦痛を避けているのであり、死を直接的

に選択しているのではない、ということである。 

理由に関する以上のような描像が意味をなすものであれば、エピクロス主義が極端に受けいれ

がたい見解になってしまうことは避けられるだろう。そしてそのように描いたエピクロス主義に

は、一見したところ生き方としての魅力もあると思えるかもしれない。このタイプのエピクロス

主義者は自分の死に対して無関心だが、生きることは求めるのである。そうすることで結果的に

は、生き続けることで善の獲得が期待できる場合には、常に死は避けられ、エピクロス主義的な

生を寿命までまっとうすることもできるだろう。もちろんこのように理解したエピクロス主義か

らは、死が悪くないなら死んだ方がよい、という帰結は導かれない。エピクロス主義者は、死ん

だ方がよいということも否定する。たとえば、エピクロス主義者が突然犯罪組織に捕らえられ、

痛みの伴わない死を提案されたとしても、エピクロス主義者にはそのような提案を受けいれる理

由はまったくない。死ではない選択肢において、内在的な悪を上回る内在的な善を手にすること

                                                        
24 私の見解では、死についてよくなされる「苦しみを終わらせる」のような表現は、こうした表現が用いられる
場面が本来別の可能性との比較を含むということを見えにくくしてしまうため、その不明瞭さは問題含みである。

つまり、苦しみを終わらせると言うときに、「苦しみ」はこれまで続いてきた苦しみを指すように理解できてしま

う。しかしその苦しみはこうした場面で問題になっているものではない。こうした場面で考えるべきなのは未来

の可能的な
．．．．

苦しみである。すなわち、「終わらせる」は不明瞭な言い方であり、「可能的な未来の苦しみを避け
．．
、

別の可能的選択肢を選ぶ」とでも述べるのが正確である。だがそのように理解するとき、テイラーの表現はエピ

クロス主義的描像を適切に捉えるものになっていない。 
25 Taylor (2012), p. 108. ここで述べたようなエピクロス主義的説明は、かみ砕けば、「死が起こることを知っては
いるが、直接は意図しておらず、意図しているのは苦しみの緩和だ」というものになるだろう。だがテイラーに

よれば、だからといって、エピクロス主義者は、自分の死に対して道徳的責任をもちえないという主張にかなら

ずしもコミットするわけではない（Taylor 2012, p. 194 n. 20）。さらにテイラーは、合理性に関するエピクロス主義
的分析は、二重結果の原理（Doctrine of Double Effect）の問題と関係するとそこで示唆している。 
26 Taylor (2012), p. 108. 強調は引用者。 
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が期待できるなら、エピクロス主義者にとって生き続けることには理由があるのである。そして

そのような理由がないような状況は、エピクロス主義者でなくとも死を選択することが合理的だ

と判断しうるような状況である。さらに、この見解のもとでは、死に対して嫌悪などの態度を向

けるのは適切でないということになるかもしれない27。つまり、剥奪説のもとでは、死は害だと

され、このことは、死に対して嫌悪や恐怖の態度を抱くことを正当化すると考えられる。それに

対して、エピクロス主義者はあくまで死を悪だとは主張しない。そのため、死に対する否定的態

度は正当化されず、まさにエピクロスがもともと主張しようとしていた、死を恐れるべきでない

という考えが支持されることになるかもしれない。 

だが、理由に関するこのような描像の魅力がどれほどのものかは本当のところは疑わしい。た

とえば先の安楽死の例において、苦痛が続く未来 Aを避けるが Bを選ぶわけではない、というこ

とは、B を選ぶこととどれほど異なるというのだろうか。その状況で二つの選択肢があるのは明

白ではないか。エピクロス主義者は、死を選択肢
．．．

として考慮に入れないための不自然な言い回し

や言い換え、選択肢をいわば「見ない振りをする」ような心理的なぎこちなさを必要とするので

はないだろうか。理由と価値に関するこの説明自体に利点があるかは、実際はそれほど明らかで

ないように見える。さらに問題なのは、われわれが死の回避に関して必要な判断が、他方の選択

肢をそうす
．
べき
．．
だとするものでなければならないと思われる点である。他方の選択肢に理由がな

いような場合、当の選択肢を選ぶことは合理的だろうが、しかしそれを選ばなかった
．．．．．．

としても非

合理的とまでは言えないだろう。（司祭になることと結婚することのあいだの選択はそのような例

である。）だが、未来の見通しがよい場合に生を選ばないとすれば、それは非合理だとわれわれは

言いたいだろう。エピクロス主義者がそれを認めないとすれば、常識的理解に対して好ましくな

い仕方で改訂的であることになると考えられる。 

 

2.2	 死の悪を否定することの帰結 

以上で見たように（理由２）にはいくつかの懸念はある。だが、ここではそれが維持できるも

のだとしよう。そのうえで、死がいかなる意味でも悪でない（善でもない）という見解からどの

ような帰結が生じうるのかを明らかにしたい。ここで検討するエピクロス主義の第二のアプロー

チを、以降、単にエピクロス主義と呼ぶことにする。 

第一の懸念は、エピクロス主義が正しければ死がよいということもない、という点に関するも

のである。たとえば、治療可能でない強い痛みが続くことよりも、安楽死の方がよりよく選ぶ理

由があるケースがあると言いたい人がいるかもしれない。たしかに前節で述べたように、そのよ

うなケースにおいて、エピクロス主義者には結局のところ死を選ぶ理由がない。しかし、エピク

ロス主義者には苦痛を避ける理由はあるのである。さらに、事実としても、安楽死はあくまでよ

                                                        
27 スマッツは、ある事態を恐れること（fearing）は、より悪い

．．．．
ということに基づき正当化されるのではなく、端

的な内在的悪に基づいて正当化されると論じる（Smuts 2012, pp. 210–211）。  
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い選択肢などとは考えられておらず、それを選択することは常にためらわれるものであるように

思われる。そのようなシビアな状況でも死を選ぶことに理由がないとするエピクロス主義の見解

は、むしろわれわれの実際の理解に即していると言えるかもしれない28。また、エピクロス主義

のもとでも死を選ぶ理由がまったくないことになるわけではない。エピクロス主義者は、人の死

が他人に対して害や利益でありうることを否定しない。たとえば、自分の苦しむ姿を見せないこ

とで家族の気持ちを乱すのを避けたいという考えは、自分の福利とは異なる観点から死を選ぶ理

由になる。あるいは、人が合理的に死を選ぶ典型的な理由ではないが、自分を殺そうとする他人

から自分を殺すことの快を奪うために自殺するとか、自分に対する仕打ちを他人に後悔させるた

めに自殺するとかといったことも死を選ぶ理由にはなりうる29。さらに、功利主義的な考えに基

づき、苦痛の総量がよりすくないよりよい世界を実現するために死ぬという理由もありうる30。 

第二の懸念として、死が悪でないという点について。このことは、（理由２）のもとで、死には

避ける理由がないということを意味する。まず、典型的には、死に至る過程には苦痛などの悪い

体験が伴う。本章第 1.1節ですでに述べたように、死ぬこと（dying）は典型的には悪である。そ

のことは、われわれが死を避けたいと典型的には思う傾向をある程度説明するだろう31。あるい

は、未来に短期間の痛みが予想される状況について、次のような疑問を抱く人もいるかもしれな

い。すなわち、痛みなどの悪い体験には避ける理由があり、死には選ぶ理由も避ける理由もない

のであれば、結局は死を選ぶことが合理的だということにならないのか、と。だが同じ箇所です

でに述べたように、死と対比させるべき選択肢に注意しなければならない。適切な選択肢と比較

した場合、前節で述べたように、多くのケースで、求める理由があるような他の生き続ける選択

肢があるのである（そうでない場合は安楽死の可能性が考慮されるようなケースである）。本章で

検討したエピクロス主義からは、死がありふれた状況で合理的に選択されることになるという反

                                                        
28 スマッツは、剥奪説が「ましである（less bad）」だけの安楽死をよいことだとしてしまうと批判する（Smuts 2012, 
p. 216）。 
29 Taylor (2012), pp. 106–107. 
30 Taylor (2012), p. 107. 他方、剥奪説が常識的な理解に反するわけではないだろう。剥奪説のもとでも、安楽死に
伴うためらいを、そうした決断をする人が想定する比較の文脈に訴えて説明できると思われるからである。つま

り、そのような人は、安楽死が死ぬ当人にとってよいことだと思える文脈を想定していることもあれば、健康に

生き続ける可能性と比較して悪いことだと思える文脈を想定していることもあるだろう。だが、出来事が害であ

るか利益であるかが文脈に応じて決まるとする見解（本章注 15も参照）を採るのでなければ、やはり安楽死は総
合的な利益だとすることが剥奪説——正確にはその利益に関する対応物や CCA——に従った説明ということに
なる。そして、安楽死を選ぶかどうかの決断をするような現実的で具体的な選択は、前者のような文脈を（正し

く）想定して、そのことが総合的に利益だという判断に基づいてなされるべきであろう。剥奪説のもとでは、人

がそうした決断においてためらいを抱きがち
．．．．

であることは説明されるが、そのためらいが正当化されるわけでは

ない。私はこの説明が満足なものだと考えるが、いずれにせよここでのポイントは、エピクロス主義がこの点に

関して剥奪説に劣るわけではないということである。 
31 痛みなどの悪い体験が伴わない死については、実際に人々の判断は分かれると思われる。ネーゲルが論文「死」
の冒頭で述べる次の文をそうした指摘として理解することもできよう。ネーゲルによれば、死に否定的側面があ

るという理解を自然だとする人々がいる一方で、「自分自身の死が早すぎたり苦痛をともなうものであったりする

ことは望まないとはいえ、死ぬことそれ自体には格別の不満はない、という人々もいる。」（Nagel 1979, p. 1. 〔邦
訳書 1頁、訳文は邦訳書に従う。〕） 
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直観的な帰結は導かれない。 

第三の懸念として、エピクロス主義が正しく、死が悪でないとすると、他人を殺すことが（通

常の状況において）不正であることを説明できない、という指摘がなされることがある。たとえ

ばシルバースタインは次のように述べる。「殺人の道徳性の問題は、エピクロスの見解が人に深刻

な動揺を与える帰結をもつ〔自愛の思慮に基づく生死の選択という領域とは別の〕もう一つの領

域である。」32 

第一に、剥奪説の支持者であっても、死が悪であるということと、それを他人にもたらすのが

道徳的に不正であるということが直ちに結びつくとはかならずしも主張しない。ブラッドリーは

剥奪説に基づいて、典型的には、胎児の被る死の害は成人の被る死の害よりも大きいと主張する。

なぜなら、より早く死ぬ方が、死によって奪われる未来の善は典型的には多いからである。だが

そのことから妊娠中絶が道徳的に間違いだということは導かれないとブラッドリーは示唆する。

ある行為が不正かどうかの評価には、たとえば母親の利害といった、場合によっては中絶が道徳

的に許容されるようなさまざまな要素が関係するのである33。もちろんこのことが正しいとして

も、害が道徳的な正不正と関係がないということにはならない。しかしすくなくとも、道徳的な

正不正の評価に関係する害とは別の要素がありうることは示唆されており、それが正しければ、

エピクロス主義者もそうした要素に訴えることはできるだろう。また、先に見たように、エピク

ロス主義のもとでも、大抵の場合に生き続けることはよく、それを追求する理由がある。そのた

めエピクロス主義者も、そうした理由に基づく行為を他人が邪魔することはある程度までの不正

だと説明することはできると思われる34。 

以上から、もし（理由２）を採用することができるのであれば、エピクロス主義は、その帰結

を見てもそれほど反直観的な立場というわけではないことになる。しかしながら、その意味でエ

ピクロス主義が維持可能な立場だとしても、「死は何ものでもない」と主張することの実質をもは

やあまりもたないだろう。さらに言えば、この立場は自身の主張を正しく表現していないとさえ

言えると私には思われる。ここで問題にしている理由というのは、他でもなく福利に基づく理由

である。そして行為者は死という選択肢があることを明らかに知っているのであり、自身の福利

がどのようになるかという関心のもとでその選択肢を捉えるはずである。そうだとすれば、そこ

で言われる「理由がない」というのは、理由の強さがゼロだという意味で理解すべきではないの

                                                        
32 Silverstein (1980), p. 413 fn. 8.〔〕内は引用者による補足。また、pp. 411–413も参照。 
33 Bradley (2009), pp. 153–154. また Taylor (2012), Chapter 4および pp. 108–109も参照。 
34 Taylor (2012), p. 106. また、マイケル・バーリーによれば、人を殺すことの不正は「基礎的な道徳的確実性（basic 
moral certainty）」であり、殺すことの不正は害を与えるかどうかに依存しない（Burley 2010）。また、ウォルター・
シノット＝アームストロングとフランクリン・Ｇ・ミラー（Sinnott-Armstrong & Miller 2013､esp. pp. 3–4）によれ
ば、人を殺す行為が道徳的に間違っているのは、その行為が生命（や意識）の喪失——すなわち、死——を引き
起こすからではない。ただし、残存する「すべての能力の欠如（total disability）」を引き起こすから間違っている
と彼らは主張しており、剥奪説のもとでその主張は結局のところ、死による剥奪の害（の一部）が殺すことの不

正を説明するというものになるだろう。なぜなら、能力が失われることの害悪は、その能力によって得られたは

ずの善が得られないことの剥奪の悪と考えるのがもっともだからである。 
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か。さらにそのような理由の強さは、比較可能な価値の水準に応じて定まると考えるべきではな

いか。つまり、結局のところ複数の選択肢のあいだで比較可能な、いわばゼロの強さの理由をも

つ選択肢は、主体がゼロの福利を得る選択肢だとすべきであると思われる。 

 

以上の議論を踏まえて、エピクロス主義の主要な問題点をまとめよう。それは、言ってしまえ

ば、害（や悪）の概念がどのようなものなのかを適切に理解していないということにある。害の

概念には果たすべき役割があるのであり、何かを「害」と単に呼ぶこと自体に意味はない。そう

した役割の候補としてまず挙げられるのは、自愛の思慮に関する役割と道徳的な役割である。す

なわち、害とはそれを避けるべきであるようなものであり、他人に対して与えるべきでないよう

なものである。エピクロス主義において害の概念は、本来果たすべきそうした役割と切り離され

てしまうように見える。 

害の概念が、出来事に対するわれわれの態度の適切さと関係するというのもまたもっともな考

えだろう。すでに触れたように、エピクロス主義はこの点に関して、たしかに多少興味深い含意

をもつように見えるかもしれない。（理由１）として描いたエピクロス主義の見解は、死は避ける

べきではあるが、害ではないため、恐怖を感じるべきでない、とする立場として理解できるだろ

う。また、（理由２）として描いた無規定説的見解に従えば、死を恐れるべきではないが、死とは

別の生き続ける方の選択肢を選ぶ理由が（通常は）あるということになる。素直に理解すれば、

死を恐れる
．．．

べきでない
．．．．．

と示すことこそがもともとのエピクロスの狙いだったわけであり、こうし

た見解をエピクロス主義として主張することは可能であり適切でもあるかもしれない。しかしな

がら、死に対する態度という論点に関しても、エピクロス主義の魅力は依然として明らかでない

と思われる。そもそも剥奪説のもとでも、ある出来事や事態を総合的に悪だと評価することと、

その出来事に対して恐怖を感じるべきであることとのあいだに直接の関係があると主張する必要

はない。害である出来事に恐怖を感じることが適切
．．
だとしても、それが合理的

．．．
かどうかは別の問

題である。たとえば、人の恐怖を察知して襲ってくる危険な獣がいたとして、その獣に追いつめ

られたとき、恐怖を感じることは適切だが合理的とは言えない35。死を総合的な悪だと主張し、

それを避けるべきであるということと、それが恐怖の適切な対象であるということとのそれぞれ

の自然なつながりを維持しながら、別の意味では、恐怖を感じない方がよいと主張することはで

きるのである。以上のことからも、やはりエピクロス主義を採用する眼目はほとんど明らかでな

いと結論できるだろう。 

 

 

 

                                                        
35 この例はドレイパーによる（Draper 1999, p. 389 fn. 5）。ドレイパーは、こうしたことは、他人のとったある行
為を責めることが適切な場合でも、状況によっては責めない方が賢い場合があるのと類比的だと述べる。 
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2.3	 死に関する第二の直観	 

エピクロス主義の議論は、「死は何ものでもない」として、死が死ぬ当人にとって悪であるとい

う主張を退ける。それは、死が悪だとする第一の直観がわれわれに対して訴える力をもつことを

認めたうえで、哲学的な論証によって死についての当の理解を改訂しようとする試みとして捉え

ることができる。ひょっとすると、エピクロス主義的見解を擁護したくなる人のなかには、価値

に関する狭い理解をもつために総合的な悪の存在を否定する（あるいはその存在が考慮から抜け

落ちている）人もいるかもしれない。いずれにせよ、ここまでの本論文の議論は、死に関する第

一の直観を前提にして理解できるものだった。エピクロス主義に対する批判的検討も、その前提

に基づいて行なった。「死は何ものでもない」という主張に対して哲学者たちが提示してきた批判

の多くも、そうした前提を共有しているように見える。それらの批判は、「死は何ものでもない」

という主張を第一の直観への反対を表明するものとして捉え、その主張を支えるものとして想定

される論証が妥当でないことや、その背景にあると考えられる価値に関する素朴な理解の不備を

指摘する。そして、死が悪でないと考える説得的な理由はないとして、あるいは、価値の概念の

洗練化によって、第一の直観を擁護する。だが私の考えでは、そのような議論において捉えるこ

とのできない「死は何ものでもない」という死に関する第二の直観が存在する。 

本章の以降では、そのような第二の直観を明確にすることを試みる。この直観には、死の恐怖

から自由になることを目指すようなエピクロス主義の前向きな（あるいは達観した）雰囲気はな

い。この直観は、死とは、本当に何でもなくなってしまう
．．．．．．．．．．．

こと
．．
であり、死んだその人について幸

せだとか不幸だとかと言うことすら無意味にしてしまうものだという酷く陰鬱なものである。エ

ピクロスが述べたのとは異なるそうした「何ものでもない」という死の理解は、ひょっとすると、

アリストテレスによる次の一節に見いだすことができるかもしれない。 

 

しかるに、最も恐ろしいことというのは、ほかでもなく死である。なぜなら、死とは、生の

限界だからであり、死者にとっては、もはや善いものも悪いもの
．．．．

もなく
．．．

、何もかもなくなっ

てしまうと考えられるからである36。 

                                                        
36 『ニコマコス倫理学』119頁（1115a）、強調は引用者。オズワルド・ハンフリングはこのアリストテレスの一
節を引いて次のように述べる。「このような記述も死の深刻さを描き出している点で優れたものだ。しかし、死が

よいこと・悪いことの両方に終焉をもたらすという事実からは、死があらゆる事柄のうちで最も恐ろしいことだ

（あるいは殺人があらゆる犯罪のなかで最も悪質だ）という結論は導き出せない。すでにみたように、ルクレテ

ィウスも、『死においては何も恐れるものはない』ということを示すのに〔（彼の場合は苦しみの終わりというこ

とに注目しながら）〕、同様の前提を用いている。」（Hanfling 1987, pp. 92–93 .〔邦訳書 151頁、訳文は邦訳書に従
うが、訳出されていない文言を〔〕で補足した。〕 ）あとで述べるように、死が「恐ろしい」という表現はたし
かに誤解をまねくものだと私も考える。しかしながら、それでもこのアリストテレスの一節からは重要な考えを

引き出せると本論文の以降では論じていく。注目すべきなのは、この一節が、悪いものも
．．．．．

なくなるということに

言及している点である。剥奪説のもとでは、悪いものがなくなることはよいことである。もちろん、「生が全体的

にはよいと予想される場合には」といった限定をつければ、この一節は剥奪説と両立する死に関する理解になる

だろう。実際はそのような考えを意図したものなのかもしれない。いずれにしても、悪いものがなくなることを
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よいものがなくなってしまうから恐ろしい（剥奪説）のではなく、よくも悪くもないから恐ろし

くない（エピクロス主義）のでもない。死には、悪いものすらなくなってしまうという「恐ろし

さ」があるのである。それが本節の主題である第二の直観である。 

ここで、アリストテレスの一節に言及されている「死者にとっては何もかもなくなる」という

表現と、「死は何ものでもない」という表現の関係をすこし整理しておく必要があるだろう。それ

は次のようになると考えられる。前者については、ある人の死によって
．．．．．

、その死ぬ当人（つまり

死者）にとってよいものも悪いものもなくなる、あるいは、死後には何もかもがよくも悪くもな
．．．．．．．

い
．
と主張されている。それは、誰かにとって何かがよかったり悪かったりするその当の誰かが存

在しなくなるため、その死後の非存在の期間には何もないからである。そしてそれゆえ、後者の

表現によって、死はよくも悪くもない
．．．．．．．．

という意味で、何ものでもないと主張されている。すなわ

ち、死はよいことも悪いことももたらさないため、何ものでもないのである。とはいえ以上のよ

うに整理するかぎりでは、前節までで見てきたエピクロス主義による死の悪の否定とうまく区別

することができていないだろう。しかし、非常に素朴な言い方をすれば、両見解の表現として共

に用いうる「死は何ものでもない」には、それぞれかなり異なる気分
．．
が伴うはずである。結論を

先取りして言えば、それらの違いは「よくも悪くもない」という表現がもちうる複数の意味の違

いとして明確にすることができる。その表現は、本章で特徴づける第二の直観のもとで、生に対

する真剣さが挫かれるという意味をもつのである。以降の議論を通して、そのことを明らかにし

ていこう。 

議論の本筋に入る前に、エピクロス主義的な死の悪の否定とも第二の直観とも異なるが、「死は

何ものでもない」や「死者にとっては何もかもなくなる」と表しうる三つの考えを取りあげてお

きたい。それらの考えは、最終的に目指す第二の直観の理解の周縁をなぞるような理解ではある。

それゆえに、第二の直観に近いものをそれらによって掴むことができるが、その一方で、容易に

混同され、第二の直観を明確にすることの妨げになりかねない。そのため、ここでそれらを第二

の直観と区別しておくことには意義があるだろう。 

 
A	 生の価値の削減	 
そのような考えの一つめは、死は自然現象であり、とりたてて悲観するようなものではなく、

その意味で「死は何ものでもない」といったものである。こうした考えは理解できないものでは

ない。それは、あらゆる事柄について、いっさいの価値が存在しないようなある種の唯物論的な

世界観に基づいて、よくも悪くもないとする考えである。そして死もその一例だというわけであ

る。この考えが正しいかどうかをここで問うことはしないが、いずれにせよそれは第二の直観と

は別のものである。なぜならその考えが、人が死ぬということが根拠となって主張されているわ

                                                                                                                                                                             
も恐ろしいと明言している点に注目することで、ここではこの一節から、興味深い一つの可能な見解を引き出し

たいと思う。 
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けではないからである。とはいえ、ここで言われる「死は何ものでもない」は——すぐあとに述

べるように別の捉え方もできるが——、第二の直観に伴う気分
．．
を共有するものとして理解できる

と思われる。すなわち、人が人生のなかでさまざまなことに価値を見いだし、それを得るために

さまざまなことに取り組むという、生に対する真剣さを挫くような考えだと捉えることができる。 

価値を剥ぎとられたと言えるようなこうした世界観は、死に対する陰鬱な気分を述べるためで

はなく、死の悪や死の恐怖に対する慰めとして、ときに主張される37。つまり、死は通常思われ

ているようには悪いものでも重大なものでもないのだ、というように。そのような死に対する態

度は、エピクロスが目指した死に対する態度と通底するものかもしれない。だが、このような考

えが死に対する慰めになるというのは、結局のところ誤りだと私は考える。第一に、もし何らか

の出来事について、それが単なる自然現象だということによってそれに対する関心をわれわれが

失うとすれば、死だけではなく、人生のなかで起こり、われわれが価値を見いだしているあらゆ

る他の出来事についても同じ考えが適用されるはずである38。つまり、世界
．．
に関するある見方に

基づいて、ある出来事に対していかなる（負の価値も含めた）価値も付与できないとするような

見方は、世界のなかのあらゆることに関する包括的な見方にならざるをえない39。それを死につ

いてだけ局所的に利用することは恣意的である40。 

ひょっとするとこの考えは、次のように捉えるのが適切なのかもしれない。髪が伸びることや

虫歯になることも、それらと比べて大きな変化である死も41、どれも自然の変化の一部であり、

それゆえ、死の悪は思
．
われている
．．．．．

ほど
．．
には
．．
悪くはない、と。すなわち、どのような出来事も価値

                                                        
37 エピクロスをはじめとするストア派の思想にこうした考えを見いだすことができるだろう。たとえばマルク
ス・アウレーリウス『自省録』（とくに 30, 34頁）などを見られたい。ネーゲルも、「死に直面するものの慰めに
はならない」としながらも、このような考えに言及している（Nagel 1986, p. 229〔邦訳書 375頁、訳文は邦訳書に
従う〕）。慰めにならないのは、ネーゲルによれば、客観的に捉えることで——すなわち「客観的な秩序における
出来事」（ibid.〔邦訳書 374頁〕）として捉えることで——生に対して真剣な主観的視点において捉えられた死の
深刻さがなくなるわけではないからだ、ということになるだろう。ネーゲルの見解は本章第 3.3.2節 Aにおいて
再度触れる。 
38 おそらくこのような考えは、伝統的には、魂の不死性という観念と関連づけられてきた。つまり、このような
考えは、死後の魂のあり方こそが本当に重要であって、それと比べた場合には現世において起こることは重要で

ないという見解を背景にしたものだったと思われる。ここでのポイントは、そのような背景なしに、この考えを、

死の悪をなくするという狙いに適うような仕方で用いることはできないということでもある。 
39 「死ぬことは自然だ」という言い方は別の考えを表しているかもしれない。たとえばそれは、「人が死ぬことは
生物として正常なことだ」と言い換えてもよいかもしれない。あるいは、人が死ぬという事実は、子供が新たに

誕生するといった、よい出来事を可能にする同じ自然の一部
．．．．．

であり、死は悪いことだとしても、さまざまなよい

ことにとって不可欠だという理解もありうる。死が自然だというこうした考えは、たしかに死の悪が理不尽だと

いうような怒りや混乱を沈め、死の悪が自身に降りかかることを受けいれやすくするかもしれない（cf. Hanfling 
1987, pp. 63–65〔邦訳書 107–111〕）。しかしながら、それは死そのものの悪を減じるものではないだろう。 
40 死が近づいたときにだけ利用すれば、この考えは役に立つと思われるかもしれない。だが、この考えはもちろ
ん過去の事柄にも適用されるはずである。死の悪がなくなるかわりに、これまでの幸せも不幸も何もかも重要で

なかったことになるだろう。 
41 「大きな」というのはかならずしも価値に関する主張を意味しない。たとえば、火山の噴火は規模の大きな出
来事である。人一人の生命活動が終わることは、日々の新陳代謝やくしゃみなどと比べれば「大きな」変化だと

みなすことができよう。それが価値に関する主張でないかぎり、何か特段意味のある主張ではないという考えは

もっともなものだと思われるとしても、意味をなす主張ではある。 
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がないとまでは言えないが、さほど（正であれ負であれ）価値はないということを、いま問題に

している考えは意味するかもしれない。そうだとしても、その考えは、やはり死に対する慰めに

はならないと思われる。死の悪は、死ななければ得られたはずの（正の）価値の大きさによって

決まる。死ぬことがさほど悪いことでなくなるためには、生きることで得られるさまざまな価値

も、ほとんどよさをもたないのでなければならない。だが、死が悪いものではなくなるかわりに、

生にも魅力がなくなるのであれば、死の悪が小さくなることに何の意味があるのだろうか。以上

のような道筋に従って、死は何ものでもないとして死の悪だけ
．．
をなくし（あるいは減らし）、他方

では生の価値をなくさない（減らさない）ような都合のよい方法はないと思われる。ここで見た

「死は何ものでもない」という考えは、生きることに対するわれわれの真剣さを挫くようなもの

として理解することが適切だろう。 

また、死が悪であることを認めるとしても、それが頻繁に起こる出来事であり、個人の死はと

り立てて重要なものではないという考えもありうるかもしれない。だが第一に、死の悪は死ぬ当

人にとっての悪であり、その悪の存在や程度に関して、他の出来事のもつ他の人や生物にとって

の価値は単純に（第一義的には）関係がない。第二に、この疑いは、価値そのものに関する疑い

ではないように見える。それは、さまざまな個人の死がもつ負の価値を比較することで問われる

相対的重要性（significance）というさらに高階の価値についての疑いであろう。そのためこの疑

いが正しいとしても、それによって、それぞれの死という出来事のもつ負の価値がないことには

ならない。さらに第三に、この考えがもし意味をなすのであれば、それは生のなかで起こるどん

なありふれた出来事についても成り立つため、やはり死に対する慰めにはならない。この考えも

また、死の悪を減らすというよりも、生に対する真剣さを挫くようなものである。 

もちろん、生の価値を低くすることは、死の悪を減らすための勧めとしてよく知られているし、

実際にその戦略がうまくいく場合もあるだろう。剥奪説のもとでは、生き続けることで得られる

だろう価値が減れば、その価値を得られないことの悪は小さくなる。あるいは、前章第 5節で見

た欲求充足説（あるいは PF 説）に従えば、そもそもの欲求を減らすことにより、死によって欲

求が挫折することの悪もまた減ることになるだろう42。たとえば、平均寿命よりも著しく長く生

きることを望んだり、死期が近いのに多大な時間と労力を必要とする叶いそうもない願いをもっ

たりすることは、避けるべきだろう。だがそのような欲求を減らすという方針は、かなり限定的

にしか利用できない。十分に叶いうることだったのに欲求を抱かなくすることは、死の悪を減ら

しているだけでなく、生の価値を減らしている。なぜなら、その欲求をもっていれば実現してい

た状況と比較して、現実に得られる価値は低いはずだからである。死の悪をすくなくする正攻法

は、よい人生になるように努力し、長生きをすることで、死ななければありえた生に含まれる価

値と現実の価値の差を小さくすることである。あるいは、自身の死によって挫かれる価値よりも、

自分以外のものにより多くの関心を向けることも、死の悪を減らすよい方法かもしれない。いず

                                                        
42 こうした戦略がうまくいかないという議論としては、Luper(-Foy) (1987), Luper (2013) を参照。 
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れにせよ、死の悪を減らすために生の価値自体を損なわせることは馬鹿げていると思われる。 

 

B	 何をしても無駄だという考え	 
次に取りあげるのは、死んでしまった人に対して抱きうる考えである。それは、死んだ人に対

しては「何をしても無駄だ」というものであり、「死者にとっては何もかもなくなる」という表現

と自然なつながりを見いだせる考えである。あるいはそれを、その帰結の一つとして理解するこ

ともできるだろう。おそらくは、第二の直観のもつ陰鬱な気分も共通している。以下で見るよう

に、じっさいそれは第二の直観の「死者にとっては何もかもなくなる」の帰結として理解できる

が、それとは別の考えを表しうるものとしても理解可能である。 

次のようなケースを考えられたい。あなたは、遠く離れた故郷に住む祖母が危篤だという連絡

を受けた。仕事は忙しいが、帰郷するために調整できないわけではなかった。だが迷っていた。

そうこうするうちに、祖母は死んでしまった。一言言葉を交わすために帰ればよかったとあなた

は思う。だが、死んでしまったいま、時間を作っても、反省しても、もはや何をしても無駄であ

る。このような状況において、あなたがあなたの祖母と一言言葉を交わす（それにより祖母にと

ってよいことをする）ことを目的として何かに努めているなら、あなたの祖母の死後には、その
．．

目的のために
．．．．．．

何をしてもじっさい無駄である。 

だが、死者にとってよいこと（あるいは悪いこと）をするという目的をもって行為すること一

般については、常識的な考えに従えば、「何をしても無駄」は言い過ぎである。そうした行為には

無駄なものもあれば、そうでないものもある。死んでしまった祖母と生前に交わした約束をその

死後にも守り続けることはできるし、あなたに立派になってほしいという祖母の願いを果たすこ

ともできる。遺言の執行や、故人の意向に沿った葬儀の実施など、死を実現の条件にしている欲

求さえある。 

ポイントは、ある目的に照らして無駄だという以上のような考慮が、第一の直観に関係するも

のとして自然に理解しうるということである。祖母の死は、生き続けていればあなたと一言言葉

を交わせたであろう状況と比較して、祖母の福利の水準をより低いものにしている。あなたの祖

母が死んでしまったいま、あなたはもはや立派になった姿を彼女に見せることはできない。それ

は死んだ人が何かを見ることができないからである。だが人の死後にもその人のことを真面目に

受けとり、その人にとって何らかの重要な違いがもたらされるように行為したり願ったりするこ

とはできる。他方で、死者に対して本当に「何をしても無駄だ」という別の理解もあるだろう。

それは、死後には死者が幸福だとか不幸だとかということ自体が意味をなさないから、というも

のである。すなわち、死んでしまったある人について、たとえば自分の行為が、その人にとって

よいか悪いかといった考慮をすることは意味をなさなくなり、「死者にとっては何もかもなくな

る」のである。このように「何をしても無駄」は異なる二つの考えを表しうる。後者のものが、

本章で明らかにしようとしている第二の直観である。 

さらに、死がそう遠くないまだ生きている人について抱かれることのある、これと関連する考
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性についてのそのような正しい理解をもつことで、自分自身の存続は思われているほどには重要

でなく、他人の存続の重要性は思われているより大きくなる45。そして死について、パーフィッ

トは次のように述べる。 

 

私は「私は死ぬだろう」と言うかわりに、「これらの現在の経験とある仕方で結びついている

未来の経験はないだろう」と言うべきである。この再記述は〔私が死ぬという〕この事実が

含んでいることを私に思い出させるから、この事実を前よりも気が滅入らないものにする46。 

 

つまりパーフィットによれば、死とは、活動と体験の連鎖が止まることにすぎないのであり、死

によって何か確固たる単一の個体が存在しなくなるわけではない。それは、そのような個がそも

そもないからである。また、類似点をもつ見解として、サミュエル・シェフラーは、自分自身の

死のあとにも人類の誰かが生き続けることによる、いわば「死後の集団的存続（collective afterlife）」
47の重要性を主張する。 

 

〔･･････〕生物学的な死は、最終的で不可逆的な個人の生の終わりを意味すると私は信じて

いる。〔･･････〕しかしながら同時に、私自身の死のあとも、他の人間が生き続けるというこ

とを当然のことだと思っている。〔･･････〕私は、次の標準的でない意味において死後の存続

（afterlife）があるということを当然のことだと考えている。すなわち、他者は私の死後にも

生き続けるのである48。 

 

シェフラーによれば、人類に対するこのような態度は、われわれのさまざまな価値づけにとって

本質的である。たとえば人類が滅びるという想定のもとでは、われわれが行なう多くのことは価

値をもたないものになる。そのような理解を（シェフラーによれば）正しくもつことで、人類の

存続がより重要になり、自分自身の死は思われているよりも重要でなくなる49。 

これらの見解もまた「死は何ものでもない」と表現することは可能だろう。そして、人の同一

性に関してわれわれがもつ常識的な考えを反省させ、死の悪を軽減しようとするものとして理解

できるだろう。しかしながらこうした見解もまた、ネーゲルが「パーフィットの生存
．．
〔survival〕

                                                        
45 Parfit (1984), pp. 281–282〔邦訳書 387–388頁〕. 
46 Parfit (1984), p. 281.〔邦訳書 388頁、訳文は邦訳書に従う。〔〕は引用者による補足。〕 
47 Scheffler (2013), p. 64. 
48 Scheffler (2013), p. 15. 〔〕は引用者による補足。 
49 Scheffler (2013), esp. pp. 15–16, 26, 72. シェフラーは、死後の集団的存続の重要性を示す思考実験として、（通常
の寿命を生きるとして）自分の死後 30日で人類が滅亡するというシナリオを描く（ibid., pp. 18–19）。シェフラー
によれば、生きているときにこうした予測を知らされた人は、さまざまな取り組みに対する理由や感情の強度を

失い、取り組んでいる活動に価値があるという信念を弱めてしまうか失ってしまう（ibid., esp. pp. 23–24）。われわ
れが自身の死後に起こる人類の滅亡に対して無関心でないことは、すくなくとも、自身の死後に起こることにわ

れわれが無関心ではないことを意味しており、さらにそのことは、価値に関する非体験主義者（nonexperientialist）
の見解を支持するとシェフラーは論じる（ibid., pp. 19–20）。 
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の観念に気がめいるのだ」50と述べるように、すでにここまでで見てきた考えと同じく、自分自

身の死の悪を減らすというより、自分自身の生の重要さを――シェフラーの見解においては、よ

り穏当な意味においてだが――損なわせるもののように見える。そしてそれが第二の直観とは異

なるものだということは、いまやいっそう明らかだろう。それは、ここで見た見解が、死によっ
．．．．

て
．
自身の生の重要さが損なわれるというものではないからである。 

 

以上、第二の直観の理解と密接に関係すると思われるがそれとは異なる三つの理解を見ること

で、価値に関する第一の直観と第二の直観の対比がある程度明確になったと思われる。それは、

第一の直観が、人の死後にもその人のことを真剣に受けとるというものであるのに対し、第二の

直観が、その人の死を理由にしたその真剣さの挫折を意味する、という対比である。次節以降で

はさらに、第二の直観がどのような死の理解なのかを第一の直観との対比のもとで詳細に検討し

ていく。 

 

2.3.1	 消滅 

終焉テーゼを思い出してほしい。 

 

終焉テーゼ：人は死ねば存在しなくなる。 

 

このテーゼには、ここまでもっぱら前提としてきた解釈とは別に、もう一つの解釈がありうるよ

うに見える。そして本節の主題である第二の直観は、おそらくその第二の解釈に対応している。 

第一の解釈については、すでにほとんど明らかだろう。それは前章第 4節で論じた「非存在の

価値の問題」や「主体の不在の問題」などをもたらすとされてきた解釈であり、エピクロスの論

証においても前提されているものである。「死の害は死んだ当人が死後に被るように見える。だが、

死は存在の終わりであるため、その害が帰属させられるはずのその人は死後には存在しない。そ

のため人は死によって害を被らない。」このように言われるときの「存在の終わり」を表すのが第

一の解釈である。それとは異なる「死者にとっては何もかもなくなる」という「存在の終わり」

の意味に対し、ひとまずの輪郭を与えることが本節の目的である。 

前章で死者の問題（１）――死の害を被ると思われる主体が死後には存在しない――について

論じた。死に関する第一の解釈に由来するこの問題は、次の主張を示すことで解決される。すな

わち、第一に、主体がもはや存在しない死後の時間においてもその主体にある種の性質を帰属さ

せることが可能だと示すことによって、そして第二に、そうした性質のなかでもとくに、主体が

非存在であってもある水準の福利をもちうると示すことによって、である。前者の課題は適切な

                                                        
50 Nagel (1986), p. 224.〔邦訳書 366頁、訳文は邦訳書に従う。〔〕内は引用者による補足。〕 
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形而上学的枠組み（前章第 6〜8節）を提示することで果たされ、後者の課題は福利の概念の本性

を精査することを通して果たされる（前章第 4節）。しかし、そのような解決を受けつけない第二

の解釈が終焉テーゼには可能であると思われる。死に関する第一の直観が非存在の死者に対して

福利が帰属しうることを含意するのに対して、第二の直観は、それがそもそも意味をなさなくな

るということを告げる。このように、死に関する第二の直観は、もう一方の第一の直観と相容れ

ないように見える。さらにその第二の直観は、終焉テーゼをある意味強く支持するものだと言っ

てもよいだろう。すなわち、その直観に従えば、死の害を死後に被ると説明する必要はないか、

あるいはむしろ避けるべきかもしれない。ネーゲルは、死が「肯定的にせよ否定的にせよ、いっ

さいの価値を持ちえない」51という考え方に言及している。あるいは、「死んでしまったいま、幸

せだとか不幸だとか言うのは無意味だ」といった言い方を耳にすることがあるだろう。こうした

第二の直観に従えば、第一の直観と裏返しの仕方で生前と死後の非対称性がある――むしろ生前

にこそ害を被ることができ、死後には害を被ることができない――ということになる。そうした

死の理解のもとでは、死者の問題（１）はそもそも生じない。さらにそれは死者と生者の関係に

関する死者の問題（２）についても同様だろう。（それでも死者の名前の指示に関する死者の問題

（３）は生じるかもしれない。なぜなら、幸せだとか不幸だとかと言うことが何について
．．．．．

無意味

だと言われているのかということは問題になるからである。）われわれはこのように、一方で死が

死ぬ当人にとって悪だと思い、また、死者に対して死後に追悼などの態度を向けながら、他方で、

死者が幸せだとか不幸だとかと言うことや、追悼などは無意味だという考えももっている。 

死に関するこの第二の直観が支持するような終焉テーゼの第二の解釈を、「終焉（termination）」

と区別して「消滅（annihilation）」と呼ぶことにしたい52。以下では、消滅としての死の理解を明

確にすることを試みる。そこで注目するのは、人の福利に関する次の性質である（死に関するそ

れぞれの直観は、とりわけそうした価値に関する判断において顕著だと思われる）。すなわち、人

が正や負の水準の福利をもち、（内在的に）幸せであったり不幸であったりするには、快や苦――

あるいは欲求の充足や挫折など――といった「よくするもの（good-maker）」や「悪くするもの

（bad-maker）」と呼びうる何らかの性質をもつことが必要である――正確には、そうした性質を

主体がもつという事態の成立が必要である。その性質を「W」と表そう53。まず、人がWをもつ

                                                        
51 Nagel (1979), p. 1〔邦訳書 2頁、訳文は邦訳書に従う〕. ただしこれはネーゲルが最終的にコミットする立場で
はない。ネーゲルはそこでは、この見解を、終焉テーゼの帰結の一つとして提示しているように見える。 
52 フェルドマンは終焉テーゼにさまざまなバリエーションがあると論じる（Feldman 2000b）。だが、それらはあ
くまで「終焉」のバリエーションであり、それらのどれもここで問題にしたい「消滅」とは異なる。 
53 このように「W」を定義した場合、その否定「¬W」によって「ゼロの水準の福利をもつ」ということを表せ
るだろう。だが「¬W」によっては、「福利が無規定である」をも表現できると考えることもまた自然に見える。
最終的には、「¬W」——すぐあとに挙げる［２］に対応する——によってゼロの福利を表し、それとは別の否定
の仕方——［３］に対応する否定——によって無規定を表すことが適切だと論じることになる。しかしながら、
ここではまだ、あらかじめ「¬W」をどちらかの意味に限定することはしない。さらに、本章第 3.3.3節以降では、
「ある水準の福利をもつ」という性質として「W」を定義する（「W」と区別して「W L」と表す）。そう定義す

る場合、ゼロの水準の福利をもつことも「W L」で表され、その否定「¬W L」は福利の水準が無規定であること

を表現すると考えるのが自然である。以上の点については、本章第 3.3.3節においても再び触れる。 
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ということを、 

 

［１］Wをもつようなある人が存在する。 

 

と表現するとしよう。この［１］に対して、Wをもつことを否定する仕方には二通りある。 

 

［２］ある人が存在し、その人はWをもたない。 

［３］Wをもつ当人が存在しない。そもそもその人が存在しない。 

 

このような二つの否定の仕方があるということは、広く述定一般について言えるだろう。たとえ

ば次のように、［４］に対して［５］と［６］の二つの否定が考えられる。 

 

［４］ある車に傷がついている。 

［５］ある車に傷がついていない。 

［６］傷がついているような当の車が存在しない。そもそもその車が存在しない。 

 

直前の三つの文に対して想定してほしいのは、それぞれ次のような場面である。［４］については、

車庫入れが極端に下手な人の車が傷だらけになってしまったような場面である。［５］は、その車

を修理した場面である。［６］は、その車を思いきって廃車にしてしまった場面である。これと並

行的なことを［１］、［２］、［３］についても考えることができるだろう。死者の問題（１）に関

連して言えば、消滅とは、人が幸せであったり不幸であったりすることが死によって否定される

ような存在の否定のことであり、死者の問題（２）に関連して言えば、死ぬ当人と生き続ける他

の人との関係の成立が否定されるような存在の否定である。私の考えでは、［３］の形式によって、

そのような「存在の否定」を捉えることができる。 

以上のものが、「消滅」のとりあえずの特徴づけである。 

 

2.3.2	 第二の直観とエピクロス主義	 

第 3節の初めの方でも触れたように、エピクロス主義の主張と第二の直観は、死の悪を否定す

るという点で共通している。それらの違いがどこにあるのかをここで明確にしておこう。そのた

めに、第一の直観と第二の直観の違いを、死の害に関して、初めに簡単に整理しておきたい。ま

ず、第一の直観を次の［死の害］として表すことにする。 

 

［死の害］ある人が死んでおり、その人は死の害を被っている。 
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これと対応するような第二の直観は、前節の［３］を踏まえれば、次を含むものとして表現でき

るだろう。 

 

［消滅］害を被るその人が存在しない。そもそもその当人が存在しない。 

 

すなわち、その人が害を被っていないのはその人が存在しないからだ、ということである。 

第一の直観を表現する［死の害］と第二の直観を表現する［消滅］は同時には成り立ちえない。

それは、［消滅］がすくなくとも次を含意するからである。 

 

［消滅’］ある人が死んでおり、その人は死の害を被っていない。 

 

ここまでで分かる第一の直観と第二の直観の違いは、簡潔に述べれば、存在概念の重みづけの

違いだと言えよう。第一の直観は、存在について、福利などのある種の性質をもったりある種の

関係が成り立ったりするための必要条件とまではみなさない理解である。第二の直観は、存在し

なければそうした性質をもつことはできないとする理解である。第一の直観に従えば、死は悪で

あり、他方の第二の直観に従えば、死は悪ではない。そして第二の直観は、すくなくとも［消滅’］

のような理解を伴う。ここまではよい。しかし、このように整理するだけでは、第二の直観をエ

ピクロス主義の主張から区別することはできないだろう。たしかに二つはどちらも、死者が幸せ

であったり不幸であったりすることを否定する。だが、ここまでで見てきたように、第二の直観

による否定は、エピクロス主義のものよりももっと深い
．．
もののはずである。エピクロスは「死は

何ものでもない」ということで、われわれが心を乱すようなものではないと主張したわけだが、

「死は何ものでもない」とするそれとは別のぞっとするような
．．．．．．．．

死の理解があるのである。 

さらに、エピクロス主義を批判的に検討した本章第 1節（および第 2節の最後）の議論を踏ま

えれば、それらの違いはより明確になるかもしれない。そこでは、エピクロス主義を維持可能な

もの——われわれが受けいれて生きることが可能な考え——として理解しようとするとき、その

主張は興味深いものではなくなってしまうと論じた。エピクロス主義者はたしかに、主体の死後

の時間において、その主体が幸せであったり不幸であったりするということを否定する。それで

もエピクロス主義者は、死なずに生き続ければ幸せであっただろうということや、生き続ける方

のシナリオを選ぶ理由があることを認める。それに対して私は、そうだとすれば、死のシナリオ

を避けるべきだという主張と実質的な違いがないし、それはさらに、死が害だと認めることと重

要な違いがない、という結論を示唆した。その結論が正しいとまでは断言しないとしても、その

議論から、第一の直観とエピクロス主義の主張の違いは、死への恐怖を適切だとするかどうかと

いうことに（のみ）もっぱらあるということは言えるだろう。第二の直観はそのようなエピクロ

ス主義の主張とは明白に異なる。しかしながら、繰り返すと、それらは「死は何ものでもない」

と特徴づけうるという点に関して違いがないのである。第二の直観とエピクロス主義の主張を区
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別するには、死者の幸不幸を否定する、異なる二つの仕方を見つけ出さなければならない。 

その区別に関係しうる要素はすくなくとも三つある。第二の直観もエピクロス主義の主張も、

死によって次のことが成立すると主張する。つまり、ある対象
．．
が非存在
．．．

になる
．．．

ことにより、その

対象に対する福利や関係といったある種の述定が否定
．．
される。強調を付したこれらの三つの要素

のいずれかに二つの異なる意味を与えることができれば、第二の直観とエピクロス主義の主張と

を区別し、第二の直観を適切に特徴づけることができるはずである。そしてここまでの議論を踏

まえれば、すくなくとも以下の条件を満たすものが第二の直観の特徴づけとして相応しいと考え

られる。まず、本章の第 3節以降でも何度か確認したように、第二の直観は、われわれにとって

の価値に関して第一の直観と対照的な考えを含んでいる。第一の直観は、主体の生を真面目に受

けとる理解であり、そのことは主体の死後にも変わらないという理解である。それに対して、第

二の直観は、そうした真剣さを挫くような死の理解である。しかしながらやはり、第一の直観と

第二の直観はいずれも存在の「否定」を意味する死についての理解なのであり、第二の直観の特

徴づけは、どうして二つの理解が一つの死について可能なのかも明らかにするものでなければな

らない。 

 

2.3.3	 第二の直観の明確化 

以下では、第二の直観が意味する「存在の否定」を明確化するためのいくつかの方針を検討す

る。じっさい、第一の直観と対比するとき、それぞれの直観に沿った死の理解には、いくつかの

形式的な違いをもつ解釈が可能であるように見える。そうした複数の解釈からは、死についての

それぞれ異なる存在論的な描像が示唆される。一つめの解釈は、対象
．．
の違いに訴えるものである

（第 3.3.1 節）。二つめは、内的否定と外的否定という否定
．．
の区別に訴える解釈である（第 3.3.2

節）。三つめのものは、存在述語に着目することで非存在化
．．．．

の区別に訴える（第 3.3.3節）。四つめ

の解釈は、二重の非存在化
．．．．

というアイデアに訴える（第 3.3.4節）。最終的には、第三の解釈が最

も有望であると論じる。しかし、それ以外の解釈も、第二の直観の特徴づけの周縁をなぞるもの

であり、それらを検討することは第二の直観の明確化に役立つはずである。 

まず次節では、二種類の対象の区別に基づく解釈の可能性を見る。 

 

2.3.3.1	 二つの対象——人と人生—— 

［死の害］において存在しないと言われている対象と、［消滅］において、すなわち第二の直観

において存在しないと言われている対象を別々の対象だと考えることができるかもしれない。そ

うした一対の対象の候補として、「人（person）」と「人生（life）」が検討に値するように見える。

人は生まれる前には存在していなかったが、誕生することで存在するようになり、死によって存

在しなくなる。他方の人生は、始まりと終わりという時間的な境界をもつが、人生自体は――人
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の誕生によって存在し始めるのかもしれないが――死によって存在しなくなるわけではない。こ

のように、人の死が関係する対象が二つあるとすることで、次のように考えるわけである。すな

わち、第一の直観に沿う仕方で死が悪いものだと考えているときには、それは人生について判断

しているのであり、第二の直観に沿う仕方で考えているときには、人について考えている、とい

うように。 

シェリー・ケイガンは人――身体と心54――にとっての価値である福利と、人生――出来事や

事実の連なり55――にとっての価値とを区別する。ケイガンによれば、人の福利の変化には、そ

の人の内在的性質の変化が伴わなければならないが、人生に関係する価値の変化は、かならずし

も人
．
の内在的変化を必要としない。自分が知らないところで起こる誹謗中傷や裏切りのような、

その人にとって「外在的」な事態は、ケイガンによれば、人生
．．
に影響を及ぼすのであり、人に対

する内在的な影響を与えることでその福利に影響を及ぼすわけではない。そのような外在的な事

態の典型例の一つとして、その人の死後に起こる事柄を挙げることもできよう56。ケイガンは人

生に関する価値がどのようなカテゴリーかについては述べていないが、内在的と外在的というこ

うした区別は理解できるものだろう。 

ケイガンは、死が悪くないとする第二の直観のような考えを扱うためにこの区別を主張したの

ではない。人が存在している範囲（時間と空間）はわれわれにとって重要な事柄を覆うには狭く、

そうした範囲の外部にある事柄を、その人にとって（ある意味で）重要なものとみなすための道

具立てとして、人生の概念は導入されている。類似の見解を援用するウォルター・グラノンによ

れば、人生は、「私が存在しなくなったずっとあとに成立することになったりならなかったりする

事態に私が利害をもつという意味で、私の身体が存在しなくなる時点よりも先まで延長するかも

しれない。」57このような役割を果たす存在者として、人生は用いられているのである58。だが、

もともとの狙いがどのようなものであれ、この考えを利用することで、第一と第二の直観の対比

もまた次のように表せるかもしれない。われわれはある人の人生についてよい人生であるとか悪

い人生であるとかと判断する。たとえば、その早すぎる死が悪いものであったということも、何

らかの仕方で人生に言及することによって主張できるかもしれない。他方で、その人の死によっ

てその人生を送った当の人
．
は存在しなくなる。その人が存在しなくなっても、その人生のもつ価

                                                        
54 Kagan (1994), p. 315. ただしケイガンは、「人」についてのこの見解を、議論のための仮定だとしている。 
55 Kagan (1994), p. 318. 
56 Glannon (2001) や福間（2009）は人と人生の区別によって「死後の害」を説明しようと試みている。ただし両
論者とも、害とは人の福利に対する影響を意味するのであり、人生への影響は「害（harm）」ではないと主張する
（Glannon 2001, esp. p. 130、福間 2009、135–137頁）。 
57 Glannon (2001), p. 130. 私の見解では、前章でも繰り返し述べたように、人の死後にもその人の利害が影響され
うると主張するためになされなければならないのは次のことである。すなわち、人にとってある範囲（時間や空

間）に位置づけられる何かが重要であるためにその人がその範囲に存在している
．．．．．．

必要はないことを示し、そのよ

うな人
．
の概念を適切に扱う形而上学的枠組みを提示することである。 

58 このアプローチは、ある人にとっての抽象的な価値はその人の死後にも問題になるが具体的な価値は死後には
問題にならないという、Rosenbaum (2000) などで論じられているようなアイデア（本章注 66を参照）の存在論的
明確化をめざしていると理解することもできるだろう。 



 58 

値について生き残った人々は語り続けるが、そのことはある面では虚しい。なぜなら、その人生

はもはやそれを生きた当人との関わりをもたないからである。すなわち、よいものであったり悪

いものであったりするその人生の「持ち主」である人は、死んでしまい、もはやいないのだ。 

このアプローチが第二の直観を特徴づけてくれるかどうかは、もちろん人生という存在者をど

のようなものとして考えるかによるだろう。ケイガンの言うように、人のもつ内在的な特徴を構

成要素とするような事態以外の事態を含む集合として、人生という存在者を考えてみよう。ある

いは、そのような事態を表す命題ないし文からなる一冊の本のようなものを考えてもよいかもし

れない。すなわち、ある人 sの人生とは、人生がしばしば「物語（narrative）」や「伝記（biography）」

と呼ばれるように、sに関する文を集めた本のようなものである。その本には、sが生きているあ

いだに sが直接体験することだけではなく、sの家族に起こった sが直接知ることのなかった事柄

なども書かれているだろう。ひょっとしたら s の誕生前や s の死後のエピソードも書かれている

かもしれない。そのような人生という考えは理解できる。そして、そのような人生の概念を用い

れば、たとえば、人生にはその人が生前にもった欲求の対象であるどんな事態も含まれるとする

ことによって、その人がもはや存在しなくなった時間に成立する事態についても、ある意味で s

にとっての価値が問題になる事柄だとすることができるだろう。 

ここで扱っている人生という考えは、その概念自体としては、どのような事態がそこに含まれ

るのか非常に緩やかな規定だけを与えるものであり、はっきりしない。その持ち主である人に言

及する事態であれば何であれ含まれると考えてもよいかもしれないし、先に引用したグラノンの

見解に示唆されるように、その人が関心をもつものをその構成要素とするのが適切かもしれない。

しかしながらいずれにせよ、このアイデアは、それ自体として、第一の直観との対比において第

二の直観を特徴づけるようなものではないだろう。人生のなかの描写として含まれる死が、第一

の直観に沿った死だとしよう。つまり、早く死んでしまい s は不幸だ、というようなまさに第一

の直観に沿うような評価の対象となる s の死に関する文が人生のなかに書かれているとしよう。

そうだとすれば、それは s という人の
．．
死について書かれている。そして第二の直観は、死によっ

て人生との関係が成り立たなくなるような意味での人の
．．
死の理解である。結局のところ、人生と

人の区別をするだけでは、人生に描かれるような人の
．．
死と、そうではない人の

．．
死という二つの意

味の人の
．．
死という区別を捉えることはできない。 

さらに、以上のようなものとして人生を理解すると、人とは別に人生という存在者を措定する

このアプローチは、とても遠回りな仕方であるように見える。つまり、人と人生とが人の死によ

って関係をもたなくなると説明するよりも、死んでしまった人
．
について語ることが無意味になる

ような死と、そうではない死という仕方で、人について二つの死の意味を明確にしようとする方

が単純だと思われるのである。そのようなアプローチは、次節以降で検討することになる。 

第一の直観に沿うような死の害の説明に利用できる「人生」は、第一の直観に沿うような人の

死という事態や命題をそれ自体で含まないものでなければならない。その条件を満たす人生とい

う考えは、次のようなものになるだろう。すなわち、人生は事態の集合だが、その人の死という
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エピソードは、その人が死ぬという事態としてその集合のなかに含まれるわけではない。そうで

はなく、人生に含まれる事態は、持ち主である人が生きていて存在するということを含意するも

のだけである。この見解は、第 1章第 5節で見た人生全体にとっての悪という説が訴える人生の

概念と同じものだと考えられる。そのようなものとして人生を捉えれば、第一の直観に従う意味

での人の死は、人生を時間的に境界づけ、限定をあたえるものとして理解できる。より正確には、

このように理解した主体 sの「終焉」は、人生を構成する sに関する事態の集合に対して、sの死

の時間以降に成立する事態を含まなくさせる制約として捉えることができる。以上のように考え

れば、次のように s 自身の「消滅」と人生の「終焉」とを区別することができるかもしれない。

早世した s の人生は短く、生き続けていれば含んでいただろうさまざまな価値ある事態を欠いて

おり、その意味で悪いものである。あるいは、ありえた別の長い人生と比べてではなく、含まれ

る事態の成立する順序が内在的に悪いパターンを描いているため、その人生は低い価値をもつと

考えることもできよう。この理解に従えば、第一の直観と対照させた第二の直観の表現は、たと

えば次のようになるだろう。s の人生は短く悪いものだった。だが、その s は死んでしまいもは

や存在しない。そうだとすれば、それは誰にとって悪い人生だというのか。そうした評価はある

面では非常にむなしい。なぜなら、その人生はもはやその「持ち主」である人を失ってしまった

のだから。人生は無時間的に存在するが、人である sはもはや存在しないのだ。 

この二番目のアイデアの問題点は、一番目のアイデアとは異なり「人生」と呼ぶには内容が乏

しいことにある。この「人生」には、その持ち主の死という事態そのものや、追悼をはじめとす

る死後の関係59といった人生にとって明らかに重要な事態が含まれない。またこの「人生」は、

ケイガンの狙いであった死後の害を説明するという目的を果たすようなものでもないだろう。い

ずれにせよ、第二の直観によって無意味だと言われる典型的な事柄が、この説明からは抜け落ち

てしまう。そのため、この見解のもとでは第一の直観によって表現される死の理解は乏しいもの

になり、それゆえ、二つの直観の対比という点についても、このアプローチは不十分なものとい

うことになるだろう。以上から、人と区別される人生という存在者に訴えるアイデアによっては、

それだけで第一の直観と第二の直観の区別を明確にすることは十分にはできないと結論づけられ

るだろう。 

 

2.3.3.2	 二つの否定——内的否定と外的否定——	 

第二の直観を特徴づける、より形式的な別の方針がある。［２］と［３］を再度挙げよう。 

 
                                                        

59 この「消滅」の理解のもとでは、関係に関する第二の直観は次のように説明されるだろう。すなわち、人は死
に、存在しなくなるため、生者がその人のことを追悼することや愛することはできなくなる。他方で、この方針

のもとでは、第一の直観において言われる死者との関係は、死者の人生との関係ということになる。しかしなが

ら、思い出すなどの態度の対象が人生だというのはよいかもしれないが、他の関係がそのようなものとして理解

できるかはまったく明らかでないだろう。 
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［２］ある人が存在し、その人はWをもたない。 

［３］Wをもつ当人が存在しない。そもそもその人が存在しない。 

 

これらの違いは、異なる形式を与えることのできる二つの否定
．．
の区別によって理解できるかもし

れない。重要なのは、次のものも［３］でなされているのと同じ否定を含む表現だとみなせる点

である。 

 

［７］Wをもたない当人が存在しない。そもそもその人が存在しない。 

 

つまりこういうことである。［３］のように、問題の否定は、人が死後にWをもつことの否定を

意味する。しかし他方で、［７］のように、人が死後にWをもたないということの否定をも意味

する。つまりこの否定を用いれば、人の死によって人が W をもつとかもたないとかということ

が成り立たなくなる、ということを表すことができる。この否定によって第二の直観を特徴づけ

られるかどうかを以下で詳しく検討しよう。 

ピーター・ギーチは、神による個体の創造について正しく表現するために次の二つの命題を区

別することが重要だと述べる60。すなわち、量化の変域を存在する
．．．．

対象として、 

 

（I）∃x（xは Aである）ということを神はもたらした。 

（II）∃x（xは Aであるということを神はもたらした）。 

 

の二つを区別しなければならない。「Aである」は、たとえば、「身体 bに宿る人間の魂である」

というような述語だと考えればよい。神による創造を表現するのは（I）である。（II）は、神の創

造の前に A になる何かがすでに存在することを前提している。ギーチの主張のポイントは、「神

はもたらした」が存在量化子の作用域の外だという点にある。これと並行的な仕方で、通常の意

味での人の誕生を理解することができるだろう。つまり、a をある人の名前として、∃x（ｘは a

である）ということを両親はもたらすのだ、というように。 

神による創造に対応する、神による「破壊」とでも呼べるものを次のように表現することもで

きるだろう。 

 

（III）∃x（ｘは Aである）ということを神は終わらせた。 

 

                                                        
60 Geach (1969), p. 83. ユアグローはまさにこのような仕方で誕生を捉えるギーチの見解を批判する（Yourgrau 
2000, p. 61）。人の誕生を非存在から存在へと変化

．．
とみなすユアグローの主張は、死を存在から非存在への変化

．．
だ

とするユアグローの見解と並行的である。前章で述べたように、ユアグローが新マイノング主義によって説明す

るのは、本論文において第一の直観と呼ぶ死の理解であり、第二の直観ではない。 
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さらに、誕生と同様、通常の意味での人の死をこれと並行的に理解することもできよう。すなわ

ち、a をある人の名前として、a の死によって、∃x（x は a である）ということが終わるのだと

いうように。死と誕生を並行的に考えるこのような理解は、なじみのないものではない。たとえ

ばキャスパー・ヘアは死について次のように表現する。 

 

私の死後にはある種の無（nothingness）がある。記述するのも想像するのも難しかったある

種の不在（absence）がある。見つけ出すことができた最も近い言葉は、前例に訴えて次のよ

うに言うことだ。つまり、物事は私が生まれる前のようになるのだ61。 

 

自身がそもそも存在し始めることすらなかったかのような「無」が死によっておとずれるという

考えは、理解できるものだろう。第二の直観に対応する存在の意味は、この線で考えることがで

きるかもしれない。つまり主体の消滅とは、そもそもその人が存在しなかったかのような深い
．．
意

味で存在しなくなることである、と62。なお、ヘアはこの一節をある種の独我論を擁護する文脈

で述べているが、ここに述べられているかぎりの理解であれば、そうした文脈に縛られる必要は

なく、他人の死に対して適用することは可能だろう。すなわち、死によって「あの人がはじめか

ら存在していなかったかのようになってしまう」というように。このような言い方は、たとえば

大切な人が死んだときの強い喪失感の表現としても理解できるかもしれない。 

このような死の理解のもとでは、人が死後に死によって死の害を被ったりはしないし、死後に

その人を他の人が追悼するといったことも意味をなさない。そしてそれは、［７］において内的に
．．．

否定される「Wをもたない」のような否定的な述定についてすらそうである。なぜならこの理解

が、存在量化子の作用域の内部における aに対するいかなる述定に対しても、その外部から
．．．．

否定

するということだからである。以上のように理解した場合、a の消滅は、次のように表現するこ

                                                        
61 Hare (2009), p. 51. ただしヘアはこの一節のあとに次のように続ける。「しかしいまはもう考えが浮かんだ。数
百万年ものあいだ、感覚をもつ生物が代々誕生し死に、誕生し死に、そのあいだずっとそんな不在が続いたあと、

身体的・心的なあらゆる点についてごく普通の、一体の生物であるＣＪＨ〔キャスパー・ジョン・ヘア〕が誕生

して、バーン！（POW!）現前（present）する事物が存在した！	 これは驚くべき異様なことではないか。」（Hare 
2009, p. 51. 〔〕は引用者による補足。）なお、この説明は次のような文脈でなされる。ヘアによれば、関係的で
ない（つまりＣＪＨだけがもつ）現前という概念に訴えることで、誕生と死が驚くべきことだということが初め

て理解できる。それは、自分の誕生が数百万年の不在を終わらせ、死が現前を終わらせるということが驚くべき

ことだからである。関係的でない単項の現前という概念を擁護することで、ヘアは「自己中心的現前主義（egocentric 
presentism）」というある種の独我論を主張している。 
62 死に関するこのような理解に対応する「生」に関する理解もまたあるように思われる。ネーゲルは次のように
述べる（ただしネーゲルはここではあくまで「体験」の価値について述べている）。「それが起こることで人生が

よいものになるような要因が存在し、逆に、それが起こることで人生が悪いものになるような要因も存在する。

しかし、これら二種の要因を取り去ったとき、後には単に価値中立的な
．．．．．．

ものが残るわけではない。残るのはあく

までも積極的な価値をもったものなのである。」（Nagel 1979, p. 2〔邦訳書 3頁、訳文は邦訳書に従う〕.）ここで
ネーゲルは、人生のなかで起こりうる不幸を軽く見ているわけでも、人生全体の幸不幸のバランスを考慮してい

ないのでもないだろう。ここで言われているような生の「価値」は、死に関する第二の直観によって、人が死ぬ

さいに失われると言われ、誕生に関するその対応物によって、誕生するさいにそれが開始すると言われる、福利

の価値の埒外にあるようなものだと私は考える。この点については本章第 3.3.5節で再度触れる。 
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とで、その要点がもっとはっきりすると思われる。aの死後には、 

 

（IV）∃x（xは aである）ということが成り立たない。 

 

いまや、ここで用いられているような外的否定を含む命題として、先の［３］を考えることがで

きるだろう。すなわち、「∃x（xは aである）」が偽であるなら、Wを含め、aに対するどんな述

定も偽だというように。そのように考えれば、［３］の後半の 「そもそもその人が存在しない」

は aの指示対象が端的にない
．．．．．

（もちろん存在もしない）ということを意味するものとして理解さ

れよう。あるいはこのことは、より形式的には、aの指示対象の存在仮定から自由な論理63を用い

ることで、次のように表現することもできるだろう。 

 

［３*］¬∃x（x=a & W（x））& ¬∃x（x=a） 

 

やはり否定のかかる箇所が、 

 

［２*］∃x（x=a & ¬W（x）） 

 

と異なることに注意されたい。ここで形式的な道具立てとして自由論理を用いることの眼目は、

そのもとで、「a は存在しない」を表す［３*］の第二連言肢を全体として意味をなすものとする

ことができる点にある。古典論理においては、意味ある名前はどれも量化子の対象領域に含まれ

る要素を指示するため、この形式の言明は自己矛盾したものということになってしまう64。 

このように、［３*］によって、a に対する述定が偽であるのは a の指示対象がない
．．
からだ、と

いうことが形式的には表現できる。では、この「消滅」を存在論的にはどのように理解できるだ

ろうか。以下では Aと Bの二つの候補を検討し、二つめの Bがより適切だと論じる。 

 

                                                        
63 Cf. Lambert (2003). また Priest (2008), Chapter 13も参照。自由論理（free logic）の意味論は、一つの単純な方法
として、存在する対象からなる対象領域 DI（内部［inner］領域）と、非存在対象からなる対象領域 DO（外部［outer］
領域）という互いに素な二つの対象領域をもつモデルによって与えられる。DO と DIに含まれるどの要素にも（つ

まり DO∪DIのどの要素にも）名前が割り当てられるが、量化子は DIによって定義される。（Lambert 2003, esp. p. 
22.）述語については、まず、DO∪DIの諸要素の集合によって定義されるとすることで、存在する対象を指示しな

い名前を含む原子式のいくつかを真であるとすることができる（ポジティブな自由論理）。また、DIの諸要素の集

合によって述語は定義されるとし、存在する対象を指示しない名前を含む原子式について、同一性言明も含めて

すべて偽であるとすることもできる（ネガティヴな自由論理）。ここで「消滅」を表現するために必要なのは、い

ずれの方針を採るとしても、すくなくともW が DOの要素を含まない集合によって定義されることである。なお、

以降の議論では、ネガティヴな自由論理を前提する。つまり、その体系のもとで、非存在の死者についての単純

な述定はすべて偽だと考える。 
64 Nolt (2014), esp. Section 1.2. 
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A	 客観と主観 

外的否定としての「死」――すなわち「消滅」――は、主観と客観の区別に基づいて理解でき

るかもしれない。つまり、ある人が死ぬとき、死んだその当人の観点から見ればその死の事実や

死後の事実は成立しない。それは、死によって死んだ当人が存在しなくなるため、死後にはその

人の観点も成り立ちえないからである。たしかにそのような「否定」は、他でもなく死ぬ当人の

死によって起こるものとして理解できるだろう。他方で、そうした観点とは中立的に、すなわち

客観的には、その人の死後であってもその人が死んだという事実は成立している。そのような区

別は理解可能だろう。そして、前者が第二の直観と、後者が第一の直観とそれぞれ対応すると考

えることが可能かもしれない。問題になっている特定の人を aと明示して、 

 

［１’］Wをもつような aが存在する。 

 

この文の全体に「･･･ということが客観的に成り立つ」という文修飾句をつけた次も意味は変わら

ないだろう（つまり、そのようなものとして普通の文は理解されている）65。 

 

［１’O］Wをもつような aが存在する、ということが客観的に成り立つ。 

 

対照的に、次のように「･･･ということが aの観点から成り立つ」という文修飾句をつけると、 

 

［１’Ｓ］Wをもつような aが存在する、ということが aの観点から成り立つ。 

 

となり、これはもとの［１’］と意味が異なる。それは、それらの成立する条件が異なるからであ

る。aの死後には［１’O］は成り立たない。それは「Wをもつような a が存在する」が偽だから

である。他方の［１’Ｓ］も同様に成り立たないが、それはむしろ、問題の文修飾句がどのような

命題についたとしても、その文全体が aの死後には偽になるからである。このように理解するこ

とで、「W をもつような a が存在する」という命題が a の死によって外的に否定されるというこ

とが理解可能であるように見える。以上の方針に従うと「消滅」は、 

 

［消滅Ｓ］Wをもつような aが存在する、ということが aの観点からは成立しない。そもそ

                                                        
65 ただしこの「客観的」の意味は次のようなものではない。つまり、人の死が「客観的な秩序における出来事」
であり「宇宙のありきたりの変動の一部」（Nagel 1986, p. 229〔邦訳書 374頁、訳文は邦訳書に従う〕）にすぎない
ため深刻でない、といった考えを含むようなものではない。そのような極端な「客観的」観点は、本章第 3節 A
で確認したように、どんな主観的自己についても、その生前も死後も関係なく、人間にとってのいかなる価値も

無意味にするような観点である。それは、ある主観のまさに死によって（主観的自己の消滅後も存続するような

ものとして）ギャップが明らかになるような客観的観点とは異なる。 
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も aの観点が存在しない。 

 

という仕方で、主体 aがWをもつことを否定していることとして表現できるだろう。つまり、［消

滅Ｓ］において aがWをもつことが否定されるのは、aの観点が存在しないからだと考えるわけ

である。この理解は、aが死後に害を被っているということを、別の意味においては否定しない。

それは客観的な観点において言われているのである。以上のような、客観的な意味での死と主観

的な意味での死という区別自体は十分理解可能なものだろう。こうした区別が第二の直観を特徴

づけてくれるかをさらに検討していこう。 

以上の方針にさらなる内実を与えるためには、「･･･ということが aの観点から成り立つ」が何

を意味するのかを明確にしなければならない。a がまだ生きているときに a の陰口が言われると

いうケースを考えよう。自分の知らないところで悪口が言われていたり自分についての虚偽のう

わさが流布していたりすることは、自分に内在的な実害が及ばないかぎり重要でない、というよ

うに主張する論者がいる66。そうした見解によれば、典型的には、aに対する陰口や誹謗中傷は a

に対して最終的には悪い影響を与えるのであり、それらが一般に（実際には悪い影響を与えなか

った場合にも）悪だと思いたくなる傾向は、そのような典型例に基づいて形成されているにすぎ

ない、と説明される67。そうした考えは理解できないものではない。まさに本章冒頭で見たエピ

クロスの論証において前提されていた体験主義は、そうした見解であろう。ここで再度そうした

見解の是非を論じることはしない。ここでは、何かが主観的に重要であるということと客観的に

重要であるということの区別が可能だという点に注目しよう。さて、問題の修飾句でそのような

主観的な重要性という考えが表されるとすれば、「･･･ということに aは気づく」や「･･･というこ

とを aが体験する」や「･･･ということが最終的に aに影響する」などがより特定的なその意味の

候補になるだろう。これらの表現を用いて、次のように述べることもできよう。すなわち、a か

ら遠く離れたところで起こる出来事に a が気づかないのと同様に、a の死後にはその死後のこと

「に aは気づく」ことはないし、死後のこと「を aが体験する」ことはもはやないし、そうした

こと「が最終的に a に影響する」こともない。それは、a の観点が成り立たなくなるからだ。そ

のように考えるわけである。主観と客観のずれは、実際はすでに生前からあるが、主観的自己の

死によって、そのずれは、甚だしいものになるのだ。 

なお、ここでいう「主観」と「客観」が価値の基準
．．
に関する主観性と客観性を意味するのでは

ない点に注意されたい。裏切りや陰口が悪いことかどうかは個々人がそれをどう評価するかによ

って異なると考える人は、それが悪かどうかが主観的基準に基づいて決まるとみなしている。そ

                                                        
66 スティーヴン・Ｅ・ローゼンバウムによれば、人にとっての善の評価方法には二種類ある。すなわち、事物が
主体にとって価値をもつには、それが主体に心的・身体的影響を引き起こすことが必要だとする「具体的評価

（concrete valuation）」と、そうしたことをかならずしも必要としない抽象的な「命題的評価（propositional valuation）」
である（Rosenbaum 2000, p. 156）。ローゼンバウムによれば、人にとって何かが重要な価値をもつのは、それに気
づいたり体験を伴ったりする場合だけである（ibid., esp. p. 158）。 
67 Cf. Suit (2012), esp. pp. 223–224. 



 65 

のような立場を、価値の基準に関する主観主義と呼ぶこともできるだろう。他方で、そうした個々

人の評価に関係なく裏切りや陰口が悪いとする客観主義的な立場もありうる。本節で論じている

「主観」と「客観」はその意味での主観性や客観性とは異なる。ここで問題にしている主観性は

むしろ、主観（的体験）の内部
．．
という意味であり、客観性はその外部

．．
という意味である68。 

死者と生者の関係についても、同様の方針が理解可能だろう。第二の直観によれば、人の死後

にはその人を愛することも追悼することも意味をなさなくなる。死者 aに対して追悼の態度を向

ける生者を bとして、次の一対の命題を考えられたい。 

 

［関係Ｏ］bが aに対して関係に立つ、ということが客観的に成り立つ。 

［関係Ｓ］bが aに対して関係に立つ、ということが aの観点から成り立つ。 

 

さまざまな関係について、aの死後にも［関係Ｏ］が成り立つ（bの観点からも成り立つ）と考え

ることに（常識的には）困難はないが、［関係Ｓ］は成り立たない。後者が成り立たないのは aが

死によって存在しなくなるからというよりはむしろ、死によって aの観点が成り立たなくなるか

らである。前者については、すなわち客観的には、死後にもなお死者と生者との関係は成り立つ

と考えうる。そう考えることで初めて、死後の名声が重要なものだといった理解は意味をなすは

ずである。他方、主観的視点からは、そうした名声のもつ価値を十分に理解することはできない

だろう。以上の方針は、死に二つの異なる意味を与えることができているように、一見すると思

える。 

しかしながら、結局のところ、この方針は重要な点を捉えそこねている。ここで検討していた

のは、第二の直観の表現として、［１’］の「Wをもつような aが存在する」を外的に否定する「･･･

ということが成り立たない」の意味の候補であった。いま検討している方針が正しければ、先に

見たように、a の生前になされる陰口や、遠い未来の出来事、自分の知らないところで起こる肉

親の不幸といった出来事なども aの観点からは成り立たない。それが生前において成り立たない

場合には、それは主体の死によって成り立たないのではなく、問題の出来事と主体のあいだの時

間的・空間的な隔たりによって成り立たないのである。第二の直観は、それらと同種の理解なの

だろうか。それらが同種のものだとすると、問題なのは、それらのことが aのパースペクティヴ

から成り立たないことによって、むしろその出来事が aにとってどうでもよい
．．．．．．

という意味で価値

のないものになる点である。もちろん、こうした考えもまた理解できないものではない。自分に

とって悪いことが起こるとしても、そのことを知らなければ、すくなくとも残念に思うことはな

い。死についてもそのように考える人はいるかもしれない。だがこれはむしろ、エピクロス主義

的な死の捉え方だと言えるだろう。エピクロスの論証が前提する体験主義によれば、主観的な体

験の外部で起こることは、何ら価値をもたない――この立場を「主観説（subjectivism）」と呼ぶ

                                                        
68 第 1章第 2 節で論じた剥奪の悪にも、主観的体験の外部に関わるという意味での客観性がある。繰り返すが、
それは何に価値があるかの基準に関する客観性とは異なる。 
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ことはその語の一つの適切な用法だろう。しかし、ここで捉えようとしていたのは、アリストテ

レスからの一節に述べられたような、死の何かぞっとするような側面だったはずである。 

以上の方針の問題をまとめると次のようになる。すなわち、ある観点から事態 Pが成立しない

という点について言えば、aの生前に Pが成り立たないにせよ、aの死によって
．．．．．

Pが成り立たない

にせよ、それらには違いがないということである。もしそれらに違いがあるとすれば、ある観点

から成り立たないということとは別の要素が関係しているはずである。 

とはいえ、主観性と客観性の対比に注目すること自体は、依然として第二の直観について重要

な何かを捉えているように見える。私の考えでは、以上で見てきた方針に何が足りないのかにつ

いて、主観性と客観性の関係をめぐるネーゲルの議論から示唆を得ることができる。主観性と客

観性のそれぞれが死と関係する仕方について、次のような考えは理解できるだろう。つまり、わ

れわれにとって、とりわけ自身の死に関して、われわれ自身がもつパースペクティヴは重要であ

る。ある主体 aが死ぬとき、観点中立的になされる aについての語り方は決定的に変化するわけ

ではないが、他方で、a 本人のパースペクティヴからすれば、死は劇的な変化のように思える。

すなわち、客観的世界には、ある一つの主観的自己である aが存在している可能性と aがもはや

存在しない可能性のいずれもがあるが、a
．
自身
．．
の
．
主観的視点にとっては、aの存在する可能性と非

存在の可能性の両方があるわけではない。ネーゲルは、主観的視点――ここでは、ようするに自

分の意識的体験――から理解されるその主体自身の死について、次のように述べる。 

 

さて、わたしの人生をなりたたせる多くの可能性は、わたしには決して実現できない。だが、

それらのさまざまな可能性は、わたしの存在次第だ。わたしの存在こそ、これらすべての可

能性が依存する現実なのである。〔･･････〕問題なのは、自分を内側から考えると、わたしの

存在と非存在という両方の可能性をもつ、より根本的な何かがあり、わたしの存在はその何

かがもつわたしの存在の可能性の現実化だとされるような何かがあるようには見えないこと

だ69。 

 

一方の客観的視点から見れば、世界のなかに存在する主体の未来には、死と存続の二つの可能性

が開かれている――このことは死が剥奪の害であるということを支える事実であろう。他方の主

観的自己にとって、自身の存在は、複数の可能性のなかの一つの可能性などではなく、自身にと

ってのすべてである。そのため、aの主観的視点にとっての aの死は端的な消滅を意味する70。主

観的自己にとっては、その死後に未来や別の可能性など端的にないのである。そしてそのような

主観的自己の消滅について、「死んでしまえば、幸せだとか不幸だとか言うのは無意味だ」とか「死

                                                        
69 Nagel (1986), p. 227.〔邦訳書 371頁、訳文は邦訳書に従う。〔〕は引用者による補足。〕 
70 Cf. Nagel (1986), pp. 227–228〔邦訳書 370–372頁〕. ネーゲルによれば、主観的視点は自分の死を自身に起こる
可能性として受けいれることができない。そして「これは、自分の死を想像できないというまちがった通念にふ

くまれる一片の真理だ」（ibid., p. 227〔邦訳書 327頁、訳文は邦訳書に従う〕）。 
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者にとっては何もかもなくなる」と表すこともできるだろう。 

前段のものは、自分自身の意識の終わりである死が、驚くべき、ぞっとするようなものだとい

う主観的な感覚――ネーゲルは「無の予期（expectation of nothingness）」と呼ぶ――についてのネ

ーゲルによる説明の一部である71。ネーゲルがもっぱら問題にしている「消滅」とは、主観的自

己にとっての内的な世界の消滅のことである72。つまりネーゲルはここで、それが未来におとず

れるということを意識がどのように理解するかという問いを主題にしており、本論文とは関心が

異なる。このネーゲルの主題にさらに立ち入ることはしないでおこう73。ここでは、ネーゲルが、

可能性の剥奪として理解できる死の悪とは別の死の「恐ろしさ」を指摘している点と、その説明

のために、ネーゲルが先の引用において、主観的自己の存在自体
．．．．

に言及している点に注目したい。

そうすることで、主観と客観の区別が二つの異なる死の理解に関係しているということのポイン

                                                        
71 Nagel (1986), pp. 225–226〔邦訳書 368–369頁〕. この「無の予期」は、自分のいない世界が続くといった客観
的な死の理解とも、人生が有限であるという主観的な認識とも異なるとして、ネーゲルは次のように述べる。「人

生が終わっても世界は変わらずあり続けるとみなす外的な視点か、死のこちら側だけを眺める内側の視点、つま

り、予期される未来の意識の有限性しかふくまない視点以外に、自分の死を考える形式などありえないと思える

かもしれない。だが、それは正しくない。無の予期〔expectation of nothingness〕とよべるものもある。思考はそ
こからそれがちだが、この予期はまちがいようのない経験であり、いつでも驚きをあたえ、ときにぞっとさせる。

これは、人生には限りがあ〔る･･････〕といったありきたりの認識とはまったくちがう。」（Nagel 1986, pp. 225–226.
〔邦訳書 368–369頁、訳文は基本的に邦訳書に従うが一部訳語を変えた。〔〕は引用者による補足。〕）さらに重要
なのは、それが完全な無意識を予期することとも異なる点である。それらが異なるのは、ネーゲルによれば、無

意識には経験の可能性の継続が含まれているからである（ibid., p. 226〔邦訳書 370頁〕）。 
72 Nagel (1986), p. 228〔邦訳書 372頁〕. そうした消滅は、主観的視点にとって、ありうる可能性の実現ではない。
それは、主観的世界が存続することは、それが存在しないことと比較されるような単なる可能性ではないからで

ある（本章注 70も参照）。ネーゲルによれば、主観的な自己は、未来にもそのような主観的世界が続くという強
い感覚をもち、それが途切れるとも途切れないとも思っていない。それに対して、自分は死ぬという客観的事実

が、その主観的な感覚を否定する。そうした主観的認識と客観的認識のギャップが、死を予期することに伴う衝

撃の正体だとネーゲルは主張する。このネーゲルの見解と本論文の見解の関係については、次の注を参照された

い。 
73 ネーゲルの主題と本論文の主題である死に関する二つの直観の関係については、さらに込みいった説明の必要
がある。ここではその説明のおおまかな見取り図だけを描いておきたい。第二の直観の方から話を組み立てよう。

われわれには、死んでしまえば幸せだとか不幸だとかということは意味をなさなくなるという死に関する第二の

直観がある。私の考えでは、この直観は、存在自体に関する直観であり、自分自身だけでなく他人の存在につい

ても適用されうる。ネーゲルによれば、死に関するそうした「感覚」は、自身の死に対して当人がもつ主観的な

態度によって第一義的には理解される。（主観的に理解されたものとしては、ネーゲルによる描写に私もおおむね

同意する。）ネーゲルは、死に関するこの主観的な感覚と「死の悪」とを結びつける。（おそらくそれが、生に内

在する善悪の要素を取り去っても残る生（あるいは体験）自体の価値をネーゲルが主張する理由である。第 1章
注 7も参照。）さらにネーゲルは、そうした感覚を誰もがもつということから、誰の死に関しても、死の重要性は
「死ぬ当人の態度によるべきだ」とする方針を（最終的にはうまく行かないとするものの）示唆する（Nagel 1986, 
pp. 229–230〔邦訳書 375–376頁〕）。私の見解では、死に関するぞっとするような主観的な感覚と死の悪は区別す
べきである。死の悪はあくまで未来の可能性の剥奪の悪であり、それは客観的に理解可能である――あるいはす

くなくとも、そう理解できる死の悪がある。他方で、ネーゲルの言う主観的な「感覚」は、ネーゲル自身が述べ

るように、そうした可能性の条件自体が消えてしまうことについてのものである。「この〔可能性の条件である無

条件の〕可能性は実現されないだけではない。消えてしまう
．．．．．．

〔vanish〕のだ。」（Nagel 1986, p. 228.〔邦訳書 372頁、
訳文は邦訳書に従う。〔〕内は引用者の補足。〕）私はさらに、この「感覚」の対象である個々の主体の消滅という

事柄もまた、第二の直観として他人についても客観的に理解可能だと考える。またそれを理解するために、「大切

な人の死に対してとる態度」についてネーゲルが言うような、「その人の目を通して世界を眺め」ること（Nagel 1986, 
p. 224〔邦訳書 365頁、訳文は邦訳書に従う〕）も必要ないと考える。 
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トをどこに見ればよいのかがよりはっきりすると思われる。ここまで本節で見てきたように、さ

まざまな事態が aの主観から成り立たないということだけでは、第二の直観を捉えることはでき

ない。注目すべきなのはそこではなく、a の主観にとっての可能性が a の存在に
．．．

すべて依存して

いるという点である。第二の直観において問題になっているのは、主観的視点によって捉えられ

る事態がその観点にとって成り立つか成り立たないかということではなく、その事態が何であれ、

当の主観
．．
的視点
．．．

が
．
成立しうる
．．．．．

かどうか
．．．．

である。そしてその成立条件は、そのような主観的視点を

もつ存在者が存在するかどうかという条件と一致する。つまり、主体が存在するときには、何か

を対象とするような主観的視点が成立しうるし、存在しないときには、それは成立しえない。す

なわち、結局のところ重要なのは主体の存在自体なのである。次に見るのは、そのような、人の

存在自体に注目して第二の直観を特徴づける方針である。 

 

B	 現在主義的直観 

主体の存在自体に注目して外的否定を理解する最も素直な方針は、それが非常に真剣な現在主

義的理解の表現だと考えるものだろう。すなわち、外的否定によって表される「消滅」は現在主

義的な死の理解であり、対比される「終焉」は、現在主義的でないたとえば永久主義的な死の理

解であるというように74。永久主義によれば、人は、時間に相対的な意味で存在しなくなるとし

ても無時間的には存在し、その死後においてもその人について語ることは意味をなす。それに対

し、純粋な
．．．

現在主義によれば、存在するものは現在存在するものだけであり、死によって存在し

なくなった人について語ることは本当のところは意味をなさない。その見解のもとでは、死によ

って人は存在しなくなり、いわば、量化の対象領域からいなくなる
．．．．．

。このことは、すでに触れた

ように、形式的には自由論理を用いて表現することが適切だろう。その体系のもとで、もはや存

在しない死者の名前は量化が定義される対象領域に含まれるどの要素も指示しないため、死者に

対する、内容をもつ述定は成り立たない75。つまり、a の死後に「a は W をもつ」が成り立たな

いのは、aがWをもたないからというより、aが存在しないことによってその命題が外的に否定

されるからだ、ということである。 

もちろん現在主義にもさまざまな立場がありうる。第 1章第 6節で見た、新マイノング主義を

採用するタイプの現在主義は、対象領域に関するそうした特徴を共有していない。このような仕

方で外的否定という意味での「消滅」を説明しうるのは、現在主義のなかでも、現在主義的直観

と言えるような理解を素直に反映した最も真剣で純粋なタイプの現在主義ということになるだろ

う。純粋な形において、現在主義に基づく死の理解と、たとえば永久主義に基づいた死の理解は、

                                                        
74 佐金武は、われわれの言語実践には、現在主義と永久主義の二つの直観が混在しており、死者に関する態度は
その二つのあいだで揺れることがありうると示唆している（佐金 2013、59頁）。 
75 すでに本章注 63で触れたように、とくにネガティヴな自由論理のもとでは、同一性言明すら成り立たない。
Priest (2008), p. 297も参照。 
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それぞれ明確に区別可能である。そうだとすれば、それらのそれぞれに対応するものとして、死

に関する二つの直観を考えることができるかもしれない76。 

エピクロス主義による死の悪の否定と第二の直観とを再び比較することが、ここで検討したい

アイデアの理解に役立つと思われる。ブラッドリーは、時間に関する存在論的枠組みとエピクロ

ス主義との関係について次のように示唆している77。現在主義のもとで、人とその人の死という

出来事が共に存在する時間はない。それは、エピクロスの論証に述べられているように、死が起

こるときにはその人はもはや（端的に）存在しないからである。このことは、エピクロス主義の

「人の死がその人にとって悪でありうるような時間は存在しない」という主張を支持するように

見える。なぜなら、人とその死という出来事が共に存在するのでなければ「･･･が･･･にとって悪

い」という関係は成り立ちえないからである。それに対して永久主義によれば、人とその死とい

う出来事は同じ時間に共に存在していなくても、四次元時空に共に存在することが可能である。

そのため、その枠組みのもとではエピクロス主義者による先の主張は支持されない78。 

だが私の考えでは、真剣な現在主義に訴えるとき、エピクロス主義者は求めている以上の帰結

を引き受けなければならない。つまり、その存在論的枠組みのもとでは、人の死後には、死の悪

だけでなく、内容をもったいかなる性質帰属も、生者との関係の成立も、可能でないのである。

さらに言えば、この枠組みのもとでは、人の死後にはその人に関する過去の言明も本当のところ

意味をなさない。なぜなら、この枠組みに沿う死の理解とは、死によって何もかもなかった
．．．．

かの
．．

ようになる
．．．．．

というものだからである。このような死の理解は、死の悪を否定し心の平静を説くエ

ピクロス主義を支持するようなものではないだろう。それはむしろ、生に対する真剣さを挫折さ

せるような第二の直観の一つの表現として理解することが適切なものだと考えられる。次のよう

に言ってもよいだろう。真剣な現在主義が正しければ、死とは、人々が気にしなくてよいものな

のではない。そうではなく、死とは、何かを気にするのがよいとか気にしなくてよいとかという

ことを無意味にするようなものなのだ。 

第二の直観と真剣な現在主義とを結びつけるのは、もっともであるように見える。しかしそう

                                                        
76 もちろん、両方の直観がともに一つの世界のあり方を反映しているということはなく、その意味で、それらの
理解は両立しえないだろう。ある一人の人が、異なる包括的な形而上学的枠組みのもとでのみ意味をなす別々の

二つの考えをもつとしよう。それらの考えが明確に区別でき衝突もしない、ということは可能である。しかし、

それらの考えが一つの世界においてどちらも実現するということはない。それは、異なる包括的な形而上学的枠

組みが一つの世界において実現していることがないからである。たとえば「自分が死ねば世界も終わる」という

独我論的考えは、ありふれたものである。そしてそのように言う人が、他方で自分の死後も世界が存続するとも

思っているということもまた、ありそうなことである。自分自身の死に関する独我論的考えと非独我論的考えは

明確に区別されるものとして、それぞれに理解できる。だが、それらの考えがどちらも実際に一つの世界におい

て成立するということはない。本論文の試みである二つの直観を独立に特徴づけることのために必要なのは、い

ずれの直観もが世界のあり方として両立しうるということでなく、それらがそれぞれに区別でき意味をなすとい

うことだけだと思われる。 
77 ただし、ブラッドリーはこの見解にそれほど説得力があるとは、もはや（Bradley 2009においては）考えてな
い。ブラッドリーは Bradley (2004) において、現在主義を退けることで主体の不在の問題が解決できるとしてい
た（Bradley 2004, p. 16, cf. Bradley 2009, p. 82 fn. 18）。 
78 Bradley (2009), p. 82. 
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だとしても、現在主義的直観に対比されるものが先に例として挙げた永久主義的な描像だと考え

る必要はかならずしもないと思われる。別の言い方をすれば、第二の直観を現在主義的直観と呼

ぶことがもし適切だとしても、第一の直観が反
．
現在主義的かというと、そう考える必要はないの

である。第二の直観に沿う枠組みとして必要なのは、そのもとで、ある主体 aの死によってその

a に対する性質の帰属が可能でなくなるということである。そしてそれが、死によって a が存在

を失うのとともに量化の対象領域からもいなくなる
．．．．．

ことによってそうだということである。これ

は、存在に対する非常に重い理解なのである。他方の第一の直観に沿う枠組みとして必要なのは、

死者 aがなおも量化の対象領域にあり、福利といった一群の性質の適用の範囲にあり、その人に

とって何かがなお重要性をもちうるということだけである。それは先に示唆したように、現在主
．．．

義的
．．
新マイノング主義のもとでも可能である。 

以上の方針によって、第二の直観を第一の直観と対照させて特徴づけることができるように見

える。第一の直観に沿った「終焉」としての死は、浅い
．．
非存在化の理解である。それは、死によ

って主体が非存在になったとしても、依然としてその主体についてさまざまなことが成り立つと

いうものである。それに対して、第二の直観に沿った「消滅」は、深い
．．
非存在化の理解である。

それは、価値に関しては、死がその人に対する真剣さを挫くということを意味する。そして、そ

の主体について語ることすら意味がなくなるということを意味する。そのことは、より形式的に

は、その名前の指示対象が端的にないということであり、それゆえあらゆる述定が成り立たない

ということである。こうした死の理解は、存在論的には、現在主義的な直観と呼べるようなもの

として理解できる。そしてそれは、浅い非存在化と対比される。なおここで注意が必要なのは、

第一の直観の理解が、人は死によって浅い意味で存在しなくなるが深い意味では存在している
．．．．．．

、

というものではない
．．．．

ことである。第一の直観のもとでも、死とは存在しなくなることである。第

一の直観と第二の直観は、相容れない別々の存在理解なのである。 

もちろん、この第二の死の理解を「非存在化
．
」と呼ぶのは正確でないだろう。なぜなら、ある

ものの変化には、変化の前後においてそのものに対する言及が含まれるはずだからである。「消滅」

という言い方でさえ不正確さは免れないであろう。かつて存在していた何が
．．
消滅したのか、とい

うことが問われうるからである。こうしたパラドキシカルな理解と本質的に関わらざるをえない

ところが、ひょっとすると死の問題の特異性を顕著に示しているのかもしれない。ともあれ、深

い非存在化という考えの特徴づけ自体はこれで十分明確になったのではないだろうか。以下でも、

終焉と消滅の対比を明確にするために、また、さらに続く二つの節で検討する類似のアイデアと

の比較のために、「非存在化」という呼び方を二つの死の理解のどちらに対しても用いることにし

たい。 

次の二つの節では、深い非存在化を理解するための別の候補を見る。次節では、本節のものと

同等のことを異なる形式的道具立てによって表しうるアプローチを取りあげる。第二の直観をあ

くまで存在述定
．．
の否定に基づいて理解するそのアプローチは、そのもとでまさに深い「非存在化

．
」

と死を呼ぶことが相応しいものである。その次の節のアプローチは最終的には退けられるが、そ



 71 

こからは、死の理解について興味深い示唆を得ることができる。 

 

2.3.3.3	 二つの非存在化——浅い非存在化と深い非存在化——	 

浅い非存在化と深い非存在化の区別は、前節のものとは形式的に異なる道具立てを用いても可

能であるように見える。その方針を検討するために、ここで新たに「ある水準の福利をもつ」と

いう性質を表す「W L」という表現を導入しよう（W との違いはすぐあとで説明する）。死んで

存在しなくなった死者が福利をもつことはないとする、第二の直観に沿う深い
．．
死の理解は、この

W Lを用いることで次のように表すことができるだろう。 

 

［消滅 ER］W Lをもつような当人が存在しない。そもそもW Lをもつためには存在している

必要がある。 

 

第二の直観に従えば、人が死後にW Lをもたないのは「そもそもその人が存在しない」からであ

るが、それを、その人に性質W Lを帰属させるための条件（つまり存在という要件）が満たされ

ていないということを意味するものとして特定するわけである。このことは、形式的には次のよ

うに表すことができるだろう。すなわち、量化子を「有る」を表す新マイノング主義的なものと

して、 

 

［消滅 ER*］∃x（x=a & ¬E!（x）＆ ¬W L（x））& ∀x（W L（x）⊃ E!（x）） 

 

というように。 

ここまでで用いてきた W に代えて、新たに「ある水準の福利をもつ」を意味する W Lを用い

ることの要点を簡単に述べておこう。それは主に、W Lによって「ゼロの水準の福利をもつ」と

いうことをも表しうることにある。それにより、先の［消滅 ER*］の第二連言肢によって、「ゼロ

を含めたどんな水準であれ、福利をもつためには存在していなければならない」という条件を表

現することができる。さらに第一連言肢のなかで用いられたW Lの否定によっては、主体が「い

かなる福利の水準ももたない」ということが表せる。W を用いる場合には、「ゼロの水準の福利

をもつ」ということがその否定「¬W」で表されるため（さらにそれは「福利の水準が無規定で

ある」をも意味しうるため）、意図した条件を簡潔に表現できないのである79。 

前節のアプローチとの最も重要な違いは、このアプローチにおいては、第二の直観が存在量化
．．

ではなく存在述語
．．
の意味に関わる事柄だとみなされている点である。つまりこのアプローチのも

とで、第二の直観とは、ある主体がゼロの値を含め何らかの水準の福利をもつという性質
．．
をもつ

                                                        
79 Wの否定がなぜ「ゼロの水準の福利をもつ」を表すかについては、本章注 53も参照。 
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には、存在という性質
．．
をもつことを必要とする、という存在の理解だと言える。それはより形式

的には、ある種の述定の必要条件としての存在述定というように、諸述語の意味の問題として捉

えられている。前節の量化的アプローチにおいて、述定一般のそもそもの条件としての量化に注

目して第二の直観が特徴づけられていたのとは異なり、本節のアプローチにおいては、消滅によ

っていかなる述定も可能でなくなるとまではかならずしも主張されない。前節で見たように、量

化的アプローチのもとでは、ある人の死後には、その時間から見て過去であるその人の生前のあ

り方に関する言明もまた無意味だということになる。他方、存在述定
．．
の否定として理解された深

い非存在化がそのような過去についての述定をも不可能にするかどうかは、存在述語の意味がど

う定められるかに依存する。 

では、どちらのアプローチがより適切だろうか。じつのところ、現在主義的新マイノング主義

のもとで述定的アプローチを採用する場合には、量化的アプローチと同等の表現が可能であるよ

うに見える。まず、いずれのアプローチにおいても、第二の直観と対応する深い存在の否定は、

WLをはじめとする性質が主体に帰属するための条件
．．
の不成立を意味している。量化的アプロー

チにおいては、ある対象が存在することは、その対象が存在量化を定義する対象領域に含まれる

ことを意味しており、そのことはまた、その対象に対して WLをはじめとするあらゆる述定がそ

もそも可能であることの条件になっている80。それはもちろん、どの述語も、存在量化の対象領

域に含まれる要素からなる諸集合によってそれぞれ定義されるからである。他方の述定的アプロ

ーチにおいては、ある対象が存在することは、その対象が存在という述語を定義する要素の集合

に含まれることであり、そのことがWLをはじめとする別の一群の述定の必要条件になっている。

すなわち、問題の述語を定義する集合はそれぞれ、存在を定義する集合の部分集合である。その

ため、述定的アプローチのもとで、いかなる述語を定義する集合も存在するものの集合に含まれ

ると考える場合には、二つのアプローチは、すくなくとも第二の直観の表現として違いをもたな

いと考えることができるわけである。 

ただし先に述べたように、存在述語を他のどの述語の条件として定めるかは、述定的アプロー

チのもとで開かれた選択肢である。つまり、死者が生きていたころの過去に関する述定さえも成

り立たないとするものとして存在の意味を定義することもできるし、死後の福利の帰属だけを不

可能にするものとして定義することも可能である。ではどのように定めることが第二の直観の表

現として適切なのだろうか。量化的アプローチに沿った「死によって何もかもなかったかのよう

になる」というような言い方も、死に関する第二の直観の素直な表明であるように私には思われ

るが、しかしながら、そうだと断定する根拠まではないだろう。第二の直観について明らかだと

言えるのは、ここまでの議論を踏まえれば、死後の福利および生者との関係という、第一の直観

と対比される事柄に関してだけであり、第二の直観を特徴づけるにはじっさいそれで十分だと考

えられる。このことはさらに、死の理解を表現するのに適切な形而上学的枠組みが何かという本

                                                        
80 ここでも、量化子を定義する DIの要素の集合によって述語を定義するネガティヴな自由論理を前提している。

注 63も参照。 
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論文の関心に照らして、重要性をもつように見える。もし第二の直観が過去についての述定まで

否定するものでないとすれば、述定的アプローチは永久主義にも開かれているように見えるから

である。すなわち、［消滅 ER*］における量化子を無時制的な存在の意味で捉え、存在述語を時間

に相対的な存在の意味で捉えればよいわけである。そのように理解すれば、永久主義のもとでも、

W L の否定によって、人が存在しなくなった時間にはその人の福利は無規定だということを表現

することができるだろう。 

以上で見てきたように、前節の量化的アプローチと本節の述定的アプローチには、人の死後に

もさまざまな豊かな述定が可能だとするかについて、採りうる選択肢の違いがあることになる。

だが、その違いをもってどちらのアプローチがより第二の直観の表現として適切かの判断はでき

ないと思われることは、すでに述べた通りである。ただし、現在主義と永久主義という二つの存

在論的枠組みによっても利用可能であることを、述定的アプローチの理論的な優位性とみなすこ

とはできるだろう。なお、次章第 4節 Fにおいて、第二の直観を説明しうる形而上学的枠組みと

して最も適切な枠組みがどれかを精査するが、そこでは、あらかじめ永久主義的枠組みを排除す

る前節のアプローチではなく、第二の直観の表現を存在述語の意味の問題として捉える本節のア

プローチを前提する。 

 

次節では、深い非存在化の理解としてさらに別の候補を見る。そのアプローチは結局のところ

うまくいかないことが明らかになるが、死に関してわれわれがもつ理解について、その検討から

さらにいくらかの示唆を得ることができる。 

 

2.3.3.4	 二重の非存在化——非存在と無——	 

四つめの方針を見よう。それは、先の二つのアプローチとは異なる「深い非存在化」の理解の

候補である。第 1章第 3・4節で論じたように、死の害を被る時間に関する死後説によれば、人が

死の害を死後に被るには、その人は死後に何らかの（快楽説のもとではゼロの）水準の福利をも

つのでなければならない。そのことを踏まえると、第一の直観に従った死の理解を表す［死の害］

——ある人が死んでおり、その人は死の害を被っている——からは、a の死後の時間に次が成り

立つということが帰結する（ここでも前節に続き、「ある水準の福利をもつ」ということを表す

W Lを用いる）。 

 

［死後の福利］aが死んでおりW Lをもつ。 

 

それに対して、第二の直観によれば、死によって人は福利などの一群の性質をもつことができな

くなる。ところで、死の害自体に対しても、こうした深い非存在化の理解を適用することはでき

ないだろうか。つまり、「死の害を被っているということも無意味になってしまうのだ」というよ
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うな言い方も、理解可能な第二の直観の表現であると思われないだろうか。じっさいすぐに確認

するように、興味深いことに、ここで論じている「消滅」の理解は、すくなくとも表現上は、［死

後の福利］に対してもさらに
．．．

適用可能に見えるのである。それは「消滅」が、ある文をその「外

側から」否定する外的否定として単純に理解できるからである。すなわち、 

 

［３L］W Lをもつ当人が存在しない。そもそもその人が存在しない。 

 

でなされる外的否定を、W Lの述定だけでなく［死後の福利］における「死んでおりW Lをもつ」

に対しても適用し、その結果を次のように表現することはできるだろう。特定の人を aで表して

明示し、 

 

［消滅 WL］死んでおりW Lをもつような aが存在しない。そもそもその aが存在しない。 

 

一見したところ、この［消滅 WL］を理解することは可能に見えるかもしれない。すでに述べた

ように、意味をなす文に対して単純に外的否定を適用しただけのものであり、ごく普通に起こり

うることを表した、車の傷についての［６］とも形は変わらないからだ。しかし、死は存在の終

わりだとする終焉テーゼの意味を考えるとき、この［消滅 WL］が理解可能なものなのかは疑わし

い。まず、第一連言肢の「死んでおり」という表現は、第一の直観に沿って理解される終焉テー

ゼが意味するところの死を表している。その死の理解に従えば、［死後の福利］と［消滅 WL］は

次のように言い換えられる。 

 

［死後の福利’］aが存在せずW Lをもつ。 

［消滅 WL’］存在せずW Lをもつような aが存在しない。そもそも aが存在しない。 

 

［死後の福利’］は［死後の福利］の言い換えとしてもっともなものだろう。いずれも形式的には、

量化子を存在を負わない新マイノング主義的なものとして、次のように表現できる。 

 

［死後の福利*］∃x（x=a & ¬E!（x）＆W L（x）） 

 

しかし、他方の［消滅 WL’］は、もともとの第二の直観によって意味されるものではないだろう。

［消滅 WL’］の前半は、単に「ある人 aが存在せずW Lをもつ」と述べているだけだからである。

別の言い方をすれば、［消滅 WL’］は「存在しない a が存在しない」ということと「a がW Lをも

つ」ということを言っているだけである。だが、先に述べたように［消滅］が外的否定を意味す

るのだとすれば、形式的には次のように表現できるはずである。 
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［消滅 WL’*］¬∃x（x=a & ¬E!（x）＆W L（x））& ¬∃x（x=a） 

 

このように表せば、二つの「存在の否定」は確かに区別されている。この区別を用いて、浅い非

存在化と深い非存在化の区別をすることもまた可能であるように、やはり一見すると思われる。

しかしながら、その二つの「存在の否定」は何を意味するのか。存在述定に対する否定で表され

たものが主体の死としての存在の否定を表すとすれば、このとき外的否定は何を否定しているの

だろうか。もちろん、主体 aの存在の否定が成り立つことを否定しているのだが、それが他でも

ない主体
．．

a
．
の
．
存在
．．
の
．
否定によってなされるというのはどういうことなのか。 

問題なのは［消滅 WL’］に現れる外的否定の意味である。その意味を与えるものとして、いく

つかの形而上学的道具立てが検討に値するように見える。すなわちそれは、時間に関する永久主

義や現在主義的新マイノング主義にそれぞれさらに付け加えることが可能に見える別の存在のカ

テゴリーである。対比して理解するため、それぞれの枠組みにおいて第一の直観がどのように表

現できるかを確認しておこう。まず永久主義のもとで、第一の直観に対応する次のものが表現可

能である81。 

 

［死後の福利 E］ある人が時点 tに存在せず、その人は tにW Lをもつ。 

 

つまり、無時間的に存在するある人について、時間に相対的な意味でその人が存在しない時間に

W Lをもつということが主張されている。そして次のものが、永久主義に「端的な非存在」とい

うカテゴリーを加えることによって表現できる。 

 

［消滅 E］tに存在せずW Lをもつような当人が無時間的に端的に存在しない。そもそも

その人が無時間的に端的に存在しない。 

 

現在主義的新マイノング主義のもとでは、ある人の死後の時間に次のものが成り立つということ

が意味をなす。 

 

［死後の福利 M］ある人が存在せず、その人はW Lをもつ。 

 

すなわち、存在しないが有るようなある人（つまりある死者）について、その人がW Lをもつと

主張されている。さらに、ある人の死後の時間に次のものが成り立つということが、現在主義的

新マイノング主義に「無（nothing）」というカテゴリーを加えることで意味をなす。 

 
                                                        

81 ただし四次元主義のもとでは、対象が存在しない時間 tにその対象が性質をもつことは認められないため、［死
後の福利 E］は認められないだろう。この点は次章で詳しく論じる。 
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［消滅 M］存在せずW Lをもつような当人が無い。そもそもその人が無い。 

 

いずれの枠組みにおいても、外的否定は、第一の直観における存在の否定とは異なる「存在の否

定」を意味するものとして理解できるように見える。それは、言ってみれば、一方の存在の否定

をさらに否定するという「存在の二重の否定」である。 

さて、本章第 3.3.2節で見た量化的アプローチのもとで、外的否定は、名前の指示対象が端的に

ないということを意味していた。他方、そのような外的否定の作用域のなかに現れる aに対する

存在述定は、一階の性質として理解される存在を意味する。いま検討している方針についても、

そのことは変わらない。つまり、外的否定によって表現される「存在の二重の否定」は、第一の

直観の表現である aの存在の否定が成り立たないということを意味しているのである（それが成

り立たないのは、aに対するどんな述定も成り立たないからである）。このように特徴づけた「存

在の否定」もまた、深い非存在化と呼ぶことができるかもしれない。すなわち、人は死ぬと存在

しなくなるだけでなく
．．．．．

——あるいは、時間的に存在しなくなるだけでなく——、完全な無にもな

る——あるいは、端的に存在しなくもなる——のだ、と。 

「存在・非存在・無」や「時間的存在・端的な存在・端的な非存在」というような存在に関す

る三つのカテゴリーの区別は、じっさい哲学者たちによって（あるいは日常的にすら）しばしば

暗黙に、あるいは明示的に用いられている。たとえばユアグローは、死者を非存在対象だと主張

する一方で、シャーロック・ホームズやペガサスといった架空のキャラクターを「無」だと主張

する82。死者が非存在であるという「非存在」よりも、言ってみれば、存在や実在（reality）の度

合いが低い（あるいはまったくない）対象のカテゴリー（あるいは対象でないもののカテゴリー）

にそれらを位置づけるのである。現実の非存在よりも実在の度合いが低いとされてきたそうした

もののカテゴリーとしては、「単に可能な者（mere possibilia）」——ユアグローによればそれらは

真正の非存在対象だが——や「単に潜在的な人（merely potential people）」83、「空想の産物（figment）」
84、「抽象的対象（abstract object）」などを例として挙げることができるだろう。そうしたカテゴリ

ーの区別に依拠して表現されうる、不自然とまでは言えない場面として、次のようなものも考え

られる。たとえば、あなたがある人から「私の子供は病気で死んでしまった」と深刻そうな顔で

聞かされたとする。実際には、その話は同情を引いてあなたを欺そうとするその人の作り話であ

り、その人には子供などいない。そして、その事実を知っている別の友人に、あなたは真実を告

げられる。「その人の子供は病気で死んでなどいない。病気で死んでしまったその人の不幸な子供

なんて存在しない。そもそもその人の子供が存在しない」と。立派なあなたはこう言うだろう。

「ああよかった。死んでしまって（存在しなくなった）不幸な子供はいないんだ」と。あるいは、

次のような状況も考えられる。酷く悲観的な男女のカップルが次のように考えて子供をもうけな

                                                        
82 Yourgrau (1987), p. 91〔邦訳 198頁〕. 
83 E.g. Heyd (1992), esp. p. 154. 
84 Quine (1987), p. 75〔邦訳書 133頁〕. 
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いという決意をしたとする。「死は不幸なことだ。この世に生まれなければそのような不幸を被る

ことはない。だから子供は作らない。死んでしまい不幸になるような私たちの子供は一度も存在

することがない」と。このような言い方は理解可能ではあるだろう85。そしてそれらに対する素

直な理解は、存在を二重に否定しているというものであろう。 

しかし、以上のアナロジーによる特徴づけは、上手いアナロジーだろうか。死に関する第一と

第二の直観は、主体の非存在化について、それぞれ異なる理解をわれわれに告げるものである。

そして、実在の度合いが低い第三の存在のカテゴリーというアイデア自体は、さほど突飛なもの

ではない。だが、他でもなく死によってそれらの三つの段階が区別されるというのは理解可能だ

ろうか。人の存在と非存在を隔てるものが死だというのはよい。人の存在と無——あるいはユア

グローに反して、単に可能的であること——が誕生によって隔てられているというのもよいかも

しれない。だからこそ先に本章第 3.3.2節で引いたようなヘアによる表現も理解できるのだろう。

しかしながらここで必要なのは、非存在と無をどちらも等しく存在から隔てるような「死」の理

解なのである。 

本節のアプローチは他のものよりずっと理解しがたいものである。このアプローチのもとで、

［消滅］において外的に否定されている存在は、時間に相対的な存在を意味しない。そこで否定

されているのは、端的な存在か、あるいは有である。そのため、［消滅］がもし成り立つとすれば、

時間を超えるような事柄ということになるだろう。だが、もともとの［消滅］の意味は、人が死

んでしまう前には成り立たず、死後に成り立つような時間的なもののはずである。このことはど

のように理解すればよいのだろうか。ここまで見てきたアプローチにおいて、第一と第二のいず

れの直観に沿う死の理解も、それぞれに異なる理解とはいえ、あくまで時間に相対的な意味での

存在の否定として捉えられていた。それとは異なる「深い非存在化」をどう理解すればよいのか。 

二重の非存在化のどちらの非存在化もともに死として捉えることが困難であることを、時間の

経過に沿って見てみよう。aに死がおとずれるとする。深い意味では、それは外的否定として（第

二の直観に対応する意味で）理解される。すると、その時間以降に成り立つはずの aに対するど

んな内容のある述定も意味をなさないことになる。すなわち、第一の直観に従うような aに関す

る死後の述定が成立する時間は存在しない。浅い意味（つまり第一の直観の意味での非存在化）

の方から理解すれば、次のようになる。死後の時間に a は W Lをはじめさまざまな性質をもつ。

だが、第一の直観に従った死後の述定は、それが成立するはずの時間には深い非存在化による外

的否定によって成立できなくなっている。これは、エピクロスの論証と同形の議論を構成するか

のように見える。死後にもつとされる性質として、死んでいるという性質を例に考えよう。人は

生前には、死んでいるという性質をもつことがない。他方で人は、「死」の後
．
の時間にも死んでい

るという性質をもつことはない。なぜなら、「死」によっていかなる性質も人には帰属しえなくな

るからである、というように。問題は、深い意味での「死」の後
．
の時間ということが意味をなさ

                                                        
85 ただしユアグローは、死後において人が非存在であることと、「一度も存在することがない」ことで非存在であ
ることの非存在の意味を区別していない。 
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ない点である。それは、そこで言われている「死」とは無時間的な存在（あるいは有）の否定だ

からである。 

だが、この深い非存在化を死として理解するために用いることのできる、時間を超える事柄の

候補が一つあるように見える。それは、世界の消滅である。まず、世界が存在しないという事実

がおよそ意味をなすとすれば、それは時間を超える事柄であろう。そして、それは同時に主体の

存在の否定をも意味しうる。というのは、世界が消滅すれば、もちろんその内部にいるいかなる

主体も存在しなくなるからである。問題は、そのどちらもが同じ一つの主体の死を意味しうるか

という点である。だがじつのところ、世界の消滅を主体の死と一致するものとして理解するやり

方はよく知られている。それはいわゆる——おそらくかなり素朴な種類の——独我論的な死の理

解である。深い非存在化が世界に関係するものだということは、二重の非存在化について理解で

きる先に挙げた例が、フィクションや、現実世界以外の可能世界に関するものだということから

も示唆される。それらの例における二重の非存在化は、浅い方が、ある世界のなかでの存在の否

定を意味し、深い方が、現実世界における事実一般の不成立——それは、世界が存在しなくなる

からである——を表しているものとして捉えることができるだろう。 

この独我論的な「深い非存在化」の理解は、本章第 3.3.2節で検討した、主客の観点の区別の変

種のようなものを考えることで、分かりやすくなるかもしれない。まず、外的否定をある主観的

視点（a の視点とする）の消滅だと理解する点では、先のアプローチと同じである。つまり、外

的否定として、死によって幸福であるとか不幸であるとかということが意味をなさないというこ

とは、以下のように表現されるものとして理解すればよいだろう。 

 

［消滅’Ｓ］a は存在せず W Lをもつ、ということが a の観点からは成立しない。そもそも a

の観点が存在しない。 

 

ここで aの観点について言われている「存在しない」は深い意味での非存在である。独我論的理

解においては、この［消滅’Ｓ］と、 

 

［消滅’Ｏ］a は存在せず W Lをもつ、ということが客観的に成立しない。そもそも世界が存

在しない。 

 

が常に一致する。独我論においては、aの主観的世界こそが世界である。 

［消滅’Ｓ］と［消滅’Ｏ］のそれぞれにおいて「a は存在せず W Lをもつ」と表現される第一の

直観は、非
．
独我論的な普通の意味での浅い

．．
死の理解、つまり終焉の理解と対応する。それに対す

る外的否定は、独我論的な「消滅」の理解だと言えるが、それが終焉としての死を否定するとい

うことの意味を、aよりも先に死ぬ他人 bの死について見ることで、明確にしよう。aが生きてい

れば、その生前の時間には次が成立する。 
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［１L’O］W Lをもつような aが存在する、ということが客観的に成り立つ。 

 

これが成り立つ時間においては、aよりも先にすでに死んだ bについて、次が成り立つ。 

 

［死後の福利ｂＯ］bが存在せずW Lをもつ、ということが客観的に成り立つ。 

 

ここで言及されている b の死は、第一の直観に従って理解される。そして、a が死ぬことで世界

も消滅するという場合について、次のものを理解することはできるだろう。 

 

［消滅ｂＯ］b が存在せずW Lをもつ、ということが客観的に成立しない。そもそも世界が存

在しない。 

 

すなわち、bが死んでいるという事実が、bの死によってではなく、世界が消滅することでその内

部のいかなる事実も存在しないということによって、成立しない。さらにそれと同じことが aに

関しても理解できなくはない。それが先の［消滅’Ｏ］である。「aは存在せずW Lをもつ」という

ことが成り立たないのは、エピクロス主義者の言うような意味で死が「何ものでもない」からな

のではない。それが成り立たないのは——a が死ぬからではあるのだが、むしろ——世界が滅び

るからである。独我論的世界の中心である a が死ぬときには、a は、いわば第一の直観に沿った

終焉の意味での死と、第二の直観に対応する消滅の意味での死（世界の消滅による主観的自己の

消滅）を、二重に死ぬのである。 

さて、独我論的な死の理解にはたどり着くことができたかもしれない。この理解もまた内的否

定と外的否定の対比という図式を共有している。死に関して主張されるいくつかの特異な考えが、

その共通の図式によって捉えられるとすれば、それは興味深いことであろう。（あるいは、独我論

的な死の理解の実質は、このような図式が理解可能なことにもっぱら尽きるのではないか、とも

疑いたくなるかもしれない。）とはいえ、この独我論的理解の一番の問題は、本論文の主題である

死の理解が、一般に人の死について成り立つはずのものだという点にある。ここで論じた死の理

解は、それを許容しないだろう。ひょっとしたら、それぞれの人について二つの死の理解を適用

し、他人が死ぬたびに、「そのたびごとに世界は終わる」と言ってみてもいいかもしれないし——

それぞれの主観的
．．．

世界が終わると言うのではなく——、その死んだ人よりも「あとまで生き続け

る人は、世界の終わりを生き延びる」と言ってみるのもいいかもしれない。だが、そのような表

現は何かが深刻だということを仄めかすにはよいかもしれないが、そのように印象的に語るだけ

で何か理解が進むわけではない。二つの死の理解のいずれをも世界の中心以外の人に適用するこ

とができるためには、a 以外の b に関しても、世界の内部の事実に関する任意の命題 P について

次が成り立ち、 
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［消滅Ｓ］Pということが bの観点からは成立しない。 

 

それが次と一致しなければならない。 

 

［消滅Ｏ］Pということが客観的に成立しない。 

 

b についてであれ、他のどの人についてであれ、その死後には［消滅Ｓ］と同様のことが成り立

つのでなければならないはずだが、それがどれも［消滅Ｏ］と一致するとは、すなわち、世界の

終わりだというのは、どういう意味なのか。ここで検討した独我論的な死の理解が意味をなすと

すれば、その意味は外的否定の作用域に現れるどんな命題も偽だというもののはずである。それ

が人々の死のたびに起こるというのは理解しがたいだろう。独我論的な「死」は、まったく正し

いことに、一つの主体に関してしか理解することができない。他方、本論文で探していたのは、

そのような特殊な死の理解ではなく、一般に成り立ちうる死の理解である。 

 

2.3.3.5	 ここまでのまとめと無規定説に反対するもう一つの議論	 

以上、第二の直観について、いくつかの特徴づけの可能性を検討してきた。本章第 3.3.1節では、

人と人生という二つの対象の区別によって、第一の直観と対比させて第二の直観を特徴づけよう

とした。この考えは遠回りのものであり、結局のところ、人の存在についての区別が必要である

と論じた。すなわち、ある人について、その人が存在しなくなってもその人について語ることに

依然として意味があるような理解と、その人について語ることが意味をなさなくなるという理解

の区別を考える方が、それらの方針によって捉えられるものをシンプルに表せるということが示

唆された。第 3.3.2節で扱ったのは、その条件を満たす道具立てである。そこでは、人の死を意味

する二つの非存在化の区別として、内的否定と外的否定という区別に訴えるアイデアを検討した。

第 3.3.3節のアプローチは、その前の節のアプローチが量化的アプローチと呼べるのに対して、述

定的アプローチとでも呼べるものであった。それは、存在述語の意味の区別によって二つの非存

在化を区別するものである。二つのアプローチはどちらも、第一の直観と対照させる形で第二の

直観を満足に特徴づけうるものであった。第 3.3.4節では二重の非存在化というアイデアを検討し

た。そこで得られた理解は、独我論的な特殊な死の理解であり、求めていたものではなかった。 

以上の議論からさらに何が示唆されるのかを、価値に関する考慮および性質帰属と、存在の概

念の関係という観点から整理しよう。そのうえで、第一の直観をめぐる第 1章第 4節の議論にお

いて批判した、死後の福利に関する無規定説に対して、もう一つの議論をここで提示したい。 

第一の直観によれば、死は悪である。その考えには、主体の死後にも、その主体にとって何か

が重要である——つまり、何ものかである——ということが含まれる。さらに言い換えれば、そ
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れは、何であれ何かが誰かにとって重要であるために、その人が存在している必要はないという

ことであり、何も重要でなくなるということを死は意味しないということである。第二の直観に

よれば、死は何ものでもない。それは、何かが誰かにとって重要であるようなその当の誰かを死

は消滅させるからである。第一の直観と第二の直観の対比は、それほど重くはない浅い非存在化

と、非常に重い深い非存在化との対比として捉えることができる。それぞれ、死後になされると

考えられるある種の述定に関して、前者はその述定が可能だということに、後者はその述定が可

能でないということに対応する。このように説明することによって、第二の直観をエピクロス主

義の主張から明確に区別できるだろう。エピクロス主義者もまた、死はよくも悪くもなく、何も

のでもないと主張する。だがエピクロス主義者は、死が重要でないとまでは言わないのである。

そうではなく、エピクロス主義者によれば、死がよくも悪くもないということが重要なのである。

第二の直観は、そうした重要性が死によって挫折すると告げる。私の考えでは、ここにこそ、エ

ピクロス主義の主張ではなく第二の直観を特徴づけるために「無規定」の概念を利用した方がよ

いと考える理由がある。その理由は単純で、「よくも悪くもない」や「幸せであったり不幸であっ

たりすることがない」という考えを福利の水準として表現するために利用できる候補が、無規定

とゼロの二つ（だけ）だからというものである。エピクロス主義の主張と第二の直観が区別され

るとすれば、その二つによって「よくも悪くもない」に二つの意味を与えなければならない。無

規定の概念を一方に用いれば、他方にはゼロの概念を用いるほかないのである。これと同じ論点

が、死後の福利に関する無規定説に対しても指摘できる。さらにその点を敷衍しよう。 

死に関するそれぞれの直観に対して、存在と非存在、何かが重要であるかどうか、福利の水準、

関連する一群の性質一般（Fとしよう）の帰属に関する制約といった諸要素がどのように関係す

るかを表に整理すれば、本論文の提示する立場は次のようになる。 

 

 第一の直観 第二の直観 

存在 浅い非存在 深い非存在 

何かが重要である 何も重要でない 

福利の水準をもつ 無規定 

Fの帰属が可能 Fの帰属が不可能 

 

第一の直観によれば、ある人が死んでいる場合にも、死後のその人に、福利をもつことに関する

性質（W や W L）をはじめとする性質 F は帰属しうる。他方の第二の直観によれば、深い意味

で死んだ人にとっては、何も重要でないし、性質 Fの帰属は不可能である。 

これに対して、第 1章第 4節で批判した無規定説を採る剥奪説の立場は次の表に整理できる。 
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 第一の直観 第二の直観 

存在 浅い非存在 深い非存在 

何かが重要である 何も重要でない ？ 

福利の水準をもつ 無規定 ？ 

Fの帰属が可能 Fの帰属が不可能 ？ 

 

無規定説とは、人の死後の時間には、その人にゼロも含めた定まった水準の福利がいっさい帰属

しえないという立場であった。しかしその考えに従うと、浅い非存在と深い非存在の区別に訴え

たとしても、無規定説は第二の直観を内容ある仕方で特徴づけることができない。それはようす

るに、福利の水準が無規定であること、主体にとって何も重要でないということ、Fの帰属が不

可能であるといったことを、第二の直観を特徴づけるために利用できないからである。 

ただし、ルーパーをはじめとする無規定説の支持者の多くは、死の悪が死後ではなく無時間的

に主体に帰属すると主張する。そのことは第１章第 4節で確認した。そこではまた、われわれの

福利に関する関心が未来向きであるということをうまく捉えられないという無規定説の困難を指

摘した。その点はここでは措くとしよう。ここでは、無時間的な悪という考えによっても第一の

直観に沿うような死の悪の理解は捉えうると考えよう。それでも、そのようなバージョンの無規

定説は問題を抱えることになるように見える。その見解によれば、人が死に、時間に相対的な意

味で存在しなくなっても、無時間的な意味で存在するのであれば、その人に対して福利の水準を

はじめとする性質を帰属させることが可能である。そして、その人の死後の時間にも、その人に

とって何かが重要であるということが意味をなす。その見解は、無時間的な存在・非存在と、時

間に相対的な存在・非存在を明示的に区別することによって次の表に整理することができる（時

間に相対的である場合には「Ｔ」を添えて表す）。 

 

 第一の直観 第二の直観 

無時間的存在 存在Ｔ 非存在Ｔ 無時間的非存在 

何かが重要である 何かが重要であるＴ 何も重要でないＴ 何も重要でない 

福利の水準をもつ 福利の水準をもつＴ 無規定Ｔ 無規定 

F の帰属が可能 F の帰属が可能Ｔ F の帰属が不可能Ｔ F の帰属が不可能 

 

先の表とは異なり、こんどは第二の直観を特徴づけることができているように見えるかもしれな

い。それは、存在や性質を時間に相対化することによって、無時間的な存在や性質を第二の直観

の特徴づけに固有に用いることができるためである。つまり第二の直観は、無時間的な意味での

人の非存在化を意味する、というわけである。しかしながらこの立場はうまくいかないだろう。

それは、まさにその無時間的な意味での非存在化を死として理解することが困難だからである。
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ここで取りあげている無規定説は、第一の直観と第二の直観を区別するために、本章第 3.3.4節で

検討した二重の非存在化というアイデアに訴えざるをえない。その見解を理解する方法は、死を

世界の消滅として理解するという独我論的なものであり、世界の中心であるような人以外の人に

適用できる死の理解ではなかった。二重の非存在化を普通の人の「死」として理解することが困

難であったのは、それが結局のところ、無時間的
．．．．

な
．
意味で非存在になる

．．
という、普通に理解すれ

ば整合的でない考えを意味するからである。独我論的理解はそれに意味を与える特殊な死の理解

であり、それ以外にこの二重の非存在化を「死」として理解する候補があるということは考えに

くい。第二の直観を説明できないことは、無規定説を退けるもう一つの論拠になると私は考える。 

第 1章の議論に加えて、無規定説に反対するもう一つの議論を以上で示した。さらに、第二の

直観と誕生の関係について別の示唆を行なうことで、ここまでの議論のまとめとしたい。第二の

直観に沿った非存在と存在の関係は、誕生についても並行的な仕方で（あるいはより自然に）理

解できる。すなわち、ある人の誕生前には、その人にとって何かが重要であることはないが、そ

の人の誕生によってその人がひとたび存在し始めれば、何かが重要であるということが開始する、

というように。（他方で、誕生に関して第一の直観に対応する考えも理解可能だと私は思う。すな

わち、人は誕生前にもある水準の（ゼロの）福利をもつ、という考えである。それはさらに、生

まれることがなく存在することのない人が特定の水準の福利をもつという考えにも素直に拡張可

能だろう。そのような考えは、生まれることが利益であるか害であるかといった判断を支えるも

のでありうる。このような考えに意味を与えられることが新マイノング主義の利点とみなせるこ

とを、次章第 3.4節の論点 Eにおいて論じる。） 

私の考えでは、誕生によって開始する、生まれた存在にとって「何かが重要である」というこ

とは、存在自体に価値があるという考えと容易に混同される。それは、死に関する第二の直観が、

死によって何か悪い
．．
こと
．．
が主体におとずれるという死の理解として捉えられてしまうことがある

のとおそらく並行的である——アリストテレスが、よいものも悪いものもなくなることを「恐ろ

しいこと」と表現しているのを思い出されたい。だが、第二の理解における死が目眩を起こすよ

うな驚くべきぞっとするようなことであるとしても、それがあくまで悪い
．．
ことなのではないのと

同様に、第二の直観に対応するような誕生の理解も、誕生がよい
．．
ことだというものではない。あ

る人の誕生がよいか悪いかということは、そのような判断が可能だとすれば、第一の直観に対応

するような事柄であり、それは単純に、福利の水準によって定まるのである。まとめると、死に

ついても誕生についても、次のことに注意しなければならない。すなわち、ある人にとって何か

が重要であり、その人にとっての価値が問題になるということは、その人が存在すること自体や

その人が存在しなくなること自体に何らかの（正や負やゼロの）価値があるということを意味し

ないのである86。 

                                                        
86 他方で、このようなものを「価値」と呼ぶ用語法にももちろん正統性があるだろう。その「価値」は、伝統的
に、福利の価値とは異なり、正と負のような二つの極をもたないと考えられてきた「価値」である。それはおそ

らく、「ムーア的内在的価値（intrinsic value）」に対して、「カント的内在的価値」（あるいは「固有の価値（inherent 



 84 

 

以上、死に関する第一と第二の直観をそれぞれに特徴づけることはできただろう。そしてそれ

らが、二つの異なる非存在化の対として理解できることは十分に明確になったと思われる。第一

の直観は、死が死ぬ主体の福利に負の（ときに正の）影響を及ぼすということを告げる。他方の

第二の直観は、人の福利についてそのように語ることが死によって無意味になるということを告

げる。注意しなければならないのは、後者が前者を退けるわけではない、ということである。第

二の直観はむしろ、死が第一の直観に関係するような価値の範疇にはないことを告げている。そ

してそれらは、どちらもわれわれの同じ一つの死についての理解なのである。 

 

2.4	 死と不死と人生の意味 

ここまで論じてきた第二の直観は、福利よりも人生の意味に関する文脈においておそらくなじ

み深いものである。本章の以降では、死と不死と人生の意味の関係に関する議論を通して、第二

の直観のもつ含意をさらに明確にすることを試みる。 

次節でまず、人生の意味に関する諸見解について簡単に説明したうえで、人生の意味と「不死」

をめぐるサデウス・メッツの議論に対して検討を行なう。それを経て、メッツ（および現代の議

論の多く）が指摘しない人生の意味と不死とのあいだのある関係を明確化することを試みる。私

の考えでは、「不死」および「不死性要件（Immortality Requirement, 以下 IR）」――意味ある人生

の実現には不死が必要だという考え――についてメッツとは異なる理解が可能である。その理解

は、「どうせ死んでしまうなら人生は無意味だ」87というニヒリズム的見解――人が死ぬという事

実からあらゆる人生の無意味さがただちに帰結するとする見解――に含まれるある種の誤りを明

らかにするものであるだろう。 

議論は次のように進む。まずメッツによる分類に従い、人生の意味に関する現代の諸見解を簡

                                                                                                                                                                             
value）」）と呼ぶことのできる価値の概念（Bradley 2006, esp. p. 111）と特徴を共有する。ブラッドリーによれば、
哲学者たちが主張してきたカント的内在的価値の基本的な特徴としては、度合いをもたず、総和や最大化がなさ

れず、かならずしもより多ければよりよいということはないことなどが挙げられる（ibid., pp. 119–120）。また、
その価値に対しては、典型的には、価値の増進（promote）を目指すことではなく、尊敬（respect）の態度を向け
ることが適切だとされる（ibid., pp. 120–121）。ここで十分に論じる準備はないが、私は、ネーゲルの言及する体
験自体や存在自体の価値（本論文第 1章注 7）が、この「固有の価値」の概念と密接な関係をもつのではないか
と考えている。 
87 トルストイ『懺悔』、とくに 31頁（本章第 4.3節の引用箇所を参照）。このような主張を行なう哲学者として国
内では中島義道がよく知られている。 
 

ほとんど毎日「ああ、大変なことだ」と呟いていた。そして、「どうせ死んでしまう、どうせみんな無くな

ってしまうのだから、人生は何をしても虚しい」と思っていた（中島 2008、34–35頁）。 
 
「どうせ」はあらゆる人生の営みをなぎ倒すほどの威力を持っている。希望の大学に受かっても、真の友人

を見出しても、〔･･････反対に〕性格も暗くて何をしてもうまくいかない男も、「どうせ」死んでしまうので

す（中島 2008、文庫版あとがき、193–194頁、〔〕内は引用者による補足）。 
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単に紹介する88。そこでは、メッツの分類のもとで、不死への言及を含む見解が「超自然主義」

に分類されることを確認する。次に「不死性要件」に関するメッツの議論を整理して吟味する。

私の考えでは、不死についてのメッツの議論は、人生を意味あるものにする性質とその持ち主の

持続、両者のあいだの時間的な条件の明確化によって、見通しのよいものとなる。さらにそれを

踏まえたうえで、人生の意味と不死（および死）の関係について、メッツとは異なる理解が可能

であると示す。そして最後に、本章で提示する理解によって、上述のようなニヒリズム的見解を

退けられるという示唆を行なう。私の考えでは、そのニヒリズム的見解は第二の直観を不適切な

仕方で捉えている。 

 

2.4.1	 メッツによる分類	 

メッツは、人生の意味がどのように実現されるかについての見解を「超自然主義」と「自然主

義」に分け、さらに超自然主義を「神中心説」と「魂中心説」の二つ、自然主義を「主観主義」

と「客観主義」の二つに分類する。超自然主義とは、人生が意味をもつには霊的な超自然的存在

者が必要だとする見解であり、神が必要だとする立場が「神中心説」、不死の魂が必要だとする立

場が「魂中心説」である。それに対して自然主義とは、人生が意味をもつためにそうした超自然

的存在者は必要でなく、物理的な世界だけで十分だとする見解である。自然主義は、ある人の人

生の意味の実現にとってその人の特定の賛成的態度が必要かつ十分な条件であるとする「主観主

義」と、それだけでは十分でないとする「客観主義」の二つに分けられる89。 

メッツは、人生の意味の概念が、福利や道徳性といった他の単一の概念には還元できないと主

張する90。そして人生の意味についての諸々の見解は、超自然主義的なものであれ自然主義的な

ものであれ、次の問いに答えるという点でのみ統一性をもつ、いわば家族的な類似性によってま

とめられた集団なのだという主張を行なっている。その問いとは、（人生の意味の問題が単に福利

と道徳性の問題に尽くされないとして）「どのようにして人は人生に目的をもつのか、どのように

して個人は動物的本性を越えた内在的価値と結びつけられるべきか、どのようにして大きな賞賛

に値することをするか」91という問いである。 

メッツによる分類は、福利に関する標準的分類と並行的なものであり、それ自体妥当なものと

                                                        
88 英語圏の分析哲学における人生の意味の議論について、1980年から 2001年の議論のサーヴェイが Metz (2002) 
で、2002年から 2006年の議論のサーヴェイが Metz (2007) で行なわれている。それ以降の議論もMetz (2013) に
おいてほぼ網羅的に押さえられている。 
89 Metz (2002), pp. 783–801, cf. Metz (2001), pp. 138–140. 
90 Metz (2008), Section 1, cf. Metz (2001), p. 138, Metz (2002), p. 782. 道徳性と人生の意味の密接な関係を論じたも
のとしてはたとえば Thomas (2005) 。 
91 Metz (2001), pp. 150–151. メッツが挙げる、人生の意味と密接に関係する三つの要素――目的をもつこと、自己
を超越すること、賞賛（ないし尊敬）に値すること――については、伊勢田（2005）、182–184頁に簡潔に紹介さ
れている。 
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して受けいれてよいと思われる92。ここでは不死の扱いについて確認しておきたい。メッツの分

類は、それぞれの見解が意味ある人生を実現可能だと主張するか否かに関して、中立的な分類で

ある。たとえば、意味ある人生に不死が必要だという IRを主張しながらその実現が不可能だとも

主張するニヒリズム的見解は、超自然主義に分類される。しかしあとで見るように、私の考えで

は、人生の意味の条件とその実現の可否についての主張の関係はもっと微妙なものである。とく

に不死に関して言えば、自然主義的存在論（魂や神の存在を否定する立場）のもとで IRを主張す

る見解のすくなくとも一部は、自然主義的に理解することが適切だと考える。 

 

2.4.2	 不死性要件	 

意味ある人生には不死であることが必要だというのが、メッツの言う「不死性要件（IR）」であ

る。メッツによれば、IR は哲学者を含む様々な論者によって支持されてきたが、それら IR を支

持する論拠は三つに分類できる。つまり意味ある人生には「完全な正義（Perfect Justice）」、「究極

的結果（Ultimate Consequence）」または「限界の超越（Transcending Limits）」が必要であり、それ

らのいずれもが不死を必要とする、というものである93。すなわち、 

 

PJ：生前に苦しんだ場合には失ったものに対して埋め合わせが、悪いことを行なった場合に

はそれに対する処罰が、また正しいことを行なった場合には報酬がなければ、正義は完全に

果たされず、人生は意味をもたない。不死は、生前に果たされない「完全な正義」のために

必要とされる94。 

 

UC：人生において追求に値するのは、滅びて無くなってしまわないような「究極的結果」を

作り出すことだけである。自身が滅びないことを意味する不死が「究極的結果」のために必

要とされる。 

 

                                                        
92 自然主義の下位分類はパーフィット（Parfit 1984, pp. 4, 493–502〔邦訳書 4、667–679頁〕）やジェイムズ・グリ
フィン（Griffin 1986, pp. 7–72）による福利ないし自己利益に関する分類と並行的なものだと言える。パーフィッ
トの用語で言えば、快楽説および欲求充足説が主観主義にあたり、客観的リスト説が客観主義にあたる。パーフ

ィットは主観的基準と客観的基準のどちらにも適うことが必要だとする混成型の見解にも言及するが（Parfit 1984, 
pp. 501–502〔邦訳書 678–679頁〕）、それと並行的にスーザン・ウルフの次の立場を混成説として分類することも
できるだろう（cf. Metz 2008, Section 3.2）。「意味は、主観的な魅力と客観的に魅力あるものが合致したときに生じ
る」（Wolf 1997, p. 211）。またMetz (2013) で主張される「基礎性説（Fundamentality Theory）」も、ある種の混成
説として理解できよう。「基礎性説」とは次のような見解である。すなわち、人間の基礎的な関心事に向かう活動

がもつ行為者と独立の価値の実現は、人生が意味あることにとって十分である。だが他方で、そうした価値評価

を気にする行為者の態度もまた意味に寄与する。（Metz 2013, esp. Section 12.） 
93 Metz (2013), pp. 124–133では “realizing justice”, “making a permanent difference,” “transcending limits”と呼び方が
変更されているが、メッツの基本的な論点は変わらない。 
94 Metz (2003), pp. 164–170, cf. Metz (2002), pp. 789–790. 
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メッツによれば、何をしても死によって無になってしまうというトルストイ的見解95は、UCのよ

うな考えに基づき、それが不可能であるため人生は無意味だと主張するものである96。 

 

TL：意味ある人生には、限界の超越や、自分自身を超える価値（や価値をもつもの）とのつ

ながりが必要である。不死は「限界の超越」に必要とされる。というのは、それが人間の時

間的限界の超越だからである。 

 

メッツによればこの TLの見解はロバート・ノージックの議論に見出せる97。 

メッツは、これら既存の論拠がどれも IRを支持するものとしては不十分であると述べる。つま

りメッツによれば、完全な正義と究極的結果と限界の超越のいずれからも不死が必要だというこ

とは帰結しない。そこでメッツはこれらの論拠が IRを支持するように再構成を行なう。ただしメ

ッツの目的は IR の擁護にあるのではなく、再構成した諸論拠が神中心要件（God-centered 

Requirement, 以下 GR）――意味ある人生の実現には神が必要だという考え――をも支持すると

いうことを示すことにある98。さらに詳しく見ていこう。 

メッツが PJを不十分だとする理由は次のものである。生前に起ることに対する埋め合わせや賞

罰が、かりに意味ある人生に必要だとしても、不死は必要でない。それは、有限の人生のなかで

何を行なうとしても、それに釣り合う報いを得るには有限の時間で十分だからである（正義が実

現可能な世界で有限の期間存続すれば十分である）99。あるいは、道徳的に完成するために生前

の時間では足りないとしても、永遠の時間は必要ない。たとえば、道徳的完成のあとに死ぬよう

な理想的行為者も考えうる（ようするに、完成後に死ぬとしても完成はすでに達成されている）100。 

私の見解では、メッツによる議論は基本的に次の一つのパターンにまとめることができる。何

であれ人生を意味あるものにする性質を「P」で表そう（人生を意味あるものにするのに部分的
．．．

に
．
だけ
．．
寄与する性質ではないことに注意されたい）。たとえば性質 P の帰属対象は時間のなかで

持続する人である101。そしてそのような対象に対する Pの帰属の仕方に関しては、時間的な条件

                                                        
95 トルストイ『懺悔』、とくに 31頁。 
96 Metz (2003), pp. 170–173, cf. Metz (2002), pp. 788–789. 
97 Nozick (1981), pp. 594–595〔邦訳書 462–464頁〕. 
98 Metz (2003), esp. pp. 176–177, cf. Metz (2002), pp. 790–792. 私の見るところ、比較的早い時期に書かれたそれらの
論文においてメッツの意図は明言されていないと思われるが、人生の意味に関して、IRを支持する独立の（すく
なくとも神の存在と独立の）動機がないと示すことにメッツの主眼はある。メッツの最終的な狙いは、Metz (2013), 
Chapter 8において論じられているように、魂中心説と神中心説に共通する動機を批判することによって、両者を
ともに退けることにある。本章注 127も参照。 
99 Metz (2003), p. 165. 
100 Metz (2003), p. 167. 「最終的には死ぬ道徳的に理想的な行為者」の例として「復活しないイエス（an unresurrected 
Jesus）」を考えることができるとメッツは述べる。 
101 意味をもつのは、たしかにある人の「人生」である。しかし、人生が意味あるという性質は「人」がもつ性質
である。家族が幸せであるという性質も、作家としての名声をもつという性質も、人生でなく人の性質である。 
次節以降で論じるトルストイ的ニヒリズムへの批判は、人生と人とを区別すべきだという論点によっても可能だ

と思われるかもしれない。つまり、死によって存在しなくなるのは人であり、意味をもつのは人生であり、人生
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がある。メッツの批判はようするに、Pを得るためにその性質の持ち主の存続が永遠のものであ

る必要はない、というものである。それは、Pを獲得するために Pの獲得時に存在していること

は必要だが、獲得のあとの存続は必要ないからである。この議論の図式は UC、TLについても同

様である。確認しよう。 

UC への批判は次のものである。永遠の結果を生み出すために自分自身の永遠の存続は必要な

い。ある人の行為によってなされた結果は、自分以外の永遠の存在者に影響をもたらすことやそ

の功績が世代を超え永遠に語り継がれることで、永遠のものになることが可能だからである102。

これは次のように言い換えられるだろう。ひとたび「永遠に存続する何かに影響を与える」とい

う Pを獲得すれば、それよりあとの持ち主の存続は必要ない。 

TL批判は次のものである。永遠に存続するのであれば、たしかに人は自身の限界を超越すると

言える。しかしそれは、時間的な超越という超越の仕方の一つにすぎない。限界の超越は永遠の

存続以外によっても、たとえば他者を愛することや芸術作品の創造によってもなされうる103。つ

まり「外部の価値とつながる」という Pの獲得により、自身の限界を超越できるのである。そし

て Pの獲得よりあとの存続は必要ない。 

メッツはこれらの批判に対しそれぞれの論拠を修正する。その修正は、永遠の存続が帰結する

ような性質を考えるというものである。そのような性質を以下では「P*」と表す。P*はもちろ

ん人生を意味あるものにする性質の一種である。つまり、P*によって代表される諸性質の集合は、

Pによって代表される諸性質の部分集合である。 

PJの修正は次のようになる。生前に有徳であった人にはその欲求に応じた報酬があるべきであ

り、それがなされてこそ正義が実現される。良識ある自律的な人104は「永遠の
．．．

至福（bliss）」105や

「永遠の
．．．

理想的開花（flourishing）」106を欲する。この場合の P*は「永遠の
．．．

至福（開花）に対する

欲求が充足する」という性質である。この修正では明示的に言及される形で「永遠」が Pを得る

ための条件の一部になっている。つまり、不死は「永遠の
．．．

至福（開花）」に必要であり、もちろん

それに対する欲求の充足にも必要というわけである。またそのような有徳な人は、神という概念

を知ってさえいれば神との関わりをもつことも望む、とメッツは述べる107。 

UC の修正においても、永遠の存続を必要とする形に再構成が目指される。修正版 UC におい

                                                                                                                                                                             
それ自体は死によって存在しなくなるわけではないため、死によって意味を失ったりもしない、と。だが本節が

狙いを定めるトルストイ的ニヒリズムの支持者は、こうした論点に対してはおそらく強調点を変えて応じるだけ

だろう。すなわち、死によって人生もまた存在しなくなるのだとか、私が存在しなくなるのだから、人生が意味

をもつことに何ら重要性はない、とかと主張することもできよう。本章の以降の議論は、人生の概念に置き換え

て（必要な修正を加えて）理解すれば、そうした主張にも応えられると思われる。 
102 Metz (2003), p. 171. 
103 Metz (2003), p. 174. 
104 精神的に健康で、十分な情報に基づき選択し、神経症や脅迫、適応的選好形成の影響を受けない行為者である
（cf. Metz 2003, p. 168, Metz 2007, p. 200）。 
105 Metz (2003), p. 169. 強調は引用者。 
106 Metz (2007), p. 200. 強調は引用者。 
107 Metz (2003), p. 169. 
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て人生を意味あるものにする P*は「無限の価値を認識する」ことである108。自身の行為の結果

が適切な仕方で人生の意味に関係するには、その結果の価値を認識することが必要だからである。

そのためには永遠の時間、つまり認識主体の永遠の存続が必要である。また、その無限の価値を

もつものが何かと問われれば、自然な一つの答えが神である109。 

TLは次のように修正される。そのさいの P*は「動物的自己をはるかに超える内在的価値と最

も強い仕方でつながる」110という性質である。不死の魂にはそれ自体、他の存在者からの独立性

や、分解されないという統合性といった、物理的で感覚を有するという動物的本性を越えた内在

的価値がある。そしてそれらと適切につながる仕方は「自分が魂をもつと学び、それが堕落しな

いよう配慮する」111ことである。さらに不死以外にそういった内在的価値をもつものは神で、神

とつながることも人生を意味あるものにすると考えられる112。 

私の考えでは、人生の意味と不死の関係についてメッツとは異なる理解が可能である（それに

ついては次節で論じる）。それを措くとすれば、PJ、UC、TLに対するメッツの批判は説得的であ

ると思われる。しかしながら、彼の修正の議論に対しては以下のような懸念を述べたい。まず、

修正版 PJについて。良識ある自律的な人が「永遠の至福」を求めると考えるのはなぜなのか。至

福や開花が望ましいものだという点はよいとして、それがなぜ「永遠」でなければならないのか

は説明を要する。すなわち、有徳な人のもつ欲求の対象になぜ正義の実現や道徳的完成だけでな

く永遠の至福や永遠の開花といったものを加える必要があるのか。その理由が示されないかぎり

それらの追加はアドホックなものに見える。修正版 UC に対しては次のような懸念を述べること

が可能だ。無限の価値を認識することが必要だとしても、そのためになぜ認識主体の永遠の存続

が必要なのか。無限の価値の認識を永遠の時間をかけて行なうのではなく、ある時点ですっかり

認識するのではなぜいけないのか。ひとたび無限の価値をある時点に認識したのちにその人が消

滅するとしても、何も損なわれないのではないか。修正版 TL についても同様の指摘が可能であ

る。霊的な魂であり統合性をもち続け、その価値に配慮し最終的に消滅しても、それには依然と

して価値があるのではないだろうか113。 

                                                        
108 Metz (2003), pp. 172–173. 
109 Metz (2003), p. 173. 
110 Metz (2003), pp. 174–175. 
111 Metz (2003), p. 175. 
112 Metz (2003), p. 175. 修正版 TLに関するメッツの議論はすこし不用意なように思われる。それまでの議論では
魂の不死を「無限に存続する」という意味で用いるのに対し、TLの修正では「無時間的（atemporal）」という意
味で用いるのである。たしかにMetz (2003) の冒頭 p. 163において、永遠の生（eternal life）には「時間的」と「無
時間的」という二つの意味があると述べられてはいる。しかし二つは異なるものであり、すくなくともこの文脈

では区別すべきものだろう。たとえば「過去未来の区別がない無時間的領域」（Metz 2003, p. 165）ではどんな変
化もなく、現世で得られないどんな性質も新たに得る

．．．．．
ことはないだろう。さらに不死が「無時間的」を意味する

という選択肢が採用できるのであれば、PJはメッツの批判をかわせるのではないか。つまり、PJにはともかくも
死後の魂が必要であり、魂になるとは無時間的領域に入ることであり、そこから IRが帰結する、というように。
なおMetz (2007) および Metz (2008) では、魂中心説の有力な論拠は「二つ」であると述べ、TLを含めていない。 
113 メッツは PJ批判のさい、かならずしも霊的な自己が永遠に存続するわけではないと述べる。「人の同一性が霊
的実体によって構成されているとしても、〔･･････〕肉体より長く存続し、ある時点で消滅する霊魂（spirit）をも
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2.4.3	 トルストイ	 

前節の議論をまとめよう。PJと UCと TLの三つの論拠に対するメッツの批判は、Pの獲得よ

りあとの主体の存続は必要でなく、ましてや永遠の存続も必要ない、というものである114。メッ

ツの提案する論拠の修正は、いわば不死帰結的な P（すなわち P*）を考え出すというものであ

る。その議論は、性質の持ち主の存続に関する主張である IR を P の要件の一部として再構成す

るという形になっている。そしてたしかに彼の提案する P*は永遠の存続を帰結するものだが、

しかしながら、さらなる擁護が示されないかぎりどれも恣意的なものに思われる。（それゆえ論拠

の修正の議論に基づく IRと GRとの関係に関する議論の正しさもまた、十分には示されてはいな

いことになるだろう。） 

三つの論拠に対するメッツの批判は正しいと思われる。それらの論拠はじつのところ不死性を

要請しない。さらに私の見るところ、不死を帰結する形にそれらを修正することは、メッツが考

えるほど容易ではない。ひょっとすると、IRにおける「不死」の意味を弱めることによって、そ

れらの論拠を妥当なものとして理解することができるかもしれない。この選択肢はメッツ自身が

示唆している115。じっさい PJと TLに関してはそうした選択肢もありうると思われる。その場合、

PJにおいて言及される「不死」は、ある形の「死後の存続（afterlife）」と解釈することが PJの自

然な理解だろう。TLに関しても、たとえばある計画や願望の実現に対して短すぎる生（時間的限

界）を補う形のある程度の存続として「不死」を解釈することは無理のない理解であろう。以上

のように解釈するなら、PJと TLは、依然として超自然主義的な主張かもしれない。だがその場

合それらは文字通りの永遠の存続に関する主張ではない。 

しかしながら、メッツが UC を引き出すトルストイの主張には、人生の意味と死との強い関係

が明示的に含まれているように見える。そしてそれは PJとUCとTLのいずれのものとも異なる。

トルストイは次のように述べる。 

 

今日、でなければ明日、疾病が、死が、私の愛する人々の上へ、また私の上へ、襲いかかっ

て来るであろう、（現にいくどか襲いかかって来たのである！）そして、腐敗の悪臭と蛆虫の

ほか、何物も残らなくなってしまうのだ。私の行為は、それがどのような行為であろうとも、

早晩すべて忘れられてしまい、この私というものは、完全になくなってしまうのだ116。 

 

もちろんこの一節には、自身がもたらした結果が（忘れられることで）無になるという考え、つ

                                                                                                                                                                             
つと考えることが可能である」（Metz 2003, p. 166）。 
114 獲得した Pを失うような場合は Pの再獲得が問題となりうる。だが、Pの獲得とまったく同様のことが Pの
再獲得について言うことができ、いずれにせよ永遠の存続は必要ない。 
115 Metz (2002), p. 792. 
116 トルストイ『懺悔』、31頁。 
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まり UC も含まれている。そしてメッツの指摘する通り、その考えは誤りである。ずっと語り継

がれることも可能であるし、永遠の存在者に影響を残すことも可能である。そしてそのために不

死は必要ではない。だがこの一節には、死によって人生がただちに無意味になるという、裏返せ

ば、人生の意味には不死が不可欠だという、不死と人生の意味との端的な結びつきが示されてい

る。PJ と TL および UC において、不死が、あくまで人生を意味あるものにする諸性質の獲得の

ための一条件として登場するのとは対照的である。以上のことから、トルストイの主張には UC

と異なる考えが含まれると私は考える（IRとの関係について言えば、IRにはメッツの取りあげる

ものとは別の論拠がありうる、ということである）。 

 

2.4.4	 不死に関するもう一つの解釈 

以下では、トルストイの主張に含まれるメッツが触れていない考えを明確にしたい。まず、人

生が意味をもつ条件に関する一般的な図式を確認する必要がある。この図式は、本章第 3.1 節で

導入した、正や負の水準の福利をもつために必要なWという性質（あるいは、第 3.3.3節で導入

した、ある水準の福利をもつという W Lという性質）について論じたのと並行的なものである。

ある時間にある人の人生に意味があるとは、その時間に 

 

［１］Pをもつようなある人が存在する。 

 

ということと同値である。人が P をもつには一つの形式しかないが、他方 P をもたないという

場合には二つの形式がある。すなわち、 

 

［２］ある人が存在し、その人は Pをもたない。 

［３］Pをもつ当人が存在しない。そもそもその人が存在しない。 

 

の二つである。［２］が表すのは、ある存在する人について、その人が P をもたないということ

である。つまりその人の人生が Pに関して有意味になっていないということである（それゆえも

し P がその人の人生に有意味さをもたらす唯一の性質であるならば、［２］によってその人の人

生の無意味さを表現することができる）。［３］で念頭においているのは、死者の不在という現象

である。つまり、Pをもつのであれもたないのであれ、死によってそのような人がもはや存在し

ないこと、すなわち人生が終わったということである。私の考えではトルストイが主張する「人

生の無意味さ」には［３］が含まれる（またこれが「死んでしまうなら人生は無意味だ」といっ

たニヒリズム的見解において「無意味さ」と呼ばれているものの条件であるが、それについては

次節で論じる）。詳しく説明しよう。 

まず、福利について問題にしていた W（あるいは W L）と P との違いについて確認しておこ
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う。Wは正や負のある
．．
水準
．．
の
．
福利をもつために必要な性質（W Lはまさに、ある水準の福利をも

つという性質）であり、Pは人生を意味あるものにする性質である。人生の意味に関して Pのよ

うな性質を問題にするのは、第一に、意味については、水準をもつような価値だということが福

利ほど明白ではないからである。ただし、ある人生が他の人生より意味がある
．．．．．．．

という言い方は許

容できると思われるため、意味についても、比較可能な水準をもつようなものだと理解すべきか

もしれない。そうだとしても、第二に、すくなくとも人生の意味が、福利のように正や負の値を

取りうる双極的な構造を備えているということはほとんど明らかでない。とりわけ、人生が負の

意味をもちうるという考えは、すくなくとも自然なものではない117。以上のことが、意味に関し

ては、端的にある性質をもつかもたないかということがもっぱら問題になる性質として Pを定め

る理由である。正や負の水準をとりうるものとして人生の意味を理解するという選択肢について

は、あとで簡単に取りあげよう。また、この性質 Pをもつためには存在していることが必要であ

るということをひとまず前提しているが、この前提を採らない場合にも論点は大きく変わらない

ことをあとで確認する。 

ある人がある時点 t1に Pを獲得するとする。Pは道徳的完成でもよいし、家族との信頼や、も

っとありふれたものでもよいだろう。（再度注意してほしいのは、ここで想定しているのは、単に

人生を意味あるものにするのにいくらか寄与するだけの性質ではなく、それをもつ場合には常に

その人の人生が意味あるものであるような性質である。何かの偉業の達成などを考えるとより分

かりやすいだろう118。）その性質の獲得によって、その人の人生は意味あるものになっている。そ

の人が t1より後の時点 t2にその Pを失う仕方を考えよう。その人はそれを恐れている。その人が

t2以降も生き続ける場合、t2以降その人の人生は［２］の意味で P をもたない。これが一つの仕

方である。だが別の場合も考えられる。Pをもつある人が t2に死を迎え、死後の存続もないとし

よう。その場合は［３］の意味で t2以降 Pを「もたない」と言うこともある意味ではできる。 

さて、時点 t2にその人が P を失わないにはどうすればよいか。P を失わない仕方には、［２］

に関して「Pをもたない（意味がない）」を否定する仕方と、［３］に関して「存在しない」を否

                                                        
117 メッツはMetz (2013), esp. pp. 63–64において、人生が負の意味――メッツはそれを“anti-matter”と呼ぶ――をも
ちうると主張する。メッツは、普通の英語の言葉遣いからは意味が単極的な価値の概念だということが示唆され

ると認めながらも、次のように論じる。すなわち、意味の“アンチマター”がなければ、たとえば「スフィンク

スを面白半分に爆破すること」が「寝過ごすこと」よりもずっと悪いということは説明できず、どちらもゼロの

水準で無意味な行為ということになってしまう（ibid., p. 64）。この議論は説得的でないと私は思う。まず、二つ
のケースに対する評価が意味に関して異なるとするのが適切かどうかについて、それほど直観的に明らかという

わけではないだろう。面白半分にスフィンクスを爆破することもまた、何ら眼目のない単なる時間の無駄だと言

いたい人は多いだろう。さらに、二つのケースの違いは、意味以外の価値の違いとして十分に説明できるように

思われる。スフィンクスの爆破は、寝過ごすこととは異なり、歴史的な価値や美的価値を損なわせる行為である。

ただし、いずれにせよ、意味が負の値をとりうるという選択肢にもあとで簡単に触れる。 
118 偉業を達成したあとに、たとえば（家庭を顧みなかったために）家族が不幸であるなどの性質を獲得する場合、
その人の人生は意味あるものでなくなる場合もある、と言いたい人がいるかもしれない。より正確には、Pとし
て、〈偉業を達成しており家族が不幸でない〉というような性質をここでは想定していると考えられたい。（実際

に家族が不幸であれば意味ある人生ではないような人を想定しているのだから、これは恣意的な補足などではな

く、必要な詳細の明示化である。）Pを獲得しても、後に家族が不幸になれば、その性質は失われる。 
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定する仕方がある。前者は［１］の意味での（普通の意味での）人生の意味の維持である。後者

は死の否定であり、この考えこそトルストイの主張に含まれていると私が考えるものである。そ

れはとくに、前掲のような嘆きに基づき不死を求める主張の一つの自然な解釈であると思われる

119。前掲の引用箇所からは、トルストイにとっての Pが、家族の幸せであると示唆される。トル

ストイは［２］の意味でも人生が無意味になるのを恐れていたかもしれない。たとえば自身より

先に家族を亡くすとき、彼は［２］の意味で Pを失う。またもちろん、自身がもたらした結果を

忘れ去られることに対する、UC と関係する恐れも彼にはあるだろう120。だが前掲の一節に次の

恐れが表現されていることもまた、いまや明白だと私は思う。つまり、死によって Pを失うこと、

すなわち［３］の仕方で人生の意味を失うことへの恐れである。私の考えでは、トルストイ的な

見解に見いだすべき不死に関する UCと別の考えとは、［３］を否定するために不死を求めるとい

うものである。 

ただし注意が必要である。不死はたしかに［３］の否定を意味する。しかし、上述のようなト

ルストイ的見解の解釈のもとでは、メッツが論じた PJや UCや TLにおけるのとは異なり、不死

自体を「永遠の価値」といった種類の性質の獲得の条件として考えるべきではない。あくまで、

獲得のために不死を必要としないような人生の意味121を［３］の仕方で失うことを望まないとい

うのが、そのように捉えたトルストイ的な考えの率直な表現である。さらに言えば、家族の幸せ

といった自然主義的に獲得しうる性質こそが人生に意味を与える性質だとするのが、トルストイ

の考えの一つの自然な解釈ではないだろうか。もしそうならば、不死への言及があるにもかかわ

らずそれは、超自然主義には分類されず、むしろ意味ある人生の実現それ自体にとっては不死は

必要でないとするような考えである。ようするに「不死」は、永遠に存続する霊的な魂ではなく、

端的な死の否定を意味しうるとも解釈すべきなのである。もちろん、たしかに不死によって死の

否定は実現されるが、そのことによって人生が意味あるものになるのではない。人生を意味ある

ものにする性質はこの場合あくまで、家族が幸せであるといった性質である。 

 

2.4.5	 消滅とニヒリズム 

ここまでで、メッツの議論を検討することを通し、人生の意味と不死および死の関係を明確に

することを試みた。ところで、［２］と［３］が区別され、［２］によって無意味さを表せること

は明らかであるが、それでは［３］はどうだろうか。つまり死によって Pのような性質を“失う”

                                                        
119	 この考えをトルストイに帰することができると断言するつもりはない。ひょっとすると私によるトルストイの

理解は誤っているかもしれない。本稿の目的はトルストイの解釈ではなく、論理的に可能な一つの見解を明確化

することである。 
120 さらに、人生をかけた計画が志半ばで他でもない死によって頓挫することによっても、Pを失いうる。そして
それは［３］の仕方で Pを失うこととはあくまで区別される。 
121 そこには、メッツが取りあげる「完全な正義」、「究極的結果」、「限界の超越」といった概念とそもそも結びつ
けて論じる必要がないような Pおよび人生の意味が含まれる。 
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ことが、本当に人生を無意味にするかどうか、という疑問である。これに答えて人生の意味をめ

ぐる議論を終えることにしたい。 

私の考えはこうである。［３］は無意味さを表していない122。目の前のテーブルに赤いリンゴが

あるとしよう。そのリンゴも時間が経てば傷んで茶色くなる。変色したそのリンゴは赤くない。

変色する前、赤いうちにリンゴを食べればそのリンゴはなくなる。このとき、食べてなくなって

しまったリンゴについて、そのリンゴが赤くないとは言わない。そのリンゴは赤くないのではな

く、存在しないのである。前者が［２］と、後者が［３］と対応する。存在しないリンゴを赤く

ないとは言わないのと同様に、［３］を P の「喪失」と呼ぶのも、それゆえ「無意味さ」と呼ぶ

のも不適切だろう。私の考えでは、これが「どうせ死んでしまうなら人生は無意味だ」という前

述のニヒリズム的な考えが犯している誤りである123。また［２］と［３］のそれぞれの否定につ

                                                        
122 二つの種類の意味（無意味さ）があるという主張もある。リチャード・テイラーは客観的意味と主観的意味と
を両立可能なものとして区別する。すなわち、ある人について、その人の人生が客観的に無意味であり、かつ、

主観的に意味があるということが可能である。なお、Taylor (1970) の見解は通常、主観主義と理解される（cf. Metz 
2002, p. 795）。Taylor (1970) の議論の詳細な検討は Feinberg (1992) を、テイラーの主観主義への批判は Singer 
(1997), chapter. 10, 11を参照。また、長門（2014）も参照。長門裕介はそこで、主体の心的状態によってのみ人生
の価値が決まるというテイラーの主観主義が、人生全体の価値の算出方法として、人生に含まれる心的状態に関

する諸事態がもつ価値の単純な総和だとする選択肢しかもたない――そうでなければ人生に関する価値評価を放

棄するかのどちらかだ――と前提している（長門 2014、149頁）。しかし、心的状態説的主観主義の主張は、ある
基礎的な単位の時間がもつ価値（価値原子）が心的状態によって決まるという主張であって、それらの基礎的な

価値をもとに人生全体の価値がどのように決まるかについては開かれているはずである。たとえば、上昇傾向に

ある人生がよいとするブレンターノ的な「善き向上（bonum progressionis）」の原理（cf. Lewis 1955, p. 68, Chisholm 
1986, p. 71）を組み合わせることも可能だろう。これはまさに、Velleman (2000) を引いて長門自身が検討する高
階の価値の概念を用いたアイデアであると思われる（長門 2014、150頁を参照）。人生の意味は時間性に注目して
論じるべきだとする長門の指摘は、主観主義の是非とは独立だろう。なお、テイラーはのちに Taylor (1987) で見
解を変えている。 
またノージックは、限定された文脈における通常の意味での人生の意味と、究極的な意味とを区別する（Nozick 
1981, p. 618〔邦訳書 492–493頁〕）。しかし、［２］と［３］（およびその否定）の区別は、これらの区別とは異な
る。このような二種類の意味・無意味さを認めた上でも、本稿の区別はそれとは独立に成り立つ。たとえば、客

観的に無意味で主観的に意味ある人生についても［２］または［３］の両方が成り立ちうるのである。二種類の

意味があるというテイラーやノージックの見解自体には、本論文はとくに反対しない。人類そのものの存在の意

味を問題にする論者もいるが、その概念もここでの主題である個人の生の意味とは異なる。Metz (2013), p. 3も参
照。 
123 次のように言う人がいるかもしれない。リンゴが変色しすぐにその鮮やかな赤さを失うとき、その赤さについ
て、「はかない」と表現することができる。このはかなさと類比的な意味で「人生が無意味である」と述べること

があり、「Pは失われやすい」それゆえ「人生の意味は失われやすい」といった意味で「人生が無意味である」と
いう言い方もまた自然な言葉遣いである。そして、およそ自然主義的な Pが果物の色と同様失われやすくはかな
いものだとすれば、自然主義的な世界において、人生は無意味でありニヒリズムは正しいのだ。こう指摘する人

がいるかもしれない。（この指摘の可能性は本章のもととなった論文の匿名の査読者によって示唆された。）この

ような指摘には次のように応えたいと思う。第一に、そのような「はかなさ」は、あくまでリンゴが存在するか

ぎりでその性質の喪失について述べるのが、通常の用法だと思われる。リンゴが赤いうちに存在しなくなるとき

「はかない」と言われるとすれば、はかないのはその赤さではなく、その存在である（人が若くして死ぬときも、

はかないのはその若さではなくその存在である）。よって第二に、かりに自然主義的に獲得しうる Pが一般には
かなく、その意味での「ニヒリズム」が正しいとしても、それは本章の議論が反対する「どうせ死んでしまうな

ら人生は無意味だ」と表現しうるニヒリズムではない。第三に、自然主義的な Pが一般にはかないかというと、
それは疑わしいと思われる。たとえば家族の幸せや計画の達成は、相当の努力や幸運を必要とするにしても、自

然主義的世界のなかで獲得でき満足な仕方で維持しうると思われる。 
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いて言えば、先に見たように、［２］の否定はたしかに、人生の意味を主張することである。しか

し［３］の否定は、人生の意味を主張することではなく、人生の終わりを否定することである124。 

性質 Pとそれを主体がもつ時間の関係について、もうすこし詳細に見ておこう。ここまで、P

については、リンゴの赤さと同様に、それをもつために存在している必要があるような性質だと

考えてきた。この前提のもとでは、意味ある人生を送っている
．．．．．

ということを実現する性質として

Pを理解すれば、その特徴はよりはっきりするだろう。その場合［３］は、生前に Pを失うとい

うことを表す［２］とは明確に区別される。人が死後には Pをもたないとしても、それはただそ

の時に意味ある生を送っていない
．．．．．．

というだけである。そして［２］の仕方で意味を――おそらく

は、人生の十分に長い期間のあいだ――失わなかった人は、死後に「意味ある人生を送った
．．．

」と

言われることになるだろう。これこそが、人生が結局のところ意味あるものなのかについて気に

するべきことだと思われる。 

他方で、死の害に関する死後説のもとで性質W L について――W に関しては、すくなくとも

¬W について――主張したのと同様に、P を（¬P も）死後に主体がもち続けうる性質だと考え

ることもできよう。この見解に従えば、Pを獲得することで、ひとたびその人の人生が意味ある

ものになれば（そしてさらに［２］の仕方で P を失うことがなければ）、P をもち続けるその人

の人生は、死後にも意味がある
．．
のである125。このように考える場合、ニヒリストへの批判は二段

階になる。第一段階として、まず、福利と同様に、単純にその性質は死によって失われるとはか

ぎらないと指摘することができるだろう126。ここでは、人の死後にもその人にとって重要なこと

                                                        
124 ウルフも、ネーゲル（およびトルストイやカミュ）のニヒリズムが主張する「無意味さ」と、真正の人生の無
意味さとを区別しなければならない、と述べている（Wolf 1997, pp. 214–215）。だが、ウルフが真正の意味での無
意味さと区別するのは、宇宙の中での人間の存在の卑小さによる「無意味さ」であり（Wolf 1997, p. 215）、［２］
に対して［３］を区別するのではない。また、存在の卑小さによる無意味さという考えに対してガイ・カヘイン

（Kahane 2014）は説得的な批判を行なっている（ただしそこでカヘインは「意味（meaning）」ではなく「相対的
重要性（significance）」について論じている）。 
125 意味ある人生を送ったとか、意味ある人生だったとかというように、過去形で表現されないことに違和感を覚
える人がいるかもしれない。そのような表現が可能なものとして Pを定義してもよいだろう。いずれにせよ、「人
生に意味がある人だ

．
」という表現と「人生に意味がある人だった

．．．
」という表現を区別しなければならない。ここ

で考えている見解は、死後から見て過去に人が Pをもった
．．．

というものではなく、死後の時間に Pをもつ
．．
というも

のである。なお、人生に意味があるという性質は人が無時間的にもつ性質ではないだろう。それは獲得したり失

ったりすることができる。 
126 もちろん志半ばで死んでしまうことによって Pを獲得できない

．．．．．．
ということもあるだろう。それでも、それは

死によって Pが失われることとは異なる。だが、Pを死後にももちうる性質だと考えることは、ひょっとすると
好ましくない一歩を踏みだしているかもしれない。ニヒリストは、死によって人生が無意味になるというのは次

のような考えだ、と応じるかもしれない。人生を意味あるものにする性質には、すくなくとも、偉業の達成のよ

うな種類の性質と平穏な暮らしというような種類の性質の二種類がある。前者のような性質については、ひとた

び偉業を達成すればそれを達成したことが変わることはない。そのため、いったん Pを獲得すれば、死後にもそ
れをもち続けることができる。だが、後者の種類の性質をもち続けるには、その性質をもち続けるために維持し

なければならない状態（すなわち平穏な暮らし）がある。ニヒリストはそうした性質について、死によってその

状態が維持されなくなるのであれば、死によって人生は無意味になるのだ、と主張するかもしれない。しかしま

ず、われわれになじみのある実際の人生の例は、そのような考えが誤りであることを示唆しているだろう。平穏

な暮らしは、生きている限りでそれまで（おおよそ）維持してきた
．．
ことによって人生を意味あるものにするとい

うのが普通の理解ではないだろうか。そうした人生を生ききった人は、死後にもその人生について「意味がある
．．
」
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があるとする死に関する第一の直観が問題になっていると言うことができるだろう。それでもな

お死によって意味を失うと主張するニヒリストは、第二の直観を問題にしているとみなすことが

できる。そのようなニヒリストに対しては、［２］と［３］が異なることを指摘すればよい。つま

り、死後に Pをもたないことと、Pをもつのでももたないのでもないことは異なるのであり、［３］

は［２］で表される真正の無意味さを表していない、というように。 

さらに前節で言及したように、ある水準の意味を人生がもつという性質として Pを考えること

もできる。その性質を「P L」と表そう。その場合にも、死と無意味さを結びつけるニヒリストの

主張は、第二の直観を、すなわち「消滅」を指摘していると理解できるだろう。つまりそれは、

死によってゼロ（や負）の意味を人生がもつ（それゆえ P Lをもつ）のではなく、死によって人

は P Lをいっさいもたなくなるという指摘であり、人生に意味があるとかないとかということが

死によって問題でなくなるという指摘である。そしてそれはやはり、第一の直観に基づいて言わ

れるような、人生に意味がないという主張とは異なるのである。 

ニヒリズム的見解は誤りであると私は考える。人生は、消滅によっては無意味にならない。だ

が他方で、ニヒリズム的見解は人生の意味のもつある重要な側面を捉えているとも思う。メッツ

が前提するように不死を超自然主義的に考えるとしよう。その場合、不死と人生の意味との関係

に関する説明は（通常われわれが想定する）自然主義的存在論のもとで一般に次のようなものに

なるだろう。すなわち、不死によってしか得られないような「最上級の価値」127といったすばら

しい性質があるのだが、われわれはそれを手にすることができない。なぜなら人は死ぬからであ

り、だとすれば人生は無意味である、と。だが自然な説明の順序は逆ではないだろうか。われわ

れはすでにわれわれの生のなかに善きものを見いだしている。だが人は死に、存在しなくなって

しまう。そのことに気づくからこそ人生の「無意味さ」が主張される。そしてその「無意味さ」

を否定ないし克服するために、不死（またはそれより弱い形の死後の存続）を求めるのではない

のだろうか。死を嘆くニヒリズム的見解は、われわれの生にすでに内在している人生の意味を適

切に捉えていると言える。とはいえやはり、次の点を再度強調しておきたい。このような仕方で

死を人生の無意味さに結びつけるべきではない。すべての意味ある人生が最後には終わるとして、

それが目眩を起こさせるような大変なことに思えるとしても、それによって人生が無意味になる

わけではない。消滅は、人生の意味や福利といった価値の埒外なのである。 

 

 

                                                                                                                                                                             
と言われるだろう。では、死によって［２］の意味で失われるような Pがあるとニヒリストが主張するとすれば
どうか。（そのような性質があるというのは疑わしいが）それが正しいとしても、死ぬから人生は無意味だという

ような一般的な主張を認める理由はないだろう。 
127 Metz (2003), p. 177. メッツによれば、魂と神の概念の共通性を説明するのが「最上級の価値」の概念である。
なお、魂中心説と神中心説を主張する共通の動機となる見解を、メッツは後に「完全テーゼ（perfection thesis）」
と呼んでいる（Metz 2013, esp. p. 138）。完全テーゼとは、人生の意味の実現には「最大限に認識可能な価値
（maximally conceivable value）」に関与することを必要とする、という主張である（ibid.）。 
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2.5	 第二の直観と生に対する真剣さ	 

第一の直観と第二の直観のどちらが正しいのかについて、本論文は開いたままである。私の考

えでは、それらは人生のなかで代わる代わる現れ、どちらも捨てることのできない、われわれに

とっていずれも重要な死に関する直観である。その二つの直観をどのように受けとればよいのだ

ろうか。とりわけ、第二の直観に従った死の理解とわれわれはどのように付き合えばよいのだろ

うか。第二の直観が、それが死に関する唯一の直観でないとしても、ともかくも正しいものなの

だとすれば、生に対して真剣であることは結局のところ馬鹿げているということになるのではな

いか。 

本章第 3節において、世界から一切の価値を剥ぎとるような観点と第二の直観が、その気分
．．
を

共有しているということを述べた。ネーゲルによれば、われわれ人は、自分自身の生に対して真

剣である観点とそうした真剣さを挫くような一歩退いた観点のどちらからも逃れることができな

い。そうしたわれわれの状況に対してネーゲルが勧める対処法は、アイロニーである128。基本的

には、このネーゲルの考えに従うのがよいと私は考える。そのさい重要なのは次の点である。真

剣さを挫く観点に対してそれを避ける努力をする必要はない。その観点は、何かを避けるべきで

あるということを告げることもない。その観点は、そのような真剣さを挫くような、何も重要な

ことなどないと告げるような観点なのであり、その観点に従ってわれわれが何かを真剣にするこ

とはできない。そして第一の真剣な観点からもまたわれわれは逃れられないのだから、その第一

の観点とともにあるときに真剣であればよいのである。それ以外に手立てはない。 

ただし、第二の直観とネーゲルの言う一歩退いた観点には、それが死によってもたらされるか

どうかという点に由来する違いがある。まず、第二の直観は、個々の個体について局所的に問題

にすることができるが、他方の後退した観点は、包括的にあらゆる事柄に対して適用される。次

に、第二の直観が主体の死後についての限定的な観点であるのに対して、ネーゲルの言う観点に

はそうした時間的な限定がない。第二の直観は、他人に関しては、その対象である死の時間がお

とずれるまでは何もする必要はないし、ひとたびその時間がおとずれれば、その観点を避けるこ

ともまた重要でない。第二の直観に従うとき、葬儀といった死者に対する儀式や行為は無意味な

ものに思われるだろう。だが、おそらく多くの人はその感覚に留り続けるわけではなく、すくな

くともときどき、第一の直観に連れ戻されるはずである。第二の直観に従い、しめやかに執り行

なわれる葬儀に違和感を覚えたとしても、それを馬鹿げているなどと言うのは、その直観の正し

                                                        
128 Nagel (1979), pp. 20, 23〔邦訳書 33、38頁〕. ネーゲルもまた、死と人生のばかばかしさを結びつける見解（Nagel 
1979, p. 12〔邦訳書 19頁〕）について論じている。そしてそれが、自分自身を一歩引いて見ることの（不正確な）
メタファーだと主張する（Nagel 1979, p. 21〔邦訳書 34頁〕）。しかしながら、死についてネーゲルがそこで問題に
しているのは、行為のもつ価値やその理由の正当化の連鎖が人間の（時間的な）限界によって途切れてしまうと

いう認識論的なアイデアであり、それは本論文で論じてきた第二の直観とは異なる。本論文が死との関係におい

て問題にしているのは、ネーゲルの中心的関心である価値の正当化や重要性なのではなく、そうした価値の存在

自体である。 
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い理解に照らして過剰な（誤った）反応である。それらのことはただ虚しいだけなのだ。そして、

いずれおとずれる自分自身の死については、その観点の対象である時間が自分に
．．．

おとずれること

はない。生前にはそのような時間がおとずれることを気にすることにも、第二の直観から逃れよ

うとすることにもまた、何ら重要性はないのである。われわれはいつか来る自身の消滅に対して、

驚きうろたえ、ぞっとするだけである。 
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�ʁȫ|¥u�8>ʨɪ;ȿǪ*V¨4>Ĭ̭8.>ĢƜZǗT�;(0�J+�8F�&PQSR

8(6�āņˉ;Ļ5�6ȉ>ŜZˉǗ*V0M;?�ȉʏ�ȉƆ>Ǜ̕;řJ30ȏȤ>ɠü

ZN48��ʎ��ƜĥZ:*ƌʯ��V$8ZǗɚ;(0�&T;.>ʎ��ƜĥZ:*0M

;?�Ȳř>ȏȤ>ɠüZN48��ƑˣZĢM6�.N.Nȉʏ�ƑˣZN4$8�Ěʔ7:

"W@:T:�8��Ĭ̭��30�ÿʏ;4�6?�ɯ 1ɬɯ 4ɵ;��6ʷȒZ¬�0�Ȋ

VƆʏ>Ĭ̭8�ȉʏ8Ƚʏ>̖Ô;̖*V8F�&PQTR�ȉʏ>Ğÿ>ƴɜ;̖*V8F�

&PQUR>*G6ZʷȒ*V;?�Ɓʐ©ŔɍǭʂK�«ĚȂ7�V�.�(0ǭʂK>Ûʫ

8(6�Ǒ�_�¢j±ʍ�̼ ɯ 1ɬɯ 6ɵ �̽�Ȑ²±ʍɍİȃæ±ʍ�̼ ɯ 1ɬɯ 7ɵ �̽�Ȑ²

±ʍɍ¨ȃæ±ʍ�̼ ɯ 1ɬɯ 8ɵ̽;SVʷȒ>ǒ̒Z.W/WɷĎ;ɚ˅(0� 

ɯ 2ɬ7?��ȉ?ËN>7N:��8ʩ(�V�ȉ;̖*VC��?H;4�6ˏ)0�.$

7?J+�b�i r±ʍZƩúɍ;ǹʺ(0�8�ɯ¦>ɑʵ8ţȍ&,VƁ7�ɯ¶>ɑʵ

>ǗɚĉZʧ:30�ɯ¦>ɑʵ8?�ȉʏZ�]�:N>8(6ę"8U�º>ȉƆ;N.>

º;ţ*VɔĀ&?Ö0WV8��ȉ>ȼʷ7�U�ɯ¶>ɑʵ8?�.>ɔĀ&Zƶ S�:

ȉ>ȼʷ7�V� 

ȉʏ?�Ǜ̕>:�7�46œķ(N?Pœķ(:�ţ˚7�V�ǧɬ>Ǡù7?�.>S�

:ȉʏ;4�6̆ø:ˉǗZ¬�VÛʫ8:V¨4>Ɓʐ©ŔɍǭʂK;ţ(�&T;˄ʀ:ǹ

ʺZą�V�J+�8F�&PQUR>�ƴɜ>Ĭ̭��Ȼķ±ʍ;��6Ƚ)VĬ̭18��

$8ZǗɚ;(0�8�Ǒ�_�¢j±ʍZʂKĜY,V$87�.>Ĭ̭�ʷȒ&WV$8Z

ɚ˅*V�ʆ�6�8F�&PQSR8QTR8(6�ȉƆ>ƑˣűŬ¦ʜ;̖*V� 4�>

ˏȩ;4�6�¨4>ǭʂK>ȍ˳Zʧ:��.WT>˖ˏZʃ6�Ǒ�_�¢j±ʍ�ȉ;̖

*Vɯ¦>ɑʵ1"7: ɯ¶>ɑʵZNʙȭ;ˉǗ*VǭʂK7�V$8�Ǡʁɍ;?ɜ&W

V�J0.>˖ˏZ˽(6�Ǒ�_�¢j±ʍ>N87�ȉʏ�9>S�:ǧƑZN4ţ˚7�

V>��ǗT�;:V� 

 

3.1� +(�6M�

ǧɵ7ˏ)V>?�º�N?Pœķ(: :30Ǜ̕;��69>S�:œķˏɍ˰÷ZN4

>�8���ȉʏZM!Vţ˚>Ƴʆ8Ǜ̕;̖*VƁʐ©Ŕ>Ĭ̭7�V�ǧɵ7?J+�Ǜ

̕;̖*V±ʯ:¶4>œķˏɍʰʷ7�V�Ȼķ±ʍ8Ȑ²±ʍ>Ļǧɍ:±ŽZòŸɚ˅*

V�.W;SU�8F�&PQUR�Ȼķ±ʍ;��6Ƚ)VĬ̭7�V$8ZǗɚ;(0�8�
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Ǒ�_�¢j±ʍZǂȾ*V$87.>Ĭ̭�ʷȒ*V$8ZǗT�;*V� 

 

3.1.1� ;(�E�9��E 

Ǜ̕;̖*Vœķˏɍʰʷ;?��Ȼķ±ʍ̼presentism �̽8�Ȑ²±ʍ̼eternalism �̽8��

¶4>Ń� ţɫ*VɫĽ��V�Ȼķ±ʍ8?�œķ*VN>?Ȼķ>Ǜ̕8Ȼķœķ*VN

>1"18��ʰʷ7�V�Ȑ²±ʍ8?�́ē�Ȼķ�ǥǪ>Ǜ̕8.>Ǜ̕;œķ*VN>

*G6�ĝ)Ɯĥ7œķ*V8��ʰʷ7�V�Ȼķ±ʍ��œķ*V�8��ǼƏZ¦4(�

N0:�——�V�?�œķ>Ɯĥ?�Ȼķœķ*V�8ɰ(�8*V——>;ţ(6�Ȑ²±

ʍ?ɭɍ7ȬǛýɍ:�œķ�8�Ǜȩ;ɒţɍ:��VǛȩ;œķ*V̼exist at a time �̽——

�V�?��VǛȩ;ȻWV̼be present at a time �̽——8��¶4>œķǼƏZN41�Ȑ²±

ʍ>Ⱦ�V��VǛȩ;œķ*V�8��ǼƏ?��Vĸȩ;œķ*V�8��ǼƏ8̰ȍɍ7

�V�ÿʏ?ţ˚8Ǜȩ
̾̾
>��1;ƣUɫ4�“““?“““;Çʋ*V�8��̖Ô7�U�Ɔʏ?

ţ˚8ĸȩ
̾̾
>��1;ƣUɫ4�“““?“““;Çʋ*V�8��̖Ô7�V�Ȼķ±ʍ;SW@�

vi�|r?N?Pœķ(:��Ȑ²±ʍ;SW@�vi�|r?̼ɭɍ;?̽œķ*V��Ȼ

ķ?œķ(:�2� 

ɯ 1ɬ>ó̬7ĘU�#0�º?ȉ=@œķ(: :V8��ʁȫ|¥u?�ȉ;̖*VYW

YW>ÿȼˏɍȼʷZʩȻ*V|¥u7�V�.>0M�ʁȫ|¥u;��6ʹĕ&WV�œķ�

?�Ȼķ±ʍ8Ȑ²±ʍ>92T>œķǼƏ;ȮT(6NȼʷĚʔ7�VG�7�U�J0.W

?)3&�Ěʔ;ʰ�V�Ȼķ±ʍ;SW@�vi�|r?Ȼķœķ,+�.WQ�ɭɍ;Nœ

ķ(:��Ȑ²±ʍ;SW@�vi�|r?ɭɍ;?̼ȬǛýɍ;?̽œķ*V��Ǜȩ;ɒţ

ɍ:Ɯĥ7�Ȼķœķ(:��$>S�;�+W>ʰʷ>N87N�ȉʏ7�Vvi�|r�Ȼ

ķœķ(:�8��$8?ȼʷĚʔ7�V� 

 

3.1.2� 8F
N�@<�5������E�

8F�&PQSR——ȉ>ŜZʪV8ƐYWV±Ê�ȉƆ;?œķ(:�——?�ɯ¦;?�

±Ê�N?Pœķ(:�ȉƆ>Ǜ̕;��6N.>±Ê?řJ30ȏȤ>ɠüZN2�V��8

��Ĭ̭7�30�*7;ɯ 1ɬɯ 3ɵ7ɚ˅(0S�;�.>Ĭ̭;?&T;�±Ê�ȉƆ>

                                                        
1 01(Ȑ²±ʍɍİȃæ±ʍ>N87�Ǜȩ;ɒţɍ:Ɔʏ>œķǼƏ?�ȬǛýɍ:ÿʏ>œķǼƏ8Ǜ̕
ɍ̋÷;S36řʍ*V$8�7�V�ɯ 1ɬȗ 72NĔȮ� 
2 Ȼķ±ʍ8Ȑ²±ʍ>¼;N�08�@�ƣ̓� {iŕŘˉ̼growing block universe view̽8��ʰʷNǀǶ
&W6�V�.W?Ǜ̕>ʃ́88N;ŕŘ?ƣ̓*V8��ʰʷ7�U�.>N87�́ē8Ȼķ�œķ(�

ǥǪ?œķ(:�8±Ž&WV�01($>ɫĽ?�ǥǪ;4�6?Ȼķ±ʍ>ɫĽ8ŀYT+�́ē;4�6

?Ȑ²±ʍ>ɫĽ8ŀYT+�Ȼķ;4�6?92T>ɫĽ8NŀYT:�8ʎ�TWV0M�¿ª7?ʎƠ(

:�� 
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Ǜ̕;.N.NËT�>ƑˣZN4$8�Ěʔ��8��Ĭ̭ZĢ[7�0�.WT?�±Ê>

«ķ>Ĭ̭�87NĦC�VĬ̭7�30��ĝ).>Ğÿ7ĦC�V�&T;.W8?Ċû&

WV8F�&PQUR��ǢƜĥ7�VS�;ƐYWVĞÿ>ƴɜţ˚�ȉƆ;?œķ(:��

���V$8Nɯ 1ɬɯ 4ɵ7ɚ˅(0�¿ª7˄( ʰVS�;�.W?p¢��:Ȼķ±ʍ

>N87Ƚ)VĬ̭7�V� 

Ȼķ±ʍ;SW@�œķ*V̼* : 8NîÊɍ:̽ţ˚?Ȼķœķ*Vţ˚1"7�V�

1980 Ŵ;õſ;ÚW0q�¢8 2014 ŴȻķ;NJ1œħ>.>Ō�¥m8��¶º>º;4�

6ʎ�S��ɿɑ;ʎ�W@�Ȼķ±ʍ>N87��q�¢�8�30�N?Pœķ(:�º>Ğ

ÿ?ƴɜţ˚N0:�$8;:V1X��.�18*V8��q�¢?�¥m8ʄŐ(0�:9>

�q�¢�8��ĞÿZĢ[1ʹǗ?ɔ7?�U�:�$8;:V>7?:����V�?8F

�&PQSR;̖(6ʹ�@��q�¢?ȉ>ŜZʪ36�V�P�q�¢?ʟ (6õſ;ÚW

«ŵ7�V�8�30ȉ>Ŝ;4�6>ʹǗNJ0�ƜĥZ:&:�$8;:V1X��¼ǒ7�

2014Ŵ;œķ*V�¥m;4�6ʹYWV��¥mN�+Wȉ>ŜZʪV1X��8�30ǥǪ

Ǜý>ʹǗ;4�6?�0(�;.>S�:Ĭ̭?Ƚ):�8ʎ�TWV3�1�.WNȎÃM;

́�:�1X���¥m��+Wȉ;œķ(: :W@�.>Ǜ;?Ğÿ��¥m�;?N?P

ƴɜţ˚�:�0M�Ȼķ±ʍ>N8�.>ĞÿZĢLĎɣʹǗ?ɔ7?�U�:�$8;:3

6(J�>7?:��� 

&T;Ȼķ±ʍ?�8F�&PQTR;̖Ô*Vȃ>S�:Ĭ̭;Nɑ̥*VS�;ʰ�V�

2014 Ŵ;Ɋ˃&WV��¥m?q�¢ZƝ(6�V�8��ʹǗZʎ�S���¥m? 2014 Ŵ

>�VǛ̕;�VȲř>ƋɍƟŸZN4�q�¢? 1980 Ŵ;ȉ[7�U�2014 Ŵ;?œķ(:

���Ɲ*V�>S�:̖Ô>̖Ô̩>9W��œķ(:�ĽĜ;�̖Ô;̖*VʹǗZ9�ƨ�

@S�>��Ȼķ±ʍ?ĳ̢Zƭ�VS�;ʰ�V� 

Ȼķ±ʍ>ƭ�V$�(0Ĭ̭;ţ(6�Ǒ�_�¢j±ʍ?ʷȒZ¬�V$8�7�V4�¿

ª7?�.>¼>ǔœ>ǀǶ;N� 4�ʸW:�T�.WTSUNåW0Ǒ�_�¢j±ʍ;

SVʷȒǒȖZɚ˅*V�Ð8(6J+�2014Ŵ;��6ɔ7�V$8�Ɯĵ&W6�Vȃ>¶

4>ǏZʎ�TW0�� 

 

̼1̽q�¢?œķ(:�� 

̼2̽�¥m?q�¢ZƝ(6�V� 

 

ʁȫ|¥u�Ȇ("W@�q�¢?*7;œķ(:��.>0M�̼ 1̽8̼2̽;ȻWVĞÿ�q

                                                        
3 Cf. Bradley (2009), pp. 83–84. 
4 $>ʷȒǒȖ?�ȉʏ;̖*VʹǗ;̙ř&W+��forPp�¥ {i¤�¥�s8�30ǯɩ>ţ˚;
̖*VʹǗ;N̆Ⱦ(�VN>7�V�)3&�Ǒ�_�¢j±ʍ?.��30�^ip�¢Pɞ˃;̖*Vʹ

ǗZM!V˖ˏ;��6±;Ⱦ�TW6�0� 
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�¢�?œķ*Vţ˚Zƴɜ(:��J+�̼ 1̽>S�:ġřĎɣʹǗ>Ĭ̭;?�Ǒ�_�¢

j±ʍ>ǭʂK;ÒT:�ʷȒǒȖNǀǶ&W6�V�¾ʩɍ:N>?��¥~�¢�¤�{t

�;ű&WVĶǢĞ;̖*Vʻ˷ȼˏ5ZȾ�0N>7�V�.>ʰʷ;SW@��q�¢�>S

�:Ğÿ?��ɂɍ;ǢĞ:�¢�7£c¥e�8hx¥Z±;Ʈƀ(0�£\�¥�ö˰>ě

ü�>�¢�¥�8�30ɚřʻ˷>əʉƁ8(6÷ǫ*V$8�Ěʔ7�V�.>ˉ>N87�

08�@�ȉʏ7�Uœķ(:�q�¢;̖*V�q�¢?œķ(:��8��Ǐ?�q�¢Z

¦Ɯ;̇Cö*˷ˇZ�J�8ʩ*8(6�ȃ�á
̾
7�V$88(6÷ǫ&WV$8;:V �̼��

?œķZ˜ʡ&W0ǜ˽>œķ
̾̾
̐ĉő8(6ˊJW0� �̽ 

 

̼1*̽�x̼Jx &�y̼Jy 
 x=y̽̽  

 

1�$>ƤɄZ¦ʜɍ;ƼV$8�7�:�>?ǗɌ7�X��:-:T$>ƤɄ?�Ȼķ±ʍ

>N87�N?Pœķ(:�ȉʏ;̖*Vɔ:V
̾̾̾

ʹǗZƨ�$8�7�:��T7�V� 

J0�Ǜ̕Z̝60ţ˚9�(>̖Ô;4�6˷GV̼2̽>S�:ǏZƨ�$8?�Ȼķ±ʍ

>N87�¦ŭĳ̢7�V�.>$8Zɚ˅*V0M;�û>ÐZè;ʰS��ȃ>̼3̽>S�

:ʹǗ;4�6?�Ǒ�_�¢j±ʍZüȾ(:�̼ 3* 8̽(6÷ǫ*VǒȖ�ǀǶ&W6�V� 

 

̼3̽q�¢?��¥qp�¢7�30� 

̼3*̽P̼q�¢?��¥qp�¢7�V �̽ 

 

�P�?�“““8��$8�́ē;µŚ7�30̼It was the case in the past that… �̽8��́ēǛ

ýȥɴő7�V�$>ȥɴő?�“““8×)TW6�V̼It is believed that… �̽8ĝ) ðĈɍȥ

ɴő7�U�.>ÍȾĺ>:�;ȻWVĞÿ?ƴɜţ˚>œķZĢƜ(:�N>8ʎ��V6�4

JU̼3*̽?� 

 

                                                        
5 Russell (1905). 
6 $W?�p�¥ {i¤�¥�s�>S�:�^ip�¢>g��ix¥>Ğÿ�ɋĽ*VǏZ�ȱˇ S;S
W@“““̼ According to the story S… �̽8�30ȱˇȥɴőZȾ�6÷ǫ*VƤɄ8¯ʧɍ7�V�$>ƤɄ;?�

ȃ>S�:ǗT�;ɔ7�VS�;ʰ�VǏ;̆Ⱦ7�:�8��Ĭ̭�ƴǄ&W6�V� 
 
̼5̽p�¥ {i¤�¥�s?ƽßŦˉ>g��ix¥7�V� 

 
$>S�:ǏZ�m�¢¤�_��ǟ� 1887Ŵ�T 1927Ŵ;Ɋʩ&W0¦˾>ƽßŦˉ>ȱˇZ SD8(6� 
 
̼5*̽ȱˇ SD;SW@̼p�¥ {i¤�¥�s?ƽßŦˉ>g��ix¥7�V �̽ 

 
8÷ǫ*VY";?��:���¥�s?ȱˇ>:�7? ¢�¢;ÉK&J'J:µÁZʷȒ*Vƽß7�U�

ȱˇ>:�7Ŧˉ>g��ix¥:>7?:�� 
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̼3**̽�x̼x?��¥qp�¢7�V8��$8�́ē;µŚ7�30 �̽ 

 

ZĢƜ(:�8ʎ�V$8�7�V̼$$7N���?œķ
̾̾
̐ĉő8(6ˊJW0� �̽1��$

>ƤɄNJ0.WH9ʽ;?ɫ0:�1X��òŸ̼2̽>ÐZʰTW0��.$;ɋĽ*Vq�

¢�́ē;1"œķ*V 2014Ŵ;̤œķ>ţ˚7�V>;ţ(6��¥m? 2014Ŵ;œķ*V

ţ˚7�V�.>0M�̼ 2̽Zȃ>S�;� 

 

̼2*̽P̼�¥m?q�¢ZƝ(6�V �̽ 

 

8÷ǫ*V$8?7�:��̼ 2*̽?��¥m?q�¢ZƝ(6�0�ZƜĥ(�̼ 2̽ZƜĥ(:

��T7�V�N2X[�ĝ)Ǜ̕;í;œķ(6�0$8>�Vq�¢8�¥�;4�6˷G

TWVS�:�ƄT�í;œķ(6�0Ǜ̕;ƣUɫ4ʹǗ�q�¢?�¥�8ĝ)�¢�>�

¢�¥7�30�7�W@�$>ǒ̒;Ƈ��́ ēǛýȥɴőZȾ�6̆ø;ʩȻĚʔ7�X��

1��$>ǒ̒ZüȾ7�:�Ǜ̕Z̝60̖Ô?�UDW6�V� 

&6�ȉʏ>ĞÿZĢLʹǗ;ţ(6Ǒ�_�¢j±ʍ>̂îɫ6�9>S�;ȁʔ*V�Z

ɚ˅(S��ɯ 1ɬɯ 6ɵ7ʰ0S�;�Ǒ�_�¢j±ʍ?��œķ̼existence �̽7?: �Ǣ

̼being �̽Zʩ*�œķ
̾̾
Z
̾
˜ʡ&W6�:�
̾̾̾̾̾̾̾̾

̐ĉő8œķ˷ˇ�E!�ZȾ�V$87�̤œķ>

ţ˚;̖*VǏZǢƜĥ:N>8(6ƨ�$8�7�V7�¿ª7Ⱦ�V���?�ţ˚>œķ;

m�{~(:�.>S�:̐ĉő8(6ˊJW0��Ğÿ�q�¢�Z�j��Ğÿ��¥m�Z

�o���Ɲ*V�8��̖ÔZ�L�����¥qp�¢7�30�8��́ēǛý>ƑˣZ�M�

8*V8�Ǒ�_�¢j±ʍ>N87è>̼1 �̼̽ 2 �̼̽ 3̽?ȃ>S�;ʩȻ&WV� 

 

̼1**̽�x̼x=j & ¬E!x̽ 

̼2**̽�x�y̼x=o & y=j & E!x & ¬E!y & xLy̽ 

̼3**̽�x̼x = j & ¬E!x & Mx̽ 

 

J0��q�¢?ȉƆ;ŜZʪ36�V�;4�6N��ŜZʪ36�V�Z�H�8(6�ȃ>

S�;ʩ*$8�7�V� 

 

̼4̽�x ( x=j & ¬E!x & Hx) 

 

q�¢?1980Ŵ;õſ;ÚW6�:"W@2014Ŵ>ȻķJ7Ƚ�6Ș˯(6�0�N(W:��

                                                        
7 Yourgrau (1987), pp. 89–90�̊ʽ 196–197̧�, Yourgrau (2000), p. 50, Hinchliff (1988), esp. pp. 102–108. �¥i¤
�¢i��?œķ

̾̾
̐ĉő�E�8Ȳɣ̼particular̽̐ĉő�P�ZĊû(��œķ*V�8��˷ˇ�E!�Zťé(

:���œķǏ	 ExFx�8ȲɣǏ	 Px (Fx and x exists)�ZĝÜ18(6�V̼Hinchliff 1988, p. 106 �̽ 
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āņˉ;SW@̼.(6D4�>Ä˃>Ǐʕ;��6 �̼̽ 4̽?ɔ1X�� 

¿©>S�;�ȉʏ>Ğÿ>ƴɜ;̖*V8F�&PQUR?�Ǒ�_�¢j±ʍ;S36ʷ

Ȓ*V$8�7�V�1��ȉʏ;̖*V&J'J:ǏZ¿©>S�;ƁŻɍ:̂îɫ6;S3

6÷ǫ*V$8�Ěʔ18(6N�.W;S36œķˏ8(6Ë�Ɯĥ&W6�V�8��&T

:VĬ��N2X[ĬYW�V1X��¿ª7?8F�&PQSR�SC8F�&PQTRNÎ

,6�ȉʏ>œķˏɍ˰÷>ʷǗZ&T;˿M6� � 

 

3.2� 8F�1L 

ɯ 1ɬɯ 3¤4ɵ7ˏ)0S�;�º?ȉ;S36ȉ>ŜZȉƆ;ʪV8��ʰʷ̼ȉƆˉ̽Z

ǅ˘*V;?�º�ȉƆ;N�VřJ30ȏȤ>ɠüZN48��ʰʷ——ƎǻˉZÿǀ(0Ľ

Ĝ;?u ˉ——�Ȇ(�ƌʯ��30�.$7?�ɠü8��Ƒˣ>ǧƑ;ȮT(6�̤œķ

>ȉʏ�Ȳř>Ü>ɠüZȉƆ;N48ʎ�V$8?Ěʔ7�V(�̆ø7N�V8ˏ)0�(

�(.W?ˉǗ*G�$8>*G67?:��Ĭ̭>ƑˣNN2X[Ƒˣ>¦ɦ:>7�U�.

>ƑˣZN40M;?�ȉʏ;ţ(6.N.NƑˣZűŬ&,V$8�Ěʔ7:"W@:T:��

&T;ɠü¿Ł;N�̖˾*V&J'J:ƑˣZȉʏ?N48ʎ�TWV�08�@�t1 ;ȉ[

1±Ê s ? t2;�t1;ȉ[7�:"W@J1Ƚ�6�01X��8��ƑˣNN4�$>ƑˣN

Œʍ˽U;ę"8W@�s �ȉƆ>Ǜ̕;̤œķ7�U:�TN4Ƒˣ7�V̼¼>� 4�>

Ƒˣ;4�6?ǧɬɯ 6ɵ7ĘU�#V �̽$��30ȉʏ>Ƒˣ;4�69>S�;ʎ�W@S

�>1X��� 

 

3.2.1� N!>1L�N! 

N?Pœķ(:�º�ȉ>ŜZʪU�V8��$8Z�º�ȉƆ;N2�V8ʎ�V$8�N

38N:¼>Ƒˣ>ÐZƵ#V$87ɜ.�8*V˂K��(@(@:&WV�.�(0Ƒˣ>

¾ʩÐ?�ˋ�;Ťǌ&WV�8�30̖ÔɍƑˣ7�V�:���ˋ�;ˍ˓°â&WV�8�

30Ƒˣ��ðķɍŀĉZÅY+;±Ê�ʪU�Vȉ>Ŝ
̾
8̰ȍ&,Vɐɍ7ʹĕ&WV$8�

�V�(�(�ɯ 1ɬɯ 2ɵ7ťé(0ðķɍÓÜ8ʈĜɍÓÜ>Ċû;Ļ5"@�ÿʏ�Ŝ1

8*W@.W?�ėµŚɍ:ȍ˳;Ļ5 Y"7?:�8��Ɯĥ7ðķɍ:Ŝ7�U�Ɔʏ?

.�(0ȍ˳;Ļ5 8��Ɯĥ7ʈĜɍ:Ŝ7�U�Ŝ8(6?̰ȍɍ7:��L(X.�(

0Ð?�ɿɑ;�±Ê�ȉƆ;Ƒˣ
̾̾
ZN2�V8��$8>Ðʿ>0M;Ⱦ�V>�̆ø1X�� 

.>S�:Ðʿ>˖ˏ?�08�@ȃ>S�;:V1X��ÿȼˏɍ:ȼʷ;̖(6ʹ�@�

Ƒˣ¦ʜ;4�6��VǛ̕;ƑˣZN40M;.>Ǜ̕;œķ(6�:"W@:T:��8�

�ýɼZˌ*>?N38NT( :�����d¢�N4�2014Ŵ;ł >º;ˢˡ&WV�

8�30Ƒˣ�.>$8Zɜ*Ð7�V�.��30ƑˣZţ˚;űŬ&,VʹǗZ�YWYW
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?ǕŲɍ:ĮK;��6�ɔ7�V$8ZƜĵ(6Ⱦ�6�V�$�(0˖ˏ?��VɥŸ>ˉ

ƈĄZN41X�� 

8$X7��Vţ˚��2014Ŵ;ł >º;ˢˡ&WV�8��ƑˣZȺƈ*V8�30ŀ

ĉ?��Ď:Vk¢��{qŀĉ�8Ħ@WV$8��V�$W?h¥z;S36ǀǶ&WS ɘ

TWV$88:30ǼƏ7�V8�h¥z?ŀĉZǧƀ̼real̽>ŀĉ——�V�?ɔȆ̼genuine̽

>ŀĉ——8�Ď:V
̾̾̾

	 k¢��{q�ŀĉ̼mere “Cambridge” change �̽>¶4;Ċû*V9�h

¥z;SW@��{t�P�ixf¥~Tk¢��{q>ĩŔʏ;SV�ŀĉ;̖*V�k¢�

�{qʱȤ�8?��VƑˣ F8ţ˚ͅ�Ɇ:VǛ̕ t8 t1;4�6�x�ŀĉ*V>?���t;

��6 F(x)7�V��ɔ7�U��t1;��6 F(x)7�V��á7�V8�7�V�108��N>

7�V�h¥z;SW@�$>ʱȤ;S36ŀĉ8(6ʻ˷&WVN>̼4JUk¢��{qŀ

ĉ̽>:�;?�ǧƀ>ŀĉ8$>ʱȤZȢ0*1">Ď:V
̾̾̾

	 k¢��{q�ŀĉ��V̼.

(6�9>ŀĉN�+W�>ɦ̰>ŀĉ7�V �̽h¥z?�ĩŔɢ>ǑéȽ�vi�|rZŤǌ

*V0C;vi�|r;˥$Vŀĉ11ZĎ:Vk¢��{qŀĉ>Ð8(6Ƶ#V�ȉʏ�N4

Ƒˣ?�SU¦ʜɍ;�$�(0ŀĉ;̖Ô(6�VƑˣ7�V8K:,V1X��)3&�Ë

º�>ĩŔʏ12?�8UY"ȉƆ>Ŝ;4�6ˏ)VǏʕ7$>ǼƏZǂȾ*V� 

ȃ>S�:ɇĬZN4º��V�N(W:��Ď:Vk¢��{qŀĉ?ǧƀ>ŀĉ7?:�

>1�T�.W;S36ȉʏ�ǧƀ;
̾̾̾

ŜZʪV8��$8ZˉǗ*V8��>?9���4NU

:>��8��Ď:Vk¢��{qɍ�8Ċû&WV�ǧƀ>��9>S�:Ɯĥ:>��̏ʯ7

�V�$$7ʹYWVǧƀ>ŀĉ8?��ŀĉ�*Vƀ>ţ˚�ʪVðķɍŀĉ>$87�U�N

3ATĲǬɍÍȾZÅ�ŀĉ>$8�Ɯĵ&W6�V13�ţȮɍ;�Ď:Vk¢��{qŀĉ8

?�ƀ>ţ˚;ðķɍŀĉ�˥$T:��ïĹɍ;?�ƀ>ţ˚8?û>ţ˚;˥$Vðķɍŀ

ĉ>űʄ8(6˥$V̼:�(ĢƜ&WV̽ɽɸ;̖Ôɍ:ŀĉ>$87�V�ȉ;J4YVŜ

>˖ˏ;��6h¥z>$>ǼƏ�Ⱦ�TWV>?�ǧƀ>ðķɍ
̾̾̾

ŀĉ8.�7:�ŀĉZĊû

*V8��ƀù>ɐɍ�T̡W�ȉʏ�ʪU�VS�:�ðķɍŀĉZÅY:�ŀĉ
̾̾
�ȼʷĚʔ

7�V$8Zɜ*0M7�V� 

Ď:Vk¢��{qŀĉ>N4ȲƊ>�2�ȃ>N>?8 ;̏ʯ7�V�.>ŀĉ?ĲǬ̖

Ô>ƣɫZĢƜ(:�0M��Vţ˚ a ;ɔȆ>ðķɍŀĉ�˥$U�.W;S36û>ţ˚ b

;Ď:Vk¢��{qŀĉ�˥$VĽĜ�.WT>¶4>ŀĉ�˥$VǛ̕ɍ̪Ʌ;̖*Výɼ

                                                        
8 Geach (1969), esp. pp. 70–73, Geach (1972), esp. pp. 321–322. �Ď:Vk¢��{qŀĉ�ZĎ;�k¢��{q
ŀĉ�8ĦEˏʏN�V̼e.g., Ruben 1988, esp. p. 223, Scarre 2007, esp. p. 105 �̽1�ǧƀ>ŀĉN�k¢��{q
ʱȤ�ZȢ0(?*V>7�U�.�(0ĦCǒ?̆ø7:�1X��J0��Ď:Vk¢��{qŀĉ�;ţ(

6�ǧƀ>ŀĉ�Z�d{ir�c¥�ŀĉ̼Oxford change �̽8ĦE$8N�V8��̼Grey1999, p. 361, Scarre 
2007, p. 160 n. 25 �̽ 
9 Geach (1969), p. 72. žˎ?đǏ� 
10 Geach (1969), pp. 71–72. 
11 Geach (1969), p. 72. ¼>Ð8(6�5�ˋ�>őÑ>Ǎ7?: :V�Zh¥z?.$7Ƶ#6�V� 
12 E.g., Ruben (1988), Grey (1999), Scarre (2007). 
13 E.g., Shoemaker (2003). 
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�:��.WQ��̼ i̽ÿʏ>öǪµ>˥$VǛ̕;ţ(6Ɔʏ>öǪµ>˥$VǛ̕�̄ĕɍ

7�U�V(�̼ ii̽Ǜ̕>ʃ́�ÅY:�$8N�U�V�&T;�̼ iii̽b>ŀĉ;̖(6�Ĳ

ǬɍÍȾ�ĕI&WV0M>ǩÁ8(6�b �ðķɍƑˣZN4$8Nƌʯ8&W:��ɯ 1 ɬ

ɯ 5ɵ7ĘU�#0 PFˉ̼Ƚÿˉ̽?�̼ i̽>ȲƊZüȾ7�V�4JU��V±Ê b>ȉƆ;

˥$VöǪµ;S36�b �.>öǪµ�˥$V$8;ţ(6Ƚÿ;N36�0Ȅȑ�̄ĕɍ;

ç˩&WV8��$8�ȼʷĚʔ;:V�̼ ii̽?�̛7:&WVˍ˓°â:9;SVŜZȼʷĚ

ʔ:N>;*V�$�(0Ŝ>Ð?�ɯ 2 ɬɯ 3.3.2 ɵ A 7NĘU�#0�.>S�:Ŝ��V

8*W@�±Ê a8±Ê b>ɩ̕ɍ˪̡�9WH9̡W6�S�8�a;SVˍ˓°â>ʧȪ8 b

�ŜZʪV$8?ĝǛ7�V�¦ʜ;��VöǪµ�û>öǪµ;ĲǬɍƂ̦ZĕI*;?�.

WT>öǪµ�Ǜ̕ɩ̕ɍ;˾ʆ(6�Vƌʯ��V�J0.>S�:Ƃ̦ZĕI*;?Ǜ̕>

ʃ́�Å��.W;ţ(6�Ď:Vk¢��{qŀĉ;?.>S�:ýɼ�:��̼ iii >̽ȲƊ?�

ȉƆ;Ťǌ&WV$88�30�ȉʏ�ʪVƑˣŀĉZȼʷĚʔ:N>;*V�ȉʏ;?˰ÊN

Ɯ˕N: �ĲǬɍƂ̦�ĕE0M;ƌʯ7�VS�:ðķɍƑˣZȉʏ�N4$8?:��8

UY"8F�&PQTR8>̖˾7Ĭ̭8:VS�:ȉʏ>Ƒˣŀĉ?�$�(0̖Ôɍŀĉ8

K:*$8�7�V1X�� 

¿©>»ǒ7�ȉʏ�ƑˣZȺƈ*VS�:�ŀĉ�Zȼʷ*V$8?7�S��1��$>

̂îɫ6>ťé;S36:&WV>?�ˉǗ*G�$8>êÊ7?:���VƑˣZË��N4

;?�.>Ë��:"W@:T:�8��±Ê>«ķ>Ĭ̭;?J1ȊU��U�.>ʷȒ;?�

ʊU˶(˷GV$8;:V��Ɓʐ©ŔɍǭʂK�«ĚȂ:>7�V� 

 

3.3� -K�2D�6M 

¿ª�ɯ 1ɬ>ɯ 6�8ɵ7ĘU�#0�Ǒ�_�¢j±ʍ���Ȑ²±ʍɍİȃæ±ʍ���Ȑ²

±ʍɍ¨ȃæ±ʍ�>.W/W;ţ(6�SU˄(�ǹʺZą�6� �.$7ʰ0S�;�Ɔ

ʏ>¶4?�.W/W�Ǜ̕;̖*Vœķˏɍʰʷ7�VȐ²±ʍ;ţ(6�ţ˚>Ƴʆ;̖*

V.W/Wû>̇ƬʓZʂKĜY,0N>7�V�ţ˚>Ƴʆ;̖*V.WT>̇Ƭʓ>̃�

ZòŸ% ɷĎ;J8MW@ȃ>S�;:V� 

 

İȃæ±ʍ̀İȃæ±ʍ;SW@�îÊɍţ˚�Ǜ̕Z˽)6Ƴʆ*V>?�.>ţ˚�Ǜ

̕ɍ̋÷Zɭɍ;N4$8;S367�V� 

 

¨ȃæ±ʍ̀¨ȃæ±ʍ;SW@�îÊɍţ˚?Ǜ̕ɍ̋÷ZN0+�Ǎɍĝ¦ƑZÖ2:

�T.>ţ˚�œķ*V�TQVǛȩ;Ì*8$X: ȻWV� 

 

ǧɬ>¿ªɯ 3�6ɵ>șW?ȃ>S�;:V�J+ǧɵ7�Ȑ²±ʍɍİȃæ±ʍ>±ŽZǗ
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ɚ;(0�8�ɯ 4ɵ7?±;.>ǭʂK;ţ*VƩúZʧ:��.>�8ɯ 5¤6ɵ7̼01(

ɯ 4ɵ>¦̋7N̽Ȑ²±ʍɍ¨ȃæ±ʍ8Ǒ�_�¢j±ʍZȍ˳(�Ǒ�_�¢j±ʍZǅ

˘*V�.>S�:̪ŷ7ˏ)V>?�Ȑ²±ʍɍ¨ȃæ±ʍ�Ǒ�_�¢j±ʍ8̏ʯ:ȩ7

S Æ6�V0M7�V�¿ª7?J0�ˈʷ�Ƚ)VƒW�:���U�Ȑ²±ʍɍİȃæ±

ʍZĎ;�İȃæ±ʍ�8�Ȑ²±ʍɍ¨ȃæ±ʍZĎ;�¨ȃæ±ʍ�8ĦE$8;*V� 

 

3.3.1� '7#�E�80�1L/. 

ȉʏ�ȉ>ŜZʪV>?�4�8��Ĭ�;ţ(6�İȃæ±ʍʏ?�Ƚÿ���ȬǛ̕ɍ�

8ɱ�V$8;:V8��ɜĪZɯ 1ɬɯ 7ɵ7?ʧ:30�$>$8?Ƒˣ¦ʜ;4�6Nĝ

Ǿ7�U�İȃæ±ʍ>N87�Ƒˣ?ţ˚;�Ƚÿ���ȬǛ̕ɍ�;űŬ*V$8;:V8

ʎ�TWV�İȃæ±ʍ;SW@��VɀƑq�¢>̬8�30q�¢>ɩ̕ɍ̋÷�ɩ̕ɍ̫

ĺZďMV>8ĝǾ;�08�@ 1960Ŵ 1ǡ 1Ǖ>q�¢>Ǜ̕ɍ̋÷�İȃæǛɩ>Ǜ̕ɍ̫

ĺZďMV�$>ǭʂK>N87?�q�¢>S�:�YWYW�ǕŲɍ;º18ʎ�Vţ˚�

�VǛȩ;ƑˣZN4>?�.>ţ˚�.>Ǜȩ>Ǜ̕ɍ̋÷Z̼ �VǛȩ;ɒţɍ;7?: ̽

ɭɍ;N2�.>Ǜ̕ɍ̋÷�̼ 08�@̏&8�30 Ƒ̽ˣZɭɍ;N4$8;S367�V�

¦ʜɍ:Ď̩>Ǜ̕ɍ:ƑˣűŬ?�a Z�VǕŲɍţ˚�a >Ǜȩ t >Ǜ̕ɍ̋÷Z at8(6�

İȃæ±ʍ>N87ȃ>S�;÷ǫ&WV14� 

 

TP̀Ǜȩ t;��6 a? F7�V� �� a? F7�VǛ̕ɍ̋÷ atZN4� 

 

*:Y2�ţ˚��VǛȩ t;ƑˣZN4$8?�t>Ǜ̕ɍ̋÷ at�ƑˣZN4$88(6÷ǫ

&WV�İȃæ±ʍ>N87�º>N4Ǜ̕ɍ̋÷8?œķ*V
̾̾̾̾

Ǜ̕ɍ̋÷7�V0M�ƑˣZ

N4>?.>œķ*VǛ̕ɍ̋÷8��$8;:V�J0�º?Ƚÿ;(�œķ(:�0M�ȉ

>ŜZʪV>NȽÿ>
̾̾̾

Ǜ̕ɍ̋÷;H�:T:���V�?�p��¥rx_¢?ȉ>ŜZ�Ƚ

ÿ�7?: �ȬǛ̕ɍ�;ʪVŜ18ˉǗ*V15��ȬǛ̕ɍ:Ŝ�8?ȃ>S�:Ɯĥ18ȼ

ʷ7�V�ȉ>Ŝ?º>N49>Ǜ̕ɍɔ̋÷�N4>7N: ��ˆȽ�TȉJ7>9>Ǜ̕

ɍɔ̋÷�N4$8;S36N÷ǫ&W+���º>êÊ1"�ɭɍ;N4Ƒˣ7�V�8�(

�(:�T.�18(6N�º>êÊ�ʪVŜ?� J7œķ*Vº>êÊ�N4Ƒˣ7�U�

Ȳř>�VǛȩ7?:�;,S�* : 8NȉƆ;ʪVŜ7?:�$8;:V16� 

                                                        
14 ¿ª>ˉǗ? Sattig (2002), p. 330ZĔʎ;(0�J0�_r;SVǾɒ;̖*Vţƍʏȼˏ>řŻĉ̼Lewis 
1986a, pp. 214–217̽NĔʎ;(0� 
15 Silverstein (2000), pp. 133–134 n. 13. 
16 N38Np��¥rx_¢ʙ˰?�ȬǛ̕ɍ�Z�ɱ�?:��8��Ɯĥ18˷GV��p��¥rx_¢
>˖ˏZʰV��U�$>S�:ʷ̎?Ȭȼ>:�N>18ƐYWV�p��¥rx_¢>ʰʷ?�ȃɵ7˄ʀ

;ǹʺ*V� 
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Ȑ²±ʍɍİȃæ±ʍ?Ǜ̕;̖*VȐ²±ʍZƼȾ*V��.W1"7±Ê;ţ*VȉƆ>

ƑˣűŬ�Ěʔ;:VY"7?:��.W?�Ȑ²±ʍɍİȃæ±ʍ��ȉƆ>Ǜȩ;Nº>Ǜ

̕ɍ̋÷�œķ*V8*Vʰʷ7?:��T7�V�$>ȩ;4�6ˈʷ&WV$8��V8(

6�p��¥rx_¢?ȃ>S�;˷GV�*:Y2�ȬǛý>œķʹǗ��¢e¥¢?œķ*

V�?Ȑ²;ȬǛ̕ɍ;ɔ7�V�8��Ȑ²±ʍ>ʰʷ����¢e¥¢>œķʙÊ
̾̾
�Ȑ²>N

>7�V$8P�Ǜ̕ɍľɂZN0:�8��$8ZƜĥ(:�>?�““““““��q�¥q¤W¤

�{p��œķ*V�8��Ǐ�9$;��6Nɔ7�V$8���{p�>œķ.WʙÊ��

TQVɩ̕;ź̓(6�V$8Pɩ̕ɍľɂZN0:�$8ZƜĥ(:�>8ĝ)7�V��17Ȼ

ķ±ʍZġř(Ȑ²±ʍZƼV$87ȉƆ>ƑˣűŬ�Ěʔ;:V8*V±Ž18?�$>S�:

ˈUZȳ(6�V8ʹ�V�08�@�¥�¥?�ȉ�ȉ<ƀº;836�4Ŝ7�V�8��

�Ǜ̕>Ĭ̭̼timing puzzle �̼̽ ɯ 1ɬɯ 3ɵ̽;4�6ˏ)VǏʕ7�ȉƆˉ>±ŽZǢƜĥ:

N>;*V0M;p��¥rx_¢>İȃæ±ʍ���¥�¥?N3ATȐ²±ʍZƏ̬;��

6�V���üȾ7�V8(619ȃ>S�;˷GV� 

 

�Ȑ²±ʍ�>ʰʷ;SW@���¢e¥¢?�Jȉ[7�V̼Lincoln is now dead �̽>S�

;˷GV$8?ƜĥZ:*���¢e¥¢��Ǜ̕ɍ;ŗê;́ē;Çʋ*VºZƴɜ*V8

(6N�YWYW?�¢e¥¢Zƴɜ*V$8�7�V�.(6Ƅ;4�6�N?PȽ�6

�:�8ʹ�$8�7�V�ĝǾ;��¢e¥¢>ȉ�TǍɻƆ;˥$VöǪµ;S36�

2006Ŵ;ĩŔ>ǋś7�¢e¥¢;4�6˖ˏ�:&W6�V8��$8���¢e¥¢;

4�6ɔ;:V20� 

 

$>�¥�¥>±Ž;4�6�¶4>±Ê>Ĭ̭̼*:Y2�ȉʏ>Ğÿ>ƴɜ>Ĭ̭7�V8

F�&PQUR8ȉƆ>ƑˣűŬ>Ĭ̭7�V8F�&PQSR̽ ZĊû(6�:�8ʰV$8N

7�V1X�21�8 ;$>Ð;4�6ʹ�@�ĩŔ>ǋś>º02���¢e¥¢;4�6ˏ

                                                        
17 Silverstein (2010), pp. 285–286. žˎ?đǏ���?żȾʏ;SVʫ˩� 
18 ��{��¥? Bradley (2004), esp. p. 16;��6$>S�;±Ž(6�V8ȼʷ7�V�01( Bradley (2009) 
7?$>S�:±Ž?N?Pʧ:36�:��p��¥rx_¢?��{��¥> Bradley (2004) ;�"Vʰʷ
ZƩú*V̼Silverstein 2010, pp. 290, 294 n. 6 �̽ 
19 Luper (2007), pp. 242–243, Luper (2009a), pp. 129–130. ��_�¥N�±Ê��46œķ(08��$8ZǴư;�
œķ(: :30Ɔ>Ǜ̕;N±Ê;ţ(6ɠüZűŬ&,�V8(6�ȃ>S�;˷GV��ȉʏ;4�6��

VȏȤ>ɠüZN48ˇV$8?ƜĥZ:*>7?:��8Ɛ��:-:T��46Ƚ�6�Vº7�30ºZ

ƴɜ*V$8?Ěʔ7�V(�.>�46>
̾̾̾̾

œķ
̾̾
̼past-existent̽;ţ(6��J.>º�üɎZę"6�V8�

ŜZʪ36�V8�8��ǗT�;�Ǜ̕ɍ;�̙řɍ:ɶĴ>µǰ;Ļ5�6�Ȼķ;�"V�VȏȤ>ɠü

ZűŬ&,V$8?Ěʔ1�T1��̼ Draper 1999, p. 404. žˎ?đǏ���?żȾʏ;SVʫ˩�̽  
20 Luper (2009a), p. 130. ��?żȾʏ;SVʫ˩� 
21 �¥p���>ȃ>±ŽN�$WT>Ĭ̭ZĊû*G�18��ƴǄ8(6ȼʷ7�V1X���́ē�œķ(�
ǉº�œķ*V8(6N�.>ǉº?́ē;��6

̾̾̾̾̾̾
Ƚ�6�Vº8(6œķ(6�V�““““““��.>ºZƴɜ7

�V$8?�YWYW�.>º>Ȼķ;�"Vɠü>ȏȤZ˅MTWV$8ZƜĥ(:��:-:T.>º?Ȼ

ķ;?œķ(:��T1��̼ Hershenov 2007, p. 175. žˎ?đǏ���?żȾʏ;SVʫ˩�̽  
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)V�8��ƑˣZ�4N4�8��$88��¢e¥¢��ĩŔ>ǋś7ˏ)TWV�8��

ƑˣZ�4N4�8��$8?Ċû(:"W@:T:��N(Ɔʏ>ƑˣZ�¢e¥¢� 2006
̾̾̾̾

Ŵ;
̾̾
N48ˉǗ(0�8*W@��¢e¥¢�8N� Nœķ(Ƅ;ţ*Vƴɜ�ƣUɫ48ɜ

*1"7?Č÷7:��.>ˉǗ;836ƌʯ:>?�ţ˚�œķ(:�Ǜ̕;NƑˣZN2�

V8ɜ*$87�V� 

&T;�$>�ˈʷ�8̖˾*V��{��¥;SV±ŽZĘU�#6�$��J+�p��

¥rx_¢?��4±Ê A>ȉ? A;836ƕ���8��Ĭ�;�}_£^�	� ¥¤�¥

�¢22;SVÐZƵ#6ȃ>S�;ɱ�V� 

 

���d¢>Ĭ̭;ţ*Vɡ>ɱ�?ȃ>˽U7�V����d¢? 1769Ŵ�T 1821ŴJ

7Ƚ�0�Ƅ? 2000Ŵ;ˢˡ&WV�.W�$>µÐ>	 �4�;4�6>ɔŚ>*G67

�V�ˢˡ&WV8��ƑˣZ	 �4����d¢�Ðĉ̼exemplify̽*V�;4�6>&

T:VĬ�:9:�23� 

 

$W;ţ(���{��¥?ȃ>S�;Ʃú*V� 

 

$W?Ĭ̭;ţ*Vĳƙ&,Vƍɱ1�p��¥rx_¢?�Ðĉ�8��ˇZȝþ;ʎ�

*�6�V;2��:��:-:T�Ƅ?����d¢? 2000Ŵ;ˢˡ&W6�V8˷GV

$8;Ȣ˩(6�V�����d¢?�2000Ŵ;ˢˡ&W6�V�8��ƑˣZÐĉ*V8

˷GV$8;?Ȣ˩(6�:��T1�¶4>±Ž>̃�?Ë18��>1X��24� 

 

)3&������d¢? 2000Ŵ;ˢˡ&W6�V�8��±Ž8����d¢?�2000Ŵ;ˢ

ˡ&W6�V�8��ƑˣZÐĉ*V�8��±Ž?�8UY"Ȑ²±ʍɍİȃæ±ʍ>N87

ĊûĚʔ7�V�$>ȩ?�Ȑ²±ʍɍİȃæ±ʍ>N87�ȉ>Ŝ��ȬǛ̕ɍ�:�(�Ƚ

ÿ�;űŬ*V8ˉǗ&WV8��ȩ8̖˾(6�V�$W;4�6?�p��¥rx_¢ʙ˰

>˖ˏ;Ȕ�:�T�ȃɵ7&T;˄( ʰV$8;*V�* : 8N$$J77�Ȑ²±ʍ

ʙÊ;S36�Ĭ̭8:36�VȉƆ>ƑˣűŬP˷ř�Ěʔ;:VY"7?:�$8?Ǘɚ;

:308ƐYWV� 

 

 

 

                                                        
22 Ruben (1988). 
23 Silverstein (2000), pp. 133–134 n. 13. J0 Silverstein (1980), p. 421NĔȮ� 
24 Bradley (2009), p. 101, Bradley (2010b), p. 278. 
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3.3.2� ���������:6MI 

$$7?�ȉ>Ŝ;̖*Vp��¥rx_¢>�ȬǛ̕ˉ�ZƩúɍ;ǹʺ*V�J+�ȉ>

Ŝ;̖*Vp��¥rx_¢>ʰʷ?¶4>ǽƣʯɿ�T:V�¦4?Ȑ²±ʍɍİȃæ±ʍ7

�U�N�¦4?�ÓÜ?ƞƘ;ʄC4 ̼Values Connect with Feelings: VCF �̽8��ÓÜˏɍ

ʰʷ7�V�VCF ?ȃ>S�;J8MTWV25��VöǪµ��V±Ê;ŜZĕI*;?�.>

±Ê>ġřɍƞƘ8.>öǪµ;Ś̞
̾̾
̼actual >̽ʄC4���V$8?ƌʯ7: �Ď;Ěʔɍ

:ʄC4���W@Č÷7�V�J0�ƞƘ>ţ˚�ȴƟ�öǪµ?.>±Ê>ƟŸ>Ěʔɍ:

ţ˚
̾̾
̼object̽7�W@Č÷7�U�Ěʔɍ:đĲ

̾̾
̼cause̽7�Vƌʯ?:�26�VCF ?�±Ê

>ƋɍȴƟ:9;Ś̞>ðķɍŀĉ�: 8N��ȉƆ>öǪµ;?Ȏ5��:���±Ê�Ŝ

ZʪU�V$8ZˉǗ(�&T;˼ğ�ĲǬF>m�{~��Ƚÿ?ȉƆSUNǛ̕ɍ;ÿ7�

V��Z̈"V0M>̂îɫ67�V�$>ʰʷ;SW@�08�@��VɀƑy¢>ȉƆ;˥

$VƄ>Ō]¢>ȚȎ;S36y¢;ġřɍƞƘ?Ƚ):���y¢?ŜZʪV>7�V�01

(p��¥rx_¢;SW@�±Ê�$>ŜZʪV>?�ȬǛ̕ɍ;̼atemporally �̽7�V�$

>ȩ;4�6?�87ƷU˶V�:��ǧɵ>ȵ�?� J7ƑˣűŬ;̖*Vp��¥rx_

¢>ʰʷZǹʺ*V$87�U�VCF>Ȇ(&>ǹʺ?ʧ:Y:��)3&�$$7Ĭ̭8:V

̖ÔɍƑˣ>űŬ;4�6>ˉǗ?�āņ>ŜP¼>Ƒˣ>űŬ;4�6N̏ʯ;:V�01(

Ʀə;½"ą�6� 8�ɡ>ʎ�7?�VCF?�āņˉ8ʂKĜY&W:�Ȅȑç˩ˉ>¦ɦ

̼ɯ 1ɬɯ 5ɵ ANĔȮ 8̽(6���V�?.W8ǧˣɍ:ȲƊZíǢ*Vʰʷ8(6��ȼ

ʷ*V$8�7�V� 

p��¥rx_¢?��4�ȉ?ȉ<º;836Ŝƕ7�V��8��Ĭ�;�ɱ�?:�̼ no 

answer �̽8ƍ)V�p��¥rx_¢>ʹ��ȬǛ̕ɍ�8?.���Ɯĥ7�V�p��¥r

x_¢;SVÐZN8;�$>�ɱ��>ƜĥZ˄( ʰV$8;(S��y¢>Ō]¢? 50

Ȉ>ʟ&7ȉ<>7�30� p��¥rx_¢;SW@��4�]¢>ȉ?]¢;836Ŝƕ7

�V��8��Ĭ�;ţ*Vɱ�?ȃ>N>7�V27�  

 

̼1̽]¢>ºȽ>Ǜ̕? 1951Ŵ 1ǡ 1ǕȆč�T 2001Ŵ 1ǡ 1ǕȆčJ77�V� 

̼2̽]¢�ȉ[7�V̼is dead̽Ǜ̕? 2001Ŵ 1ǡ 1ǕȆč;̼�V�?.>ɑƆ;̽ō

JU�.>Ǜȩ�TȬǤ̙̼indefinitely̽;ʆ � 

                                                        
25 Silverstein (1980), esp. pp. 413–415, Silverstein (2000), pp. 122–124, Silverstein (2008), pp. 569–575, Silverstein (2010), 
p. 284. 
26 Silverstein (2010), p. 284. p��¥rx_¢?$>ʎ�;4�6�Ɋʰ&W6�:�«˛?ɇ�ZN36�:�
̌àʏ;836NŜƕ7�V�̼ Silverstein 2010, p. 284̽8��ÐZƵ#��¥l�̼Nagel 1979̽P�¥��¤�
`�¤�¥�¢�{i̼Levenbook 1984̽>ʰʷ8ĝǾ>N>18˷G6�V� 
27 $>�r~? Silverstein (2010), p. 284>¨4>̩ɐ ̼ǧǏ�r~̩ɐ̼1 �̼̽ 2 �̽*̼4̽̽ ;ĝˏǏ> p. 2917
ą�TWVʰʷ̼ ̩ɐ̼ 3̽̽ Zą�6òǽƣ(6�V�ĝǾ>̼ SU¦ʜĉ&W0 �̽r~? Silverstein (2000), pp. 
131–132 n. 6;NƵ#TW6�V� 
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̼3 ]̽¢>ȉ�]¢>ġřɍƞƘ>Ěʔɍ:ţ˚7�VǛ̕?�]¢>ºȽ>ɶĴð;ŗê

;�&JV� 

*̼4̽©>̼1 �̼̽ 2 �̼̽ 3̽�$>k¥r;�"VǛ̕;4�6>̖˾*VµŚ>*G67�

V� 

 

p��¥rx_¢?ȉ>ŜNȉƆ>Ŝ��ȉƆ;˥$VöǪµ;SUʪVŜ��N$>»ǒ7ˉ

Ǘ7�V8*V�.WT>Ŝ;4�6>Ǜ̕;̖*VµŚ?�Ǜ̕ɍ;̡W0µŚ7�V̼1̽8

̼2̽8̼3̽7Ũ &WV�$>$8�T�.WT>Ŝ��ȬǛ̕ɍ�7�V8p��¥rx_

¢?ˉǗ*V>7�V� 

p��¥rx_¢?�±Ê�ŜZʪVǛ̕;4�6̼3 >̽µŚ;Ļ5�6ˉǗ*VY";?�

�:�>1X���4JU�ŜZʪV>?Ƚÿ>Ǜ̕7�V�8��S�;�)3&�p��¥

rx_¢?�ȉ>Ŝ;4�6ȃ>S�;˷GV� 

 

N(
̾̾
��4
̾̾
ȉ?ȉ[1º;836Ŝƕ7�V��8��Ĭ�;ɱ�Z¬�:"W@:T:�

̾̾̾̾̾̾̾̾

8*W@�Ǡʝ>��4JUǠN×)TW: ?:���ɱ�?�����º>ºȽ>Ǜ̕>

̕�18ɡ;?ƐYWV�.W?�.>º>ȉ�.>º>ġřɍƞƘ>Ěʔɍ:ţ˚7�V

Ǜ̕?$>Ǜ̕1"1�T7�V28� 

 

1��p��¥rx_¢?� J7ȃ>±ŽZ˗T:���(�(:�T�©˷>��r~>�Ǜ

̕;4�6>±Ž.WʙÊ?�]¢>ȉ�ƄŇ;836Ŝƕ7�VǛ̕ZȲř(:�JJ7�V

(�YWYW;ȲřZʯȑ(:�JJ7�V�29� 

¿©ZˬJ��İȃæ±ʍ;SVǛ̕ɍ˷ř;̖*VˉǗ;ȗɐ*V$87�p��¥rx_

¢>Ɛƙ8p��¥rx_¢�ƼVG�ʰʷZǗT�;(0��p��¥rx_¢>ʰʷ>N8

7��Vº�ŜZʪV8��$8?9>S�;ˉǗ&WV>��08�@̬ZžƧ&WVÐ?Ď

ɽ7�V�Ǜȩ t0;y¢>̬�žƧ&W0$8;S36y¢�ʪVɈK:9>Ŝ?�y¢> t0>

Ǜ̕ɍ̋÷̼�SC.>Ɔ>¦ř>Ǜ̕ɍ̫ĺZďMVǛ̕ɍ̋÷̽;Ƒˣ�űŬ*V$88(

6ˉǗ&WV�.(6�ȚȎ;S36ȉƆ;ʪV̼ p��¥rx_¢;SV8$X> �̽ȬǛ̕ɍ�

:Ŝ?�ȃ>S�;ˉǗ&WV?+7�V�Ǜȩ t1;y¢?p]~�;�U]¢>ƝZ×)6�

V8*V�&T;�t2 ;y¢?p]~�7ȉ;�t3 ;r�¥k¢7]¢?£\¢8ȚȎ*V8*

V�$>ȴȕZ�r~;*W@ȃ>S�;:V� 

 

̼1̽t1;y¢?p]~�;�U]¢>Ɲ;̖*VȄȑZN4� 

̼.(6�t2;y¢?p]~�7ȉ<�̽  

                                                        
28 Silverstein (2010), pp. 290–291. žˎ?đǏ���ð?żȾʏ;SVʫ˩� 
29 Silverstein (2010), p. 291. ��ð?żȾʏ;SVʫ˩� 
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̼2̽t3;]¢̼8£\¢̽;SVȚȎ�r�¥k¢7:&WV� 

̼3̽]¢>ȚȎ;SUy¢�ʠ(K�V>? t1;p]~�;��67�V� 

*̼4̽©>̼1 �̼̽ 2 �̼̽ 3̽�$>k¥r;�"VĽƥ8Ǜ̕;4�6>̖˾*VµŚ>*G

67�V� 

 

̼3̽>µŚ?̼1̽Zǽƣʯɿ:�(ƌʯǩÁ8(6ĢL1X��$$7�è;ʰ0 TP ZƐ�

ö&W0�� 

 

TP̀Ǜȩ t;��6 a? F7�V� �� a? F7�VǛ̕ɍ̋÷ atZN4� 

 

̼2̽8̼3̽;?ȃ>S�; TPZ̆Ⱦ*V$8�7�V� 

 

̼2̽ � ]¢?��r�¥k¢;Çʋ(ȚȎ*V�8��ƑˣZN4Ǜ̕ɍ̋÷]¢ t3ZN

4� 

̼3̽ � y¢?��p]~�;Çʋ(]¢>ȚȎ;S36ʠ(K�V�8��ƑˣZN4Ǜ

̕ɍ̋÷y¢ t1ZN4� 

 

Ĭ̭?�]¢>ȚȎ;S36ŜZʪV�8��ƑˣZy¢���4�N4�7�V�p��¥r

x_¢?̼2̽8̼3̽>µŚ;Ļ5�6�ȬǛ̕ɍ;�8ɱ�V��t1;�7N�t3;�7N:�

>7�V� 

µƘ?ȃ>S�;:36�V8ƐYWV��a�8�b�Z�VȲř>ǕŲɍţ˚>Ğÿ8(6�

a � b ZŜ*V8��¶̩̖Ô;4�6ʎ�S��$>¶̩̖Ô;̖*V¦4>Ǐ?�Ċû7�

V¶4>Ď̩Ƒˣ;̖*V¶4>Ǐ8(6ʩȻ*V$8�7�V�ƁŻɍ;?ȥɴő λZȾ�6� 

 

͂A̓aHb  ̀a� bZŜ*V� 

͂B̓λx[xHb](a)̀bZŜ*V8��ƑˣZ a�N4� 

͂C̓λy[aHy](b)̀a;Ŝ&WV8��ƑˣZ b�N4� 

 

8��S�;�͂ B̓8͂C̓ZĊû(6ʩȻ7�V�]¢� t3;�y¢ZŜ*V�8��̖Ôɍ

ƑˣZN4$88�y¢� t1;�]¢;S36Ŝ&WV�8��̖ÔɍƑˣZN4$88?�¶

4>Ď̩>Ƒˣ;̖*VµŚ18ʩȻ*V$8N7�V�1��.W?�]¢?y¢ZŜ*V�

8��]¢8y¢>̖Ô;4�6>¦4>µŚ7�V�$>S�;ʰV$87�ȃ>S�;ƾȡ

7�V�p��¥rx_¢��ȬǛ̕ɍ:Ŝ�8(6ʎ�6�V>?�]¢?y¢ZŜ*V�8

��¦4>µŚ;4�6�.W�˥$V>� t1� t3�Z92T�¦4;Ȳř7�:�8��$8

1X��.(6�.T $W?ȃ>$88Nţƍ*V�©˷> TP ;:T36�Ǜ̕ɍ:¶̩̖
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Ô R>űŬ?ȃ>S�;¦ʜ;÷ǫ&WV8ʹ�0 :V
̾̾̾̾̾̾

�4JU� 

 

TPR̀Ǜȩ t;��6 a? b;ţ(6 R7�V � a?Ǜ̕ɍ̋÷ atZN4 ̻ b?Ǜ̕ɍ̋

÷ btZN4 ̻ at? bt;ţ(6 R7�V� 

 

7�V�8$X7Ǜ̕Z̝60�]¢�y¢ZŜ*V�;̖(6N TPR>ě˵8ĝǾ>Ɓ7� 

 

]¢?Ǜ̕ɍ̋÷]¢ t3ZN4 ̻ y¢?Ǜ̕ɍ̋÷y¢ t1ZN4 ̻ ]¢ t3?y¢ t1;ţ

(6 H7�V� 

 

8ʩ*$8�7�̖Ô;̖*V¦4>µŚ8(6÷ǫ�:&WV8ʹ�0 :V
̾̾̾̾̾̾

�N(W:��

1��÷ǫ>ě˵8:VG�ɳƥ;Ǜ̕Ƙļ�¶4ȻW6�U�]¢8y¢>k¥r; TPR?̆

Ⱦ7�:��TPRZǛ̕ɍ:¶̩̖Ô>˷ř;̖*V̼ī¦>̽÷ǫ8ĦE>7�W@�TPR�

̆Ⱦ&W:�]¢8y¢>k¥r?Ǜ̕ɍ:µŚ7?: �.>Ɯĥ7�ȬǛ̕ɍ�:µŚ18

ʹ�V�&T;$>Ð�T?�¶̩̖Ô?¦ʜ;? TPR>Ɓ7÷ǫ&W:�8��$8�÷�V� 

(�(�µƘ?N�*$(ʭ̠7�VS�;ʰ�V�]¢�y¢ZŜ*V8��¦4>ȬǛ̕

ɍ:µŚ;̖*VǕŲɍ:ʹ�ı(?��Ǜþ t3 ;]¢�y¢ZŜ*V�8�30�¦ǒ>ţ˚

�Çʋ*VǛ̕Ƙļ1"ZĢLN>1X��08�@�2010Ŵ 4ǡ 1Ǖ;ĩŔ˔Ź>ǑéȽ?v

i�|rZˢˡ*V�8��Ǐ?ʙȭ:ʩȻ1X�̼¼ǒ7�ɻæÿ 469–399Ŵ;vi�|r�

ĩŔ˔Ź>ǑéȽ;ˢˡ&WV�?Ȇ( µƟZʻ˷*V»ǒ7?:�1X� �̽.>0M�$�

(0ǕŲɍʩȻ;N TPR�ɿɑ;̆Ⱦ&WVS�;ʰ�6(J��N(W:��1�$WT>ʩ

Ȼ;ţ(.>JJ TPR�̆Ⱦ&WV8�y¢>Ǜþ t3;�"VǛ̕ɍ̋÷y¢ t3Pvi�|r>

2010 Ŵ>Ǜ̕ɍ̋÷�œķ*V$8;:36(J�30�7?9�*VG���N(�*V8�Ǜ

̕ɍµŚZʩ*8ǕŲɍ;ʎ�TW6�VǏ>� 4�;ţ(6 TP8¯ʧɍ;ʰ�V TPR�̆

Ⱦ&W:�$8?�İȃæ±ʍ>̷ĄZǃ:��V�N(W:��1��ːMVG�:>�̖Ô

¦ʜ;4�6 TPR>Ɓ7÷ǫZ¬�V$8:>?�ǗT�18ƐYWV�¦4>¾Ƕ8(6ȃ>

S�;ʎ�V$8�7�V1X��¦ʜ;¶̩̖Ô?�ǝ̹;ĢJWVǛ̕ɍƘļZǗT�;(

0��7�͂ B̓8͂C̓>S�;¶4>Ď̩>ƑˣűŬ>µŚ;Ċû&W�.>�87.W/W

>Ǐ; TP�̆ȾĚʔ8:V�8��S�;� 

&6�¿©?Ŝ;4�6�Ǜ̕ɍ̋÷>��1;�x ? y ZŜ*V�8��̖Ô�ƣɫ*V$

88(6ʎ�0ĽĜ;ƣUɫ4˖ˏ7�V�ȚȎ>Ŝ?Ŝ̖Ô8ʰV$8�ʙȭ18ƐYWVÐ

7�V�vi�|rF>ˢˡ>Ð̼Ŝ>Ð7?:�̽?J&;̖Ô>Ð7�V�.WT>̖Ô?

ȬǛ̕ɍ;ƣUɫ48ʹ�V�1��p��¥rx_¢�ȬǛ̕ɍ18˷GV>?� J7�]

                                                        
30 Ȑ²±ʍɍİȃæ±ʍ?±Ê>ȉƆ>Ǜȩ;N.>±Ê>Ǜ̕ɍ̋÷�œķ*V8��ʰʷ7?:��8��
ÿɵ7Ƶ#0p��¥rx_¢>ˏȩZƐ�ö&W0�� 
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¢>ȚȎ;SVŜZʪV�8�30̼̖Ôɍ8?��̽Ď̩>Ƒˣ;4�67�V�ǧɵ>$$

J7>˖ˏZˬJ�V8�p��¥rx_¢>�ȬǛ̕ˉ�;ţ*Vɡ>ˀÓ?ġřɍ:N>;

:V�*:Y2�.>S�:Ƒˣ�±Ê;ȬǛ̕ɍ;űŬ*V8±Ž*Vƌʯ?:��J+�]

¢>ȚȎ;SVŜZʪV�8��Ƒˣ?N2X[�y¢;836Ł̋>ţ˚7�V]¢>ȚȎ�

:"W@N2�:�̖ÔɍƑˣ7�U�0(�;.W?y¢>ðķɍȴƟ;̉æ?&W:�1X

��(�(.W?� 

 

̼3’ �̽p]~�;Çʋ(]¢>ȚȎ;S36ʠ(K�V�8��ƑˣZy¢�N4� 

 

;̖*VµŚ�y¢>ðķɍȴƟ;̉æ&W:�>8ĝ)Ɯĥ;��67�V�p��¥rx_

¢?�$>ƑˣZy¢�N4$8Z�t1 >Ǜ̕ɍµŚ8(6˅M6�V�4JU$>Ƒˣ;4�

6?�y¢>N4ȱȼɍ:ȴƟ:9;̉æ&WV;,S&W:�;,S��+W;(6Ny¢>

t1 >Ǜ̕ɍ̋÷�N4Ď̩>Ƒˣ7�V$8Zp��¥rx_¢N˅MV?+7�V�¼ǒ�Ȭ

Ǜ̕ɍ:>?]¢8y¢>��1;ƣUɫ4ËT�>̖Ô
̾̾
���.T .W� VCF 7�X��

�:>7�U�ȬǛ̕ɍ:Ƒˣ
̾̾
Z$$7˅MVƌʯ?:���“““?ŜZʪV�8��˷ˇ�İȃ

æ±ʍ>N87̆ø;Ǜ̕ɍ̋÷;S36÷ǫ&WV$8?ȼˏ>ʅ¦Ƒ>ʵȩ�TňJ(�1

X��$>Ƒˣ;̖(6?�İȃæ±ʍ>N87�œķ*VǛ̕ɍ̋÷;S36÷ǫ&W�.>

Ɯĥ7�ȬǛ̕ɍ�;7?: �Ƚÿ�;N4Ƒˣ18ˉǗ&WV8*Vǒ��p��¥rx_

¢>êÊɍ:ɫĽ;NȔ�S�;ƐYWV�ȬǛ̕ɍ8ĦC�V>?̖ÔɍƑˣ7?: ̖Ô7

�V�p��¥rx_¢?.>ĊûZ(6�:�S�;ʰ�V� 

01(�ȬǛ̕ɍ:Ƒˣ8��ʎ�;4�6�İȃæ±ʍʏ;?ˉǗ>ǒ̒�N�¦4�U�

V8ƐYWV�08�@�2010Ŵ 4ǡ 1Ǖ;ĩŔ˔Ź>ǑéȽ?vi�|rZˢˡ*V�8��

Ǐ;4�6�s ˡ̖Ô;ɫ4¶4>̩Z�ǑéȽ> 2010Ŵ 4ǡ 1Ǖ>Ǜ̕ɍ̋÷8vi�|rê

Ê̼ vi�|r>İȃæ¡¥� 8̽*VǏ18İȃæ±ʍʏ?ʎ�V$8�7�V�N(W:��

4JU�vi�|r>İȃæ¡¥���ǑéȽ> 2010Ŵ 4ǡ 1Ǖ̋÷;ˢˡ&WV�8��Ƒˣ

ZN4>1�8��S�;�J+�vi�|r¡¥��ˢˡ&WV$88�ɻæÿ 469–399Ŵ>

̕+38vi�|r�ˢˡ&WV$8?ȃ>S�;Ċû7�V1X��*:Y2�ÿʏ?�vi

�|r>9>Ǜ̕ɍɔ̋÷��ǑéȽ> 2010Ŵ 4ǡ 1Ǖ̋÷;ˢˡ&WV�8��ƑˣZN4>

7N: vi�|r¡¥�1"�N48��$88(6ȼʷ7�V�Ɔʏ?�9>vi�|r>

Ǜ̕ɍ̋÷N�ǑéȽ> 2010Ŵ 4ǡ 1Ǖ̋÷;ˢˡ&WV�8��ƑˣZN48��$88(6

ȼʷ7�V�$>S�;ʎ�W@�ÿʏ>»ǒ;4�6�ƑˣZ�ȬǛ̕ɍ;N4�8˷GV$

8?̆ø1X��N(�*V8İȃæ±ʍʏ?�$>S�:]_}]Zȉ>Ŝ;4�6NȾ�V

$8�7�V�N(W:��*:Y2�ȉ>Ŝ?ȉʏ>İȃæ¡¥�̼ǠŃ̋÷̽;űŬ*V>

7�U�9>Ǜ̕ɍɔ̋÷�N4$88(6N÷ǫ&W:��8��S�;� 

¿©�T�ɯ 1ɬɯ 7ɵ7˷G0>8ĝǾ�ȉ>ŜZʪVǛ̕;4�6İȃæ±ʍʏ�ƼU�
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V̇Ƭʓ?�Ƚÿ�8�ȬǛ̕ɍ�7�U�$>$8?p��¥rx_¢ʙ˰>ʰʷ;NȔ�8

ʄˏ7�V1X��ȃɵ7?�¶4>ĚʔƑ>92TZNʎƠ;éW6�Ǒ�_�¢j±ʍ8İ

ȃæ±ʍ8Zȍ˳(̼ ¦̋>ˏȩ7?¨ȃæ±ʍ8Nȍ˳( �̽.>��7�Ǒ�_�¢j±ʍZ

ǅ˘*V� 

 

3.4� 5������E�4J�

Ǒ�_�¢j±ʍ.WʙÊ?�Ǜ̕;̖*Vȼˏ7Nţ˚>Ƴʆ;̖*Vȼˏ7N:��)3

&��ȉʏZM!VĬ̭Zˏ)VǏʕ;��6Ǒ�_�¢j±ʍZǅ˘*V�]j ¥31?�Ǒ

�_�¢j±ʍZȻķ±ʍ�SC¨ȃæ±ʍ8ʂKĜY,6�V32�ɡ>ʎ�7?�ȉʏ>Ĭ̭

;̖(6?9>ʂKĜY,ZƼV$8;Nɒƍ>ɕɐ��U�Ǜ̕8ţ˚>Ƴʆ;̖*Vȼˏ>

̇Ƭ?�.W/Wȶɫ>Ćȁ;S36:&W6S���¥i¤�¢i���Ǒ�_�¢j±ʍZ

ǅ˘*V>?�Ȼķ±ʍZǅ˘*V$8ZĆȁ8(6�V�Ǒ�_�¢j±ʍ8Ȑ²±ʍZʂK

ĜY,VĽĜ;?�ǧɬɯ 1.2 ɵ7ƨ30S�:�*7;œķ(:�ʏ;̖*VʹǗ>ł ;Ǒ

�_�¢j±ʍɍʷȒǒȖ?üȾ7�: :V��.W7NǑ�_�¢j±ʍZƼȾ*Vɕɐ?

�V�.>ɕɐ8?�ţ˚�̤œķ7�VǛ̕;ƑˣZN48��±Ž�ǏŒ˽U;Ěʔ;:V

$87�V� 

$$7�Ȼķ±ʍɍǑ�_�¢j±ʍ?Ȑ²±ʍ8̃��:�8*Vȃ>S�:ƴǄZ˺"6

�$��Ȼķ±ʍɍǑ�_�¢j±ʍ>ǠNĈƲɍ:̼Ä˃>Ǐʕ;SUý̙&W:�̽̐ĉ>

ţ˚̫ĺ;?�́ē�Ȼķ�ǥǪ>ţ˚�ĢJWV33�Ȑ²±ʍ>N4ţ˚̫ĺ;N�́ē�Ȼ

ķ�ǥǪ>ţ˚�ĢJWV�Ȑ²±ʍ>N87�œķ*V�ţ˚�Ȼķ±ʍɍǑ�_�¢j±ʍ

>N87?�ǢV�8&W�Ȑ²±ʍ>N87�Ȼķ>�ţ˚�Ȼķ±ʍɍǑ�_�¢j±ʍ>

N87?�œķ*V�8&WV�J0Ȑ²±ʍ>N87N�ȉʏ?Ĭ̭;:36�VȻķSUÿ

>Ǜ̕;>KÇʋ5"TWV8��Ɯĥ7�Ȼķœķ(:���$>S�;ʎ�W@�Ȼķ±ʍɍ

                                                        
31 Yourgrau (1987, 2000). 
32 �¥�¤m��¥NĝǾ7�V̼Connolly 2011 �̽�¢i��?�ȉʏZM!VĬ̭Zˏ)VǏʕ7?: N3
8¦ʜɍ:Ǜ̕;̖*VƁʐ©Ŕɍ˖ˏ>Ǐʕ;��6��]j ¥8m��¥8ĝ)ʂKĜY,7Ǒ�_�¢

j±ʍZǅ˘*V̼Hinchliff 1988 �̽¼ǒ��^ip�¢>g��ix¥:9ZĢL̤œķţ˚¦ʜ;4�6ˏ)
VǑ�_�¢j±ʍʏ>�2��¥v¢s̼Parsons 1980, p. 11̽8j�]�¤��¥r~̼Priest 2005, p. 134 fn. 2
�̊ʽǟ 173̧�̽ ?Ȑ²±ʍZÿǀ(6�U�ȉʏ>S�:Ǜ̕ɍţ˚̼àȭɍ̤œķʏ̽>«ķZǑ�_�¢
j±ʍ>ǭʂK7ƨ�$8?(:��01(��¥r~?ʙ˰>ʤǟ>ȸ˴;��6�ȉʏZ̤œķţ˚8K:

*S�:ʻ˷N(6�V���z�¥�̼ 1936–1996 ;̽ƹ#V——Ġ?N�̤œķţ˚�N(W:���Ġ> Sosein
?�J7Nɡ028í;�V���ʽǏ?̊ʽǟ;Ƈ���¼ǒ7�z�¥�¤�`~�¥̼Routley 1980̽?Ǒ�
_�¢j±ʍ8Ȼķ±ʍ8¨ȃæ±ʍZʂKĜY,6�V�J0���¥r~8ĝ)Ǿɒ�_�¢j±ʍ——Ě
ʔɂ>ǭʂKZȾ�VǑ�_�¢j±ʍ——>ǆƳʏ7�V��¢zarm¤��~?�ȉʏ8ȽJW<ʏ
——22ɻ;Ǡù;ȽJWVɀƑ8�30ǥǪ>º8`^~l¢p�x_¢>Ɣő>S�:Ď;Ěʔɍ:º——
Z̤œķʏ>ÐZ(6Ƶ#V̼Berto 2012, x–xi �̽��]¤�_��¥N�Ȼķœķ(:�́ē8ǥǪ>ţ˚Z̤
œķʏ>Ð8(6Ƶ#V̼Reicher 2012, Section 3.3 �̽ 
33 Cf. Hinchliff (1988), Chapter 3. 



 116 

Ǒ�_�¢j±ʍ8Ȑ²±ʍ>��1;?Ⱦˇ©>̃���V1"7�œķˏ©>ţɫ?:�$

8;:T:���8��Y"7�V34�$>ƴǄ;ţ*Vƍɱ?*7;˷G0$8>ʊU˶(;

:V�*:Y2�N?Pœķ(:�Ǜ̕;�"VǏŒ˽U>ƑˣűŬ�Ěʔ7�V�9��8�

�ȩ;�* : 8N®ʰʷ>̃���U�V�.W?Ȑ²±ʍɍİȃæ±ʍ;?Ěʔ7:��

.>0M�$>S�:ˀÓ?ŋƀ7:�� 

&6�$$J7ɯ 1ɬ>ó̬7ǎȼ(08F�&P;ɱ�V0M>]� ¥zZʰ6�0�ā

ņˉ:9>Ŝ>ȼˏ1"7?QSR�QTR�QUR>¨4>Ĭ̭>*G6ZʷȒ*V$8?7�:

�$8?ɯ 1ɬ7ɚ˅(0�.>ȼȿ?ɷĎ7�V�.>ȼˏ�Ɓʐ©Ŕ>ǭʂK;ţ(°ɫɍ

1�T7�V�āņˉ:9>Ŝ>ȼˏ?�Ǒ�_�¢j±ʍ�Ȑ²±ʍɍİȃæ±ʍ�Ȑ²±ʍ

ɍ¨ȃæ±ʍ>�+W8N�.W/WʂKĜY,Ěʔ7�V35�J0&T;�ʎƠ*G�:>?

ȉ�ƕ7�V8��ʎ�Z?)M8*Vɯ¦>ɑʵ1"7?:��ɯ 2ɬ7ʰ0S�;�ȉ?Ë

N>7N:�8*Vɯ¶>ɑʵNJ0�YWYW;836̏ʯ:ȉ;̖*Vȼʷ7�V�ȉʏ;

4�6ˉǗZ¬�VǭʂK?�Ɔʏ>ɑʵ;NȔ��VN>7�V$8�ǣJ(��.W7?�

YWYW?9>ǭʂKZƼȾ*W@S�>1X���¿ª7ɡ?�ȉ;̖*VYWYW>ɑʵ;

4�6�.W/W>Ɓʐ©ŔɍǭʂK�9>S�:ĶǢ>űʄZN4>�Zǹʺ(�.WT>ǭ

ʂKZȍ˳(S�8Ɛ��01($$7NJ0�Ǒ�_�¢j±ʍ8İȃæ±ʍ>ȍ˳Z°Ƌɍ

;ʧ:�$8;*V�.>ȼȿ?*7;˷G0S�;�Ǒ�_�¢j±ʍ8Ȑ²±ʍɍ¨ȃæ±

ʍ>űʄ�S Æ6�V�T7�V�.>ǹʺ8ȍ˳?±8(6ì4>ˏȩ A�T F;4�6ʧ

:YWV�·4M>ˏȩ E;��6?�¨ȃæ±ʍ;ţ*VǑ�_�¢j±ʍ>åÇƑZɜ*˖

ˏ�°Ƌɍ;:V�J0�A�T E>ˏȩ?ɯ¦>ɑʵ;̖*VN>7�U�F>ˏȩ?ɯ¶>

ɑʵ;̖*VN>7�V� 

 

                                                        
34 o_�¢¤k�¥̼Kellor 2004, pp. 89–91̽? Hinchliff (1988) ZĔȮ(�$>S�:˨ǖ>ƩúZʧ:36�
V�$>ʵŢ?�_r>ǾɒŚķˏ;�"V�Ěʔɍ―ȻŚɍ�>Ċû8�ǢV―œķ*V�>Ċû�Ď;Ⱦˇ

©>N>7�V8ƴǄ*V˖ˏ8̼01(�«ŗê:ţ˚8«Ěʔ:ţ˚ZĬ̭;(:�8��ǩÁ4�7�*

:Y2�ŗê7Ěʔ:ţ˚;̐ĉ>ɶĴZý̙*V$87̽¯ʧɍ1X��Linsky & Zalta (1991) ZĔȮ� 
35 08�@āņˉZƼV�a���¢?�ʙ˰>ʰʷ�p��¥rx_¢>ˉ8ʴĨɍ7�V8��±ŽZʧ:
�̼Feldman 1991, p. 220 �̽āņˉZƼV��{��¥?�u >ȏȤ>ɠüZN4�8��ƑˣZȉʏ�ȉƆ;
N48��±ŽZʧ:36�V̼Bradley 2009, pp. 98–111 �̽��{��¥ʙ˰.�˷GVY"7?:���$>
S�:ȉƆ>ƑˣűŬ?Ǒ�_�¢j±ʍZƼȾ*V$8;S36Ěʔ;:V�J0�08�@�ȉ>ƕZʪV

Ǜ̕�Ƚÿ18*VȽÿˉN�9>ǭʂK8NʂKĜY,Ěʔ7�V�ȽÿˉZƼV�¥�¥Np��¥rx_

¢>ʰʷ8ǎĜɍ18˷GV̼Luper 2007, pp. 250–251. 01(�¥�¥? Luper 2009a, esp. pp. 123–124;��6
āņˉZǅ˘(�ŜZʪVǛ̕ZȲř*Vƌʯ?:�8��ʰʷZ——(�(��ºȽêÊ8(6�:�(�Ȼķ
�SCɡ�œķ*V¼>Ǜ̕*G6;��6�8��Ɯĥ7�ȬǛ̕ɍ;̼ timelessly �̽ʪV8��ʰʷ8(6——
ɜĪ*V �̽¼ǒ�Ƚÿˉ8Ǒ�_�¢j±ʍ>ʂKĜY,NĚʔ7�V�01(.>ĽĜ�ȉƆ;ƑˣűŬ�Ě

ʔ7�V8��Ǒ�_�¢j±ʍ>üȩ?8F�&PQSR>ʨɪ>ʷȒ;Ș�&W:���V�? Baber (2010) 
>S�;�Ȅȑç˩;Ļ5 ȉ>Ŝ>ˉǗZʧ:�:�T�.>ʰʷ>N4ȼˏɍ:ʙȭ&Zƺ6�Ŝ>űŬǛ

̕Zȉ>Ǜ̼̕4JUȄȑZƶ µƟ>Ƚ˥*VǛ̽̕8*VǀǶN�V�$>S�:±ŽNǑ�_�¢j±ʍ

;S36Ěʔ8:V1X�� 
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A� O+( 

J+¦ȩɐ��]j ¥?ȃ>S�;İȃæ±ʍZƩú*V�İȃæ±ʍ;��6�œķ�8

?�9$�;�4�œķ(6�V�8��Ɯĥ7�U�$W?.N.Nʁȫ|¥uZǇǷ(6�

V$8;:V36�1�$>Ʃú�ëų:N>7�V�?ǗT�7?:��8��>N�İȃæ±

ʍʏ?ȃ>S�;±Ž7�V�T7�V�İȃæɍţ˚8(6Ȑœ̼perdure̽*Vœķʏ;83

6��VǛ̕;��6*7;ȉ[7�V8��$8?�.>Ǜ̕ZďMV.>º>Ǜ̕ɍ̋÷�

ɭɍ;œķ(:�8��$8;H�:T:��.W�ʁȫ|¥u>Ɯĥ*V8$X7�V�8�

Ǒ�_�¢j±ʍ>ʧ:��œķ*V�8�ǢV�8>��1>ȼˏɍĊû8ȍ˳(6�İȃæ

±ʍʏ>.>S�:ȼˏɍʹ�ǁ��$8&Tȉ;4�6>Ų˕ɍȼʷ�T�"̡W6�V8?

ʹ�:�>7?:���ǧɬ>ó̬ɯ 1.1 ɵ7Nʰ0S�;�ʁȫ|¥u?Ɓʐ©ŔɍǭʂK;

°ɫɍ;ʩȻ�Ěʔ7�VS�;ʰ�V��]j ¥>S�:x_�>Ʃú?�Ǒ�_�¢j±

ʍ>üȩZɜ*N>8(68�;±Ž&WV37�1�.$J7>ˀÓ?7�:�8��>�ɡ>

ʎ�7�V38� 

$>Ʃú?�İȃæ±ʍ8��SUNȐ²±ʍ;ţ*VƩú7�U�¨ȃæ±ʍ;ţ(6Nğ

"TW�V�(�(¨ȃæ±ʍʏNĝǾ;��VǛ̕;�Vº�ȉ[7�V8��$8?�ȬǛ

̕ɍ;œķ*V.>º��.>Ǜ̕;��6̼Ǜ̕;ɒţɍ:Ɯĥ7̽œķ(:�$8;H�:

T:�8±Ž7�V1X�� 

 

B� %*����8�, 
ɯ¦>ɑʵ;Ƈ�@�ȉ?ȉ<º;ŜZ¬�V�*7;ƴǄ(0S�;�ȉ>Ŝ�J&;ȉ>

Ŝ7�V>?�ȉ[1º�ȉ;S36.WJ7;ʪ36�:�30ŜZʪV�T7�V39�̬�

Ɉ :36?)M6YWYW?̬Ɉ>ŜZʪVS�;�Ŝ8?¦ʜ;.>S�:N>7?:�1

X��40�*7;ɯ 1 ɬɯ 3 ɵ7ƴǄ(0S�;�Ŝ;̖*V¦ʜđȼ;Ƈ�@�ȉ>Ŝ8?�

                                                        
36 Yourgrau (1987), p. 87�̊ʽ 195̧�. 
37 08�@�¥�¢�{iNJ0�ȃ>S�;p��¥rx_¢ZƩú*V�p��¥rx_¢>İȃæǭʂK
?�.W;SW@º�ȬǛ̕ɍ̼atemporally̽;œķ(��TQVöǪµ8Ȑ²;í;œķ*V�8��ʰʷ7
�U��Ƅ>ʰʷ?�Vº>ȉ�.>º>œķ>ʁYU7�V8��$8ZƯġ(6�V�̼ Levenbook 1984, p. 416 
fn. 8 �̽ 
38 01(ˏȩ F;��6ʸWVS�;�ʁȫ|¥u8��:VƜĥ7Nʨɪ(:�ɯ¶>ɑʵ;Ƈ�Ǻɭ:ˇU
ǒ�Ǒ�_�¢j±ʍ;S36$.Ěʔ;:V$8Zʎ�W@�ˏȩ A�Ǒ�_�¢j±ʍ>üȩZɜ*8��
±Ž;?ȆƀƑ��V1X��ˏȩ A>ˀÓ;��6ɡ�žˎ(0�>?�İȃæ±ʍP¨ȃæ±ʍ�012;
ʁȫ|¥u8ʨɪ*VY"7?:�8��ȩ7�V� 
39 ȉ>Ŝ̼�SCȉƆ>Ŝ̽����gpe�:Ĭ̭8(6.N.Nȼʷ&WV>?�ȉƆ;

̾̾̾
ȉ>ŜZʪV8�

�ȼʷ�íǢ&W6�V�T7�V8ɡ?ʎ�V̼ ʷȒ8(6&J'J:ʰʷ��V;,S �̽ȉ>ŜZ˺"Vb

�i r>ˏʿ̼ɯ 2ɬɯ 1ɵ̽N�Ŝ;̖*V¦ʜđȼ�ȨĐ?˥$36?)M6ȨĐ7�V�Zÿǀ8(6
�V� 
40 ̬Ɉ�˥$V$8;ţ*V«Ŗ?̬ɈSUÿ;Ƚ)�V��.>«Ŗ?ƀ>̬Ɉ>Ŝ7?:���T�)M̬
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Ƚÿ;?J1ʪ36�T+ȉƆ;?)M6ʪVS�:̼.WQ�Ǜ̕ɍ;ʪVS�:̽Ŝ7�V

$8;:V�ʹ�ǁ�V8��Vº;ţ(6ȉ>ŜZűŬ&,V$8>Ěġ��Ƚÿ8ȉƆ87

̤ţɣɍ:>7�V�ȉʏ̼ȉ>Ŝ̽;̖*V¿©>ˇUǒ;Ƈ�:T�İȃæ±ʍ?ȉ>ŜZ

̆ø;ˉǗ(6�:�$8;:V�8��>N$$J7ʰ6�0S�;�İȃæ±ʍʏ?�ȉ>

ŜZ——āņ>Ŝ8(67�Wû>Ŝ8(67�W——�º>œķ*V̋÷�Ƚÿ;ʪV��N

( ?ȬǛ̕ɍ;ʪVS�:Ŝ8(6ˉǗ*V�T7�V�¼ǒ�Ǒ�_�¢j±ʍ;836?�

±Ê�N?Pœķ(:�ȉƆ>�VǛ̕;��6ŜZʪV8ˉǗ*Vȩ;ĳ̢?:��$>ˏȩ

;̖(6?�¨ȃæ±ʍN.�(0ĳ̢Zƭ�V$8?:�1X�� 

$>ƴǄ;ţ(6�İȃæ±ʍʏ?ȃ>S�;ƍ)V�N(W:��*:Y2�ɠüZN48

��$8�±Ê>�Ƒˣ�7�V8��$8Zɔ̥ɐ;ʎ�*�6?�":���VǛ̕;ȉ[

1±Ê s8.>ȉƆ>Ǜȩ t;4�6ʎ�S��.>Ǜȉ::"W@ s?Ǜȩ t;Nŵ,;Ƚ�6

�08(S��.>ĽĜ�s> t>Ǜ̕ɍ̋÷?ȻŚɂ;?œķ(:���ȻŚɂ8ȍ˳&W

VĚʔɂ;��6
̾̾̾̾̾̾̾̾

?
̾
�s> t;�"Vŵɠ:Ǜ̕ɍ̋÷?œķ*V�.(6.>Ěʔɂ;œķ

*V s >Ǜ̕ɍ̋÷8�ȻŚɂ;��6 s >Ǜ̕ɍ̋÷� t ZďM6�:�8��µŚ8>̖
̾

Ô
̾
;S36Ŝ?ˉǗ&WV>1�.�İȃæ±ʍʏ?±Ž*V�N(W:��(�(:�T��

JƵ#0ʯɿ1"7?�t;��6 s>ɠü>ŸĜ���U�0SUÈ�8��$8ZȻŚ>
̾̾̾

s
̾
;
̾

4�6
̾̾̾

±Ž*V0M;ƌʯ:N>�ǗT�;˩U:��ƌʯ:>?N2X[�ȻŚ> s 7�V�

Ěʔɂ;ŵɠ: s > t>Ǜ̕ɍ̋÷�œķ*V$8;S36��s �Ś̞>ȉ[18�;ȉ::

"W@�s?Ǜ̕ t;ŵɠ130�N(W:��?0(�;ɔ7�X��1��t;��6 s>ɠ

ü�SUÈ .WQ�ȻŚ; t ; s �ŜZʪ36�V8��±Ž;?�ȻŚ> s ;ţ(6ɠüZ

űŬ&,V$8�Å�� 

&T;İȃæ±ʍʏ?�ʙ˰>ƍɱZȃ>S�;ʫ˩*V�N(W:��ȻŚɂ;±Ê s >

t;�"VǛ̕ɍ̋÷?œķ(:���.>�YU;�ȻŚɂ> s>¡¥�̼4JUȬǛ̕ɍ;

œķ*V s >ǠŃ>Ǜ̕ɍ̋÷̽ZˉǗ;Ⱦ�W@S��.(6�s >¡¥�;S36Ĭ̭>Ŝ

>űŬ�ˉǗ&WV8��$8?�.>Ŝ�ȬǛ̕ɍ:Ŝ7�V$8PȽÿ;ʪVŜ7�V8�

�$8Z�:T+(NƜĥ(:��8�ɯ 1ɬɯ 2ɵ7ɚ˅(0S�;�āņˉ̼ �V�? CCA̽

>N87��VǛȩ;±Ê;836>u >ÓÜZN4N>?�.>Ǜȩ;ƣɫ*V˒
̾
µƟ
̾̾
18

ʎ�V$8�7�V�.�18*W@�±Ê��VȏȤ>ɠüZ.>Ǜȩ;N48��$8?�s

8.WT>˒µƟ8>̖Ô;H�:T:�41�s�Ǜȩ t;ɠüZN48��$8?�Ǒ�_�¢

j±ʍ>N87�.>Ǜȩ t> s8Ǜȩ t;ƣɫ*VµƟ8>̖Ô;S36ˉǗ&W�̈ ȃæ±ʍ

;��6?�ȬǛ̕ɍ;œķ*V s8Ǜȩ t;ƣɫ*VµƟ8Ǜȩ t8>̖Ô;S36ˉǗ&WV

                                                                                                                                                                             
ɈʦẔL:9(6̬ɈZı̈7�W@�̬Ɉ;SVŜ?ʪT:��(�(8�-[�.W;S36«Ŗ�Ȭ�

30$8;:U?(:�� 
41 ��{��¥?�ɠüZÙÊ�N4ðķɍƑˣ7?: �ÙÊ8ɂ�Ǜȩ>��1;ƣUɫ4̖Ô

̾̾
18±Ž

*V̼Bradley 2013, p. 47 �̽ 
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1X��.(6�İȃæ±ʍʏ?ȃ>S�;±Ž*V�N(W:��*:Y2�İȃæ±ʍ>N

87?�N2X[ s> t>Ǜ̕ɍ̋÷?œķ(:���Ǜȩ t;ƣɫ*VµƟ8�s>¡¥�>�
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.>Ǜȩ t > s >ɠü;ş¬*V>7�U�ÓÜZN4µƟ>ƣɫ*VǛȩ8ɠü�űŬ*V±
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;Ƃ̦*V8ʎ�V$8?7�V�4JU�Ǜȩ t;ƣɫ*VµƟ?�s
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̾̾̾

;�4JU s>ȽêÊ8(6>ɠü;Ƃ̦*V8��ɫĽ��U�V42�

è;˷G0Ŝ;̖*V¦ʜđȼ8NǎĜ(�ȉƆˉ>±Ž;̖Ô��V>?ÿʏ>ɫĽ7�V�

¼ǒ�ÿȋʢ7˷G0¡¥�;ʾ�Vİȃæ±ʍʏ>±Ž?�Ɔʏ;̖*VN>7�V�J+�

İȃæ±ʍ>N87N�µƟ>ÓÜ8ɠü>̖Ô;̖*V¶4>ʰʷ?Ċû&WV�.(6�$

$7ƌʯ:¦Ǜɍɠü;̖*V±Ž?�İȃæ±ʍ>N87�t;ƣɫ*VµƟ>ÓÜ� s> t
̾
>
̾

Ǜ̕ɍ̋÷>
̾̾̾̾̾̾

ɠü
̾̾
;Ƃ̦*V8��ʰʷ8(6ȼʷ&WV�(�(:�T�ȉƆ>ɠü;4�6

?�İȃæ±ʍʏ�$>ʰʷZüȾ*V$8?7�:��.W?�.>ǭʂK>N87�ȉƆ>

Ǜ̕>Ǜ̕ɍ̋÷:9ɭɍ;œķ(:��T7�V�.W;ţ(6Ǒ�_�¢j±ʍʏ8¨ȃæ

±ʍʏ;836�ȉƆ> t;�"V s>¦ǛɍɠüZˉǗ*V$8;ĳ̢?:�1X��s� t;

�ɠü>ȏȤZN4�8��ƑˣZN4$8?�Ǒ�_�¢j±ʍ>N87?��t;ƣɫ*Vµ

Ɵ�“““;836S��8��̖ÔɍƑˣZ s� t;N4$87�V�̈ ȃæ±ʍ>N87.W?�

t;ƣɫ*VµƟ8 s8Ǜȩ t>��1>̖Ô8(6ˉǗ&WV� 

s ;836>ÓÜZN4µƟ�9>Ǜȩ;Çʋ*V�8��$88�.W�9>Ǜȩ> s >ɠ

ü;ş¬*V�8��$8�Ɇ:V8��ȩ;4�6�&T;ʫ˩(6�$���¢¤��¢�

�;SVȃ>¶4>ɫĽ>Ċû?�.>̃�ZėǙ(6�V� 

 

Ǜ̕ɠüˉ̼at-a-time welfarism̽̀ Ë��S�̼ƕ�̽>?�.W��V
̾̾
Ȳř>Ǜ̕;
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̾̾

ɍ:
̾̾
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42 $>ɫĽ?���{��¥�ðķɍÓÜ;ˌ,TWVʯÁ8(6±Ž*Vȃ>ðķ±ʍ̼Internalism̽8N®
ɫ*V�*:Y2���VǛ̕�4JU��VǛ̕;ƣɫ*VµƟ>̟Ĝ�>�Vº;836>ðķɍÓÜ?�.

>Ǜ̕;ƣɫ*VÓÜđő;S36ŗê;ȒJV��̼ Bradley 2009, p. 18. ��ð?żȾʏ;SVʫ˩�̽ �_¢~

?�$>đȼ��±Ê>ɠü̼±Ê>ȽêÊ>ɠü7�W�VǛȩ>ɠü7�W̽;4�67?: �µƟ:9

>�±Ê;836ðķɍÓÜZN4N>;4�6˷GTW6�Vȩ7�V�4JU��VǛ̕;ƣɫ*VµƟ>

ÓÜ��±Ê>9>Ǜ̕>ɠü;ş¬*V�;4�6�8 ;$>đȼ?˷G6�:����{��¥;SW@�

$>đȼ?�¥]ɍ:�ȱµ>ðķɍÓÜ?.>ðķɍƑˣ>K;S36ȒJV�̼ Bradley 2009, p. 19̽8��đ
ȼ;S36ǆƳ&WV� 
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?�s ;836 t ;S�8*V�45��V�?�s ;836 t’;S�8*V̇Ƭʓ�ʎ�TWV�

ȽêÊ>ɠü;Ƃ̦*V8��ʰʷ8(6?�.>ʭĜɍµƟ� s;836S�>?�s� t;�

�6Ȅ*V P�ƣɫ*VǛȩ t’�œķ*V8�7�V�8��S�:ǩÁZʎ�V$8�7�V

�N(W:��$>S�;Ȅȑç˩ˉ>N87?��VǛ̕;Çʋ*VË��±Ê;836S�

>��.>Ǜ̕18?��T:�8��$8?�ʙȭ;ę"�WTWVʰʷ>¦418ʹ�S�� 

$$J7>˖ˏ>ʯȩZJ8MS��ȃ>N>Z�ȉ>Ŝ;SV̤ţɣƑ�8ĦI�� 

 

ȉ>Ŝ;SV̤ţɣƑ̀º?ȉ>ŜZȉ<ÿ;?ʪ36�T+�ȉ[1Ɔ;?)M6ʪV� 

 

İȃæ±ʍ>N87�ȉʏ8?�.>º�ȉ<SUÿ>́ē>Ȳř>Ǜɩ̫ĺ;Çʋ5"TWV

ȻŚ>œķʏ
̾̾̾

7�V�.>0M�.>S�:ţ˚?ʙ˰�œķ*V.>Ǜɩ̫ĺ>Ł;Çʋ*V

û>œķʏPĚʔɂ>œķʏ8>̖Ô;S36�ʙ˰�œķ*Vƀ>Ǜɩ̫ĺ;��6ƑˣZ

N4$8?�36N�.>Ǜɩ̫ĺ>Ł7ƑˣZN4$8?:���ȉ>Ŝ;SV̤ţɣƑ�Zˉ

Ǘ*V;?�ʄũ>8$X�Ƚÿ;ţ˚�œķ*VǛɩ̫ĺ>Ł;��6N.>ţ˚�ƑˣZN

                                                        
43 Bramble (2014), p. 63. žˎ?đǏ�ȉ>Ŝ;̖*VȬǛ̕ˉ?�ȽêÊɠüˉZȉ>Ŝ;̆Ⱦ(0±Ž18ȼ
ʷ7�V�ǧˏǏɯ 1ɬȗ 23NĔȮ� 
44 Cf. Bradley (2009), pp. 14–15. $W8?Ɇ:VɫĽ8(6�s;836>ðķɍÓÜZN4N>� s>Ȅȑ>ţ˚
7�VµƟ18��ʎ�NĚʔ1X��.>µƟ?Ȳř>¦Ǜȩ t’;ƣɫ*V�92T>ʰʷZƼV�?�¿̘
>ǎȼ;?Ƃ̦(:�� 
45 $>ʰʷZƼVĽĜ;N�t8 t’�¦ʚ*V8��ǩÁZˌ*�ˌ&:��8��̇Ƭʓ��U�V�.>ǩÁ
Zˌ*ĽĜ?�Ȅȑ>ţ˚7�VµƟ�ƣɫ*VǛ̕;ȄȑZN2ʆ"6�VĽĜ;1"�.>Ǜ̕;±Ê>ɠ

ü;Ƃ̦*V8��ʰʷ;:V�.>ǩÁZˌ&:�ĽĜ?�Ȅȑ*VµƟ�ŚȻ*VǛ̕7?: ȄȑZN4

Ǜ̕�±Ê>ɠü;Ƃ̦*VǛ̕18��ʰʷ;:V� 
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āņˉ¿Ł>ˉǗ>ĚʔƑZʎƠ;éWV$8;(S��¦4ʎ�TWV>?�̙ɂ5">ƕ�

8(6ˉǗ*V$81X��̙ɂ5"TWV$8��¦ʜ;�ɭɍ;ƕ�$818��±ŽʙÊ
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º?ɩ̕ɍ;̙ɂ5"TW6�V��ȉ;S36Ǜ̕ɍ;N̙ɂ5"TW6�V�$>$8�T�
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ƅƑZN48��ƑˣZƵ#V$8N7�V1X�� 
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ʢ8��̼Łķɍ:̽ƑˣZº�N48��±Ž7�V�N(W:��1�.�18(6N�.

>Ƒˣ?� J7Ƚÿ;>Kœķ*VǛ̕ɍ̋÷;űŬ*V>7�V��+W;,S�̙ɂ5"

TW6�V$8ʙÊ?�$$7ˉǗ*G�ȉ>Ŝ;̖*V̤ţɣƑZˉǗ(:�46� 

º�Ǜ̕ɍ;̙ɂ5"TW6�V$8ʙÊ?�0(�;Ĭ̭>̤ţɣƑZˉǗ(:��1��

İȃæ±ʍʏ?ȃ>S�:ˉǗZ˂KV�N(W:��ŜZʪV8��$8?ĭ>āņP̙ɂ5

                                                        
46 ɩ̕ɍ:̙ɂ5"̼ ĭ>Ȃʢ N̽Ŝƕ�N(W:��ĝǛ;˪̡>̝030ʭǍ>Ľƥ;œķ7�:�0M;�

08�@�»µ8�¥|^¥̼92TNĝɥŸ;ňJ(�̽>¦ǒ1";(�ʧ":�$8?Ŝƕ7�V8ʹ�

V1X��1�.>S�:ĽĜ;N�Ǜ̕ɍ:̙ɂ5"8Ɇ:U�ɩ̕ɍ;̙ɂ5"TW0Ł̋7̼Ĕą(6�

:��¥|^¥>ÄĽ;��6̽ŜZʪV8?ʹY:��ʛĥȝ�$8;ɩ̕;̖(6?̤ţɣƑ�Ƚ):�>

7�V� 
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&,Vɯ¨ʏ>ãğ�Ŝ>űŬ>̤ţɣƑZˉǗ(:�8*V8�L(Xȃ>̪ŷ7ʎ�VH�

�ʙȭ7?:�1X���4JU�Ŝ>űŬ>Ǜ̕ɍ̤ţɣƑ�µŚ8(6J+�U�.>µŚ

$.��̤ţɣɍ;ŜZűŬ&,0 :VYWYW>ãğZȽKö(6�V>1�848� 
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WV8ʹ�V1X��$$7ɜ&WVåÇƑ?�¨ȃæ±ʍNíǢ*VN>7�V� 

 

 

 

                                                        
47 ɡ?$>S�:ʰʷ�Ȇ(�8ʎ�6�VY"7?: �İȃæ±ʍʏ;836ǹʺ;Ü*Vʰʷ8(6$$
7Ƶ#6�V;*�:��01(�¨ȃæ±ʍʏ8Ǒ�_�¢j±ʍʏ;?�$>ʰʷ>N87N�ȉ<ƀº;

836ȉƆ;ȉ�ƕ�8ˉǗ(�Vȃ>̇Ƭʓ��VS�;ʰ�V�*:Y2�s;836ͅ� t;ƕ�>?�s
�œķ(6�08*W@
̾̾̾̾̾̾̾̾̾̾

t; x;ţ(6ġřɍƟŸZ8V$8�̆ø:ĽĜ7�U��4.>8�;��V�8
��S�;�¶4>ǭʂK>N87?�$>ƑˣZ sʙ˰�̤œķ7�VȉƆ>Ǜȩ t;��6N48ˉǗ7�V
1X�� 
48 0(�;ȃ>S�;ʹ�V�N(W:��aSUNƆJ7Ƚ�ȊV b?�a>ȉ;&�(6?)M6�a>ľɂ
5"Zɐ>ƀ0U;*V>1�8�1�.>8� b�ɐ>ƀ0U;*V.>Ŝ?�a�ʪ36�V8*W@�a>
Ƚÿ;űŬ*V̼*:Y2 a��46

̾̾̾
ʪ36
̾̾̾
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̽Ŝ>?+7�V�&T;ʹ�@�Ǜ̕ɍ:ľɂ5"Zɐ>ƀ
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;S36?ˉǗ&W:�̤ţɣƑ��V8ʹ�V1X�� 
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ɚ&ZȂ ȉʏ;ţ*V$W;Æ0ˇUǒ��V�08�@ȉʏ;4�6��>ºN�J%X
̾̾̾̾

ɮ36�VS�8

�30ʹ�ǒ��V��ȉʏ�ɮ36�V8��$8?:��ɮ�;?̮ZN4$8�ƌʯ1̼����ɮ�1

"ZȊ*zap�ȷ>S�;?YWYW?º>ɮ̮ZƐ�Ț�G0U(:� �̽.(6�̮ ZN4;?¼;N&J

'J:ȱȼɍƑˣZN0:"W@:T:��J0�N(ĩŔʏ7�V0M;?Ɛʎ(:"W@:T:�8*W@�

ĩŔʏ7�V8��Ƒˣ?�VʖȴƟZN48��ȱȼɍƑˣ;r¥�¥£^¥¢*VƑˣ7�V$8;:U�

vi�|r?�46ĩŔʏ7�30�ȻķĩŔʏ7?:�$8;:V� 
71 *7;ɯ 1ɬȗ 3;��6ʹĕ(0��º�ȉƆNȉÊ8(6œʆ*V8��ʰʷN�V̼Feldman 2000b �̽
J0td�]¤o_y¥;SW@�ȉÊZº18*Vɑʵ�YWYW;�V8ɜĪ*VÐN�V�̼ 01(o_y

¥?ȃ>ÐZ�º;̖*VYWYW>ˇUǒ��ƋɍʱȤ8˰ÊɍʱȤNí;ǆƳ*V8��Ð8(6Ƶ#6�

V�̽ YWYW?ˋ��ȉ<8��08�@��)�2O[?�:�̼Grandpa is gone �̽8N��)�2O[?�
VS�Ǹ>°;�V̼There’s Grandpa, there in the casket �̽8N˷GV̼Sider 2001, p. 196 �̽ɡ?$�(0ʰʷ;
ėţ7�V��ʊU˶(;:V��$>ɫĽ;ňƜɍ:º?ȉÊ>ȊT:�S�:k¥r1"Zʎ�6H(�� 
72 ǿȤɍʰʷ7?.W/Wȃ>S�;ˉǗ&WV�08�@őÑ>$X>ɡ8Ȼķ>ɡ?�ł >ƑˣŀĉZʃ
6�V;N��YT+ĝ¦>º7�V�Ƌɍ˾ʆƑˉ̼e.g., Parfit 1984, esp. pp. 204–209�̊ʽǟ 286–291̧�̽ ;

SW@�őÑ>$X>ɡ8Ȼķ>ɡ�ĝ¦:>?Ƌɍ˾ʆƑ8��̖ÔZőÑ>$X>ɡ8Ȼķ>ɡ�N4�T

7�V̼08�@Ȼķ>ɡ�őÑ>$X>ɡ;̖*VʻƢZN4$8P�őÑ>$X>ɡ8Ȼķ>ɡ>Ƒǵ;̰

ÆƑ��V$8:9 �̽ȱȼɍ˾ʆƑˉ̼e.g., Olson 1997̽;SW@�Ȼķ>ɡ8őÑ>$X>ɡ�ĝ¦:>?�
92TNĝ¦>˰Ê̼�V�?8 ;ƋɍȴƟZŚȻ*Vʖ:9̽;Ŭ*V�T7�V̼&T;.>˰Ê?Ǜɩ

ɍ˾ʆƑPĲǬɍ˾ʆƑ:9>ʱȤZȢ0*1X� �̽Sider (2001) ZĔȮ>$8� 
73 �Vº;4�6ʎ�V&��.>º>́ē>ŎZƐ�ƿ >?S �V$87�V�08�@�+38Ä36
�:�30̵ǲǛ¾>Ėº8²;Ä�8��Ėº��:0>ŎZʰ6̃ĨƞZN48*V��:0>Ėº?�

�.T ��:0>̵ǲǛ¾>ŎZƛä(6�0>1X��Ėº>Ɛ�ƿ�6�0Ŏ?�J>�:0>Ŏ8(6

?ˈ36�V�1�.W?��VƜĥ7?�:0>Ŏ8(6Ȇ(��.>Ȇ(&>ĻȤ?�.>S�:́ē>̼ �

VȲř>Ǜ̕>̽�:0;̖*VµŚ�œķ*V$81X��ȉʏ�ðķɍƑˣZN48ʎ��.W��VƜĥ

7Ȇ(�8ƐYWV>?�Ď;$>S�:k¥r8ĝǾ18ʎ�TWV� 
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́ē>Ǜȩ>ƑˣZȻķ>ȉʏ�N48*V$8?�.W�ƓƜɍ18��ȩ�TN˅M�0�

1X�74�J0�8 ;ƋɍƑˣ;̖(6�(@(@ȉʏ;4�6�ȉʏ?ŖT�7�V�P�ȉ

ʏ?ʠ([7�:��8�30ʹ�ǒZʑ;*V�(�(.W?�ĒŠ;?ˈ30�* : 8

N«Ȇɚ:ʹ�ǒ7�V1X��Ƚ�6�V8�;ƞ)Vʠ(K8ȍ˳(6�ȉ=@ʠ(K�:

 :V�8�30ʹ�ǒ;NĝǾ>«Ȇɚ&�Å36�V�0(�;ȉʏ?ʠ([7?�:���

ȉʏ?�ʠ([7�V�ȴƟ8ȍ˳Ěʔ:�ʠ([7�:��ȴƟ;�V>7N:��SUȆɚ

;?�ȉʏ?ʠ([7�0Uʠ([7�:�30U(:�8ʹ�G�7�V� 

7?ȉʏ>N4
̾̾
Ƒˣ?9>S�:N>��$$J7>ʎŢ;��6Nʹĕ(6�0S�;�ȉ

ʏ?�Ƚʏ;S36˹Ɨ&WV�8�30¼>ţ˚8>̖Ô;SVŁķɍƑˣZN4�J0�ȹ

ő̺7�30�P�ĩŔʏ7�30�>S�:́ē>Ƒˣ75ZN4�J0�ȉ::"W@J1ŵ

,;ǞT(6�0�N(W:��8�30ǾɒɍƑˣZN4$8N�V1X��$�(0Łķɍ

ƑˣZȉʏ�N48��ȩ;̖(6N�Ɇˏ?:�1X��ȉʏ?J0�ʙ˰8ĝ¦7�V�P

�ÙÊ7�V�>S�:��TQVţ˚�ƌȭɍ;N4¸Ǧ:Ƒˣ76NN48ʎ�TWV�.(

6�8UY"ǧˏǏ;��6̏ʯ:>����VȏȤ>ɠüZN4�8��Ƒˣ7�V�ʊU˶(

ʸW6�0S�;�$>ƑˣZÙÊ>N4ðķɍƑˣ18ʎ�Vƌʯ?:�30�.W?˒µƟ

8±Ê8>̖Ô;S36±Ê�N4ŁķɍƑˣ18ʎ�V$8�7�V�$$7Ƶ#0Ƒˣ?9

WN�J@T:ǼƏ8(6>ˣ7?:��7?�.>S�:ƑˣZN0:�ȉʏZ9>S�:ţ

˚8(6ʎ�V$8�7�V1X���.W;ˉǗZ¬�VÛʫ8:V>���Vɦ>ʬ>ÙÊ

ˉ7�V� 

�_�¤m��¥?�ŚÊ̼ substance 8̽ĻÊ̼ substratum Z̽ĝ¦ʲ*V�ĝ¦ˉ̼ Identity Theory �̽
778ĦGVx_�>ʬ>ÙÊˉZ±Ž*V�.>ʰʷ>N87?�ðķɍƑˣZ¦øN0:�ʬ

>ÙÊ8��ʎ�;ƜĥZ¬�V$8�7�VS�;ʰ�V�S ɘTW0ǿȤɍ:ʬ>ÙÊˉ

?�ĻÊ>ĝ¦ƑZđōɍ18(�ĻÊ8ðķɍƑˣ�œķˏɍ;Ļɛɍ18*V�.>ȩ?ĝ

¦ˉNĝǾ7�V�®ʰʷ>̃�?ȃ>S�;:V�ǿȤɍ:ʬ>ÙÊˉ?�ðķɍƑˣZŚÊ

>ǽƣʯɿ8K:(�Ȧķɍ;ʬ:ţ˚Z˅M?*V��ðķɍƑˣZN0:�ɔȆ
̾̾
>
̾
ʬ>ÙÊ

Z˅MV$8?:��¼ǒ>ĝ¦ˉ?�ŚÊ8ĻÊZĝ¦ʲ*V�ĝ¦ˉN�ðķɍƑˣZN0

                                                        
74 m��¥NĝǾ>˖ˏZʧ:��J0�m��¥�&T;½"ą�VS�;�ȉʏ?�Ź36�U�4Ȁ0Y
36�V�S�:ɗɓţ˚̼«Ěʔ͂impossible̓ţ˚̽7N:�1X��̼ Connolly 2011, p. 94.̽01(�vi�
|r;̖(6�08�@�º7�V�P�ɀƑ7�V�>S�;�$�(0x_�>ƓƜƑ>Ƚ):�ƑˣN�

V1X�� 
75 .>Ƒˣ?�́ē>ʙ÷ʙ˰8>̖Ô;SVŁķɍƑˣ���V�?�́ē;Ðĉ(0ǜ̀ʏ8>̖Ô;SV
ŁķɍƑˣ18ʎ�V$8�7�S��m��¥;SW@�vi�|r?ĩŔʏ130�Zɔ;*VN>

̼truthmaker̽?�̼ i̽vi�|r8��ţ˚̼œķ̤œķ;��YT+ �̼̽ ii̽ĩŔʏ7�V8��Ƒˣ̼ǜ̀
ʏ �̼̽ iii̼̽ i̽8̼ii̽>N4̖Ô̼ţ˚��46Ðĉ(6�0Ƒˣ8>��1;ƣɫ*V̖Ô̽7�V̼Connolly 
2011, p. 92 �̽ 
76 Connolly (2011), p. 96. Lewis (1986a), pp. 59ffNĔȮ� 
77 Connolly (2011), Connolly (forthcoming). 
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:�ʬ>ÙÊ�œķ*V
̾̾̾̾

$8?ġř*V78�(�(�ţ˚?œķ*VN>;Ũ &WV>7?:

 �� 4�>ţ˚?�œķ,+
̾̾̾̾

ðķɍƑˣZN0:���Òȭ8(6ţ˚:>18ĝ¦ˉ?±

Ž*V�$>ʰʷ?�m��¥N˅MVS�;�̼ Ǒ̽�_�¢j±ʍ�8ĦE$8�7�V1X

�� 

01(�ƑˣÐĉ;̖(6�ðķɍƑˣZN4;?œķ(6�Vƌʯ��V8*Vȩ7�$>

ʬ>ÙÊˉ?� 4�>̼�_�¢jʙ˰>ʰʷ8ȮT(6�.T ?SUȆʅ:̽Ǒ�_�¢

j±ʍ8?Ɇ:V�08�@|�¢r¤�¥v¢s?̤œķţ˚��̣��P�ñ��>S�:

ǜ˽>Ƒˣ���ǳƑˣ̼nuclear property �̽798Ħ@WVƑˣ��ZN4$8Z˅MV1"7:

 �.�(0Ƒˣ;S36ţ˚?Ùûĉ&WV8±Ž*V80�4JU�¥v¢s>Ǒ�_�¢j

±ʍ>N87�ţ˚?ƌȭɍ;ðķɍƑˣZN4>7�V�01(�Ǒ�_�¢j±ʍʏ7�V

j�]�¤��¥r~?��ñ��P�İʶ��8�30ł >˽Ų>Ƒˣ��œķűʄɍ

̼existence-entailing̽:Ƒˣ��4JU�.>ƑˣZţ˚�N48�?ƌȭɍ;.>ţ˚�œķ

N*VƑˣ��18±Ž*V81�.>0M�ƑˣÐĉ;̖*Vm��¥>±ŽZN36.>ɫĽ

Z̼Ǒ̽�_�¢j±ʍɍ7:�8K:*ƌʯ?:�1X��m��¥>ɫĽ?��_�¢j>

ɫĽZǠN̯ʤ;ȲƊ5"Vđȼ>�2��ȶɫƑđȼ̼Principle of Independence �̽��ţ˚�œ

ķ*V$8:(;ƑˣZN2�V8��đȼ��Z̼̙řɍ1�̽˅M��ȲƊ5"đȼ

̼Characterization Principle �̽��ţ˚�œķ(6�V�œķ(6�:��;��YT+�ÂƜ>

ȲƊ5";ţ(6.WZȢ0*ţ˚�ǢV8*Vđȼ82��Z˅M:�ɫĽ7�V�m��¥?

ñ�İʶP̸̑>Ů8�30ȲƊ5";4�6�ȻŚ;
̾̾̾

�ñ��P�Ů7�V�8�30ðķɍ

ƑˣZN4ţ˚Z˅M:��ɡ>ʰV8$X�Ǜ̕PǾɒ;̖*VƁʐ©Ŕɍ˖ˏ;��6Ǒ�

_�¢j±ʍ�ż�Ĝ�;ö&WV8�;ĩŔʏ02�Ə̬;��6�V>?�$�(0x_�

                                                        
78 o_y¥;SW@�ɔ;ʬ>ÙÊZĻɛɍ:œķˏɍe|n�¥8(6˅MV$8?Ěʔ7�V(�Ǜɩȩ8
ǍŔɍţ˚�.>Ð7�V̼Sider 2006, esp. pp. 392–394 �̽.>ʰʷ>N87?�m��¥>±Ž8?Ɇ:U�Ǜ
ɩȩPǍŔɍţ˚?œķ

̾̾
ʏ
̾
8��$8;:V� 

79 ǳƑˣ8?�˽Ų>Ɯĥ7>ÙÊ>Ƒˣ�P�ţ˚ZÙûĉ*VƑˣ�8&WVS�:��YQVǜ˽>Ƒˣ
7�V̼Parsons 1980, pp. 24–26, cf. pp. 22–23, Parsons 1979a, pp. 101–102 �̽�¥v¢s;SW@ǳƑˣ;?ȃ>Ȳ
Ɗ��V�˴ǟ;�Vˇ7�̼ i̽îÊɍţ˚;̆ø:˷ˇ8(6ʙȭ:»ǒ7˷ˇˏȼ>:�;ʩȻ&W�̼ ii̽
�““““““��ǳŁƑˣ�>e|n�¥;÷̰&W+�̼ iii̽ĩŔ>|i�e�:Ⱦˇ7?: �̼�ĭ��>S�:̽
ˀÓˇ7?: �ȍ˳ɾ7NǠ©ɾ7N:���̼ Parsons 1979b, p. 659. ��?żȾʏ;SVʫ˩�̽ �]j ¥?

ǳƑˣZ�Ŗê7�36�ɗɓZȽƣ(:��Ƒˣ8ƁŞ*V�̼Yourgrau 1987, p. 91�̊ʽ 198̧�ʽǏ?̊ʽ
;Ƈ��̽�̆ɚ:ʩȻ7�X�� 
80 �¥v¢s?ȃ>đȼZ±Ž*V�̼ 1̽9>̼ŚķJ0?̤Śķ>̽¶4>ţ˚NȆɚ;ĝ)ǳƑˣZN4$
8?:��̼ 2̽ÂƜ>ǳƑˣ>̟Ĝ;4�6�.>̟Ĝ>*G6>ǳƑˣ1"ZN2¼>ǳƑˣZN0:�ţ˚
��V�̼ Parsons 1979a, p. 99, Parsons 1980, p. 19.̽ƁŻɍřʍ? Parsons (1980), p. 74ZʰTW0���¥v¢s
?$>̼ 2 Z̽�ţ˚;̖*V	 ĈƲđȼ��8ĦE��V�?�Ƚƣđȼ̼ Generating Principle �̽8NĦE̼ Parsons 
2011, p. 28 �̽$>ʰʷ?�ˣ;S36ţ˚ZÙûĉ*VǨˉ̼bundle theory̽ɍ:ʰʷ8K:*$8�7�V1X
��¼ǒ>ʬ>ÙÊˉ?�ˣɍ;?ĝ¦7�VS�:ûÙ>ţ˚Z˅MV$8�7�V� 
81 Cf. Priest (2005), esp. pp. 59–60�̊ʽǟ 76̧�. Linsky & Zalta (1991), p. 452NĔȮ. 
82 Cf. Routley (1980), p. 46, Parsons (1980), p. 30. J0�Parsons (1979a), p. 99, Parsons (1980), p. 19ZĔȮ�J0ǧɬ
ȗ 80NĔȮ� 
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>ɨƀ:Ǒ�_�¢j±ʍ7�U�.W7Č÷7�V83� 

ðķɍƑˣ>Ðĉ;̖*V$>ʰʷZƼȾ*V�9��?�ʬ>ÙÊˉ;836̔�W0̇Ƭ

ʓ7�V8ɡ;?ƐYWV�1��m��¥;SW@�$>ʰʷ;S36�9�(6ʬ>ÙÊ�

œķ*V>7?: ̤œķ:>�;4�6�¦4>ˉǗZƦ;*V$8�7�V�*:Y2m�

�¥;SW@�$>ʰʷ?��œķ�Z¦̜>˷ˇ8(6ƨ�ʎ�;ȃ>S�:ŚˣɍðŞZ¬�

V$8�7�V���œķ*V�?�ʞ�4�6�V�8ĝǾ;�ɚřĚʔ:̼determinable �̽˷

ˇ7�V�““““““���ʞ�4�6�V�?ËT�>ʞɍˣ>Ðĉ;S36̆ȾĚʔ7�V��œķ

*V�?ËT�>ˣ>Ðĉ;S36̆ȾĚʔ7�V�.W?Ǡ̵Ç>ɚřĚʔ˷ˇ:>7�V��

84*:Y2�ʬ>ÙÊ?ˣZ�3&�N0+�&T;.WQ�;̼Ǡ̵̽Ç>ɚřĚʔƑˣ7�

VœķZN0:�8��Y"7�V�1�ɡ>ʎ�7?�$>ʰʷ�ƼȾ7�V$8?�.WH

9ž�üȩ8��Y"7?:��08�@ĲǬɍ:Ƃ̦Zę"�V8��S�:�*!;ʎ�4

 ̼8 ;îÊɍţ˚;836N38N:̽œķǼƏ>Ûʫ?¼;N�V�T7�V� 

̤œķţ˚�ðķɍƑˣZN2�:�8*Vʰʷ?�m��¥ʙ˰N˷GVS�;�ȉʏ;8

36̏ʯ:�Vx_�>Ƒˣ;4�6ʛĥȝ�Ĭ̭ZȽ)&,V�.W;4�6ˏ)V$87�

ǧɬZʁ�V$8;(S��ȉʏ�N48ʎ�TWVƑˣ>Ûʫ>¦4;�º7�V�8��Ƒ

ˣ��V�˽Ų>ʹʣ̅�7?�ȉʏ8?�ȉ[1º̼dead person �̽>$87�V��º7�V�

8��ƑˣZȉʏ�N4�9��;4�6?�ȉʏZ̤œķʏ18ʎ�Vˏʏ>��1;Nʰʷ

>«¦ʚ��V�08�@�]j ¥?�ȉʏ�Ƚÿ8ĝ)�º̼person �̽8��ɦ;Ŭ*V8

˷GV85�m��¥;SW@�º?ȉ<8�;�º7�V�8��ƑˣNń����:Vɦ7�

V$8ZNPMV>7�U�YWYW?Ƚÿ�TȉƆJ7Z˽(6º7�V8��Y"7?:�

86�92T>ɫĽ�N38NT(�1X���ɡ>ʎ�7?�ȉʏ�º18��$8?.WH9

ǗT�:Y"7: �.WZġř*V$8N�:T+(NǕŲɍȼʷ8ė*VY"7?:�� 

&6�ȃ>S�:˖ˏ?Ȇ(�1X���º?ȱȼɍţ˚7�V��V�?�º?ƋɍƑˣZ

N4ţ˚̼08�@Ɛʎ*Vţ˚̽7�V�$WT>ʰʷZÿǀ*W@�ȉʏ�ȱȼɍƑˣNƋ

ɍƑˣNN2�:�$8�T�ȉʏ?º7:�8��$8�űʄ*V87��V�?�º7�V�

8��Ƒˣ�œķűʄɍ18ÿǀ*W@�ȉʏ�̤œķ>ţ˚7�V$8�T�ȉʏ?º7:�

                                                        
83 �]j ¥?08�@ǯɩ>g��ix¥Zţ˚8(6˅M:��ɯ 1ɬȗ 64ZĔȮ� 
84 Connolly (2011), p. 98. ��?żȾʏ;SVʫ˩�$>ʰʷ?qa_�s¤�¥x¥¤�]�¢�̼ Moreland 1998, 
esp. p. 261̽�ɜĪ*Vœķ;̖*VȼˏZSU˄ʀ;ū̔(0N>7�V�œķ;̖*V$>ʰʷ;S36�]
�¢�?�ɔ;ʬ>ÙÊ�œķ*V

̾̾̾̾
ĚʔƑZƻ̚*V�.�18(6N�ɔ;ʬ>ÙÊ�Ǣ

̾
V
̾
ĚʔƑ�ƻ̚&W

V8ʎ�Vƌʯ?:�1X�� 
85 Yourgrau (2000), p. 48. 
86 Connolly (2011), p. 84. m��¥�$>ʰʷ>�¢~Zƈ08(6ż Hinchliff (1996), p. 134 n. 17;ʹĕ&W6
�VƑˣ?�ˤ&�7�V���ˤ��8��ƑˣŹē>ţ˚;ţ(6űŬ&,V$8?.>ţ˚>œķZĢƜ

*V�:-:T��VN>�ˤ�>?.W�œķ*VĽĜ1"1�T7�V��̼ ibid.̽1��¢i��?û>ˏ
Ǐ̼Hinchliff 1988, p. 116̽7�ȉʏ��º7�V�8�30�ǧˣɍƑˣ�ZN4�ġ�;̖(6ɚ×�:�8
˷G6�V��º7�V�>S�:ƑˣZˤ&8ĝǾ;ƨ�$8�ʙǗ7�V8?ɡ;?ƐYW:�� 
87 Connolly (2011), p. 95. 
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8��$8�űʄ*V�(�(:�T�$�(0˖ˏ?ǗT�;ˏȩèĘ7�U�ȉʏ;ȗɐ*

V$87º>ǧƑZǗT�;(0�ĩŔʏ;836̷Ąɍ7:�1X�� 

�ȉ[1º�8��YWYW>˽Ų>ʹʣ̅�?�ȉʏ�º7�V8��ʰʷZǆƳ*VS�

;ʰ�V�N(W:����>º?N�ȉ[7(J30��ɡ?�JN�>ºZƝ(6�V�8�

30ˇUǒNʙȭ:N>1X�88�J0�ɠü8?�º
̾
;836>ÓÜ�7�U�º7:"W@

9�(6.WZN4$8�7�S���.>S�;ʎ�V$8N7�V�N(W:��1��ȉ

ʏ�ʬ>ÙÊ7�W@�ȉ[1º�8�30ʩȻ?ĒŠ;?Ȇ( :�$8;:V1X��m�

�¥;SW@�ȉʏ?�46>�Uǒ;S36Òȭ8(6Ɲ&WV;Ü(�º7: :V�T$

.ȉ?Ŝ:>7�U�Ų˕;ė*Vȩ��V8(6N�ȉʏ�º7:�8��ʰʷ?ę"�W�

0�N>7?:�89� 

¿©>˒ȩZˬJ�0ɡ>ʎ�?$�7�V�Ś̞>8$X�ȉ[1ºZ�º�8ĦEʹʣ̅
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結論 
 

本論文の目的は、死に関してわれわれがもつ二つの直観を明確にすること、そしてそのいずれ

をも説明しうる形而上学的枠組みを提示することであった。死に関する第一の直観によれば、死

は死ぬ当人にとって害である。また、その人の死後にも生き続ける人々は、死者に対して追悼な

どの関係に立ちうる。第二の直観によれば、死によって人が害を被るということはなく、追悼な

ども意味をなさない。そして、死に関してわれわれがこのような二つの直観をもつということは、

人が死によって存在しなくなるという「非存在化」に二つの意味があることに対応している。本

論文は、死の悪や死者に対する態度といった、価値やわれわれの実践に関する事柄と、人の存在

と非存在という形而上学的な事柄の関係について明らかにする試みであった。 

第 1章の始めではまず、死に関する基礎的な理解として、人は死ねば存在しなくなるという「終

焉テーゼ」を提示した。第一の直観はその終焉テーゼと衝突するように見える。それは、死が人

の存在の終焉だとすれば、害を被り、生者と関係に立つはずのその人は死によって存在しなくな

るはずだからである。第 1章では、価値論的観点から、死の害に関する問題に解決を与えた。わ

れわれが気にし、われわれ自身の未来について告げるものであるという福利の概念の本性に照ら

せば、人が死後の時間に存在しないこと自体が、その時間にその人が定まった水準の（とくにゼ

ロの）福利をもつということを排除すると考える必要はない。存在を失ったからといって、人に

とって何かが重要であり続けることや、そのようなリアルなものとしてわれわれが死者を受けと

るということまでもが終わるわけではない。そうした実在性や真剣さの挫折までをも意味しない

「非存在化」の理解が一方である。それが死に関する第一の直観である。 

第 2章の中心的テーマは第二の直観である。第二の直観は「死は何ものでもない」と表現され

うる死の理解である。そのような考えはこれまで、主にエピクロス主義と結びつけられてきた。

第 2章ではまず、エピクロス主義の主張を、その批判的検討を通して明確にした。エピクロス主

義は、人の福利が体験の価値に存するとする体験主義に基づいて、死は死ぬ当人にとって悪であ

るという第一の直観を否定する。他方で、それとは別の仕方で、「死は何ものでもない」という第

二の直観を適切に特徴づけることが可能である。第 2章の後半では、第一の直観と対比させて第

二の直観を明確にすることを試みた。そこでは、死には「終焉」と「消滅」という二つの解釈が

可能であるということを整理して示した。死に関する第一の直観と第二の直観は、その二つの解

釈に沿って、次のようにいくつかの対の形で理解されうる。価値に関するものとしては、人の生

に対する真剣さとその挫折、福利の水準がゼロであることと無規定であること、というように。

存在論的なものとしては、終焉と消滅、浅い非存在化と深い非存在化というように。さらに、存

在論的な後者の一群の理解に関しては、その形式的な表現がどのようになるかについて、異なる

二つのアプローチがありえた。どちらのアプローチも、ある意味で、述定に対する「内的な否定」

と「外的な否定」の区別と呼べるような主張を行なう。すなわち、内的な否定が、単に問題にな
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っている述定の否定であるのに対して、外的な否定とは、それが述定されうるための条件が否定

されることによって、当の述定が成り立たないとすることである。そのような条件としては、述

定される名前の指示対象がそもそも量化の対象領域にないこと（量化的アプローチ）と、問題の

述定の条件となっている別の述定が否定されること（述定的アプローチ）の二つがある。 

第二の直観によれば、死者について幸せであるとか不幸であるとかということは意味をなさな

い。このような死に関する第二の理解は、福利だけでなく、「人生の意味」という価値に関してい

っそうなじみのあるものである。第 2章の最後の方では、死によって人生が無意味になるという

考えが、第二の直観の表現の一つであると論じた。そのような死の理解は、人に対する真剣さを

挫くような死の理解である。また第 1章と第 2章の議論を経て、価値が「無規定」であるという

アイデアは第二の直観を特徴づけるためにこそ用いる必要があることを明らかにした。その概念

は、人の死後にはその人に価値の水準が帰属しえず、またそれゆえに、獲得しえたはずの価値と

のいかなる比較も成り立たないとする死の理解としてこそ用いることが適切である。 

第 3章では、死に関する第一の直観だけでなく、第二の直観をも自然な仕方で説明する見解と

して、いくつかの形而上学的枠組みを比較し、死者を非存在の対象として扱う「新マイノング主

義」が、生前と死後とのコントラストをうまく表現する枠組みだと論じた。まず、新マイノング

主義と永久主義的三次元主義は、多くの点を共有しており、それらの枠組みは、死に関する第一

の直観自体に関しては違いがない。新マイノング主義と永久主義的三次元主義はどちらも、人が

死後の時間にも性質をもつという主張を可能にするからである。他方で、それら二つの枠組みと

永久主義的四次元主義は、第一の直観の説明において違いがある。永久主義的四次元主義の困難

は、結局のところ、その枠組みのもとで死後の時間の性質帰属が可能でないということに由来す

る。第二の直観に関しては、現在主義を組み合わせた新マイノング主義のもとでは一つの特異な

アイデアが理解可能になる。それは、生前の過去の事実についても含めて、文字通りにいかなる

性質をも死者がもつことが可能でなくなるという最も極端な死の理解である。しかし、存在の有

無によるある種の述定の制限という考えとしての第二の直観は、永久主義的四次元主義と永久主

義的三次元主義のもとでも理解可能である。 

新マイノング主義と永久主義的三次元主義の違いは、誕生をめぐる倫理学的議論に関して生じ

うることを明らかにし、その論点について、新マイノング主義に一定の優位性があることを示唆

した。さらに、死者と生者の通時的同一性を問題にするとき、結局のところ、永久主義的三次元

主義は新マイノング主義の一バージョンと呼ぶことが相応しいという示唆を最終的には行なった。 

 

死の害や死者の存在論的身分をめぐる議論は、今日の英語圏を中心とするいわゆる「分析哲学」

の領域において非常に盛んになっている。たとえばエリック・オルソンは最近の論文において、

この状況を「産業（industry）」と——おそらくすこし揶揄して——呼ぶ1。だが私の知るかぎり、

                                                        
1 Olson (2013), esp. p. 65. 
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その産業において作り出される製品は、基本的には第一の直観をめぐるものに終始しており、第

二の直観のような話題はほとんど明示的に論じられてはいない。もちろん、かならずしも明確化

されていない理解や概念を明らかにするということ自体には、それが何であれ、意義があるだろ

うが、死をめぐる現代の分析哲学的議論に関わる場合に重要なのは、やはり第一の直観に沿うよ

うな死の理解であるだろう。その事情は単純で、第一の直観は、その直観が告げるように、われ

われにとって重要であり、たとえば死に関係するシビアな道徳的問題に関係するのが第一の直観

だからである。第二の直観はそうした問題に対して何も告げない。その意味で、第二の直観を明

らかにすることは、それほど意義がないと思われるかもしれない。 

だが、第二の直観を明らかにすることは、重要な
．．．

第一の直観を正しく理解するためにも必要で

ある。それらはいずれも一つの死に関する理解であり、それゆえ、それらの理解に関係する周辺

の概念について混乱が起こりうるからである。そうしたことが、とりわけ、死後の福利の水準を

めぐる議論においてじっさい起こっているということを本論文では示唆した。本論文の議論が正

しければ、第 1章第 4節で批判した無規定説を採用する剥奪説（あるいは無時間説）および、第

2章第 1・2節で批判したエピクロス主義の無規定説的アプローチは、そうした混乱を含む主張だ

ったということになる。私がそこで指摘したポイントは、ようするに、福利がゼロであるという

考えと無規定であるという考えは、果たすべき役割が異なるということである。そのことは第一

の直観を見るだけでは分からない。第一の直観が何でない
．．．

のか、第一の直観を否定することがど

ういうことでない
．．．

のか、それを明確にするには、第二の直観がどういうものかを特定する必要が

あるのである。 

 

いくつか論じ残したことについて述べて、本論文を終えることにしたい。まず、第一の直観が

告げるような「死の害」をめぐる議論は、本論文がフォローした内容を超えてさらに進んでいる。

第 2 章第 1.2 節においてエピクロス主義を検討する文脈で言及したが、剥奪説——あるいはより

一般的に反事実条件的比較説（CCA）——に対してはすでにいくつかの小さくない問題点が指摘

されている。剥奪説において主張されるような反事実的状況との比較に基づく「害」という概念

自体が、そもそも役に立たない不要なものだという議論すら登場している2。私自身は、これもま

た第 2章の同じ箇所で言及したように、そうした害の理論を擁護することの見通しは暗くないと

考えているが、本論文においてそうした議論までを行なうことはしなかった。また、本論文はそ

の中心的関心を死に絞ったが、死は人生のもつ両端の一方であり、それだけでは人と（非）存在

の関係について論じるべきことの半分である。本論文でも、第 3章第 4節の論点 Eにおいて、剥

奪説と新マイノング主義が誕生の価値の評価をめぐる諸問題にも適用できることを、その立場の

利点の一つとして挙げた。また、第 2章第 3.3.5節の最後で、死に関する第二の直観に相当する誕

生に関する理解がありうることを簡単に示唆した。しかしながら、誕生や人口、あるいは未来世

                                                        
2 E.g., Hanser (2008), Bradley (2012b). 
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代に関する倫理学的議論は、もっぱらデレク・パーフィットが整理したいくつかの課題に応える

形で3、死の悪をめぐる議論と同様に（あるいはそれ以上に）大きく活発な「産業」を築いている。

本論文で触れたのは、誕生することが生まれる人にとって利益か害かという価値評価がそもそも

可能かどうかに関する、ごく基本的な一部の問題だけである。死に関する本論文の見解が誕生を

めぐる他の諸問題の説得的な解決と両立できるかは、本論文で提示した見解の評価のためにも、

さらに精査する必要があるだろう。 

次に、本論文では、新マイノング主義の体系的な検討までは行なえなかった。本論文の試みは、

新マイノング主義がすくなくとも整合的な立場であることを前提したうえで、非存在の対象を認

めるというその基本的アイデアを死者の問題に援用する、という域を出ていないかもしれない。

もちろん、一時期考えられていたように、（新）マイノング主義が「死んでおり、埋葬され、蘇る

ことはない」4見解だというような評価が不当であることは、今日もはや明らかだろう。リチャー

ド・ラウトリー、テレンス・パーソンズ、エドワード・ザルタらによる、もはや古典と言えるよ

うな著作や、最近のものでは、グレアム・プリースト、フランチェスコ・ベルトによるものなど、

新マイノング主義の形式的な体系化はいくつもなされている5。しかし、死者や生まれぬ者

（unborn）を扱うのにどのような体系が最適かについてはまだ明らかにされていない。（ただし、

どのような方針を採るべきかということについては、いくつかの示唆は本論文から得られるだろ

う。たとえば、矛盾対象や不可能な対象までは認めないような穏当な立場で十分であり、任意の

記述について何らかの対象がそれを満たすとする包括原理のようなものも必要ないように見え

る。）また、本論文が死者に関して提示した、その通時的同一性が原始的だとする見解だけでは、

人の通時的同一性の説明
．．
としてはもちろんまったく不満足なものだということも課題として残る

だろう。そのアイデアにさらなる詳細を与えるためにも、新マイノング主義の体系的な考察を経

なければならない。 

                                                        
3 「〔･･････〕われわれは善行に関する新しい理論を必要としている。〔その新しい〕〈理論 X〉は〈非同一性の問
題〉を解決し、〈いとわしい結論〉と〈ばかげた結論〉を回避し、〈単純追加のパラドックス〉を解決しなければ

ならない。」（Parfit 1984, p. 443.〔邦訳書 601頁、訳文は邦訳書に従う。〔〕は引用者による補足。〕） 
4 Ryle (1972), p. 7. 
5 それぞれ順に、Routley (1980), Parsons (1980), Zalta (1983), Priest (2005), Berto (2012). 
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